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１ 通所リハビリテーション事業に関する事項 

※介護老人保健施設が行うものを除く。 

 

 

基準省令：指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平 11.3.31 厚生省令第 37

号）第８章通所リハビリテーション 

基準省令の解釈通知：指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平

11.9.17老企第 25号）第３介護サービスの七 通所リハビリテーション 

介護報酬の通則：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平 12.2.10厚生省告示第 19

号）別表７通所リハビリテーション 

介護報酬の通則の留意事項通知：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サー

ビス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅

介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の

留意事項について（平 12.3.1老企第 36号）第２の８ 通所リハビリテー

ション費 

 

（１）事業の基本方針 

利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業

療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る

ものでなければならない。 

 

（２）人員に関する基準  

 ① 事業者が病院、介護医療院の場合 

ア 専任の常勤医師が１人以上勤務していること。 

イ 単位ごとにサービス提供時間帯を通じて、専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当た

る理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員を、利用者の数が

１０人以下の場合は１以上、利用者の数が１０人を超える場合は、利用者の数を１０で除した数

以上配置していること。 

ウ 上記イに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士を、利用者が１００又はその端数を増すごとに１以上配置していること。 

エ 上記ウに掲げる人員のうち、所要時間１時間から２時間の指定通所リハビリテーションを行う

場合であって、定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッ

サージ師がリハビリテーションを提供する場合は、これらの者を当該単位におけるリハビリテー

ションの提供に当たる理学療法士等として計算できる。 

 

 ② 事業者が診療所の場合 

ア 利用者数が同時に１０人を超える場合にあっては、専任の常勤医師が１人勤務していること。 

イ 利用者数が同時に１０人以下の場合にあっては、以下の要件に適合していること。 

   〇 専任の医師が１人勤務していること。 

   〇 利用者数は、専任の医師１人に対し１日４８人以内であること。 

ウ 単位ごとにサービス提供時間帯を通じて、専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当た
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る理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員を、利用者の数が

１０人以下の場合は１以上、利用者の数が１０人を超える場合は、利用者の数を１０で除した数

以上配置していること。 

エ 上記ウに掲げる人員のうち、専らサービス提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語

聴覚士又は経験を有する看護師（※）を、常勤換算方法で０．１以上配置していること。 

オ 上記エに掲げる人員のうち、所要時間１時間から２時間の指定通所リハビリテーションを行う

場合であって、定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッ

サージ師がリハビリテーションを提供する場合は、これらの者を当該単位におけるリハビリテー

ションの提供に当たる理学療法士等として計算できる。 

 

※ 経験を有する看護師 

  下記医療機関、事業所、介護保険施設で、１年以上の従事した経験を有する看護師 

・医療保険（診療報酬） 

重度認知症患者デイケア 

精神科デイケア 

脳血管疾患等リハビリテーション料 

運動器リハビリテーション料 

・介護保険 

通所リハビリテーション費 

介護予防通所リハビリテーション費 

特定診療費（理学療法、作業療法）に係る施設基準の届出を行った介護保険施設 

 

定員超過・人員欠如による減算 

・定員超過利用は１００分の７０に減算 

  概要：通所リハビリテーションの月平均の利用者数が運営規程に定められている利用定員を超

える場合。 

・人員欠如による減算も原則１００分の７０に減算 

  概要：指定基準に定める員数の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員または

介護職員を置いていない場合。 

 

注１ 医師の兼務について 

   指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、当該介護老人保

健施設又は当該介護医療院に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として足るもので

あること。 

   また、指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、病院また

は診療所（医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場合に限

る。）と併設されている事業所において指定通所リハビリテーション事業所の医師が、当該病院又

は当該診療所の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として足るものであること。 

注２ 延長加算時 

   ７時間以上８時間未満の通所リハビリテーションの前後に連続して延長サービスを行う場合【病

院・診療所を問わず】 

事業所の実情に応じて、適当数の従業者を配置するものとする。 

注３ 同一事業所で複数の単位の通所リハビリテーションを同時に行う場合【病院・診療所を問わず】 

の施設基準の届出を行った医療機関 

の施設基準の届出を行った医療機関 
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 同時に行われる単位の数の常勤の従業者が必要となる。            

注４ 従業者１人が１日に行うことができる通所リハビリテーション 

 【病院・診療所を問わず】 

  ２単位まで。 

  ただし、所要時間１時間から２時間の通所リハビリテーションについては０．５単位として

取り扱う。 

 

注意事項（用語の定義等） 

 ア 通所リハビリテーションの「単位」 

   同時に、一体的に提供される指定通所リハビリテーションをいう。 

  このため、例えば、下記の場合は「２単位」として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を

確保する必要がある。 

・ 指定通所リハビリテーションが同時に一定の距離を置いた二つの場所で行われ、これらのサー

ビスの提供が一体的に行われているといえない場合 

・ 午前と午後とで別の利用者に対して指定通所リハビリテーションを提供する場合 

 イ 「常勤」 

   当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時

間数(32時間を下回る場合は 32時間を基本とする。)に達していることをいう。 

   ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律

第 76号）第 23条第１項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、利用者

の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間

数を 30時間として取り扱うことを可能とする。 

   また、同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と

同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の

合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものである。 

 ウ 「提供時間帯を通じて専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者を確保する」 

   指定通所リハビリテーションの単位ごとに従業者について、提供時間帯に常に居宅基準上求めら

れる数以上確保するよう必要な配置をすることをいう。 

   例えば、提供時間帯を通じて専従する従業者が２人以上必要である場合、提供時間帯の２分の１

ずつの時間専従する従業者の場合は、その員数としては４人が必要となる。 

 エ 「利用者の数」 

   単位ごとの指定通所リハビリテーションについての利用者の実人員をいう。 

 

（３）設備に関する基準 

 ① 通所リハビリテーションを提供するのにふさわしい専用の部屋等であって、３平方メートルに利

用定員を乗じた面積以上のものを有すること。 

  （ ３㎡×利用定員 以上 ） 

 ② 通所リハビリテーションを行うためのスペースと、当該通所リハビリテーション事業所と併設の

関係にある特別養護老人ホーム、社会福祉施設等における機能訓練室等との関係は、指定通所介護

事業所における基準省令の解釈通知を参照。 

  （指定通所介護事業所の基準省令の解釈通知） 

   指定通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等を併設している場合に、利用者へのサービス提

供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービスに規定があるもの（指定訪問介護事業所の場合

は事務室）は共用が可能である。ただし、指定通所介護事業所の機能訓練室等と、指定通所介護事

業所と併設の関係にある病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院における指定通所リハビ
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リテーション等を行うためのスペースについて共用する場合にあっては、以下の条件に適合するこ

とをもって、これらが同一の部屋等であっても差し支えないものとする。 

   イ 当該部屋等において、指定通所介護事業所の機能訓練室等と指定通所リハビリテーション等

を行うためのスペースが明確に区分されていること。 

   ロ 指定通所介護事業所の機能訓練室等として使用される区分が、指定通所介護事業所の設備基

準を満たし、かつ、指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースとして使用される区

分が、指定通所リハビリテーション事業所等の設備基準を満たすこと。 

     また、玄関、廊下、階段、送迎車両など、基準上は規定がないが、設置されるものについて

も、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、共用が可能である。 

     なお、設備を共用する場合、指定通所介護事業者は、事業所において感染症が発生し、又は

まん延しないように必要な措置を講じるよう努めなければならないと定めているところである

が、衛生管理等に一層努めること。 

③ 医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハ

ビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けている

患者と介護保険の通所リハビリテーションの利用者に対するサービス提供に支障が生じない場合に

限り、同一のスペースで行うことも差し支えない（１時間以上２時間未満の通所リハビリテーショ

ンに限る。）。この場合、医療保険のリハビリテーションの患者数に関わらず、常時、３平方メー

トルに通所リハビリテーションの利用者数を乗じた面積以上とする。 

④ 医療保険・介護保険のサービス提供に支障が生じない場合は、サービス提供時間に関わらず、必

要な機器及び器具は、共用して差し支えない。 

 ⑤ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために

必要な専用の機械及び器具を備えていること。 

 ※ 注意事項 

 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法その他の法令等に規定された

設備をいう。これらの設備を確実に設置しなければならないこと。 

 

（４）運営に関する基準 

 ① 内容及び手続の説明及び同意 

   指定通所リハビリテーション事業者（以下「事業者」という。）は、指定通所リハビリテーショ

ンの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、通所リハ

ビリテーション従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重

要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なけれ

ばならない。 

 ② 提供拒否の禁止 

   事業者は、正当な理由なく指定通所リハビリテーションの提供を拒んではならない。 

 ③ 心身の状況等の把握 

   事業者は、指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、利用者に係る居宅介護支援事業者

が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、病歴、その置かれている環境、

他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

 ④ サービスの提供の記録 

  ア 事業者は、指定通所リハビリテーションを提供した際には、提供日及び内容、保険給付の額そ

の他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しな

ければならない。 

  イ 事業者は、指定通所リハビリテーションを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容

等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法によ
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り、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

 ⑤ 指定通所リハビリテーションの基本取扱方針 

  ア 指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、そ

の目標を設定し、計画的に行わなければならない。 

  イ 事業者は、自らその提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 

 ⑥ 指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針 

  ア 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び通所リハビリテーション計

画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に

行う。 

  イ 指定通所リハビリテーション従業者は、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇

切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上

必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。 

  ウ 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置

かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。特に、認知症で

ある要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス提供ができる体制を整える。 

  エ 事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地

から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービス

を提供する。 

 ⑦ 通所リハビリテーション計画の作成 

  ア 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所

リハビリテーション従業者（以下「医師等の従業者」という。）は、指定通所リハビリテーショ

ン事業所の医師の診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状

況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成す

るための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければ

ならない。 

  イ 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の

内容に沿って作成しなければならない。 

  ウ 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用

者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

  エ 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該通所リハビリテーショ

ン計画を利用者に交付しなければならない。 

  オ 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画

に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載する。 

  カ 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受

け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の

病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビ

リテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション

提供内容について整合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合については、訪問

リハビリテーション計画の作成に関する基準を満たすことをもって、アからエの基準を満たして

いるものとみなすことができる。 
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    《実地指導における不適正事例》 

 ・サービスの提供に関わる従業者が共同して作成していない。 

 ・モニタリングを行った記録がなく、長期間アセスメントも行われていない。 

 ・計画に対する利用者及びその家族の同意が得られていない。また、同意の記録がない。 

 ・同意日がサービス提供開始後となっている。 

 ・計画の目標及び内容に対する実施状況や評価について説明が行われていない。 

 ⑧ 緊急時の対応 

   通所リハビリテーション従業者は、現に指定通所リハビリテーションの提供を行っているときに

利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必

要な措置を講じなければならない。 

 ⑨ 運営規程 

   事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければならない。 

  ア 事業の目的及び運営の方針 

  イ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

  ウ 営業日及び営業時間 

  エ 指定通所リハビリテーションの利用定員 

  オ 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額 

  カ 通常の事業の実施地域 

  キ サービスの利用に当たっての留意事項 

  ク 非常災害対策 

  ケ その他運営に関する重要事項 

    《実地指導における不適正事例》 

 ・営業日やサービス提供時間等の内容を変更しているが、運営規程を変更していない。 

また、指定権者に変更届出書が提出されていない。 

 

 ⑩ 勤務体制の確保等 

  ア 事業者は、利用者に対し適切な指定通所リハビリテーションを提供できるよう、指定通所リハ

ビリテーション事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。 

  イ 事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、当該指定通所リハビリテーション事業

所の従業者によって当該指定通所リハビリテーションを提供しなければならない。ただし、利用

者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。 

  ウ 事業者は、通所リハビリテーション従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しな

ければならない。 

    《実地指導における不適正事例》 

 ・高齢者の虐待防止や身体的拘束禁止を中心とした高齢者の人権に関する研修を行ってい 

ない。 

 ・高齢者の人権に関する研修以外の研修についても行っていない。 

 

 ⑪ 定員の遵守 

   事業者は、利用定員を超えて指定通所リハビリテーションの提供を行ってはならない。ただし、

災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。 

 ⑫ 非常災害対策 

   事業者は、非常災害（火災・風水害・地震等）に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機
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関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、

救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

    《実地指導における不適正事例》 

 ・火災、風水害、地震その他の非常災害に関する具体的計画が作成されていない。 

 ・避難訓練を実施していない。また、実施した記録がない。 

 ・避難訓練を実施しているが、定期的なものとなっていない。 

 ⑬ 衛生管理等 

  ア 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な

管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わ

なければならない。 

  イ 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

    《実地指導における不適正事例》 

 ・食中毒や感染症の発生を防止するためのマニュアルが作成されておらず、その防止のた 

めの研修も実施されていないなど、衛生上必要な対策が不十分である。 

 

 ⑭ 掲示 

   事業者は、指定通所リハビリテーション事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、通所リハビ

リテーション従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を掲示しなければならない。 

 

    《実地指導における不適正事例》 

 ・重要事項の掲示がない。 

 ⑮ 秘密保持等 

  ア 指定通所リハビリテーション事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用

者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

  イ 事業者は、当該指定通所リハビリテーション事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、

その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなけ

ればならない。 

  ウ 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、

利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなけ

ればならない。 

    《実地指導における不適正事例》 

 ・従業者又は従業者であった者に対し、利用者等の秘密保持に関する対策が講じられてい 

ない。（雇用時に誓約書等を徴していない又は誓約書の内容不備） 

 ・サービス担当者会議等での利用者（家族を含む）の個人情報の使用について、文書での 

同意を得ていない。 

 ・個人情報の使用について、利用者の同意は得ているが、家族の同意を得ていない。 

 ⑯ 苦情処理 

  ア 事業者は、提供した指定通所リハビリテーションに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速

かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなけ

ればならない。 
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  イ 事業者は、当該苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

  ウ 事業者は、提供した指定通所リハビリテーションに関し、法第 23条の規定により市町村が行う

文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に

応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又

は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならな

い。 

  エ 事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければ

ならない。 

  オ 事業者は、提供した指定通所リハビリテーションに係る利用者からの苦情に関して国民健康保

険団体連合会が行う法第 176条第 1項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合

会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行

わなければならない。 

  カ 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健

康保険団体連合会に報告しなければならない。 

    《実地指導における不適正事例》 

 ・重要事項説明書における苦情相談窓口について、利用者の保険者の記載がない。 

 ⑰ 事故発生時の対応 

  ア 事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、

市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じなければならない。 

  イ 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 

  ウ 事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

    《実地指導における不適正事例》 

 ・サービスの提供中の事故について保険者に対する報告が行われていない。 

 ⑱ 会計の区分 

   事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに経理を区分するとともに、指定通所リハビ

リテーションの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

 ⑲ 記録の整備 

  ア 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

  イ 事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する次の各号に揚げる記録

を整備し、各指定権者が定める基準に沿って、５年間又は２年間保存しなければならない。（詳

細は、各指定権者が制定している条例を参照のこと。） 

   (1) 通所リハビリテーション計画 

   (2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

   (3) 市町村への通知に係る記録 

   (4) 苦情の内容等の記録 

   (5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

    《実地指導における不適正事例》 

 ・利用契約書等において５年間保存すべき記録が２年間の保存となっている。 
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（５）介護報酬について  

 

通所リハビリテーション費 

  （単位） 

所要時間 要介護度 単位数 

通常規模 大規模Ⅰ 大規模Ⅱ 

１時間以上２時間

未満 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

３３１ 

３６０ 

３９０ 

４１９ 

４５０ 

３２５ 

３５６ 

３８４ 

４１３ 

４４３ 

３１８ 

３４８ 

３７５ 

４０４ 

４３２ 

２時間以上３時間

未満 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

３４５ 

４００ 

４５７ 

５１３ 

５６９ 

３３９ 

３９４ 

４５０ 

５０５ 

５６１ 

３３２ 

３８６ 

４３９ 

４９３ 

５４７ 

３時間以上４時間

未満 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

４４６ 

５２３ 

５９９ 

６９７ 

７９３ 

４３９ 

５１５ 

５９０ 

６８５ 

７８１ 

４２８ 

５０３ 

５７６ 

６６９ 

７６３ 

４時間以上５時間

未満 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

５１１ 

５９８ 

６８４ 

７９５ 

９０５ 

５０１ 

５８６ 

６７０ 

７７８ 

８８７ 

４８２ 

５６６ 

６４８ 

７５３ 

８５７ 

５時間以上６時間

未満 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

５７９ 

６９２ 

８０３ 

９３５ 

１,０６５ 

５５９ 

６６８ 

７７６ 

９０４ 

１,０２９ 

５４０ 

６４６ 

７５０ 

８７４ 

９９６ 

６時間以上７時間

未満 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

６７０ 

８０１ 

９２９ 

１,０８１ 

１,２３１ 

６５３ 

７８１ 

９０７ 

１,０５４ 

１，２０１ 

６２９ 

７５４ 

８７４ 

１,０１９ 

１,１６１ 

７時間以上８時間

未満 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

７１６ 

８５３ 

９９３ 

１,１５７ 

１,３１７ 

６９２ 

８２４ 

９６０ 

１,１１７ 

１,２７３ 

６６７ 

７９７ 

９２７ 

１,０８０ 

１,２３１ 
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 ① リハビリテーションの提供について 

  ア 平成２７年度の介護報酬改定において、個別リハビリテーション実施加算が本体報酬に包

括化された趣旨を踏まえ、利用者の状態に応じ、個別にリハビリテーションを実施すること

が望ましいこと。 

  イ 指定通所リハビリテーションは、指定通所リハビリテーション事業所の医師の診療に基づ

き、通所リハビリテーション計画を作成し、実施することが原則であるが、例外として、医

療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器

リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けていた患者が、介護保険の指

定通所リハビリテーションへ移行する際に、「リハビリテーションマネジメント加算等に関

する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示に

ついて」（令和元年１０月２８日老老発１０２８第１号（介護保険最新情報 Vol747）の別紙

様式２－１をもって、保険医療機関から当該事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が

利用者を診療するとともに、別紙様式２－１に記載された内容について確認し、指定通所リ

ハビリテーションの提供を開始しても差支えないと判断した場合には、別紙様式２－１をリ

ハビリテーション計画書とみなして通所リハビリテーション費の算定を開始してもよいこと

とする。 

    なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３月以内に、当該事業

所の医師の診療に基づいて、次回リハビリテーション計画を作成する。 

 

 ② 所要時間による区分 

  ア 現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画に位置づけられた内容の指定通所リハビ

リテーションを行うための標準的な時間によることとしている。そのため、例えば、単に、当日の

サービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所に

いる場合は、指定通所リハビリテーションのサービスが提供されているとは認められないものであ

り、この場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数を算定すること（このよう

な家族等の出迎え等までの間のいわゆる「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を

徴収して差し支えない。）。 

  イ 指定通所リハビリテーションを行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まないものとす

るが、送迎時に居宅内での介助等（着替えやベッド・車椅子への移乗、戸締りなど）に要する時間

は、次のいずれの要件も満たす場合、１日３０分以内を限度として、指定通所リハビリテーション

に要する時間に含めることができる。この居宅内の介助等を、通所リハビリテーションに要する時

間に含めるためには、 

   (ｱ) 居宅サービス計画と通所リハビリテーション計画に位置付けた上での実施であること。 

   (ｲ) 居宅内の介助等を行う者は、 

     ・ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 

     ・ 看護職員 

     ・ 介護福祉士 

     ・ 実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修課程修了者、旧ホームヘルパー１級課程修了者、

旧ホームヘルパー２級課程を含む介護職員初任者研修修了者 

     ・ 当該事業所における勤続年数と同一法人の経営する他の介護サービス事業所、医療機関、

社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員としての勤続年数の合計が３

年以上の介護職員であること。 

  ウ 通所リハビリテーション計画上、例えば６時間以上７時間未満の通所リハビリテーションを行っ

ていたが、当日の利用者の心身の状況から、５時間の通所リハビリテーションを行った場合等には、

６時間以上７時間未満の通所リハビリテーションの単位数で算定しても差し支えないが、計画上の
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所要時間より大きく短縮した場合には、当該計画を変更のうえ、変更後の所要時間に応じた単位数

を算定することとする。 

  エ 利用者に対して、１日に複数の指定通所リハビリテーションを行う事業所にあっては、それぞれ

の指定通所リハビリテーションごとに通所リハビリテーション費を算定するものとする（例えば、

午前と午後に指定通所リハビリテーションを行う場合にあっては、午前と午後それぞれについて通

所リハビリテーション費を算定する。）。ただし、１時間以上２時間未満の通所リハビリテーショ

ンの利用者については、同日に行われる他の通所リハビリテーション費は算定できない。 

    《実地指導における不適正事例》 

 ・介護認定調査やサービス担当者会議等の理由により、途中でサービスを中断したにも 

かかわらず、サービス提供の実績と異なる区分で算定している。 

 

 ③ ７時間以上８時間未満の通所リハビリテーションの前後に連続して延長サービスを行った場合の加

算（延長加算）の取扱い 

  ア 当該加算は、所要時間７時間以上８時間未満の通所リハビリテーションの前後に連続して通所リ

ハビリテーションを行う場合について、６時間を限度として算定されるものである。 

  イ 当該加算は通所リハビリテーションと延長サービスを通算した時間が８時間以上の部分について

算定されるものであるため、例えば、７時間の通所リハビリテーションの後に連続して２時間の延

長サービスを行った場合には、通所リハビリテーションと延長サービスの通算時間は９時間であ

り、１時間分（＝９時間－８時間）の延長サービスとして５０単位を算定する。 

  ウ 延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な体制にあり、かつ、実際に

延長サービスを行った場合に算定されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従業

者を置いていることが必要である。 

※ 算定対象時間 

・ ８時間以上 ９時間未満    ５０単位 

・ ９時間以上１０時間未満   １００単位 

・１０時間以上１１時間未満   １５０単位 

・１１時間以上１２時間未満   ２００単位 

・１２時間以上１３時間未満   ２５０単位 

・１３時間以上１４時間未満   ３００単位 
 

④ リハビリテーション提供体制加算（平成３０年度新設） 

  基準に適合しているものとして県等に届け出た事業所について、通所リハビリテーション計画に

位置付けられた内容の通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間に応じ、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。  

 ア 単位数 

   ・３時間以上４時間未満     １２単位 

   ・４時間以上５時間未満     １６単位 

   ・５時間以上６時間未満     ２０単位 

   ・６時間以上７時間未満     ２４単位 

   ・７時間以上          ２８単位 

 イ 算定要件 

(ｱ) 通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が２５又はその端数を増すご

とに１以上であること。 

(ｲ) リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）から（Ⅳ）までのいずれかを算定していること。 

ウ 留意事項 

-11-



  「当該事業所の利用者の数」とは、指定通所リハビリテーション事業者と指定介護予防通所リ

ハビリテーション事業者の指定を併せて受け、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予

防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に

あっては、指定通所リハビリテーションの利用者数と指定介護予防通所リハビリテーションの利

用者数の合計をいう。 

    

 ⑤ 事業所規模区分について 

  ア 事業所規模による区分については、前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わ

る年度とする。）の１月当たりの平均利用延人員数により算定する。平均利用延人員数の計算に当

たっては、当該指定通所リハビリテーション事業所に係る指定通所リハビリテーション事業者が、

指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場

合は、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における前年度の１月当たりの平均利用延

人員数を含むこと。したがって、仮に指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハ

ビリテーション事業者の指定を併せて受けている場合であっても、事業が一体的に実施されず、実

態として両事業が分離されて実施されている場合には、当該平均利用延人員数には当該指定介護予

防通所リハビリテーション事業所の平均利用延人員数は含めない取扱いとする。 

  イ 平均利用延人員数の計算に当たっては、１時間以上２時間未満の報酬を算定している利用者につ

いては、利用者数に４分の１を乗じて得た数とし、２時間以上３時間未満の報酬を算定している利

用者及び３時間以上４時間未満の報酬を算定している利用者については、利用者数に２分の１を乗

じて得た数とし、４時間以上５時間未満の報酬を算定している利用者及び５時間以上６時間未満の

報酬を算定している利用者については、利用者数に４分の３を乗じて得た数とする。また、平均利

用延人員数に含むこととされた介護予防通所リハビリテーション事業所の利用者の計算に当たっ

ては、介護予防通所リハビリテーションの利用時間が２時間未満の利用者については、利用者数に

４分の１を乗じて得た数とし、２時間以上４時間未満の利用者については、利用者数に２分の１を

乗じて得た数とし、利用時間が４時間以上６時間未満の利用者については、利用者数に４分の３を

乗じて得た数とする。ただし、介護予防通所リハビリテーション事業所の利用者については、同時

にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算しても差し支

えない。 

  ウ 前年度の実績が６月に満たない事業者（新たに事業を開始し、又は再開した事業者を含む）又は

前年度から定員を概ね２５％以上変更して事業を実施しようとする事業者においては、当該年度に

係る平均利用延人員数については、便宜上、都道府県知事に届け出た当該事業所の利用定員の９

０％に予定される１月当たりの営業日数を乗じて得た数とする。 

  エ 毎年度３月３１日時点において、６月以上継続して事業を実施している事業者であって、４月以

降も引き続き事業を実施するものの当該年度の通所リハビリテーション費の算定に当たっては、前

年度の平均利用延人員数は、前年度において通所リハビリテーション費を算定している月（３月を

除く。）の１月当たりの平均利用延人員数とする。 

※ 前年度（前年４月から当年２月までの 11か月間）の１か月当たりの平均利用延人数により、

当該年度の事業所規模区分を決定する。 

→事業所規模区分が変わった場合は、3月 15日までに、県（保健福祉（環境）事務所）又は政

令市・中核市に届け出る。 

※ 具体的な計算方法については、平成 24年３月 30日厚生労働省老健局 

Ｑ＆Ａ(vol.273)を参照。 

    《実地指導における不適正事例》 

 ・事業所規模の区分等調査票を作成していない。 
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 ⑥ 理学療法士等体制強化加算  ３０単位／日 

    配置基準を超えて、専従かつ常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を２名以上配置し

ている場合に加算できる。 

    なお、ここでの「配置基準を超えて」の趣旨は、「指定基準上求められる配置数を含めて常

勤専従２名以上」の意味である。【H21.3.23 介護保険最新情報 Vol.69 QA57】 

    ※ １時間以上２時間未満の通所リハビリテーションにおける理学療法士、作業療法士、又は

言語聴覚士を専従かつ常勤で２名以上配置している事業所の加算 

    ※ ここでの「専従」とは？ 

当該通所リハ事業所において行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーション

を実施する時間に専らその職務に従事していることで足りるものであること。 

 

 ⑦ 通常の事業の実施地域を越えて「中山間地域等」に居住する利用者に対してサービスを提供した

場合の加算  ５/１００に相当する単位／日 

    厚生労働大臣が定める地域（中山間地域等）に居住している利用者に対して、運営規程に定め

る「通常の事業の実施地域」を越えて、指定通所リハビリテーションを行った場合に加算できる。 

  ※ 具体的な地域は、資料の１０１ページ以降を参照。 

  ※ 「通常の事業の実施地域」とは、当該指定通所リハビリテーション事業所の定める運営規

程（届出必要）の定めによる。 

    ※ 中山間地域等に居住している利用者にサービスを行っていても、「通常の事業の実施地

域」内であれば、加算を算定することができない。 

 

 ⑧ 入浴介助加算  ５０単位／日 

  ア 入浴中の利用者の観察（自立生活支援のための見守り的援助）を含む入浴介助を行った場合に算

定できる。 

  イ 利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要

に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として身体に直

接接触する介助を行わなかった場合でも加算の対象となる。 

  ウ 部分浴、清拭は対象とならない。 

  エ 通所リハビリテーション計画上、入浴の提供が位置づけられている場合に、利用者側の事情によ

り、入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない。 

  オ 入浴の事実を確認することができるよう、入浴介助の記録をとること。 

    《実地指導における不適正事例》 

 ・加算を算定している日に入浴介助の記録がなく、入浴の事実を確認することができない。 

 ・アセスメント及びサービス担当者会議でサービスの必要性が検討されていない。計画書 

に入浴介助が位置づけられていない。 

 

 ⑨ リハビリテーションマネジメント加算 

    基準に適合しているものとして、県等に届け出た事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合に加算す

る。 

  ア 単位数 

    リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ） ３３０単位 

    リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）  

    ・ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属
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する月から起算して６月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合  

                                       （i）８５０単位 

    ・ 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場

合                                （ⅱ）５３０単位 

    リハビリテーションマネジメント加算（Ⅲ） 

    ・ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属

する月から起算して６月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合  

                                    （ⅰ）１，１２０単位 

    ・ 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場

合                                （ⅱ）８００単位 

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ） 

    ・ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属

する月から起算して６月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合  

                           （ⅰ）１，２２０単位（３月に１回を限度） 

    ・ 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場

合                      （ⅱ）９００単位（３月に１回を限度） 

  イ 算定要件 

   (ｱ) リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ） 次のいずれにも適合すること。 

    (1) 通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直

していること。 

    (2) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支

援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従

業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を

伝達していること。 

    (3) 新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定通所リハビリテー

ション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当

該計画に従い、通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して１月以内に、当該

利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。 

    (4) 指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定通所リハビリテーションの実施に当た

り、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハ

ビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、や

むを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利

用者に対する負荷等のいずれか一以上の指示を行うこと。 

    (5) (4)における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言

語聴覚士が、当該指示の内容が(4)に掲げる基準に適合するものであると明確にわかるように

記録すること。 

 

(ｲ) リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ） 次のいずれにも適合していること。 

 (1) (ｱ)(4)及び(5)に掲げる基準に適合すること。 

    (2) リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者

の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するこ

と。 

    (3) 通所リハビリテーション計画について、当該計画の作成に関与した理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、説

明した内容等について医師へ報告すること。 
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    (4) 開始月（当該計画の同意を得た日の属する月）から６月以内の場合は１月に１回以上、６

月を超えた場合は３月に１回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化

に応じ、通所リハビリテーション計画を見直ししていること。 

    (5) 事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテー

ションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日

常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。 

    (6) 以下のいずれかに適合すること 

     ・ 事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付けた指定

訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と、利用者の居宅を

訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に

関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。 

     ・ 事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その家族に

対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生

活上の留意点に関する助言を行うこと。 

    (7) (1)から(6)までに適合することを確認し、記録すること。 

 

(ｳ) リハビリテーションマネジメント加算（Ⅲ） 次のいずれにも適合すること。 

(1) (ｲ)(1)、(2)及び(4)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(2) 通所リハビリテーション計画について、当該指定通所リハビリテーション事業所の医師が利

用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。 

(3) (1)及び(2)に掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。 

 

   (ｴ) リハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ） 次のいずれにも適合すること。 

    (1) (ｳ)(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

    (2) 指定通所リハビリテーション事業所における通所リハビリテーション計画書等の内容に関

するデータを、厚生労働省に提出していること。（厚生労働省が実施する VISITに参加し当該

事業で活用しているシステムを用いて、リハビリテーションマネジメントで活用されるリハビ

リテーション計画書等のデータを提出すること。） 

 

 ウ 留意事項 

   (ｱ) リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環と

して実施されるものであり、リハビリテーションの質の向上を図るため、利用者の状態や生

活環境等を踏まえた多職種協働による通所リハビリテーション計画の作成、当該計画に基づ

く適切なリハビリテーションの提供、当該提供内容の評価とその結果を踏まえた当該計画の

見直し等といったＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の

管理を行った場合に加算するものである。 

   (ｲ) 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、心

身機能、個人として行うＡＤＬやＩＡＤＬといった活動をするための機能、家庭での役割を

担うことや、地域の行事等に関与すること等といった参加をするための機能について、バラ

ンスよくアプローチするリハビリテーションが提供できているか管理することをいう。 

    (ｳ) 本加算は、ＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を

行った場合に加算するものであることから、当該ＳＰＤＣＡサイクルの中で通所リハビリ

テーション計画を、新規に作成し直すことは想定しておらず、利用者の状態に応じて適切に

当該計画の見直しが行われるものである。 

        したがって、「同意」とは、本加算を取得するに当たって初めて通所リハビリテーション
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計画を作成して得られた同意をいい、当該計画の見直しの同意とは異なることに留意するこ

と。 

(ｴ) ア単位数に規定するリハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）（ⅰ）、リハビリテーショ

ンマネジメント加算（Ⅲ）（ⅰ）、又はリハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）（ⅰ）

を取得後は、リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）（ⅱ）、リハビリテーションマネ

ジメント加算（Ⅲ）（ⅱ）、又はリハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）（ⅱ）を算定

するものであることに留意すること。 

   ただし、当該期間以降であっても、リハビリテーション会議を開催し、利用者の急性増悪

等により引き続き月に１回以上、当該会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、当該計画

を見直していく必要性が高いことを利用者又は家族並びに構成員が合意した場合、リハビリ

テーションマネジメント加算（Ⅱ）（ⅰ）、リハビリテーションマネジメント加算（Ⅲ）（ⅰ）

又はリハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）（ⅰ）を再算定できるものであること。 

(ｵ) イ算定要件(ｱ)(1)の「定期的に」とは、初回の評価は、通所リハビリテーション計画に基づ

くリハビリテーションの提供開始からおおむね２週間以内に、その後は各加算に位置付けら

れた見直しの期間ごとに評価を行うものであること。 

(ｶ)  指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月以上の指定通所リハビリ

テーションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書の特記事項欄

に指定通所リハビリテーションの継続利用が必要な理由、その他指定居宅サービスの併用と

移行の見通しを記載すること。 

(ｷ) 厚生労働省が実施する VISITへの参加方法や提出するデータについては「VISIT利用申請受

付機能」リリースについて（令和元年 10月 17日事務連絡(介護保険最新情報 Vol742）)及び

「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーショ

ン計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」（令和元年 10月 28日老老発 1028第

1号（介護保険最新情報 Vol747））参照のこと。 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  エ リハビリテーション会議 

   ・ 構成員 

     利用者及びその家族を基本とし、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の職

種の者であること。 

・  リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席については、テレビ電話等

情報通信機器を使用してもよいこととする。なお、テレビ電話等情報通信機器を使用する場合

には、当該会議の議事に支障のないよう留意すること。（リハビリテーションマネジメント加

算Ⅱ、Ⅲ及びⅣの要件緩和） 

 

VISITの利用申請方法の変更について 

これまでは、VISITの利用申請について、サービス事業所から申請内容を厚生労働省まで直接メー

ル連絡する方式となっていたが、専用 Webサイト（利用申請受付専用 URL）から申請が可能。 

 

利用申請受付専用ＵＲＬ：https://visit.mhlw.go.jp/visit/usage-registration/register 

 

利用申請のＷｅｂ受付開始：令和元年１０月２８日（月）８時から 

 

R1.10.17事務連絡（介護保険最新情報 vol.742） 
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・  リハビリテーション会議の開催頻度について、指定通所リハビリテーション事業所若しくは

指定介護予防通所リハビリテーション事業所並びに当該事業所の指定を受けている保険医療機

関において、算定開始の月の前月から起算して前２４月以内に介護保険または医療保険のリハ

ビリテーションに係る報酬の請求が併せて６月以上ある利用者については、算定当初から３月

に１回の頻度でよいこととする。 

   ・ 会議は、利用者及びその家族の参加を基本としているが、やむを得ず参加できない場合は、そ

の理由を会議録に記載すること。また、この会議に構成員が欠席した場合は、速やかに当該会議

の内容について、欠席者と情報共有を図ること。 

 

    《実地指導における不適正事例》 

 リハビリテーションマネジメント加算 

 ・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「理学療法士等」という。）が居宅を訪問

していない。 

・医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が、通所リハビリテーションの実施を開始した 

日から起算して１月以内に、当該利用者の居宅を訪問したことがわかる記録がない。 

・医師が、通所リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士等に対して行っ 

た指示の内容がわかる記録がない。 

・理学療法士等が、居宅サービス計画に位置付けられた他の指定居宅サービスの従業者又は 

家族に助言を行っていない。 

 ・リハビリテーション会議を必要回数開催していない。 

 

 

 ⑩ 短期集中個別リハビリテーション実施加算  １１０単位／日（３月以内） 

   基準に適合しているものとして、県等に届け出た事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士が、集中的に個別リハビリテーションを行った場合に加算する。 

  ア 算定期間 

    利用者の退院（所）日 又は 認定日（介護保険法第１９条第１項に規定する要介護認定の効力

が生じた日）から起算して、３月以内の期間に行われる場合に算定。 

 

 

  要介護認定の効力が生じた日 

  介護保険法第２７条第１項に規定するもの（新規認定）であるため、認定の

更新（介護保険法第２８条第１項）や区分変更（介護保険法第２９条第１項）

は含まれない。 

＊要支援→要介護は、「要介護認定の効力が生じた日（新規認定）」に含まれる

。 

 Ｈ23までは、 

＊「要介護認定を受けた日」＝被保険者証に記載された年月日 

  （認定有効期間初日ではない。）…厚生労働省老健局老人保健課の解釈 

               ↓ 

    Ｈ24からは、要介護認定有効期間の初日に変更 
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 退院（所）日 

  リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のた

めに入院若しくは入所した病院等から退院または退所した日。 

 ＊ 入院（所）の原因がリハビリテーションと関係ない疾患の場合は、退院（

所）日に含まれない。 

 

  イ 算定要件 

   (ｱ) １週につきおおむね２日以上、１日あたり４０分以上の個別リハが必要。 

   (ｲ) リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）から（Ⅳ）のいずれかを算定していること。 

   (ｳ) 認知症短期集中リハビリテーション実施加算及び生活行為向上リハビリテーション実施加

算を算定している場合は、この加算は算定できない。 

 

 ⑪ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 

   基準に適合しているものとして県等に届け出た事業所において、認知症であると医師が判断した

者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、

医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がその退院（所）日又は通所

開始日から起算して３月以内の期間に集中的なリハビリテーションを行った場合に加算する。 

  ア 単位数    

    認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） ２４０単位／日 

     ※ 退院（所）日又は通所開始日から起算 

    認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） １９２０単位／月 

     ※ 退院（所）日又は通所開始日の属する月から起算 

  イ 算定要件   

   (ｱ) 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも該当する

こと。 

    ・ １週間に２日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。 

    ・ リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）から（Ⅳ）までのいずれかを算定しているこ

と。 

   (ｲ) 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも該当する

こと。 

    ・ １月に４回以上リハビリテーションを実施すること。 

    ・ リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載された通所リハビリテー

ション計画を作成し、生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施すること。 

    ・ リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）、（Ⅲ）又は（Ⅳ）を算定していること。 

  ウ 留意事項 

   (ｱ) この加算におけるリハビリテーションは、認知症を有する利用者の認知機能や生活環境等を踏

まえ、応用的動作能力や社会適応能力（生活環境又は家庭環境へ適応する等の能力）を最大限

に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテーションを実施するもの

であること。 

   (ｲ) 加算Ⅰは、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する

専門的な研修を修了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれると

判断された者に対して、計画に基づき、１週間に２日を限度として、２０分以上のリハビリテー

ションを個別に実施した場合に算定できるもので、提供時間が２０分に満たない場合は、算定

できない。 
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   (ｳ) 加算Ⅱは、精神科医師もしくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する

専門的な研修を修了した医師により、認知症の利用者であって、生活機能の改善が見込まれる

と判断された者に対して、計画に基づき、１月に８回以上実施することが望ましいが、１月に

４回以上実施した場合に算定できるものである。その場合、計画書に時間、実施頻度、実施方

法を定めたうえで実施すること。 

   (ｴ) 加算Ⅱにおける計画の作成に当たっては、認知症を有する利用者の生活環境に対応したサービ

ス提供ができる体制を整える必要があることから、利用者の生活環境をあらかじめ把握するた

め、当該利用者の居宅を訪問すること。 

   (ｵ) 加算Ⅱにおける、計画に従ったリハビリテーションの評価に当たっては、利用者の居宅を訪問

し、当該利用者の居宅における応用的動作能力や社会適応能力について評価を行い、その結果

を利用者とその家族に伝達すること。なお、居宅を訪問した際に、リハビリテーションを実施

することはできないことに留意すること。 

   (ｶ) 対象となる利用者は、ＭＭＳＥ又はＨＤＳ－Ｒにおいておおむね、５点から２５点に相当する

ものであること。 

   (ｷ) 当該利用者が過去３月の間に、本加算を算定した場合には算定できないこと。 

   (ｸ) 短期集中個別リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーションの実施によ

る加算を算定している場合は、算定できない。 

 

 ⑫ 生活行為向上リハビリテーション実施加算 

   基準に適合しているものとして県等に届け出た事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目

標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあら

かじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の

向上を支援した場合に加算する。 

  ア 単位数 

    開始月から起算して３月以内の期間に行われた場合  ２，０００単位／月 

    開始月から起算して３月を超え、６月以内の場合   １，０００単位／月 

  イ 算定要件 

   (ｱ) 生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又は生活

行為の内容の充実を図るための研修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚士が配置されてい

ること。 

   (ｲ) 生活行為の内容の充実を図るための目標及びリハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実

施時間等が記載された生活行為向上リハビリテーション実施計画書を作成し、リハビリテー

ションを提供すること。 

   (ｳ) 当該計画で定めた通所リハビリテーションの実施期間中に、当該リハビリテーションの提供を

終了した日前１月以内に、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションの目標の達

成状況及び実施結果を報告すること 

   (ｴ) リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）、（Ⅲ）又は（Ⅳ）を算定していること。 

   (ｵ)  リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の

数に対して適切なものであること。 

  ウ 留意事項 

   (ｱ) この加算の「生活行為」とは、個人の活動として行う排泄、入浴、調理、買い物、趣味活動等

の行為をいう。 

   (ｲ) 加齢や廃用症候群等により生活機能の１つである活動をするための機能が低下した利用者に

対して、当該機能を回復させ、生活行為の内容の充実を図るための目標と当該目標を踏まえた、

６月間の生活行為向上リハビリテーションの実施内容を、生活行為向上リハビリテーション実
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施計画書にあらかじめ定めたうえで、計画的に実施するものであること。 

   (ｳ) リハビリテーション実施計画書の作成や、リハビリテーション会議における当該目標の達成状

況の報告については、専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又は生活行為の内容の充

実を図るための研修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚士が行うことが想定されているこ

とに留意すること。 

   (ｴ) 生活行為向上リハビリテーション実施計画の作成に当たっては、本加算の趣旨及び算定後に通

所リハビリテーションを継続利用する場合の減算について説明したうえで、当該計画の同意を

得るよう留意すること。 

   (ｵ) 本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）、（Ⅲ）又は（Ⅳ）

の算定が前提となっていることから、当該加算の趣旨を踏まえ、家庭での役割を担うことや地

域行事等に関与すること等を可能とすることを見据えた目標や実施内容を設定すること。 

   (ｶ) ６月間に限定して算定が可能であることから、家族の協力を得ながら、利用者が生活の中で実

践していくことが望ましいこと。また、リハビリテーション会議において、訓練の進捗状況や

その評価等について、医師が利用者、その家族、構成員に説明すること。 

   (ｷ) 生活行為向上リハビリテーション実施計画書に従ったリハビリテーションの評価に当たって

は、利用者の居宅を訪問し、居宅における応用的動作能力や社会適応能力について、評価を行

い、その結果を当該利用者とその家族に伝達すること。なお、居宅に訪問した際、リハビリテー

ションを実施することはできないことに留意すること。 

   (ｸ) この加算を算定している場合は、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集

中リハビリテーション実施加算は算定できない。 

   (ｹ) 短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算

を算定していた場合においては、利用者の急性増悪等により、生活行為向上リハビリテーショ

ン実施加算（月２０００単位）を算定する必要性についてリハビリテーション会議により合意

した場合を除き、月２０００単位は算定しない。 

    （短期集中リハビリテーション実施加算等の算定後、急性増悪等がない場合で生活行為向上リハ

ビリテーションが必要な場合は、３月（月１０００単位）のみ算定となる。） 

  エ 生活行為向上リハビリテーション実施加算に係る減算 

    当該加算を算定し、後に当該加算を算定するために作成したリハビリテーション実施計画で定

めた指定通所リハビリテーションの実施期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了し

た場合において、同一の利用者に対して、再度指定通所リハビリテーションを行ったときは、実

施期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日の属する翌月から６月以内の期間

に限り、１日につき所定単位数の１００分の１５に相当する単位数を所定単位数から減算するこ

と。 

   ※ この加算の終了後、同一の利用者に対して、引続き指定通所リハビリテーションを提供す

ることは差し支えないが、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し、同意を得る際には、６月以内の期間に限り、単位

数が減算されることを説明したうえで、当該計画の同意を得るよう留意すること。 

 

    《実地指導における不適正事例》 

 ・短期集中リハビリテーション実施加算を算定していた場合において、利用者の急性増悪等

により、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定する必要性についてリハビリテー

ション会議により合意がなされていないにも関わらず生活行為向上リハビリテーション加

算を６月（月２０００単位から）算定している。 
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 ⑬ 若年性認知症利用者受入加算  ６０単位／日 

   算定要件 

    下記の基準に適合するものとして県等に届け出ている通所リハビリテーション事業所におい

て、若年性認知症利用者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合に加算する。 

・ 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。 

 

 ⑭ 栄養改善加算  １５０単位／回（３月以内の期間に限り１月に２回を限度） 

   基準に適合しているものとして県等に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある

利用者に対し、栄養改善サービスを行った場合に加算する。 

  ア 対象者 

    下記のいずれかに該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者。 

   (ｱ) ＢＭＩが 18.5未満である者 

   (ｲ) １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」

（H18.6.9老発 0609001号厚労省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの No.11の項目

が｢1｣に該当する者 

   (ｳ) 血清アルブミン値が 3.5g/dl以下である者 

   (ｴ) 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

   (ｵ) その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 

  イ 算定要件 

   (ｱ) 当該事業所の従業者として、又は外部（他の介護事業所、医療機関又は栄養ケア・ステーショ

ン）との連携により、管理栄養士を１名以上配置していること。 

   (ｲ) 利用者の栄養状態を、利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機

能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

   (ｳ) 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、

利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 

   (ｴ) 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。 

   (ｵ) 定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと。 

  ウ 留意事項 

   (ｱ) 栄養ケア計画 

    ・ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

    ・ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも

配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握を行い、管理栄養士、看護職員、介護

職員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説明

等）、解決すべき栄養管理上の課題等に対して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画

を作成すること。 

    ・ 作成した栄養ケア計画は、利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、栄

養ケア計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画の中に記載する場合は、その記載

をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとする。 

    ・ 栄養ケア計画に基づき管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。そ

の際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。 

   (ｲ) 定期的な栄養状態の評価 

     利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね３月ご

とに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護
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支援専門員や主治の医師に対して情報提供すること。 

   (ｳ) 記録 

     指定居宅サービス基準第 19 条に規定するサービス提供の記録において利用者ごとの栄養ケ

ア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に

栄養改善加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はない。 

   (ｴ) 栄養改善サービスの開始からおおむね３月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状

態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者に対しては、

引き続き算定することが可能。 

   (ｵ) その他手順等 

     ｢居宅サービスにおける栄養ケア･マネジメント等に関する事務処理手順例及び様式例の提示

について｣(平成 18年 3月 31日付老老発第 0331009号課長通知)を参照のこと。 

 

    《実地指導における不適正事例》 

 ・算定開始前に利用者の状態を適切に把握しておらず、対象外の利用者にも算定している。 

 ・多職種の者が共同して計画を作成していない。 

 ・利用者の３ヶ月ごとの栄養状態の評価が行われていない。 

 

 ⑮ 栄養スクリーニング加算   ５単位／回 

  （６月に１回を限度とする） 

   通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態

について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっ

ては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供し

た場合に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算

を算定している場合にあっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービ

スを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は算定しない。 

また、定員超過利用又は、人員基準欠如の場合は算定しない。 

ア 情報提供する内容 

    利用者について、次の(ｱ)から(ｴ)に関する確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、

提供すること。 

   (ｱ) ＢＭＩが 18.5未満である者 

   (ｲ) １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」

（H18.6.9老発第 0609001号厚労省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの No.11の項

目が｢1｣に該当する者 

   (ｳ) 血清アルブミン値が 3.5g/dl以下である者 

   (ｴ) 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

  イ 留意事項 

(ｱ) 栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定され

ることとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく栄養スクリーニングを継続的に実

施すること。 

(ｲ) 栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄養改

善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改

善加算を算定できること。 

(ｳ) その他手順等 

     ｢居宅サービスにおける栄養ケア･マネジメント等に関する事務処理手順例及び様式例の提示

について｣(平成１８年３月３１日付老老発第０３３１００９号課長通知)を参照のこと。 
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 ⑯ 口腔機能向上加算 １５０単位／回 

  （３月以内の期間に限り１月に２回を限度） 

   基準に適合しているものとして県等に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれ

のある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃

の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身

の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（「口腔機能向上サービス」という）を行った場

合に加算する。 

  ア 対象者 

    下記のいずれかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者。 

   ・ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの項目において「１」以

外に該当する者 

   ・ 「地域支援事業の実施について」〔平 18.6.9老発第 0609001号〕に規定する基本チェックリ

ストの口腔機能に関する(13)(14)(15)の３項目のうち、２項目以上が「１」に該当する者 

   ・ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 

  イ 算定要件 

    次に掲げる基準のいずれにも該当すること。 

   (ｱ) 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。 

   (ｲ) 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、医師、歯科医師、言語聴覚士、歯科衛生士、看護

職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作

成していること。 

   (ｳ) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い医師、医師若しくは歯科医師の指示を受けた

言語聴覚士若しくは看護職員又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能向上サービ

スを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 

   (ｴ) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

   (ｵ) 定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと。 

  ウ 留意事項 

   (ｱ) 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必

要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨な

どの適切な措置を講じること。 

   (ｲ) 歯科医療を受診している場合であって、下記に該当する場合は、当該加算の算定は不可。 

    ・ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合。 

    ・ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場合であっ

て、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは

実施」を行っていない場合。 

   (ｳ) 口腔機能改善管理指導計画 

    ・ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。 

    ・ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者ごとの口腔

衛生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士又は

看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能改

善管理指導計画を作成すること。 

    ・ 作成した口腔機能改善管理指導計画は、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はそ

の家族に説明し、その同意を得ること。なお、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を

通所リハビリテーション計画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔機能改善管理指

導計画の作成に代えることができるものとする。 
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    ・ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利用者ご

とに口腔機能向上サービスを提供し、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれば

直ちに当該計画を修正すること。 

   (ｴ) 定期的な口腔機能の状態の評価 

     利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね

３月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や

主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。 

   (ｵ) 記録 

     指定居宅サービス基準第 19 条に規定するサービス提供の記録において利用者ごとの口腔機

能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的

に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者の口腔機能を定

期的に記録する必要はない。 

   (ｶ) おおむね三月ごとの評価の結果、次のいずれかに該当する者であって、継続的に言語聴覚士、

歯科衛生士、看護職員等がサービスを提供することにより、口腔機能の向上の効果が期待でき

ると認められる利用者に対しては、引き続き算定することが可能。 

    ・ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の者 

    ・ 当該サービスを提供しないことにより、口腔機能が著しく低下するおそれのある者 

   (ｷ) その他手順等  

     ｢口腔機能向上加算等関する事務処理手順例及び様式例の提示について｣(平成 18 年 3 月 31

日付老老発第 0331008号課長通知)を参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 ⑰ 重度療養管理加算 １００単位／日 

  ア 対象者 

    別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者（要介護状態区分が要介護３、要介護４又は５

である者に限る）。 

  イ 算定要件 

    別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者（要介護状態区分が要介護３、要介護４又は５

である者に限る）に対して、計画的な医学的管理のもと、指定通所リハビリテーションを行っ

た場合に加算する。（ただし、所要時間１時間以上２時間未満の場合は算定できない。） 

    ※ 別に厚生労働大臣が定める状態の内容（利用者等告示第 18号） 

   ・ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態 

   ・ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 

   ・ 中心静脈注射を実施している状態 

   ・ 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態 

   ・ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 

   ・ 膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則（昭和 25 年厚生省令

15号）別表第５号に掲げる身体障害者障害程度等級表の４級以上に該当し、かつ、ストー

 《実地指導における不適正事例》 

・算定開始前に利用者の状態を適切に把握しておらず、対象外の利用者にも算定している。 

・多職種の者が共同して計画を作成していない。 

・利用者の３ヶ月ごとの口腔機能の状態の評価が行われていない。 

・言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っていない。 
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マの処置を実施している状態 

   ・ 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 

   ・ 褥瘡に対する治療を実施している状態 

   ・ 気管切開が行われている状態 

  ウ 留意事項    

   (ｱ) 重度療養管理加算は、要介護３、要介護４又は要介護５に該当する者であって別に厚生労働

大臣の定める状態にある利用者に対して、計画的な医学的管理を継続的に行い、通所リハビ

リテーションを行った場合に、当該加算を算定する。当該加算を算定する場合にあっては、

当該医学的管理の内容等を診療録に記載しておくこと。 

   (ｲ) 重度療養管理加算を算定できる利用者は、次のいずれかについて、当該状態が一定の期間や

頻度で継続している者であること。なお、請求明細書の摘要欄に該当する状態（利用者等告

示第 18号のイからリまで）を記載することとする。なお、複数の状態に該当する場合は主た

る状態のみを記載すること。 

    ・ 利用者等告示第１８号イの「常時頻回の喀痰吸引を実施している状態」とは、当該月におい

て１日当たり８回（夜間を含め約３時間に１回程度）以上実施している日が 20 日を超える場

合をいうものであること。 

    ・ 利用者等告示第１８号ロの「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」については、

当該月において１週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っていること。 

    ・ 利用者等告示第１８号ハの「中心静脈注射を実施している状態」については、中心静脈注射

により薬剤の投与をされている利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利用者であ

ること。 

    ・ 利用者等告示第１８号ニの「人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態」

については、人工腎臓を各週２日以上実施しているものであり、かつ、下記に掲げるいずれか

の合併症をもつものであること。 

     ａ 透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿病 

     ｂ 常時低血圧（収縮期血圧が 90mmHg以下） 

     ｃ 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの 

     ｄ 出血性消化器病変を有するもの 

     ｅ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの 

     ｆ うっ血性心不全（ＮＹＨＡⅢ度以上）のもの 

   (ｳ) 利用者等告示第１８号ホの「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施し

ている状態」については、持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状態、

収縮期血圧 90mmHg以下が持続する状態、又は、酸素吸入を行っても動脈血酸素飽和度 90％以下

の状態で常時、心電図、血圧、動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っている

こと。 

   (ｴ) 利用者等告示第１８号ヘの「膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則

（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に掲げる身体障害者障害程度等級表の４級以上に

該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態」については、当該利用者に対して、皮膚

の炎症等に対するケアを行った場合に算定できるものであること。 

   (ｵ) 利用者等告示第１８号トの「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態」については、

経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行った場合に

算定できるものであること。 

   (ｶ) 利用者等告示第１８号チの「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、以下の分類

で第３度以上に該当し、かつ、当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限る。 

    ・ 第１度：皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り除いても消失しない（皮膚の損
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傷はない） 

    ・ 第２度：皮膚層の部分的喪失（びらん、水疱、浅いくぼみとして表れるもの） 

    ・ 第３度：皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、隣接組織ま

で及んでいることもあれば、及んでいないこともある 

    ・ 第４度：皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している 

   (ｷ) 利用者等告示第１８号リの「気管切開が行われている状態」については、気管切開が行われて

いる利用者について、気管切開の医学的管理を行った場合に算定できるものであること。 

 

 ⑱ 中重度者ケア体制加算  ２０単位／日 

   基準に適合しているものとして県等に届け出た事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構

築し、通所リハビリテーションを行った場合に加算する。 

  ア 算定要件 

    中重度者ケア体制加算は、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

   (ｱ) 人員基準に規定する理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師

若しくは介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で１以上確保すること。 

   (ｲ) 事業所における前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者数の総数のうち、要介護３、

要介護４又は要介護５である者の占める割合が 30％以上であること。 

   (ｳ) 通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら当該通所リハビリテーションの提供に当

たる看護職員を１名以上配置していること。（常勤・非常勤問わない） 

  イ 留意事項 

   (ｱ) 常勤換算方法による職員数の算定方法は、暦月ごとの看護職員又は介護職員の勤務延時間数

を、当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することによって算定し、暦月に

おいて常勤換算方法で１以上確保すれば加算の要件を満たすこととする。なお、常勤換算方法

を計算する際の勤務延時間数については、サービス提供時間前後の延長加算を算定する際に配

置する看護職員又は介護職員の勤務時間数は含めないこととし、常勤換算方法による員数につ

いては、小数点第２位以下を切り捨てるものとする。 

   (ｲ) 要介護３、要介護４又は要介護５である者の割合については、前年度（３月を除く。）又は届

出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、利用実人員数又は利用延人員数

を用いて算定するものとし、要支援者に関しては人員数には含めない。 

   (ｳ) 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、次の取扱いによるものとする。 

    ・ 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）

については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。 

    ・ 前３月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近

３月間の利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。また、そ

の割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直

ちに加算等が算定されなくなる場合の届出を提出しなければならない。 

   (ｴ) 看護職員は、指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて１名以上配置する必要があ

り、他の職務との兼務は認められない。 

   (ｵ) 中重度者ケア体制加算については、事業所を利用する利用者全員に算定することができる。 

   (ｶ) 中重度者ケア体制加算を算定している事業所にあっては、中重度の要介護者であっても社会性

の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成することとす

る。 
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    《実地指導における不適正事例》 

 ・人員基準に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤 

換算方法で１以上確保しているか毎月計算されていない。 

 ・前３月の実績により届出を行った事業所について、直近３月間の利用者の割合を、毎月 

ごとに記録していない。 

 ・時間帯を通じて、専ら通所リハビリテーションの提供に当たる看護職員が配置できていない

日に算定している。 

 

 ⑲ 同一建物に居住する利用者の減算  

  ア 単位数  １日につき９４単位を所定単位数から減算 

  イ 算定要件 

    指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は指定通所リハビリテーショ

ン事業所と同一建物から当該指定通所リハビリテーション事業所に通う者に対し、指定通所リ

ハビリテーションを行った場合に減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎

が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りではない。 

 

   ※ 傷病により一時的に歩行困難となった者又は歩行困難な要介護者であって、かつ建物の構造上

自力での通所が困難である者に対し、２人以上の従業者が、当該利用者の居住する場所と当該指

定通所介護事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られること。ただし、この場合、２人以

上の従業者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期間について、介護支援専門

員とサービス担当者会議等で慎重に検討し、その内容及び結果について通所リハビリテーション

計画に記載すること。また、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等について、記録しなけ

ればならない。 

 

 ⑳ 送迎減算   

  ア 単位数  片道につき４７単位を所定単位数から減算 

  イ 算定要件 

    利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など事業者が送迎を実施していない場

合は、片道につき減算の対象となる。ただし、同一建物に対する減算の対象となっている場合には、

当該減算の対象とはならない。 

   ※ 送迎の記録（送迎者、送迎時刻・手段等）を整備すること。 

 

 

 ㉑ 社会参加支援加算  １２単位／日 

   基準に適合しているものとして県等に届け出た事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の

社会参加等を支援した場合に、評価対象期間の次年度に限り加算できる。 

  ア 算定要件 

    次の基準いずれにも適合することが必要。 

   (ｱ) 評価対象期間において、通所リハビリテーションの提供を終了した者（生活行為向上リハビリ

テーション実施加算を算定した者を除く。）のうち、通所介護、地域密着型通所介護、（介護

予防）小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、（介護予防）認知症対応型通

所介護、第一号通所事業その他社会参加に資する取組（以下「通所介護等」）を実施した者の

占める割合が、100分の５を超えていること。 

   (ｲ) 評価対象期間中に、通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して１４日以降４４
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日以内に、通所リハビリテーション従業者が、終了者に対して、その居宅を訪問すること又は

介護支援専門員から居宅サービス計画に関する情報提供を受けることにより、当該終了者の通

所介護等の実施が、居宅訪問等をした日から起算して、３月以上継続する見込みであることを

確認し、記録していること。 

   (ｳ) 12を事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が 100分の 25以上であること。 

 

 

 評価対象期間 

  社会参加支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の 1 月から

１２月までの期間(基準に適合しているものとして届け出た年において

は、届出の日から同年１２月までの期間) 

 

 

  イ 留意事項 

   (ｱ) この加算におけるリハビリテーションは、通所リハビリテーション計画に家庭や社会への参

加を可能とするための目標を作成した上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬを向上させ、通所

介護等に移行させるものであること。 

   (ｲ) 「その他社会参加に資する取組」には、医療機関への入院や介護保険施設への入所、訪問リ

ハビリテーション、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）等は含まれず、算定対象

とならないこと。 

   (ｳ) ア算定要件(ｱ)において、通所介護等を実施した者の占める割合及びア算定要件(ｳ)におい

て、１２を通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数について

は、小数点第３位以下は切り上げること。 

   (ｴ) 平均利用月数については、以下の式により計算すること。 

    (1) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

     (ⅰ) 当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計 

     (ⅱ) (当該事業所における評価対象期間の新規利用者数の合計＋当該事業所における評価

対象期間の新規終了者数の合計)÷２ 

    (2) (1)(ⅰ)における利用者には、当該施設の利用を開始して、その日のうちに利用を終了した

者又は死亡した者を含むものである。 

    (3) (1)(ⅰ)における 利用者延月数は、利用者が評価対象期間において当該事業所の提供する通

所リハビリテーションを利用した月数の合計をいう。 

    (4) (1)(ⅱ)における新規利用者数とは、当該評価対象期間に新たに当該事業所の提供する通所

リハビリテーションを利用した者の数をいう。また、当該事業所の利用を終了後、１２月以上

の期間を空けて、当該事業所を再度利用した者については、新規利用者として取り扱うこと。 

    (5) (1)(ⅱ)における新規終了者数とは、評価対象期間に当該事業所の提供する通所リハビリ

テーションの利用を終了した者の数をいう。 

   (ｵ) 「３月以上継続する見込みであること」の確認に当たっては、事業所の理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士が、終了者の居宅を訪問し、通所リハビリテーション計画書のアセスメント

項目を活用しながら、リハビリテーションの提供を終了した時と比較して、ＡＤＬ及びＩＡＤ

Ｌが維持または改善していることを確認すること。この確認にあたって得られた情報について

は、通所リハビリテーション計画等に記録すること。 

      なお、利用者の居宅への訪問が困難である場合、当該利用者の介護支援専門員に対して、居

宅サービス計画の提供を依頼し、社会参加等に資する取り組みの実施状況を確認するとともに、

電話等を用いて、上記と同様の内容を確認すること。 
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 ㉒ サービス提供体制強化加算について  

  ア 単位数 

    サービス提供体制強化加算Ⅰ イ １８単位／回 

    サービス提供体制強化加算Ⅰ ロ １２単位／回 

    サービス提供体制強化加算Ⅱ     ６単位／回 

  イ 算定要件 

    基準に適合しているものとして県等に届け出た事業所が、利用者に対し、リハビリテーション

を行った場合は、１回につき次に掲げる所定単位数を加算する。いずれも利用定員超過、人員基

準欠如による減算に該当しないこと。 

   (ｱ) サービス提供体制強化加算Ⅰ イ 

      当該指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割

合が 50/100以上であること。 

   (ｲ) サービス提供体制強化加算Ⅰ ロ 

      当該指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合

が 40/100以上であること。 

   (ｳ) サービス提供体制強化加算Ⅱ 

     当該指定通所リハビリテーション事業所の指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供

する職員の総数のうち、勤続年数３年以上の者の占める割合が 30/100以上であること。 

  

 

 職員の割合の算出方法 

  「前年度の実績が６か月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事

業所を含む）」 

  届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出すること。ただし、

届出を行った場合においても、算定月の直前３月間の職員の割合につき、毎月継続

的に所定の割合を維持し、その割合については毎月記録するものとし、所定の割合

を下回った場合については、直ちに加算が算定されなくなる場合の届出をしなけれ

ばならない。 

 「上記以外の事業所」は、常勤換算方法により算出した前年度（４月から２月まで

の１１か月）の平均を用いること。 

 

 

    《実地指導における不適正事例》 

 ・職員の割合が確認できる資料が作成されていない。 

 

 ㉓ 介護職員処遇改善加算 

   共通サービス資料参照 

 

 ㉔ 介護職員等特定処遇改善加算（令和元年１０月１日新設） 

 共通サービス資料参照 
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（６）介護報酬の算定に係る留意点について 

 ① 所要時間について 

   サービス提供の所要時間として居宅から事業所（事業所から居宅）までの送迎時間帯や、サービ

ス開始・終了前後の待ち時間等を含んで算定している事例が見受けられる。 

   所要時間とは、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画に位置づけられた内容の

サービスを行うための標準的な時間であり、送迎時間帯やサービス開始・終了前後の待ち時間だけ

でなく、交通事情により事業所へ予定より早く着いた場合や、利用者の健康状態等により、事業所

に予定より長く留まった場合等の時間についても含まれないものであること。 

 

 ② 送迎時における居宅内介助等の評価について 

   通所リハビリテーションを行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まれないが、送迎時に

居宅内の介助等（着替えやベッド・車椅子への移乗、戸締りなど）に要する時間は、１日３０分以内

を限度として、通所リハビリテーションに要する時間に含めることができる。 

   この居宅内の介助等を、通所リハビリテーションに要する時間に含めるためには、次のいずれの要

件を満たすことが必要。 

  (ｱ) 居宅サービス計画と通所リハビリテーション計画に位置付けた上での実施であること。 

  (ｲ) 居宅内の介助等を行う者は、 

    ・ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 

    ・ 看護職員 

    ・ 介護福祉士 

    ・ 実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修課程修了者、旧ホームヘルパー１級課程修了者、旧

ホームヘルパー２級課程を含む介護職員初任者研修修了者 

    ・ 当該事業所における勤続年数と同一法人の経営する他の介護サービス事業所、医療機関、社

会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員としての勤続年数の合計が３年

以上の介護職員であること。 

 

 ③ サービス提供時間中の受診について 

   サービス提供時間中には、診療を受けることはできない。このような場合、サービスはそこで中

断し、それ以降のサービスについては算定できないこととされている（ただし、緊急やむを得ない

場合においては併設医療機関を受診可であるが、受診のために事業所を離れ、後に戻ってきた場合

は、事業所を離れた時間を差し引く。）。 

   サービス提供時間中に受診し、プランどおりの所要時間で介護報酬を請求している事例が見受け

られるが、医療保険と介護保険を重複して請求しないこと。 

   なお、一律に機械的に通所サービスの前後に組み入れることは、ケア計画上適切ではなく、利用

者の心身の状況、通所サービス計画の見直し等の必要性に応じて行われるべきものである。 

 

※通所サービス中の受診 

○緊急やむを得ない場合でない場合 

→受診に行った（通所リハビリテーションの利用を中止した）時点で、通リハは打切り 

 （受診後通所リハビリテーションを再開した場合でも、受診後の時間は算定できない。） 

 ○緊急やむを得ない場合…受診のための時間を差し引いた時間で算定する。 

    例 7時間（７－８）で計画された通所リハビリテーション中、利用者の体調が悪くなって、1時

間30分ほどリハビリテーションを提供できなかった場合は、5時間30分（５－６）で算定する。 
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 通所サービスの所要時間  

 緊急やむを得ない場合における併設医療機関（他の医療機関を含む）の受診による通

所サービスの利用の中止について 

 併設医療機関等における保険請求が優先され、通所サービスについては変更後の所要

時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。  

 Ｈ15.5.30事務連絡（介護保険最新情報vol.151、介護報酬に係るQ&A ３） 

 

 併設医療機関の受診の場合の取り扱い 

 通所サービスと併設医療機関等の受診について 

 通所サービスのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診は緊急やむを得な

い場合を除いて認められない。また、サービス開始前又は終了後の受診は可能であるが

､一律に機械的に通所サービスの前後に組み入れることは適切でなく､当日の利用者の

心身の状況､サービスの見直しなどの必要性に応じて行われるべきものである。 

 Ｈ15.5.30事務連絡（介護保険最新情報vol.151、介護報酬に係るQ&A 11） 

 

 ④ 入浴介助加算について 

   入浴は、利用者の状況等によっては、シャワー浴でも加算の対象となるが、手足・陰部等の部分

浴、清拭のみについては加算の対象とならない。部分浴、清拭については、入浴介助加算を算定し

ないこと。また、指定を受けた事業所の浴室設備以外の場所（温泉センター等）での入浴も加算の

対象とならない。 

 

 ⑤ 食費について 

   負担水準については、利用者と事業者との契約により定められるものとなっているが、その費用

を無料とすることは、その費用を介護サービス費から充当することによる質の低下が懸念されるこ

とから、適切ではない。 

 

 ⑥ 人員欠如・定員超過に伴う減算について  

   人員基準の充足状況は、単位ごとに判断するので、公休のみならず、病欠や出張等により従業員

数が不足する場合も該当する。病欠等により人員基準を満たさない場合や定員超過の場合に減算し

ていない事例が見受けられるが、適切に減算を行うこと。 

   例えば、当該定員超過に伴う減算については、月平均の利用者の数が超過した場合とされている

が、その趣旨は介護予防通所サービスを一体的に提供し、それぞれの定員を定めていないと想定さ

れるためであり、月平均で定員超過しなければよいとの意味ではないので留意すること。人員基準

未満に伴う減算の場合も同様である。 

   ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合はこの限りではなく、災害その他やむを得ない

理由による定員超過利用については、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を

超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行う。ま

た、この場合、やむを得ない理由により受け入れた利用者については、その利用者を明確に区分し

た上で、平均利用人員数には含まないこととする。 

 

 ⑦ 医療保険との調整について 

   要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について、「医

料保険における疾患別リハビリテーション料」を算定するリハビリテーションを行った後、「介護

保険におけるリハビリテーション」の利用開始日を含む月の翌月以降は、当該リハビリテーション

に係る疾患等について、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を
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算定する患者に該当することとなった場合を除き、医療保険における疾患別リハビリテーション料

は算定できない。 

   ただし、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設で介護保険に

おけるリハビリテーションを提供することとなった場合には、介護保険におけるリハビリテーショ

ンの利用開始日を含む月の翌々月まで、併用が可能であること。併用する場合には、診療録及び診

療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーション利用開始日」を記載することにより、同一

の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った日以外の日に医療保険における疾

患別リハビリテーション料を算定することが可能である。 

   医療保険における「重度認知症患者デイ・ケア料等」を算定している患者に対しては、当該重度

認知症デイケア料等を、同一の環境において反復継続して行うことが望ましいため、患者が要介護

被保険者等である場合であっても、重度認知症患者デイ・ケア料等を行っている期間内においては、

介護保険における認知症対応型通所介護費及び通所リハビリテーション費を算定できないものであ

ること。 

   ただし、重度認知症デイ・ケア料等については、介護保険における指定認知症対応型通所介護又

は通所リハビリテーションを行った日以外の日に限り、医療保険における重度認知症患者デイ・ケ

ア料等を算定できるものであること。（特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生

活介護の受給者、グループホームの入所者外） 

 

※ 詳細については、『「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保

険の相互に関連する事項等について」の一部改正について』（平成 30年 3月 30日付保医発第 2

号課長通知）第４条第 10項及び第 11項を参照のこと。 

 

※ 保険医療機関において、「維持期・生活期リハビリテーション料」が平成 31年４月１日以降算

定できないことについて、「要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾

患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての必要な対応について」（平成 31 年

3月 8日付老老発 0308第 2号、老振発 0308第 1号、保医発 0308第１号課長通知）を参照のこと。 

 

（７）その他運営上の留意点について 

 ① 通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションを同一事業所が提供する場合の運営の効率

化について 

   通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーションを同一事業者が提供する場合、共通のリハ

ビリテーション計画、利用者及び家族の同意、サービス実施状況の診療記録への記載等を一体的に

実施できます。 

   具体的な対応として、リハビリテーション会議の開催等を通じて、共通の目標及びリハビリテー 

ション提供内容について整合性のとれた計画を作成した場合については、一体的計画の作成ができ

ることとし、また、通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーションにおいて整合性のとれた

計画に従い、リハビリテーションを実施した場合には、診療記録を一括して管理しても差し支えな

い。 

 ② 屋外でのサービスの提供について 

   事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、

事業所の屋外でサービスを提供することができる。 

  (ｱ) あらかじめ通所リハビリテーション計画に位置付けられていること。 

  (ｲ) 効果的なリハビリテーションのサービスが提供できること。 
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 ③ １割、２割及び３割負担分以外の費用の徴収 

   利用者から支払いを受けることができる費用は、通常の実施地域以外の地域に居住する利用者に

対して行う送迎に要する費用、食費、おむつ代、日常生活においても通常必要となるものに係る費

用であり、運営規程に明記の上、サービス提供開始前にその内容を利用者及びその家族に説明し、

同意をもらうこと。 

   また、その内訳を明確にし、「その他利用料」、「日用品費」といったあいまいな名目での徴収

は認められないこと。 

 

 ④ 領収証の発行 

   領収書は、内訳（サービス提供内容が分かるもの。１割、２割及び３割負担分とそれ以外のもの、

限度額を超えて全額自己負担により利用した費用）を記載すること。また、口座振替により費用を

徴収している場合も必ず交付すること。 

   備考 医療費控除について 

     領収証に、医療費控除対象額を明記すること。 

     なお、通所リハビリテーションにおいては、利用者負担（１割、２割及び３割負担）だけで

なく、食事代も医療費控除の対象になる。 

 

 ⑤ 苦情処理 

   苦情処理の窓口として、事業所の窓口の他、保険者と国保連の窓口を記載すること。また、苦情

は必ず記録すること。 

 

 ⑥ 事故報告 

   利用者に対するサービス提供に際して発生した事故について、報告を行っていない事例が見受け

られる。その事故の責任が事業所側にあるか否かにかかわらず、必ず、保険者に対し事故報告を行

うこと。 

    

 

 ⑦ 変更届、廃止（休止）届（みなしは除く。） 

   厚生労働省令で定める事項に変更があったとき若しくは事業を再開した時は、10日以内に、その

旨を県知事等に届け出ること。 

   事業を廃止、休止しようとするときは、１月前までに届け出ること。 

   ア 事業所の名称及び所在地 

   イ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(法人以外の開設する病院及び診療所である場合は、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名) 

   ウ 申請者の登記事項証明書又は条例等(事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であ

るときを除く) 

   エ 事業所の種別 

   オ 事業所の平面図及び設備の概要 

   カ 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 

   キ 運営規程 

   ク 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項 
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（８）適正な記録の作成について 

 ① 記録について 

   介護報酬の請求に当たっては、その内容についての記録を必ず作成すること。 

   記録がない場合は、サービスが提供されていないと判断せざるを得ないので必ず記録を行うこと。 

   なお、虚偽の内容の記録を作成した場合（例えば、実際には勤務していない職員を勤務した、定

員を超えた利用者について定員を超えない日に利用したかのように記載するなど）、指定取消の要

件となるので、留意されたい。 

 

 ② 通所サービスの実施に当たって必ず記録すべき事項 

  ア 人員の充足状況（当該サービスに従事した職員） 

    毎日の勤務実績について、職種（看護師など）別、専従・兼務の別、勤務時間を明らかにし、

現に従事した内容を記載する。なお、あらかじめ単位ごと、月ごとの勤務体制表を作成する。 

    職員が併設事業所と兼務している場合や、同一事業所内で職種を兼務している等の理由により、

当該サービスには一部の時間しか従事しない場合は当該時間帯を必ず記載する。特に併設の医療

機関、特別養護老人ホーム等と兼務する場合、タイムカード等で出勤状況を確認できても、何の

業務に何時間従事したか不明であることが多いため、明確にすること。（例：看護職員Ａ氏は 9

時から 13 時まで病棟での看護業務、13 時から 15 時まで通所リハ事業所での介護業務、等）な

お、特別養護老人ホーム等の人員基準に違反しないかについても留意すること。 

  イ 各人に対して提供したサービスの内容 

    健康状態の把握（バイタルチェック）、清拭等の実施状況、レクレーション・作業療法・機能

訓練の内容等。サービス提供開始時間及び終了時間（特に、早く帰ったり、遅く来た場合の状況）

を含む。 
 

 ③ 送迎、食事、入浴、延長の実施状況（加算事項等） 

  ア 送迎…送迎した職員又は車両及び送迎の時刻 

  イ 食事…献立、キザミ食等指示内容、摂取状況 

  ウ 入浴…特別入浴介助の場合はその旨 

  エ 延長…延長サービスの終了時刻 

 

 ④ 事故及び緊急な受診の状況 

病状急変、事故等緊急やむを得ない理由により受診を行った場合はその旨とその時間。 

 

 

 ⑤ リハビリテーションマネジメント加算・短期集中リハビリテーション加算・栄養改善加算・口腔

機能向上加算 

 利用者、施術者（職種を含む）、ケアマネジメントに関する記録(情報収集、アセスメント、

モニタリング、実施計画)、実施記録(提供した時間帯、行ったリハ等の内容等)。 

 

 ⑥ 苦情 

   苦情の内容、対応者、対応内容 
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２ 介護予防通所リハビリテーション事業に関する事項 

基準省令：指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平 18.3.14厚労令第 35号）第８章

介護予防通所リハビリテーション 

基準省令の解釈通知：指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平

11.9.17老企第 25号）第４介護予防サービス 

介護報酬の通則：指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平 18.3.14 厚労省告

示第 127号）別表７介護予防通所リハビリテーション 

介護報酬の通則の留意事項通知：指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定

に伴う実施上の留意事項について（平 18.3.17 老計、老振、老老発

第 0317001号）別紙１第２の７介護予防通所リハビリテーション 

 

（１）事業の基本方針 

   利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、

作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図

り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

 

（２）人員及び設備に関する基準 

   人員及び設備、備品についても、介護予防通所リハビリテーション事業者が通所リハビリテーショ

ン事業者の指定を併せて受け、かつ、同一の事業所で一体的に運営する場合にあっては、通所リハ

ビリテーション事業の基準を満たすことをもって、指定介護予防サービスの基準も同時に満たされ

ていると見なすことができる。 

   なお、居宅サービスと介護予防サービスが同一の拠点において運営されている場合であっても、

完全に体制を分離して行われており一体的に運営されていると評価されない場合にあっては、人員

及び設備、備品についてもそれぞれが独立して基準を満たす必要がある。 

 

（３）運営に関する基準 

   通所リハビリテーションと同様。 

   ※ 介護サービスとの相違点 

     通所リハビリテーションでは、利用料以外に「その他の費用の額」として「通常要する時間

を超える通所リハビリテーションであって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費

用の範囲内において、通常の居宅介護サービス費用基準額を超える費用」を利用者から受け取

ることができるが、介護予防通所リハビリテーションでは受け取ることができない。 

  

（４）介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

 ① 基本取扱方針 

  ア 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。 

  イ 事業者は、自らその提供する介護予防通所リハビリテーションの質の評価を行うとともに、主

治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。 

  ウ 事業者は、介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向

上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の心身機能に着目した改善等を目的とするものでなく、
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当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活

を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの

提供に当たらなければならない。 

  エ 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービス

の提供に努めなければならない。 

  オ 事業者は、介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーション

を十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働き

かけに努めなければならない。 

  カ 提供された介護予防サービスについては、介護予防通所リハビリテーション計画に定める目標

達成の度合いや利用者及びその家族の満足度等について常に評価を行うなど、その改善を図らな

ければならない。 

 

 ② 具体的取扱方針 

  ア 介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情

報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議を通じる等の適切な方法によ

り、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な

把握をおこなうものとする。 

  イ 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時か

ら、少なくとも１月に１回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画にかかる利用者の状態、

サービスの提供状況等について、サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介

護予防支援事業者に報告するとともに、介護予防通所リハビリテーション計画に記載したサービ

スの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも１回は当該計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）を行うものとする。 

  ウ 医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、サービスの提供に係る介護予防サービス計

画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。 

  エ 介護予防支援事業者に対する実施状況等の報告については、サービスが介護予防サービス計画

に即して適切に提供できているかどうか、また、当該計画策定時から利用者の状況等が大きく異

なることとなっていないか等を確認するため、毎月行うもの。 

  オ 通所リハビリテーションの具体的取扱方針、通所リハビリテーション計画の作成と同様。 

 

（５）介護報酬 

 ① 月額定額報酬 

   月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっても、原則として、それぞれ

計画上に位置付けられた単位数を算定。 

   報酬本体に、送迎、入浴に関する費用は包括。 

  ○要支援１  １，７２１単位／月    要支援２  ３，６３４単位／月 

   ただし、月途中に以下の変更があった場合は日割り計算する。  

   ア 要介護から要支援に変更になった場合。 

   イ 要支援から要介護に変更となった場合。 

   ウ 同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合。 

   エ 月途中で要支援度が変更となった場合。 

   オ 月途中に、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防

認知症対応型共同生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護がある場

合 

   カ 月途中から公費適用となった場合、公費適用でなくなった場合 （公費…生活保護等） 
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   ※ 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設

入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活

介護を受けている間は、介護予防通所リハビリテーション費は、算定しない。 

   ※ 利用者が一つの介護予防通所リハビリテーション事業所において指定介護予防通所リハビリ

テーションを受けている間は、他の指定介護予防通所リハビリテーション事業所が行った指定

介護予防通所リハビリテーション費は算定しない。 

 

 ② 通常の事業の実施地域を越えて「中山間地域等」に居住する利用者に対してサービスを提供した

場合の加算  ５／１００に相当する単位／月 

   通所リハビリテーションと同様。 

 

 ③ リハビリテーションマネジメント加算                   ３３０単位／月 

 基準に適合しているものとして、県等に届け出た事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合に加算する。 

 

  ア 算定要件 

    次のいずれにも適合すること。 

    (ｱ) 介護予防通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計

画を見直していること。 

    (ｲ) 介護予防通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介

護支援専門員を通じて、第一号訪問事業その他の介護予防サービスに該当する事業に係る従

業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を

伝達していること。 

    (ｳ) 新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、介護予防通所リ

ハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士が、当該計画に従い、介護予防通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算し

て１月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行って

いること。 

    (ｴ) 介護予防通所リハビリテーション事業所の医師が、介護予防通所リハビリテーションの実

施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する

当該リハビリテーションの目的に加え、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事

項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにお

ける利用者に対する負荷等のいずれか一以上の指示を行うこと。 

    (ｵ) (ｴ)における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言

語聴覚士が、当該指示の内容が(ｴ)の基準に適合するものであると明確にわかるように記録す

ること。 

イ 留意事項  

(ｱ) 利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として実施されるものであり、リハビリ

テーションの質の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた多職種協働によ

る介護予防通所リハビリテーション計画の作成、当該計画に基づく適切な介護予防通所リ

ハビリテーションの提供、当該提供内容の評価とその結果を踏まえた当該計画の見直し等

といったＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を

行った場合に加算するものである。 

    (ｲ) 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、

心身機能、個人として行うＡＤＬやＩＡＤＬといった活動をするための機能、家庭での役
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割を担うことや地域の行事等に関与すること等といった参加をするための機能について、

バランス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを管理することをい

う。 

    (ｳ) ア算定要件(ｱ)の「定期的」にとは、初回の評価は、介護予防通所リハビリテーション計

画に基づく介護予防通所リハビリテーションの提供開始からおおむね２週間以内に、その

後はおおむね３月ごとに評価を行うものである。 

    (ｴ)  介護予防通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月以上の通所リハビ

リテーションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書の特記事

項欄に通所リハビリテーションの継続利用が必要な理由、その他介護予防サービスの併用

と移行の見通しを記載する。  

 

    ◎ 具体的プロセス等に係る参考資料 

     ｢リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーショ

ン計画書等の事務処理手順例及び様式例の提示について｣(令和元年 10月 28日老老発 1028第 1号

(介護保険最新情報Vol747)) 

 

 ④ 生活行為向上リハビリテーション加算 

   通所リハビリテーションと同様。（ただし、介護予防リハビリテーションマネジメント加算を算

定していること。事業所評価加算との併算定不可。）  

   ・開始月から起算して３月以内の期間に行われた場合     ９００単位／月 

   ・開始月から起算して３月を超え、６月以内の場合      ４５０単位／月 

   ※減算については通所リハビリテーションと同様。 

 

 ⑤ 若年性認知症利用者受入加算  ２４０単位／月 

 通所リハビリテーションと同様。 

 

 ⑥ 運動器機能向上加算  ２２５単位／月 

   介護予防通所リハビリテーションにおいて運動器機能向上サービスを提供する目的は、当該サービ

スを通じて要支援者ができる限り要介護状態にならず自立した日常生活を営むことができるよう支援

することが目的であることに留意しつつ行うこと。 

   算定要件 

   (ｱ) 理学療法士等を１名以上配置していること。 

   (ｲ) 利用者ごとに医師又は看護職員等の医療従事者による運動器機能向上サービスの実施に当

たってのリスク評価、体力測定等を実施し、サービスの提供に際して考慮すべきリスク、利

用者のニーズ及び運動器の機能の状況を利用開始時に把握すること。 

   (ｳ) 理学療法士等が、利用者ごとのニーズを実現するためのおおむね３月程度で達成可能な目標

（以下「長期目標」という。）及び長期目標を達成するためのおおむね１月程度で達成可能

な目標（以下「短期目標」という。）を設定すること。長期目標及び短期目標については、

介護予防サービス計画と整合が図れたものとすること。 

   (ｴ) 長期目標及び短期目標を踏まえ、医師、理学療法士等、介護職員その他の職種の者が共同し

て、利用者ごとに、実施する運動の種類、実施期間、実施頻度、１回当たりの実施時間、実

施形態等を記載した運動器機能向上計画を作成すること。その際、実施期間については、運

動の種類によって異なるものの、おおむね３月間程度とすること。 

     また、作成した運動器機能向上計画については、運動器機能向上サービスの提供による効果、

リスク、緊急時の対応等と併せて、利用者に分かりやすい形で説明し、その同意を得ること。 
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     なお、運動器機能向上計画に相当する内容を介護予防通所リハビリテーション計画書の中に

それぞれ記載する場合は、その記載をもって運動器機能向上計画の作成に代えることができ

るものとする。 

   (ｵ) 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士若しくは看護職員が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用

者の運動器の機能を定期的に記録していること。 

   (ｶ) 利用者の短期目標に応じて、おおむね１月間ごとに、利用者の当該短期目標の達成度と客観

的な運動器の機能の状況についてモニタリングを行うとともに、必要に応じて、運動器機能

向上計画の修正を行うこと。 

     また、計画に定める実施期間終了後に、利用者ごとに長期目標の達成度及び運動器の機能の

状況について、事後アセスメントを実施し、その結果を当該利用者に係る介護予防支援事業

者に報告すること。報告も踏まえた介護予防ケアマネジメントの結果、運動器機能向上サー

ビスの継続が必要であるとの判断がなされる場合については、継続的に運動器機能向上サー

ビスを提供する。 

     ※ サービスの提供の記録において利用者ごとの運動器機能向上計画に従い、医師又は医師

の指示を受けた理学療法士等若しくは看護職員が利用者の運動器の機能を定期的に記録す

る場合は、当該記録とは別に運動器機能向上加算のために利用者の運動器の機能を定期的

に記録する必要はないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑦ 栄養改善加算  １５０単位／月 

   算定要件 

    通所リハビリテーションと同様。 

    ただし、介護予防通所リハビリテーションにおいて栄養改善サービスを提供する目的は、当該

サービスを通じて要支援者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むことが

できるよう支援することが目的であることに留意すること。 

    なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、栄養ケア計画に定める栄養改善サー

ビスをおおむね３月実施した時点で栄養状態の改善状況について評価を行い、その結果を当該要支

援者に係る介護予防支援事業者等に報告するとともに、栄養状態に係る課題が解決され当該サービ

スを継続する必要性が認められない場合は、当該サービスを終了するものとする。 

 

 ⑧ 栄養スクリーニング加算   ５単位／回 

  （６月に１回を限度） 

    通所リハビリテーションと同様。 

 

 ⑨ 口腔機能向上加算  １５０単位／月 

   算定要件 

    通所リハビリテーションと同様。 

《実地指導における不適正事例》 

・利用開始時に体力測定等を実施しておらず，体験利用等での測定結果を基に計画を作成し

ている。 

・運動器機能向上計画について多職種共同で作成したことが確認できない。 

・おおむね１月間ごとに，利用者の短期目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況につい

てモニタリングを行っていない。 
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    ただし、介護予防通所リハビリテーションにおいて口腔機能向上サービスを提供する目的は、当

該サービスを通じて要支援者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むこと

ができるよう支援することが目的であることに留意すること。 

    なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、口腔機能改善管理指導計画に定める

口腔機能向上サービスをおおむね３月実施した時点で口腔機能の状態の評価を行い、その結果を当

該要支援者に係る介護予防支援事業者等に報告するとともに、口腔機能向上に係る課題が解決され

当該サービスを継続する必要性が認められない場合は、当該サービスを終了するものとする。 

 

 

 ⑩ 選択的サービス複数実施加算  （Ⅰ）４８０単位／月 

                  （Ⅱ）７００単位／月 

  ア 算定要件 

    選択的サービス（運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、又は口腔機能向上サービス）の

うち、選択的サービス複数実施加算（Ⅰ）については、２種類実施した場合に、選択的サービス複

数実施加算（Ⅱ）については、３種類実施した場合に算定（Ⅰ・Ⅱは同時に算定できない） 

  イ 留意事項 

    選択的サービスのうち複数のサービスを組み合わせて実施することにより、要支援者の心身機能

の改善効果を高め、介護予防に資するサービスを効果的に提供することを目的とするものである。

なお、算定に当たっては以下に留意すること。 

   (ｱ) 実施する各選択的サービスを各々の取扱い（上記④～⑥の手順等）に従い適切に実施している

こと。 

   (ｲ) いずれかの選択的サービスを週一回以上実施すること。 

   (ｳ) いずれかの選択的サービスを月二回以上実施すること。 

   (ｴ) 複数の種類の選択的サービスを組み合わせて実施するに当たって、各選択的サービスを担当す

る専門の職種が相互に連携を図り、より効果的なサービスの提供方法等について検討すること。 

※ 選択的サービス複数実施加算を算定する場合は、各選択的サービス（運動器機能向上サービス、

栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス）の加算の算定は不可（各個別の加算を算定した

場合には、本加算は算定不可）。 
 

 ⑪ 事業所評価加算  １２０単位／月 

   評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスを３か月

以上利用し、その後、更新、変更認定を受けた者の数が、一定割合を超える場合、評価対象期間の

満了日の属する年度の次年度内に限り算定する。ただし、生活行為向上リハビリテーション実施加

算を算定している場合は、算定しない。 

   算定要件 

   (ｱ) 定員利用・人員基準に適合しているものとして県知事に届け出て、運動器機能向上サービス、

栄養改善サービス、口腔機能向上サービスを行っていること。 

   (ｲ) 評価対象期間における利用実人員数が 10名以上であること。 

   (ｳ) 評価対象期間において介護予防通所リハビリテーションを利用した実人員のうち、６０％以

上に選択的サービスを実施していること。 

   (ｴ) 評価基準値の算定式 

 

  要支援状態区分の維持者数＋改善者数×２ 
≧０．７ 

 評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サー

ビス又は口腔機能向上サービスを３月以上利用し、その後

に更新・変更認定を受けた者の数 
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 ⑫ サービス提供体制強化加算 

  ア 単位数 

    サービス提供体制強化加算Ⅰ イ  要支援１  ７２単位／月 

                     要支援２ １４４単位／月 

    サービス提供体制強化加算Ⅰ ロ  要支援１  ４８単位／月 

                     要支援２  ９６単位／月 

    サービス提供体制強化加算Ⅱ    要支援１  ２４単位／月 
                     要支援２  ４８単位／月 

  イ 算定要件 

    通所リハビリテーションと同様。 

 

 ⑬ 同一建物に対する減算  

  ア 単位数   

    要支援１ ３７６単位減算/月   要支援２ ７５２単位/月 

  イ 算定要件 

    通所リハビリテーションと同様 

 

 ⑭ 介護職員処遇改善加算 

   共通サービス資料参照 

 

 ⑮ 介護職員等特定処遇改善加算（令和元年１０月１日新設） 

   共通サービス資料参照 
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事業所規模区分について 

 

 平成 24年度末に実施された会計検査院による会計実地検査において、通所系サービスの

事業所規模区分を誤り、介護報酬を過大請求している事業所が判明した。 

 通所介護及び通所リハビリテーション事業所においては、事業所規模区分の誤りが無い

よう再確認してください。 

 なお、事業所規模区分を誤って過大請求していたことが判明した場合、遡及して、介護

報酬を保険者に返還するとともに、利用者にも利用者負担を返還しなければなりません。 

 

 

〈事業所規模区分（１月当たりの利用者数）〉 

通所介護 

   利用者数≦７５０人      通常規模型事業所 

７５０人＜利用者数≦９００人 大規模型事業所（Ⅰ） 

利用者数＞９００人      大規模型事業所（Ⅱ） 

通所リハビリテーション 

利用者数≦７５０人      通常規模型事業所 

７５０人＜利用者数≦９００人 大規模型事業所（Ⅰ） 

利用者数＞９００人      大規模型事業所（Ⅱ） 

 

 

〈規模区分の判定〉 

○ １月当たりの利用者数の計算方法 

① 原則 前年度４月～２月平均の１月当たりの利用者数 

→ 毎年度３月１５日までに、４月～２月（１１か月）の平均利用者数

を算定し直し、変更があれば県に届け出ること。 

 

② 例外（前年度の実績が６か月未満、前年度から定員を２５％以上変更の事

業所） 定員×０．９×1月当たりの営業日数 

（注）②の下線部分が適用されるのは、年度が変わる際に定員を２５％以上変更

する場合のみです。（平成 20年４月 21日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡

（Ｑ＆Ａ）問２４） 

 

※ 具体的な計算方法については、平成２４年３月３０日厚生労働省老健局 

Ｑ＆Ａ(vol.273)を参照。 
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○月額包括報酬の日割り請求にかかる適用については以下のとおり。

・以下の対象事由に該当する場合、日割りで算定する。該当しない場合は、月額包括報酬で算定する。
・日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間（※）に応じた
　日数による日割りとする。具体的には、用意された日額のサービスコードの単位数に、サービス算定対象
　日数を乗じて単位数を算定する。
　※サービス算定対象期間：月の途中に開始した場合は、起算日から月末までの期間。
  　　　 　　　　　　　 　　　　　　月の途中に終了した場合は、月初から起算日までの期間。

＜対象事由と起算日＞

月額報酬対象サービス 起算日※２

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ） 変更日

・区分変更（要介護→要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業開始（指定有効期間開始）
・事業所指定効力停止の解除

契約日

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知
症対応型共同生活介護の退居（※１）

退居日の翌日

・介護予防小規模多機能型居宅介護の契約解除（※１） 契約解除日の翌日

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療
養介護の退所（※１）

退所日の翌日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
　（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ） 変更日

・区分変更（要支援→要介護）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業廃止（指定有効期間満了）
・事業所指定効力停止の開始

契約解除日

（廃止・満了日）
（開始日）

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知
症対応型共同生活介護の入居　（※１）

入居日の前日

・介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者の登録開
始　（※１）

サービス提供日（通い、
訪問又は宿泊）の前日

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療
養介護の入所（※１）

入所日の前日

・公費適用の有効期間終了 終了日

月途中の事由

Ⅰ－資料９

開
始

終
了

介護予防通所リハ
（介護予防特定施設入
居者生活介護における
外部サービス利用型を
含む）
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月額報酬対象サービス 起算日※２月途中の事由

・区分変更（要介護１～要介護５の間、要支援Ⅰ⇔要支援
Ⅱ）

変更日

・区分変更（要介護⇔要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）
・事業開始（指定有効期間開始）
・事業所指定効力停止の解除
・受給資格取得
・転入
・利用者の登録開始（前月以前から継続している場合を除
く）

サービス提供日
（通い、訪問又は宿泊）

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
　（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・区分変更（要介護１～要介護５の間、要支援Ⅰ⇔要支援
Ⅱ）

変更日

・区分変更（要介護⇔要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）
・事業廃止（指定有効期間満了）
・事業所指定効力停止の開始
・受給資格喪失
・転出
・利用者との契約解除

契約解除日

（廃止・満了日）
（開始日）
（喪失日）
（転出日）

・公費適用の有効期間終了 終了日

・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業所指定効力停止の解除
・利用者の登録開始（前月以前から継続している場合を除
く）

契約日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
　（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業所指定有効期間満了
・事業所指定効力停止の開始
・利用者との契約解除

契約解除日
（満了日）
（開始日）

・公費適用の有効期間終了 終了日

開
始

終
了

小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能
型居宅介護
複合型サービス（看護小規
模多機能型居宅介護）

夜間対応型訪問介護

開
始

終
了
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月額報酬対象サービス 起算日※２月途中の事由

・区分変更（要介護１～５の間） 変更日

・区分変更（要支援→要介護）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業開始（指定有効期間開始）
・事業所指定効力停止の解除
・利用者の登録開始（前月以前から継続している場合を除
く）

契約日

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の退所（※１）
・小規模多機能型居宅介護（短期利用型）、認知症対応型
共同生活介護（短期利用型）、特定施設入居者生活介護
（短期利用型）又は地域密着型特定施設入居者生活介
護、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・短
期利用型）の退居（※１）

退所日の翌日
退居日の翌日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間
（ただし、特別訪問看護指示書の場合を除く）

給付終了日の翌日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
　（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・区分変更（要介護１～５の間） 変更日

・区分変更（要介護→要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ（※１）
・事業廃止（指定有効期間満了）
・事業所指定効力停止の開始
・利用者との契約解除

契約解除日

（満了日）
（開始日）

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の入所（※１）
・小規模多機能型居宅介護（短期利用型）、認知症対応型
共同生活介護（短期利用型）、特定施設入居者生活介護
（短期利用型）又は地域密着型特定施設入居者生活介
護、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・短
期利用型）の入居（※１）

入所日の前日
入居日の前日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間
（ただし、特別訪問看護指示書の場合を除く）

給付開始日の前日

・公費適用の有効期間終了 終了日

開
始

訪問看護（定期巡回・随時
対応型訪問介護看護事業
所と連携して訪問看護を行
う場合）

終
了
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月額報酬対象サービス 起算日※２月途中の事由

・区分変更（要介護１～５の間） 変更日

・区分変更（要支援→要介護）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業開始（指定有効期間開始）
・事業所指定効力停止の解除
・利用者の登録開始（前月以前から継続している場合を除
く）

契約日

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の退所（※１）
・小規模多機能型居宅介護（短期利用型）、認知症対応型
共同生活介護（短期利用型）、特定施設入居者生活介護
（短期利用型）又は地域密着型特定施設入居者生活介
護、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・短
期利用型）の退居（※１）

退所日
退居日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間 給付終了日の翌日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
　（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・区分変更（要介護１～５の間） 変更日

・区分変更（要介護→要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業廃止（指定有効期間満了）
・事業所指定効力停止の開始
・利用者との契約解除

契約解除日

（満了日）
（開始日）

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の入所（※１）
・小規模多機能型居宅介護（短期利用型）、認知症対応型
共同生活介護（短期利用型）、特定施設入居者生活介護
（短期利用型）又は地域密着型特定施設入居者生活介
護、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・短
期利用型）の入居（※１）

入所日の前日
入居日の前日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間 給付開始日の前日

・公費適用の有効期間終了 終了日

・福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月
の貸与期間が一月に満たない場合（ただし、当分の間、半
月単位の計算方法を行うことも差し支えない。）

開始日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
　（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月
の貸与期間が一月に満たない場合（ただし、当分の間、半
月単位の計算方法を行うことも差し支えない。）

中止日

・公費適用の有効期間終了 終了日

福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
（特定施設入居者生活介護
及び介護予防特定施設入
居者生活介護における外部
サービス利用型を含む）

開
始

終
了

開
始

定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

終
了
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月額報酬対象サービス 起算日※２月途中の事由

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ）
・区分変更（事業対象者→要支援）

変更日

・区分変更（要介護→要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業開始（指定有効期間開始）
・事業所指定効力停止の解除

契約日

・利用者との契約開始 契約日

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知
症対応型共同生活介護の退居（※１）

退居日の翌日

・介護予防小規模多機能型居宅介護の契約解除（※１） 契約解除日の翌日

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療
養介護の退所（※１）

退所日の翌日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
　（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ）
・区分変更（事業対象者→要支援）

変更日

・区分変更（事業対象者→要介護）
・区分変更（要支援→要介護）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業廃止（指定有効期間満了）
・事業所指定効力停止の開始

契約解除日

（廃止・満了日）
（開始日）

・利用者との契約解除 契約解除日

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知
症対応型共同生活介護の入居　（※１）

入居日の前日

・介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者の登録開
始　（※１）

サービス提供日（通い、
訪問又は宿泊）の前日

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療
養介護の入所（※１）

入所日の前日

・公費適用の有効期間終了 終了日

居宅介護支援費
介護予防支援費
介護予防ケアマネジメント費

-

・日割りは行わない。
・月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事
業者のみ月額包括報酬の算定を可能とする。（※１）
・月の途中で、要介護度に変更がある場合は、月末にお
ける要介護度に応じた報酬を算定するものとする。
・月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、
それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能と
する。
・月の途中で、生保単独から生保併用へ変更がある場合
は、それぞれにおいて月額包括報酬の算定を可能とす
る。

-

終
了

開
始

介護予防・日常生活支援総
合事業
・訪問型サービス（みなし）
・訪問型サービス（独自）
・通所型サービス（みなし）
・通所型サービス（独自）

※月額包括報酬の単位とし
た場合
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月額報酬対象サービス 起算日※２月途中の事由

日割り計算用サービスコー
ドがない加算及び減算

-

・日割りは行わない。
・月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事
業者のみ月額包括報酬の算定を可能とする。（※１）
・月の途中で、要介護度に変更がある場合は、月末にお
ける要介護度に応じた報酬を算定するものとする。
・月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、
それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能と
する。
・月の途中で、生保単独から生保併用へ変更がある場合
は、生保併用にて月額包括報酬の算定を可能とする。

-

※１　ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の保険者に

※２  終了の起算日は、引き続き月途中からの開始事由がある場合についてはその前日となる。

　　　 転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。
　　　 なお、保険者とは、政令市又は広域連合の場合は、構成市区町村ではなく、政令市又は広域連合を示す。
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３ 訪問リハビリテーション事業に関する事項 

              ※介護老人保健施設が行うものを除く。 

 

基準省令：指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平 11.3.31厚生省令第

37号）第５章訪問リハビリテーション 

基準省令の解釈通知：指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平 

11.9.17老企第 25号）第３介護サービスの四 訪問リハビリテーション 

介護報酬の通則：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平 12.2.10 厚生省告示 

第 19号）別表４訪問リハビリテーション 

介護報酬の通則の留意事項通知：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通

所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及

び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定

に伴う実施上の留意事項について（平 12.3.1 老企第 36 号）第２

の５ 訪問リハビリテーション費 

 

（１）事業の基本方針 

利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の

居宅において理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用

者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。 

 

 

（２）人員に関する基準 

  ア 専任の常勤医師が１人以上勤務していること。 

※ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、病院又

は診療所（医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある

場合に限る。）と併設されているものについては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼

務で差し支えないもの。 

※ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、当該介

護老人保健施設又は当該介護医療院に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件

として足るものであること。 

※ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、病院又

は診療所（医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある

場合に限る。）と併設されている事業所において、指定訪問リハビリテーション事業所の

医師が、当該病院又は当該診療所の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として

足るものであること。 

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 １以上 

  ※ 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、指

定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を適当

数置かなければならない。 

 

（３）設備に関する基準 

 ① 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な
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広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な

設備及び備品等を備えているものでなければならない。 

 

 ② 設備及び備品については、当該病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院における診

療用に備え付けられたものを使用することができる。 

 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション

の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービ

ス等基準第 79条第 1項に規定する人員に関する基準及び第 80条第 1項に規定する設備に関する

基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

（４）運営に関する基準 

 ① 内容及び手続の説明及び同意 

   指定訪問リハビリテーションの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に

対し、指定訪問リハビリテーション事業者の運営規程の概要、理学療法士等の勤務体制、事故

発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項に

ついて、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該

提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。同意については書面によって確

認することが望ましい。 

＜実地指導における不適正事例＞ 

・重要事項説明書が作成されていない・交付されていない 

・重要事項を説明し、文書で同意を得ていない 

・重要事項説明書の記載内容が不十分 

（例）苦情相談窓口（事業所・国保連・市町村）、事故発生時の対応、苦情処理体制、秘

密保持 

・重要事項説明書の内容が、運営規程と異なる 

   

 ② 提供拒否の禁止 

   正当な理由なく指定訪問リハビリテーションの提供を拒んではならない。 

（正当な理由の例） 

・事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

・利用申込者の居住地が事業所の通常の事業実施地域外である場合 

・自ら適切な訪問リハビリテーションを提供することが困難な場合 

 

 ③ 心身の状況等の把握 

   居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、病歴、

その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めな

ければならない。 

＜実地指導における不適正事例＞ 

・サービス担当者会議への欠席等、利用者の心身の状況等を把握していない 

 

 ④ 身分を証する書類の携行 

   利用者が安心して指定訪問リハビリテーションを受けられるよう、指定訪問リハビリテーシ

ョン事業者は、理学療法士等に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回訪問時及び
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利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

   証書等には、事業所の名称、理学療法士等の氏名を記載した上、写真の貼付や職能の記載を

行うことが望ましい。 

＜実地指導における不適正事例＞ 

・理学療法士等が、事業所の理学療法士等であることを証する書類を携行していない 

 

 ⑤ サービスの提供の記録 

  ア 事業者は、指定訪問リハビリテーションを提供した際には、提供日及び内容、保険給付の

額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に

記載しなければならない。 

  イ 事業者は、指定訪問リハビリテーションを提供した際には、提供した具体的なサービスの

内容等を記録するとともに、利用者からの申し出があった場合には、文書の交付その他適切

な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

＜実地指導における不適正事例＞ 

・サービスの提供内容、利用者の状況について記録していない 

 

 ⑥ 指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針 

  ア 指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、

その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

  イ 事業者は、自らその提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改

善を図らなければならない。 

 

 ⑦ 指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針 

   指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行う。 

  ア 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び訪問リハビリテーショ

ン計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当

適切に行う。 

  イ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者

又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理

解しやすいように指導又は説明を行う。 

  ウ 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利

用者に対し、適切なサービスを提供する。 

  エ 訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やか

に診療記録を作成するとともに、医師に報告する。 

  オ 指定訪問リハビリテーション事業者はリハビリテーション会議の開催により、リハビリテ

ーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努

め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。 

 

 ⑧ 訪問リハビリテーション計画の作成 

  ア 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の

病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該

目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を

作成しなければならない。 

※  訪問リハビリテーション計画は、指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基
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づき、利用者ごとに利用者の心身の状態、生活環境を踏まえて作成することとしたもの

である。利用者の希望、リハビリテーションの目標及び方針、健康状態、リハビリテー

ションの実施上の留意点、リハビリテーション終了の目安・時期等を記載すること。 

※  訪問リハビリテーション計画の作成にあたっては、当該事業所の医師の診療が原則であ

るが、指定訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医師から計画的な医学的

管理を受けている患者であって、例外として、当該事業所の医師がやむを得ず診療でき

ない場合には、別の医療機関の医師から情報の提供を受けて、当該情報をもとに訪問リ

ハビリテーション計画を作成しても差し支えないものとすること。 

  イ 訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計

画の内容に沿って作成しなければならない。 

  ウ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の

作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を

得なければならない。 

  エ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画を

作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。 

＜実地指導における不適正事例＞ 

・訪問リハビリテーション計画を作成していない。 

 

〇 通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションを同一事業所が提供する場合の運営

の効率化について 

通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーションを同一事業者が提供する場合、共通

のリハビリテーション計画、利用者及び家族の同意、サービス実施状況の診療記録への記載

等を一体的に実施できる。 

具体的な対応として、リハビリテーション会議の開催等を通じて、共通の目標及びリハビ

リテーション提供内容について整合性のとれた計画を作成した場合については、一体的計画

の作成ができることとし、また、通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーションにお

いて整合性のとれた計画に従い、リハビリテーションを実施した場合には、診療記録を一括

して管理しても差し支えない。 

 

⑨ 運営規程  

   事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

  ア 事業の目的及び運営の方針 

  イ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

  ウ 営業日及び営業時間 

  エ 指定訪問リハビリテーション及び利用料その他の費用の額 

  オ 通常の事業の実施地域 

  カ その他運営に関する重要事項 

 

 ⑩ 勤務体制の確保等 

  ア 事業者は、利用者に対し適切な指定訪問リハビリテーションを提供できるよう、指定訪問

リハビリテーション事業所ごとに、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の勤務体制を定

めておかなければならない。 

  イ 事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、当該指定訪問リハビリテーション

事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士によって、指定訪問リハビリテーションを
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提供しなければならない。 

  ウ 事業者は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の資質の向上のために、その研修の機

会を確保しなければならない。 

  エ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、

労働者派遣法に規定する派遣労働者であってはならないものであること。 

 

 ⑪ 衛生管理等 

  ア 事業者は、理学療法士等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければ

ならない。 

  イ 事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理

に努めなければならない。 

   ※ 理学療法士等が感染源となることを予防し、また理学療法士等を感染の危険から守るた

め、使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じる必要がある。 

 

 ⑫ 掲示 

   事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を掲示しなければならない。 

 

 ⑬ 秘密保持等 

  ア 指定訪問リハビリテーション事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

  イ 事業者は、当該指定訪問リハビリテーション事業所の従業者であった者が、正当な理由が

なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置

を講じなければならない。 

  ウ 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同

意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得

ておかなければならない。 

＜実地指導における不適正事例＞ 

・従業者は、その在職中はもちろん退職後においても利用者又はその家族の秘密をもらして

はならないが、これを担保する措置（雇用契約や就業規則への記載、誓約書の徴取、違約

金の取り決め等）が十分でない。秘密を漏らさない措置をとること。 

・サービス担当者会議等において利用者の個人情報等を用いる場合など、利用者や家族の同

意を得ていない。あらかじめ文書により得ておくこと。 

 

 ⑭ 苦情処理 

  ア 事業者は、提供した指定訪問リハビリテーションに係る利用者及びその家族からの苦情に

迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を

講じなければならない。 

  イ 事業者は、当該苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

  ウ 事業者は、提供した指定訪問リハビリテーションに関し、法第 23条の規定により市町村が

行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しく

は照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わ

なければならない。 
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  エ 事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなけ

ればならない。 

  オ 事業者は、提供した指定訪問リハビリテーションに係る利用者からの苦情に関して国民健

康保険団体連合会が行う法第 176条第 1項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険

団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行わなければならない。 

  カ 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国

民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

＜実地指導における不適正事例＞ 

・苦情を処理するために講ずる措置の概要が、事務所に掲示されていない 

・苦情に対する処理経過を記録する様式が、整備されていない 

・市町村からの照会に応じていない 

・相談窓口連絡先として、市町村(保険者)、国民健康保険団体連合会の窓口が記載されてい

ない 

 

 ⑮ 事故発生時の対応 

  ア 事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により事故が発生した場合

は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとと

もに、必要な措置を講じなければならない。 

  イ 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならな

い。 

  ウ 事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発

生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

  エ 事故が生じた際には、その原因を解明し、再発防止の対策を講じること。 

＜実地指導における不適正事例＞ 

・利用者に対するサービス提供に際して発生した事故について、報告を行っていない事例が

見受けられる。 

・その事故の責任が事業所側にあると否とにかかわらず、必ず、保険者に対し事故報告を行

うこと。 

 

 ⑯ 会計の区分 

   事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問リ

ハビリテーションの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

 

 ⑰ 記録の整備 

  ア 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

  イ 事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる

記録を整備し、各指定権者が定める基準に沿って、５年間又は２年間保存しなければなら

ない。（詳細は、各指定権者が制定している条例を参照のこと。） 

   (1) 訪問リハビリテーション計画 

   (2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録（診療記録を含む） 

   (3) 市町村への通知に係る記録 

   (4) 苦情の内容等の記録 

   (5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

-54-



 

（５）介護報酬 

 ① 訪問リハビリテーション費 

   通院が困難な利用者に対して、事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、計画的

な医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーションを

行った場合に算定する。 

  ア 単位数 

    ２９２単位／回 

  イ 算定要件 

   (ｱ) 訪問リハビリテーションは、計画的な医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示

の下で実施するとともに、当該医師の診療の日から３月以内に行われた場合に算定する。 

      また、例外として、訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得ず診療できない場

合はには、別の医療機関の計画的な医学的管理を行っている医師から情報提供（訪問リハ

ビリテーションの必要性や利用者の心身機能や活動等に係るアセスメント情報等）を受け、

当該情報提供を踏まえて、当該リハビリテーション計画を作成し、訪問リハビリテーショ

ンを実施した場合には、情報提供を行った別の医療機関の医師による当該情報提供の基礎

となる診療の日から３月以内に行われた場合に算定する。 

      この場合、少なくとも３月に１回は、訪問リハビリテーション事業所の医師は、当該情

報提供を行った別の医療機関の医師に対して訪問リハビリテーション計画等について情報

提供を行う。 

(ｲ)   訪問リハビリテーションは、事業所の医師の診療に基づき、訪問リハビリテーション
計画を作成し、実施することが原則であるが、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリ

ハビリテーションを受けていた患者が、介護保険の訪問リハビリテーションへ移行する際

に、「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテ

ーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」（令和元年１０月２８日老

老発１０２８第１号（介護保険最新情報 Vol747））の別紙様式２－１をもって、保険医療

機関から当該事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、

別紙様式２－１に記載された内容について確認し、訪問リハビリテーションの提供を開始

しても差し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式２－１をリハビリテーシ

ョン計画書とみなして訪問リハビリテーション費の算定を開始してもよいこととする。 

  なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３月以内に、当該事

業所の医師の診療に基づいて、次回の訪問リハビリテーション計画を作成する。 

   (ｳ) 訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して１

回当たり 20分以上指導を行った場合に、１週に６回を限度として算定。 

   (ｴ) 事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあって、医師の指示を受けた理

学療法士等が、利用者の居宅を訪問して訪問リハビリテーションを行った場合には、訪問

する理学療法士等の当該訪問の時間は、介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準の算

定に含めないこととする。なお、介護老人保健施設又は介護医療院による訪問リハビリテ

ーションの実施にあたっては、施設サービスに支障のないよう留意する。 

   (ｵ) 居宅からの一連のサービス行為として、買い物やバス等の公共交通機関への乗降などの

行為に関する訪問リハビリテーションを提供するに当たっては、訪問リハビリテーション

計画にその目的、頻度等を記録するものとする。 

   (ｶ) 利用者が訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した日又は訪問診療若

しくは往診を受けた日に、訪問リハビリテーション計画の作成に必要な医師の診療が行わ
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れた場合には、当該複数の診療等と時間を別にして行われていることを記録上明確にする。 

 

 

  ウ 同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物に居住する利用者に対する取扱い   

 

    同一建物等居住者で以下に該当する場合について、減算を適用する。 

    ⅰ 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の建物若しくは訪問リハビリテーション事業

所と同一の建物に居住する者 

     所定単位数の１００分の９０単位＜支給限度額管理の対象外＞ 

ⅱ ⅰ以外の範囲に所在する建物に居住する者（当該建物に居住する利用者の人数が１月

あたり２０人以上の場合、ⅲに該当する場合を除く） 

所定単位数の１００分の９０単位＜支給限度額管理の対象外＞ 

    ⅲ ⅰの範囲に所在する建物に居住する者（当該建物に居住する利用者の人数が１月あた

り５０人以上の場合） 

所定単位数の１００分の８５単位＜支給限度額管理の対象外＞ 

   

※ 指定訪問リハビリテーション事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若し

くは指定訪問リハビリテーション事業所と同一の建物（以下「同一敷地内建物等」という。）

に居住する利用者に対する取扱い 〔老企第３６号 第２の５（２）〕 

 ① 同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物の定義 

 「同一敷地内建物等」とは、当該指定訪問リハビリテーション事業所と構造上又は外

形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地（当該指定訪問リハビリテー

ション事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む。）にある建築物のう

ち効率的なサービス提供が可能なものを指すものである。具体的には、一体的な建築物

として、当該建物の１階部分に指定訪問リハビリテーション事業所がある場合や当該建

物と渡り廊下でつながっている場合など、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物

として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが

該当するものであること。 

 ② 同一の建物に 20人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）の定義 

  イ 「当該指定訪問リハビリテーション事業所における利用者が同一建物に 20人以上居

住する建物」とは、①に該当するもの以外の建築物を指すものであり、当該建築物に

当該指定訪問リハビリテーション事業所の利用者が 20人以上居住する場合に該当し、

同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用者数を合算するも

のではない。 

  ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。この場合、１

月間の利用者の数の平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する利用

者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっ

ては、小数点以下を切り捨てるものとする。また、当該指定訪問リハビリテーション

事業所が、介護予防訪問リハビリテーションと一体的な運営をしている場合、介護予

防訪問リハビリテーションの利用者を含めて計算すること。 

 ③ 当該減算は、指定訪問リハビリテーション事業所と建築物の位置関係により、効率的

なサービス提供が可能であることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本減算の適

用については、位置関係のみをもって判断することがないよう留意すること。具体的に

は、次のような場合を一例として、サービス提供の効率化につながらない場合には、減

算を適用すべきではないこと。 
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 （同一の敷地内建物等に該当しないものの例） 

・ 同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合 

・ 隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために

迂回しなければならない場合 

 ④ ①及び②のいずれの場合においても、同一の建物については、当該建築物の管理、運

営法人が当該指定訪問リハビリテーション事業所の指定訪問リハビリテーション事業

者と異なる場合であっても該当するものであること。 

⑤ 同一敷地内建物等に 50人以上居住する建物の定義 

  イ 同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該指定訪問リハビリテ

ーション事業所の利用者が 50 人以上居住する建物の利用者全員に適用されるもので

ある。 

  ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。この場合、１

月間の利用者の数の平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する利用

者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっ

ては、小数点以下を切り捨てるものとする。 

 

＜集合住宅減算の取扱いについての注意点＞（介護保険最新情報 vol.454 抜粋） 

集合住宅減算において、減算を適用すべき範囲、減算を適用すべきではない範囲につい

ては、平成２７年度報酬改定においても既に示されているため、十分に確認しておくこと。 

問６ 集合住宅減算について、「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」であっ

ても「サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではな

いこと」とされているが、具体的にはどのような範囲を想定しているか 

 

（答） 

 集合住宅減算は訪問系サービス（居宅療養管理指導を除く）について、例えば、集合

住宅の１階部分に事業所が有る場合など、事業所と同一建物に居住する利用者を訪問す

る場合には、地域に点在する利用者を訪問する場合と比べて、移動等の労力（移動時間）

が軽減されることから、このことを適正に評価するために行うものである。 

従来の仕組みでは、事業所と集合住宅（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人

ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。以下同じ。）が一体的な建築物に限り減

算対象としていたところである。 

今般の見直しでは、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様の移動時間によ

り訪問できるものについては同様に評価することとし、「同一敷地内にある別棟の集合

住宅」、「隣接する敷地にある集合住宅」、「道路等を挟んで隣接する敷地にある集合

住宅」のうち、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様に移動時間が軽減され

るものについては、新たに、減算対象とすることとしたものである。 

このようなことから、例えば、以下のケースのように、事業所と同一建物の利用者を

訪問する場合とは移動時間が明らかに異なるものについては、減算対象とはならないも

のと考えている。 

・ 広大な敷地に複数の建物が点在するもの（例えば、ＵＲ（独立行政法人都市再生機

構）などの大規模団地や、敷地に沿って複数のバス停留所があるような規模の敷地） 

・ 幹線道路や河川などにより敷地が隔てられており、訪問するために迂回しなければ

ならないもの 
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 ② 特別地域訪問リハビリテーション加算 

   １００分の１５に相当する単位／回 ＜区分支給限度額管理の対象外＞ 

    

      厚生労働大臣が定める地域（離島振興法、山村振興法等の指定地域）に所在する指定訪問

リハビリテーション事業所又はその一部として使用される事務所の理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを提供した場合に算定できる。 

   ※ 具体的な地域は、資料１０１ページを参照するとともに、地元市町村に確認すること。 

 

 ③ 中山間地域等における小規模事業所加算 

   １００分の１０に相当する単位／回＜区分支給限度額管理の対象外＞ 

 

    別に厚生労働大臣が定める地域（過疎地域自立促進特別措置法等の指定地域）に所在し、

かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準（訪問リハビリテーションについては、１月当た

りの延べ訪問回数が３０回以下であること。）に適合する指定訪問リハビリテーション事業

所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを提供した場合

に算定できる。 

※  具体的な地域は、資料１０１ページを参照するとともに、地元市町村に確認すること。 

        

 ④ 中山間地域等利用者受入加算   

１００分の５に相当する単位／回＜区分支給限度額管理の対象外＞ 
 

    厚生労働大臣が定める地域（中山間地域等）に居住している利用者に対して、通常の事業

の実施地域を越えて、指定訪問リハビリテーションを行った場合に算定できる。 

   ※ 具体的な地域は、資料１０１ページを参照するとともに、地元市町村に確認すること。 

   ※ 「通常の事業の実施地域」とは、当該指定訪問リハビリテーション事業所の定める運営

規程の定めによる。 

   ※ この加算を算定する利用者からは、通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者

への指定訪問リハビリテーションの提供の際の交通費の支払いを受けることはできないも

のであること。 

 

 ⑤ 短期集中リハビリテーション実施加算  ２００単位／日 

   基準に適合しているものとして、県等に届け出た事業所の医師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士が集中的にリハビリテーションを行った場合に加算する。 

  ア 算定期間 

    利用者が退院（所）日 又は 認定日（介護保険法第１９条第１項に規定する要介護認定

の効力が生じた日）から起算して、３月以内の期間に行われる場合に算定。 
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  要介護認定の効力が生じた日 

  介護保険法第２７条第１項に規定するもの（新規認定）であるため、認定の更新（介護

保険法第２８条第１項）や区分変更（介護保険法第２９条第１項）は含まれない。 

＊要支援→要介護は、「要介護認定の効力が生じた日（新規認定）」に含まれる。 

 Ｈ23までは、 

＊「要介護認定を受けた日」＝被保険者証に記載された年月日 

  （認定有効期間初日ではない。）…厚生労働省老健局老人保健課の解釈 

               ↓ 

    Ｈ24からは、要介護認定有効期間の初日に変更 

 

 

  退院（所）日 

  リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院若し

くは入所した病院等から退院または退所した日。 

 ＊ 入院（所）の原因がリハビリテーションと関係ない疾患の場合は、退院（所）日に含

まれない。 

 

  イ 算定要件 

   (ｱ) １週につきおおむね２日以上、1日あたり 20分以上の個別リハが必要。 

   (ｲ) リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）～（Ⅳ）を算定していること。 

 

 ⑥ リハビリテーションマネジメント加算   

   基準に適合しているものとして、県等に届け出た事業所の医師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合に１

月につき（リハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）については３月に１回を限度として算

定）加算する。  

  ア 単位数 

    リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）      ２３０単位 

    リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）      ２８０単位 

    リハビリテーションマネジメント加算（Ⅲ）      ３２０単位 

  リハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）      ４２０単位 

  イ 算定要件 

   (ｱ) リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ） 次のいずれにも適合すること。 

    (1) 訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画

を見直していること。 

    (2) 訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護

支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他指定居宅サービスに該当する事業に

係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の注意点、介護の工

夫などの情報を伝達していること。 

    (3) 訪問リハビリテーション事業所の医師が、訪問リハビリテーションの実施に当たり、

当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハ

ビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーションの開始前又は実施中の留意事

項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーション

における利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。 
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    (4) (3)における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しく

は言語聴覚士が、当該指示の内容が(3)に掲げる基準に適合するものであると明確にわ

かるように記録すること。 

(ｲ) リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ） 次のいずれにも適合していること。 

(1) (ｱ)(3)及び(4)に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

    (2) リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から

利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容

を記録すること。 

    (3) 訪問リハビリテーション計画について、当該計画の作成に関与した理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとと

もに、説明した内容等について医師に報告すること。 

    (4) 3月に 1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、訪

問リハビリテーション計画を見直していること。 

    (5) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテー

ションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方

法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。 

    (6) 以下のいずれかに適合すること 

     ・ 事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付け

た指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と、利

用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地

から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。 

     ・ 事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、家族

に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及

び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。 

    (7) (1)から(6)に適合することを確認し、記録すること。 

(ｳ)リハビリテーションマネジメント加算（Ⅲ） 次のいずれにも適合していること。 

 (1) (ｲ)(1)、(2)及び(4)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

    (2) 訪問リハビリテーション計画について、当該訪問リハビリテーション事業所の医師

が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。 

    (3) (1)及び(2)に掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。 

   (ｴ)リハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ） 次のいずれにも適合していること。 

    (1) (ｳ)(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

    (2) 訪問リハビリテーション事業所における訪問リハビリテーション計画書等の

内容に関するデータを、厚生労働省に提出していること。（厚生労働省が実施する VISIT

に参加し当該事業で活用しているシステムを用いて、リハビリテーションマネジメント

で活用されるリハビリテーション計画書等のデータを提出することを評価したものであ

る。当該事業への参加方法や提出するデータについては「VISIT利用申請受付機能」のリ

リースについて（令和元年 10 月 17 日事務連絡(介護保険最新情報 Vol742）)及び「リハ

ビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション

計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」（令和元年 10 月 28 日老老発 1028

第 1号（介護保険最新情報 Vol747））を参照のこと。 
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   ウ 留意事項 

(ｱ) 利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として実施されるものであり、リハ

ビリテーションの質の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた、多職

種協働による訪問リハビリテーション計画の作成、当該計画に基づく状態や生活環境

等を踏まえた適切なリハビリテーションの提供、当該提供内容の評価とその結果を踏

まえた当該計画の見直し等といったＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にリ

ハビリテーションの質の管理を行った場合に加算すること。 

    (ｲ) 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当た

って、心身機能、個人として行うＡＤＬやＩＡＤＬといった活動をするための機能、

家庭での役割を担うことや地域の行事等に関すること等といった参加するための機能

について、バランスよくアプローチするリハビリテーションが提供できているか管理

することをいう。 

    (ｳ) イ算定要件(ｱ)(1)の「定期的」にとは、初回の評価は、訪問リハビリテーション計画

に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね２週間以内に、その後はおおむ

ね３月ごとに評価を行うものであること。 

    (ｴ) 事業所の医師が利用者に対して３月以上の訪問リハビリテーションの継続利用が必

要と判断する場合には、リハビリテーション計画書の特記事項欄に訪問リハビリテー

ションの継続利用が必要な理由、通所リハビリテーションその他の指定居宅サービス

の併用や移行の見通しを記載すること。 

 

  エ リハビリテーション会議 

   ・ 構成員 

     利用者及びその家族を基本とし、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他

の職種の者であること。 

・  リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席については、テレビ電

話等情報通信機器を使用してもよいこととする。なお、テレビ電話等情報通信機器を使

用する場合には、当該会議の議事に支障のないよう留意すること。（リハビリテーション

マネジメント加算（Ⅱ）、（Ⅲ）及び（Ⅳ）の要件緩和） 

   ・ 会議は、利用者及びその家族の参加を基本としているが、やむを得ず参加できない場合

は、その理由を会議録に記載し、また、この会議に構成員が欠席した場合は、速やかに当

該会議の内容について、欠席者と情報共有を図ること。 

 

 

VISITの利用申請方法の変更について 

これまでは、VISITの利用申請について、サービス事業所から申請内容を厚生労働省まで直接

メール連絡する方式となっていたが、専用 Webサイト（利用申請受付専用 URL）から申請が可

能。 

 

利用申請受付専用ＵＲＬ：https://visit.mhlw.go.jp/visit/usage-registration/register 

 

利用申請のＷｅｂ受付開始：令和元年１０月２８日（月）８時から 

 

R1.10.17事務連絡（介護保険最新情報 vol.742） 
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 ⑦ 急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指

示を行った場合の取扱い 

   主治の医師（介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。）が、当該者が急性増悪等に

より一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、

その指示の日から１４日間に限って、訪問リハビリテーション費は算定しない。 

 

 ⑧ 事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合の減算 

   １回につき２０単位を減算 

  ア 要件 

   (ｱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 訪問リハビリテーション事業所の利用者が、当該事業所とは別の医療機関の医師によ

る計画的な医学的管理を受けている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医

学的管理を行っている医師から、当該利用者に関する情報の提供を受けていること。 

(2) 当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。 

(3) 当該情報の提供を受けた訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、

訪問リハビリテーション計画を作成すること。 

 

  イ 留意事項 

     訪問リハビリテーション計画は、原則、訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に

基づき、当該医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が共同して作成するもので

ある。 

     減算については、訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医師による計画的

な医学的管理を受けている利用者であって、当該事業所の医師がやむを得ず診療できない

場合に、別の医療機関の医師からの情報をもとに、当該事業所の医師及び理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士が訪問リハビリテーション計画を作成し、当該事業所の医師の指

示に基づき、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問リハビリテーシ

ョンを実施した場合について、例外として基本報酬に２０単位を減じたもので評価したも

のである。 

     「当該利用者に関する情報の提供」とは、別の医療機関の計画的に医学的管理を行って

いる医師から訪問リハビリテーション事業所の医師が、「リハビリテーションマネジメント

加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様

式例の提示について」（令和元年 10月 28日老老発 1028第 1号（介護保険最新情報 Vol747））

の別紙様式２－１のうち、本人の希望、家族の希望、健康状態・経過、心身機能・構造、

活動（基本動作、移動能力、認知機能等）、活動（ＡＤＬ）、リハビリテーションの目標、

リハビリテーション実施上の留意点等について、当該訪問リハビリテーション事業所の医

師が十分に記載できる情報の提供を受けていることをいう。 

 

＜実地指導における不適正事例＞ 

・当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしているかの確認方法

が不明確であった。 

 

 ⑨ 社会参加支援加算     １７単位／日 

   基準に適合しているものとして県等に届け出た事業所が、リハビリテーションを行い、利用

者の社会参加等を支援した場合に、評価対象期間の次年度に限り加算できる。 

  ア 算定要件 
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    次の基準いずれにも適合すること。 

   (ｱ) 評価対象期間において、訪問リハビリテーションの提供を終了した者のうち、通所介護、

通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能

型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予

防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、第一号通所事業その他社

会参加に資する取組（以下「通所介護等」という。）を実施した者の占める割合が、100

分の５を超えていること。 

   (ｲ) 評価対象期間中に、訪問リハビリテーションの提供を終了した日から起算して 14日以

降 44日以内に、訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士が、終了者に対して、その居宅を訪問すること又は介護支援専門員から居宅サービス

計画に関する情報提供を受けることにより、当該終了者の通所介護等の実施が、居宅訪

問等をした日から起算して、３月以上継続する見込みであることを確認し、記録してい

ること。 

   (ｳ) 12を事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が 100分の 25以上であること。 

  イ 留意事項 

   (ｱ) この加算におけるリハビリテーションは、訪問リハビリテーション計画に家庭や社会

への参加を可能とするための目標を作成した上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬを向上

させ、通所介護等に移行させるものであること。 

   (ｲ) 「その他社会参加に資する取組」には、医療機関への入院や介護保険施設への入所、

訪問リハビリテーション、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）等は含まれず、

算定対象とならないこと。 

   (ｳ) ア算定要件(ｱ)において、通所介護等を実施した者の占める割合及びア算定要件(ｳ)に

おいて、12 を訪問リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数に

ついては、小数点第３位以下は切り上げること。 

   (ｴ) 平均利用月数については、以下の式により計算すること。 

    (1) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

     (ⅰ) 当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計 

     (ⅱ) (当該事業所における評価対象期間の新規利用者数の合計＋当該事業所における

評価対象期間の新規終了者数の合計)÷２ 

    (2) (1)(ⅰ)における利用者には、当該施設の利用を開始して、その日のうちに利用を終

了した者又は死亡した者を含むものである。 

    (3) (1)(ⅰ)における利用者延月数は、利用者が評価対象期間において当該事業所の提供

する訪問リハビリテーションを利用した月数の合計をいう。 

    (4) (1)(ⅱ)における新規利用者数とは、当該評価対象期間に新たに当該事業所の提供す

る指定訪問リハビリテーションを利用した者の数をいう。また、当該事業所の利用を終

了後、12 月以上の期間を空けて、当該事業所を再度利用した者については、新規利用

者として取り扱うこと。 

    (5) (1)(ⅱ)における新規終了者数とは、評価対象期間に当該事業所の提供する指定訪問

リハビリテーションの利用を終了した者の数をいう。 

   (ｵ) 「３月以上継続する見込みであること」の確認に当たっては、事業所の理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士が、終了者の居宅を訪問し、訪問リハビリテーション計画書の

アセスメント項目を活用しながら、リハビリテーションの提供を終了した時と比較して、

ＡＤＬ及びＩＡＤＬが維持または改善していることを確認すること。この確認にあたっ

て得られた情報については、リハビリテーション計画書等に記録すること。 
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 ⑩ サービス提供体制強化加算  ６単位/回 

   訪問リハビリテーション事業所が、訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数が３年以上の者が１名以上いるものとして

県に届け出た訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、訪問リハビリテーションを行

った場合に算定。 

  ア 留意事項 

  (ｱ) 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいう。 

  （例）令和２年４月における勤続年数３年以上の者とは、令和２年３月３１日時点で勤続年数

が３年以上の者をいう。 

  (ｲ) 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人の経営する

他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する

職員として勤務した年数を含めることができる。 

 

（６）介護報酬の算定に係る留意点について 

 ① 介護保険におけるリハビリテーションについて 

   急性期から回復期のリハビリテーションは医療保険で対応し、維持期のリハビリテーション

は介護保険が中心となって対応する。 

 ※ 保険医療機関において、「維持期・生活期リハビリテーション料」が平成 31年４月１日以

降算定できないことについて、「要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生

活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての必要な対応について」

（平成 31年 3月 8日付老老発 0308第 2号、老振発 0308第 1号、保医発 0308第１号課長通

知）を参照のこと。 

 

 ② 医療保険との調整について 

   通所リハビリテーションと同様。 
 

 ③ 記録の整備について 

  (ｱ) 医師は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対して行った指示内容の要点を診療録

に記載する。 

    理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画書に基づき提供

した具体的なサービスの内容等及び指導に要した時間を記録にとどめておく。なお、当該記

載については、医療保険の診療録に記載することとしてもよいが、下線又は枠で囲う等によ

り、他の記載と区別できるようにすることとする。 

  (ｲ) リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者、加算の算定に当たって

根拠となった書類等）は利用者ごとに保管され、常に従業者により閲覧が可能であるように

すること。 

 

（７）その他について（みなし事業所は除く。） 

  ○ 変更届 

    厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、１０日以内にその旨を県知事に届け出

ること。 

ア 事業所の名称及び所在地、電話・ＦＡＸ 

イ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地（電話・ＦＡＸ）並びにその代表者の氏名、生

年月日、住所及び職名(法人以外の開設する病院及び診療所である場合は、開設者の氏

名、生年月日、住所及び職名) 

ウ 申請者の登記事項証明書又は条例等(事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所
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であるときを除く) 

エ 事業所の種別 

オ 事業所の平面図及び設備の概要 

カ 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 

キ 運営規程 

 

（８）適正な記録の作成について 

 ① 記録について 

   介護報酬の請求に当たっては、その内容についての記録を必ず作成すること。 

   記録がない場合は、サービスが提供されていないと判断せざるを得ないので必ず記録を行う

こと。 

   なお、虚偽の内容の記録を作成した場合（例えば、実際には勤務していない職員を勤務した

など）、指定取消の要件となるので、留意されたい。 

 

 ② 訪問サービスの実施に当たって必ず記録すべき事項 

  ア 人員の充足状況（当該サービスに従事した職員） 

    毎日の勤務実績について、職種（理学療法士など）別、専従・兼務の別、勤務時間を明ら

かにし、現に従事した内容を記載する。なお、あらかじめ、月ごとの勤務体制表を作成する。 

    職員が併設事業所と兼務している場合や、同一事業所内で職種を兼務している等の理由に

より、当該サービスには一部の時間しか従事しない場合は当該時間帯を必ず記載する。特に

併設の医療機関、介護老人保健施設と兼務する場合、タイムカード等で出勤状況を確認でき

ても、何の業務に何時間従事したか不明であることが多いため、明確にすること。 

  イ 各人に対して提供したサービスの内容 

    医師は、理学療法士等に対して行った指示内容の要点を診療録に記入する。 

    理学療法士等は、リハビリテーション実施計画書の内容を利用者に説明し、記録するとと

もに、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点及び指導に要した時間を記録にとどめて

おく。なお、当該記載については、医療保険の診療録に記載する事としてもよいが、下線又

は枠で囲う等の工夫により、他の記載と区別できるようにする。 

    リハビリテーションに関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は利用者ごとに保管さ

れ、常に当該事業所のリハビリテーション従事者により閲覧が可能であるようにすること。 

 

 ③ 事故等の状況 

   病状急変、事故等が起きた場合は、その対応等。 

 

 ④ 苦情 

   苦情の内容、対応者、対応内容 

 

 ⑤ 記録の保存期間 

   介護保険のサービスに係る記録は、各指定権者が定める基準に従って５年間又は２年間保存

しなければならない。 

 

（９）指定取消について 

   都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事

業者に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止する

ことができる。 
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  ア 事業者が、基準に定める人員を満たすことができなくなったとき 

  イ 事業者が、運営に関する基準に従って適正な事業の運営をすることができなくなったとき 

  ウ 事業者が要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守

し、要介護者のため忠実にその職務を遂行する義務に違反したとき 

  エ 居宅介護サービス計画費・居宅支援サービス計画費の請求に不正があったとき 

  オ 県知事から求められた報告、帳簿書類の提出等に従わず、又は虚偽の報告をしたとき 

  カ 県知事から求められた出頭に応じない、質問に答弁しない、虚偽の答弁をする、帳簿書類

の検査を拒む・妨げる等のとき 

  キ 不正の手段により指定を受けたとき 

  ク この法律やその他保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるもの又はこれらの

法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき 

  ケ 居宅サービス等に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき 

  コ 指定居宅サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに、指定の取消し

又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき、前５年以内に居宅サービス

等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき 

  サ 指定居宅サービス事業者が法人でない病院等である場合において、その管理者が、指定の

取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき、前５年以内に居宅サ

ービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき 
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４ 介護予防訪問リハビリテーション事業に関する事項 

基準省令：指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平 18.3.14 厚労令第 35 号）

第５章介護予防訪問リハビリテーション 

基準省令の解釈通知：指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平

11.9.17老企第 25号）第４介護予防サービス 

介護報酬の通則：指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平 18.3.14 厚労

省告示第 127 号）別表３介護予防訪問リハビリテーション 

介護報酬の通則の留意事項通知：指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の

制定に伴う実施上の留意事項について（平 18.3.17 老計、老振、

老老発第 0317001 号）別紙１第２の４介護予防訪問リハビリテ

ーション 

 

（１）事業の基本方針 

   利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用

者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、

利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すもの

でなければならない。 

 

（２）人員及び施設に関する基準 

   人員及び設備、備品についても、介護予防訪問リハビリテーション事業者が訪問リハビリテ

ーション事業者の指定を併せて受け、かつ、同一の事業所で一体的に運営する場合にあっては、

訪問リハビリテーション事業の基準を満たすことをもって、指定介護予防サービスの基準も同

時に満たされていると見なすことができる。 

   なお、居宅サービスと介護予防サービスが同一の拠点において運営されている場合であって

も、完全に体制を分離して行われており一体的に運営されていると評価されない場合にあって

は、人員及び設備、備品にもそれぞれが独立して基準を満たす必要がある。 

① 人員に関する基準 

訪問リハビリテーションと同様。 

 

② 施設に関する基準 

訪問リハビリテーションと同様。 

 

（３）運営に関する基準 

   訪問リハビリテーションと同様。 

  

（４）介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

 ① 基本取扱方針 

  ア 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。 

  イ 事業者は、自らその提供する介護予防訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にそ

の改善を図らなければならない。 
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  ウ 事業者は、介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者ができる限り要介護

状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするも

のであること常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

  エ 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサー

ビスの提供に努めなければならない。 

  オ 事業者は、介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーシ

ョンを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適

切な働きかけに努めなければならない。 

  カ 提供された介護予防サービスについては、介護予防訪問リハビリテーション計画に定める

目標達成の度合いや利用者及びその家族の満足度等について常に評価を行うなど、その改善

を図らなければならない。 

 

 ② 具体的取扱方針 

  ア 介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師から

の情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議を通じる等の適切な

方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の

状況の的確な把握を行うものとする。 

  イ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーショ

ン計画に基づくサービスの提供の開始時から、計画に記載したサービスの提供を行う期間が

終了するまでに、少なくとも１回は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況

の把握（モニタリング）を行うものとする。 

  ウ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を記録し、

サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告し

なければならない。 

  エ 訪問リハビリテーションの具体的取扱方針、訪問リハビリテーション計画の作成と同様。 

 

（５）介護報酬 

 ① 介護予防訪問リハビリテーション費  ２９２単位／回 

   訪問リハビリテーションと同様。 

  

②  同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物に居住する利用者に対する取扱い  

訪問リハビリテーションと同様。 

  同一建物等居住者で以下に該当する場合について、減算を適用する。 

   ⅰ 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の建物若しくは、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン事業所と同一の建物に居住する者 

     所定単位数の１００分の９０単位＜支給限度額管理の対象外＞ 

ⅱ ⅰ以外の範囲に所在する建物に居住する者（当該建物に居住する利用者の人数が１月あ

たり２０人以上の場合、ⅲに該当する場合を除く） 

所定単位数の１００分の９０単位＜支給限度額管理の対象外＞      

 

   ⅲ ⅰの範囲に所在する建物に居住する者（当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり

５０人以上の場合） 

所定単位数の１００分の８５単位減算＜支給限度額管理の対象外＞ 
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③  特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算 

１００分の１５に相当する単位／回 ＜区分支給限度額管理の対象外＞ 

   訪問リハビリテーションと同様。 

 

④  中山間地域等における小規模事業所加算 

１００分の１０に相当する単位／回 ＜区分支給限度管理の対象外＞ 

 

    別に厚生労働大臣が定める地域（過疎地域自立促進特別措置法等の指定地域）に所在し、か

つ、別に厚生労働大臣が定める施設基準（介護予防訪問リハビリテーションについては、１月

当たり延訪問回数が１０回以下であること。）に適合する指定介護予防訪問リハビリテーショ

ン事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防訪問リハビリテーションを

提供した場合に算定できる。 

※ 具体的な地域は、１０１ページを参照するとともに、地元市町村に確認すること。 

   

⑤  中山間地域等利用者受入加算 

１００分の５に相当する単位／回 ＜区分支給限度管理の対象外＞ 

 訪問リハビリテーションと同様。 

 

 ⑥ 短期集中リハビリテーション実施加算  ２００単位／日 

  ア 算定期間 

    利用者が退院(所)又は要支援認定の効力が生じた日から起算して３月以内の期間に集中的

に介護予防訪問リハビリテーションを行った場合に算定。 

  イ 算定要件 

   (ｱ) 退院（所）日又は認定日から起算して１月以内の期間に行われた場合は１週につきおお

むね２日以上、１日当たり 40分以上実施 

   (ｲ) 退院（所）日又は認定日から起算して１月を超え３月以内の期間に行われた場合は１週

につきおおむね２日以上、１日当たり 20分以上実施 

 

 

 ⑦ リハビリテーションマネジメント加算 

   基準に適合しているものとして、県等に届け出た事業所の医師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士その他の職種が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合に加算す

る。 

  ア 単位数      ２３０単位／月 

  イ 算定要件 

    次のいずれにも適合すること。 

   (ｱ) 介護予防訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当

該計画を見直していること。 

     ※ 「進捗状況を定期的に評価」の「定期的に」とは、初回評価は、計画に基づくリハ

ビリテーション提供開始からおおむね２週間以内に、その後はおおむね３月ことに評

価を行うものであること。 

   (ｲ) 介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、

介護支援専門員を通じて、第一号訪問事業その他介護予防サービスに該当する事業に係

る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等

の情報を伝達していること。 
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   (ｳ) 介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が、訪問リハビリテーションの実施に当

たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当

該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留

意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーシ

ョンにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。 

   (ｴ) (ｳ)における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは

言語聴覚士が、当該指示の内容が(ｳ)の基準に適合するものであると明確にわかるように

記録すること。 

  ウ 留意事項 

(ｱ) 利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として実施されるものであり、リハビリ

テーションの質の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた、多職種協働に

よる訪問リハビリテーション計画の作成、当該計画に基づく状態や生活環境等を踏まえた

適切なリハビリテーションの提供、当該提供内容の評価とその結果を踏まえた当該計画の

見直し等といったＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質

の管理を行った場合に加算すること。 

   (ｲ) 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、

心身機能、個人として行うＡＤＬやＩＡＤＬといった活動をするための機能、家庭での役

割を担うことや地域の行事等に関すること等といった参加するための機能について、バラ

ンスよくアプローチするリハビリテーションが提供できているか管理することをいう。 

   (ｳ) 事業所の医師が利用者に対して３月以上の訪問リハビリテーションの継続利用が必要

と判断する場合には、リハビリテーション計画書の特記事項欄に訪問リハビリテーション

の継続利用が必要な理由、介護予防通所リハビリテーションその他指定介護予防サービス

の併用と移行の見通しを記載すること。 

 

    ◎ 具体的プロセス等に係る参考資料 

      ｢リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテー

ション計画書等の事務処理手順例及び様式例の提示について｣(令和元年 10月 28日老老

発 1028第 1号（介護保険最新情報 Vol747）) 

 

 ⑧ 急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指

示を行った場合の取扱い 

      主治の医師（介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。）が、当該者が急性増悪等に

より一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合

は、その指示の日から１４日以内に限って、介護予防訪問リハビリテーション費は算定しない。    

 

 ⑨ 事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合の減算 

１回につき２０単位を減算 

   訪問リハビリテーションと同様。 

 

 ⑩ 事業所評価加算    １２０単位／月 

   基準に適合しているものとして、県等に届け出た事業所において、評価対象期間(※)の満了

日の属する年度の次の年度内に限り１月につき加算する。 

  

   ※評価対象期間 

    加算を算定する年度の初日の属する年の前年の１月から１２月までの期間（介護予防訪問
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リハビリテーション費のリハビリテーションマネジメント加算を届け出た年においては、届

出の日から同年１２月までの期間）。 

  

  ア 算定要件 

(ｱ) 基準に適合しているものとして、リハビリテーションマネジメント加算を県等に届け

出てリハビリテーションマネジメント加算を算定していること。 

(ｲ) 評価対象期間における介護予防訪問リハビリテーション事業所の利用実人員数が１０

名以上であること。 

(ｳ) 評価対象期間における当該介護予防訪問リハビリテーション事業所の提供するリハビ

リテーションマネジメント加算を算定した実人員数を当該介護予防訪問リハビリテーシ

ョン事業所の利用実人員数で除して得た数が０．６以上であること。 

(ｴ) (2)の規定により算定した数を(1)に規定する数で除して得た数が０．７以上であるこ

と。 

(1)  評価対象期間において、リハビリテーションマネジメント加算を３月以上算定し、
かつ当該加算を算定した後、要支援更新認定又は要支援状態区分の変更の認定を受

けた者の数 

(2)  リハビリテーションマネジメント加算を算定した後、評価対象期間に行われる要
支援更新認定等において、当該要支援更新認定等の前の要支援状態区分と比較して、

要支援状態区分に変更がなかった者（指定介護予防支援事業者が介護予防サービス

計画に定める目標に照らし、当該指定介護予防サービス事業者によるサービスの提

供が終了したと認めるものに限る）の数に、要支援更新認定等の前の要支援状態区

分が要支援２の者であって、要支援更新認定等により要支援１と判定されたもの又

は要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援１の者であって、要支援更新認

定等により非該当と判定されたものの人数及び要支援更新認定等の前の要支援状態

区分が要支援２の者であって、要支援更新認定等により非該当と判定されたものの

人数の合計数に２を乗じて得た数を加えたもの 

(ｵ) (ｱ)から(ｴ)までの規定に関わらず、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日ま

での間に、次に掲げる基準のいずれかに適合するものとして県等に届け出た場合には、

届出を行った日から平成３１年３月３１日までの間に限り、介護予防訪問リハビリテー

ション費における事業所評価加算の基準に適合しているものとする。 

(1)  指定介護予防通所リハビリテーションを提供している事業所において、平成３０
年４月１日から平成３１年３月３１日までの間、介護予防通所リハビリテーション

費における事業所評価加算の基準に適合しているものであること。 

(2)  平成３０年１月１日以前に指定介護予防訪問リハビリテーションを提供し、同年
４月１日から平成３１年３月３１日までの間に介護予防通所リハビリテーション費

における事業所評価加算の基準に適合しない事業所であって、評価対象期間（平成

２９年１月１日から同年１２月３１日までの期間（同年中に指定介護予防訪問リハ

ビリテーションを開始した指定介護予防訪問リハビリテーション事業所においては、

指定介護予防訪問リハビリテーションを開始した日の属する月から同年１２月まで

の期間）をいう。）に、次に掲げる基準に適合するものであること。 

(ⅰ) (ｱ)及び(ｲ)の基準に適合していること。 

      (ⅱ) (b)の規定により算出して得た数を(a)の規定により算出して得た数で除して得

た数が０．７以上であること。 

（a） 評価対象期間において、要支援更新認定等を受けた者の数 

（b） 評価対象期間に行われる要支援更新認定等において、当該要支援更新認定
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等の前の要支援状態区分と比較して、要支援状態区分に変更がなかった者の

数に、要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援２の者であって、要

支援更新認定等により要支援１と判定されたもの又は要支援更新認定等によ

る変更前の要支援状態区分が要支援１の者であって、要支援更新認定等によ

り非該当と判定されたものの人数及び要支援更新認定等の前の要支援状態区

分が要支援２の者であって、要支援更新認定等において非該当と判定された

ものの人数の合計数に２を乗じて得た数を加えたもの 

         

 ⑪ サービス提供体制強化加算 

   訪問リハビリテーションと同様。 
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【集合住宅に居住する利用者に対するサービス提供に係る減算について】    平成 28年度末に実施された会計検査院による会計実地検査において、集合住宅に居住す

る利用者に対するサービス提供に係る減算（以下「同一建物減算」という。）を適用せずに、

介護報酬を過大請求している事業所が複数判明しました。  訪問系サービス（訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション）及び通所系
サービス（通所介護、通所リハビリテーション）においては、同一建物減算の適用漏れがな

いよう再確認してください。  なお、同一建物減算を適用せずに、過大請求していたことが判明した場合、遡及して、介
護報酬を保険者に返還するとともに、利用者にも利用者負担を返還しなければなりません。 

 

【訪問系サービス】 

〈同一建物減算〉 
① 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住するもの 

＜所定単位数の１０％減算＞   当該指定訪問系サービス事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一
敷地並びに隣接する敷地にある建築物に居住する利用者に訪問系サービスを提

供する場合  

② ①の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり５０人以上
の場合 

＜所定単位数の１５％減算＞ 

 

③ ①以外の範囲に所在する建物に居住する者で、当該建物に居住する利用者の
人数が１月あたり２０人以上の場合 

＜所定単位数の１０％減算＞ 

 

【通所系サービス】     

 

 

 

 

 

 

〈同一建物減算〉要介護  ▲９４単位／日   事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に当該通所
系サービスを行う場合   ※同一建物：通所系サービス事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物 
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介
護

サ
ー

ビ
ス

関
係

 Q
&
A

集
（
（
介

護
予

防
）
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

）

連
番

サ
ー

ビ
ス

種
別

基
準

種
別

項
目

質
問

回
答

Ｑ
Ａ

発
出

時
期

、
文

書
番

号
等

番
号

3
6
5

0
6
 通

所
系

サ
ー

ビ
ス

共
通

1
 人

員
延

長
加

算
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
の

終
了

後
か

ら
延

長
加

算
に

係
る

サ
ー

ビ
ス

が
始

ま
る

ま
で

の
間

は
ど

の
よ

う
な

人
員

配
置

が
必

要
と

な
る

の
か

。
例

え
ば

通
所

介
護

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
を

7
時

間
3
0
分

と
し

た
場

合
、

延
長

加
算

は
、

7
時

間
以

上
9

時
間

未
満

に
引

き
続

き
、

9
時

間
以

上
か

ら
算

定
可

能
で

あ
る

。
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
終

了
後

に
日

常
生

活
上

の
世

話
を

す
る

時
間

帯
（
9
時

間
ま

で
の

1
時

間
3
0
分

及
び

9
時

間
以

降
）
に

つ
い

て
は

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
で

は
な

い
こ

と
か

ら
、

事
業

所
の

実
情

に
応

じ
て

適
当

数
の

人
員

配
置

で
差

し
支

え
な

い
が

、
安

全
体

制
の

確
保

に
留

意
す

る
こ

と
。

2
4
.3

.1
6

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.2

6
7

「
平

成
２

４
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
2
4
 年

3
 月

1
6
 日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

6
0

3
6
6

0
6
 通

所
系

サ
ー

ビ
ス

共
通

3
 運

営
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

時
間

同
一

の
利

用
者

が
利

用
日

ご
と

に
異

な
る

提
供

時
間

数
の

サ
ー

ビ
ス

を
受

け
る

こ
と

は
可

能
か

。
適

切
な

ア
セ

ス
メ

ン
ト

を
経

て
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
及

び
通

所
サ

ー
ビ

ス
計

画
が

そ
の

よ
う

な
時

間
設

定
で

あ
れ

ば
、

利
用

日
に

よ
っ

て
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
が

異
な

る
こ

と
は

あ
り

得
る

も
の

で
あ

る
。

2
4
.3

.1
6

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.2

6
7

「
平

成
２

４
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
2
4
 年

3
 月

1
6
 日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
6

3
6
7

0
6
 通

所
系

サ
ー

ビ
ス

共
通

3
 運

営
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

開
始

と
終

了
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

開
始

や
終

了
は

同
一

単
位

の
利

用
者

に
つ

い
て

同
時

に
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
の

か
。

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

あ
た

っ
て

は
、

利
用

者
ご

と
に

定
め

た
通

所
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

お
け

る
通

所
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

、
利

用
当

日
の

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
状

況
、

家
族

の
出

迎
え

等
の

都
合

で
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
開

始
・
終

了
の

タ
イ

ミ
ン

グ
が

利
用

者
ご

と
に

前
後

す
る

こ
と

は
あ

り
得

る
も

の
で

あ
り

、
ま

た
、

そ
も

そ
も

単
位

内
で

提
供

時
間

の
異

な
る

利
用

者
も

存
在

し
得

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

報
酬

の
対

象
と

な
る

の
は

実
際

に
事

業
所

に
い

た
時

間
で

は
な

く
、

通
所

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
定

め
ら

れ
た

標
準

的
な

時
間

で
あ

る
と

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
り

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
開

始
時

刻
や

終
了

時
刻

を
同

時
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

い
う

も
の

で
は

な
い

。

2
4
.3

.1
6

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.2

6
7

「
平

成
２

４
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
2
4
 年

3
 月

1
6
 日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
7

3
6
8

0
6
 通

所
系

サ
ー

ビ
ス

共
通

4
 報

酬
同

一
建

物
居

住
者

等
に

通
所

系
サ

ー
ビ

ス
を

行
う

場
合

の
減

算
「
建

物
の

構
造

上
自

力
で

の
通

所
が

困
難

」
と

は
、

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
場

合
か

。
当

該
建

物
に

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

が
な

い
又

は
故

障
中

の
場

合
を

指
す

。
2
4
.3

.1
6

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.2

6
7

「
平

成
２

４
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
2
4
 年

3
 月

1
6
 日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
5

3
6
9

0
6
 通

所
系

サ
ー

ビ
ス

共
通

4
 報

酬
各

所
要

時
間

区
分

の
通

所
サ

ー
ビ

ス
費

の
請

求
各

所
要

時
間

区
分

の
通

所
サ

ー
ビ

ス
費

を
請

求
す

る
に

あ
た

り
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

の
最

低
限

の
所

要
時

間
は

あ
る

の
か

。
所

要
時

間
に

よ
る

区
分

は
現

に
要

し
た

時
間

で
は

な
く
、

通
所

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

通
所

サ
ー

ビ
ス

を
行

う
た

め
の

標
準

的
な

時
間

に
よ

る
こ

と
と

さ
れ

て
お

り
、

例
え

ば
通

所
介

護
計

画
に

位
置

づ
け

ら
れ

た
通

所
介

護
の

内
容

が
7
時

間
以

上
9
時

間
未

満
で

あ
り

、
当

該
通

所
介

護
計

画
書

ど
お

り
の

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
さ

れ
た

の
で

あ
れ

ば
、

7
時

間
以

上
9
時

間
未

満
の

通
所

介
護

費
を

請
求

す
る

こ
と

に
な

る
。

た
だ

し
、

通
所

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
の

開
始

に
際

し
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
内

容
や

利
用

料
等

の
重

要
事

項
に

つ
い

て
懇

切
丁

寧
に

説
明

を
行

い
同

意
を

得
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
利

用
料

に
応

じ
た

、
利

用
者

に
説

明
可

能
な

サ
ー

ビ
ス

内
容

と
な

っ
て

い
る

必
要

が
あ

る
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

。

2
4
.3

.1
6

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.2

6
7

「
平

成
２

４
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
2
4
 年

3
 月

1
6
 日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
8

3
7
0

0
6
 通

所
系

サ
ー

ビ
ス

共
通

4
 報

酬
所

要
時

間
を

短
縮

し
た

場
合

の
算

定
　

「
当

日
の

利
用

者
の

心
身

の
状

況
か

ら
、

実
際

の
通

所
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

が
通

所
サ

ー
ビ

ス
計

画
上

の
所

要
時

間
よ

り
も

や
む

を
得

ず
短

く
な

っ
た

場
合

に
は

通
所

サ
ー

ビ
ス

計
画

上
の

単
位

数
を

算
定

し
て

差
し

支
え

な
い

。
」
と

さ
れ

て
い

る
が

、
具

体
的

に
ど

の
よ

う
な

内
容

な
の

か
。

通
所

サ
ー

ビ
ス

の
所

要
時

間
に

つ
い

て
は

､現
に

要
し

た
時

間
で

は
な

く
、

通
所

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
位

置
付

け
ら

れ
た

内
容

の
通

所
サ

ー
ビ

ス
を

行
う

た
め

の
標

準
的

な
時

間
に

よ
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
こ

う
し

た
趣

旨
を

踏
ま

え
、

例
え

ば
7
時

間
以

上
9
時

間
未

満
の

サ
ー

ビ
ス

の
通

所
介

護
計

画
を

作
成

し
て

い
た

場
合

に
お

い
て

、
当

日
の

途
中

に
利

用
者

が
体

調
を

崩
し

た
た

め
に

や
む

を
得

ず
6
時

間
で

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
中

止
し

た
場

合
に

、
当

初
の

通
所

介
護

計
画

に
よ

る
所

定
単

位
数

を
算

定
し

て
も

よ
い

と
し

た
。

（
た

だ
し

、
利

用
者

負
担

の
軽

減
の

観
点

か
ら

､5
時

間
以

上
7
時

間
未

満
の

所
定

単
位

数
を

算
定

し
て

も
よ

い
。

）
こ

う
し

た
取

り
扱

い
は

､サ
ー

ビ
ス

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

が
個

々
の

利
用

者
に

応
じ

て
作

成
さ

れ
､当

該
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
従

っ
て

､単
位

ご
と

に
効

果
的

に
実

施
さ

れ
て

い
る

事
業

所
を

想
定

し
て

お
り

､限
定

的
に

適
用

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

。
当

初
の

通
所

介
護

計
画

に
位

置
付

け
ら

れ
た

時
間

よ
り

も
大

き
く
短

縮
し

た
場

合
は

､当
初

の
通

所
介

護
計

画
を

変
更

し
､再

作
成

さ
れ

る
べ

き
で

あ
り

､変
更

後
の

所
要

時
間

に
応

じ
た

所
定

単
位

数
を

算
定

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
例

）
①

　
利

用
者

が
定

期
検

診
な

ど
の

た
め

に
当

日
に

併
設

保
険

医
療

機
関

の
受

診
を

希
望

す
る

こ
と

に
よ

り
6
時

間
程

度
の

サ
ー

ビ
ス

を
行

っ
た

場
合

に
は

､利
用

者
の

当
日

の
希

望
を

踏
ま

え
て

当
初

の
通

所
サ

ー
ビ

ス
計

画
を

変
更

し
､再

作
成

さ
れ

る
べ

き
で

あ
り

､6
時

間
程

度
の

所
要

時
間

に
応

じ
た

所
定

単
位

数
を

算
定

す
る

。
②

　
利

用
者

の
当

日
の

希
望

に
よ

り
3
時

間
程

度
の

入
浴

の
み

の
サ

ー
ビ

ス
を

行
っ

た
場

合
に

は
､利

用
者

の
当

日
の

希
望

を
踏

ま
え

て
当

初
の

通
所

サ
ー

ビ
ス

計
画

を
変

更
し

､再
作

成
す

る
べ

き
で

あ
り

、
3
時

間
程

度
の

所
要

時
間

に
応

じ
た

所
定

単
位

数
を

算
定

す
る

。
③

　
7
時

間
以

上
9
時

間
未

満
の

通
所

介
護

を
行

っ
て

い
た

が
､当

日
利

用
者

の
心

身
の

状
況

か
ら

1
～

2
時

間
で

中
止

し
た

場
合

は
､当

初
の

通
所

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
位

置
付

け
ら

れ
て

い
た

時
間

よ
り

も
大

き
く
短

縮
し

て
い

る
た

め
､当

日
の

キ
ャ

ン
セ

ル
と

し
て

通
所

介
護

費
を

算
定

で
き

な
い

。

※
　

平
成

1
5
年

Q
&
A

(v
o
l.1

)（
平

成
1
5
年

5
月

3
0
日

）
通

所
サ

ー
ビ

ス
（
共

通
事

項
）
の

問
2
は

削
除

す
る

。

2
4
.3

.1
6

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.2

6
7

「
平

成
２

４
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
2
4
 年

3
 月

1
6
 日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
9
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3
7
1

0
6
 通

所
系

サ
ー

ビ
ス

共
通

4
 報

酬
延

長
加

算
延

長
加

算
の

所
要

時
間

は
ど

の
よ

う
に

算
定

す
る

の
か

。
延

長
加

算
は

､実
際

に
利

用
者

に
対

し
て

延
長

サ
ー

ビ
ス

を
行

う
こ

と
が

可
能

な
事

業
所

に
お

い
て

､実
際

に
延

長
サ

ー
ビ

ス
を

行
っ

た
と

き
に

､当
該

利
用

者
に

つ
い

て
算

定
で

き
る

。
通

所
サ

ー
ビ

ス
の

所
要

時
間

と
延

長
サ

ー
ビ

ス
の

所
要

時
間

の
通

算
時

間
が

、
例

え
ば

通
所

介
護

の
場

合
で

あ
れ

ば
9
時

間
以

上
と

な
る

と
き

に
1
時

間
ご

と
に

加
算

す
る

と
し

て
い

る
が

､ご
く
短

時
間

の
延

長
サ

ー
ビ

ス
を

算
定

対
象

と
す

る
こ

と
は

当
該

加
算

の
趣

旨
を

踏
ま

え
れ

ば
不

適
切

で
あ

る
。

※
　

平
成

1
5
年

Q
＆

A
(v

o
l.1

)（
平

成
1
5
年

5
月

3
0
日

）
通

所
サ

ー
ビ

ス
（
共

通
事

項
）
の

問
4
は

削
除

す
る

。

2
4
.3

.1
6

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.2

6
7

「
平

成
２

４
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
2
4
 年

3
 月

1
6
 日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

6
1

3
7
2

0
6
 通

所
系

サ
ー

ビ
ス

共
通

4
 報

酬
延

長
加

算
延

長
加

算
と

延
長

サ
ー

ビ
ス

に
か

か
る

利
用

料
は

ど
う

い
う

場
合

に
徴

収
で

き
る

の
か

。
通

常
要

す
る

時
間

を
超

え
た

場
合

に
か

か
る

利
用

料
に

つ
い

て
は

､例
え

ば
通

所
介

護
に

お
い

て
は

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

が
9
時

間
未

満
に

お
い

て
行

わ
れ

る
延

長
サ

ー
ビ

ス
や

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

が
1
4

時
間

以
上

に
お

い
て

行
わ

れ
る

延
長

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

徴
収

で
き

る
。

ま
た

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
が

1
4
時

間
未

満
に

お
い

て
行

わ
れ

る
延

長
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
延

長
加

算
に

か
え

て
徴

収
で

き
る

。
こ

の
と

き
当

該
延

長
に

か
か

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

つ
い

て
届

出
は

必
要

な
い

。
た

だ
し

、
同

一
時

間
帯

に
つ

い
て

延
長

加
算

に
加

え
て

利
用

料
を

上
乗

せ
し

て
徴

収
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

（
参

考
）
通

所
介

護
に

お
け

る
延

長
加

算
お

よ
び

利
用

料
の

徴
収

の
可

否
例

①
　

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

が
9
時

間
で

5
時

間
延

長
の

場
合

（
9
時

間
か

ら
1
4
時

間
が

延
長

加
算

の
設

定
）

例
②

　
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
が

8
時

間
で

6
時

間
延

長
の

場
合

（
8
時

間
か

ら
9
時

間
の

間
は

利
用

料
、

9
時

間
か

ら
1
4
時

間
が

延
長

加
算

の
設

定
）

例
③

　
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
が

8
時

間
で

7
時

間
延

長
の

場
合

（
8
時

間
か

ら
9
時

間
及

び
1
4
時

間
か

ら
1
3
時

間
の

間
は

利
用

料
、

9
時

間
か

ら
1
4
時

間
が

延
長

加
算

の
設

定
）

 ※
　

平
成

1
5
年

Q
＆

A
(v

o
l.1

)（
平

成
1
5
年

5
月

3
0
日

）
通

所
サ

ー
ビ

ス
（
共

通
事

項
）
の

問
5
は

削
除

す
る

。

（
削

除
）

　
次

の
Ｑ

＆
Ａ

を
削

除
す

る
。

平
成

1
5
年

Q
＆

A
(v

o
l.1

)（
平

成
1
5
年

5
月

3
0
日

）
通

所
サ

ー
ビ

ス
（
共

通
事

項
）
の

問
1

2
4
.3

.1
6

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.2

6
7

「
平

成
２

４
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
2
4
 年

3
 月

1
6
 日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

※
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

伴
い

修
正

6
2

3
7
4

0
6
 通

所
系

サ
ー

ビ
ス

共
通

4
 報

酬
栄

養
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

加
算

に
つ

い
て

当
該

利
用

者
が

、
栄

養
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

加
算

を
算

定
で

き
る

サ
ー

ビ
ス

を
複

数
利

用
し

て
い

る
場

合
、

栄
養

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
加

算
の

算
定

事
業

者
を

ど
の

よ
う

に
判

断
す

れ
ば

い
か

。
サ

ー
ビ

ス
利

用
者

が
利

用
し

て
い

る
各

種
サ

ー
ビ

ス
の

栄
養

状
態

と
の

関
連

性
、

実
施

時
間

の
実

績
、

栄
養

改
善

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
実

績
、

栄
養

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
の

実
施

可
能

性
等

を
踏

ま
え

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

で
検

討
し

、
介

護
支

援
専

門
員

が
判

断
・
決

定
す

る
も

の
と

す
る

。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

3
0

3
7
5

0
6
 通

所
系

サ
ー

ビ
ス

共
通

4
 報

酬
栄

養
改

善
加

算
に

つ
い

て
対

象
と

な
る

「
栄

養
ケ

ア
・
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
」
の

範
囲

は
ど

の
よ

う
な

も
の

か
。

公
益

社
団

法
人

日
本

栄
養

士
会

又
は

都
道

府
県

栄
養

士
会

が
設

置
・
運

営
す

る
「
栄

養
士

会
栄

養
ケ

ア
・
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
」
に

限
る

も
の

と
す

る
。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

3
1

3
7
6

0
6
 通

所
系

サ
ー

ビ
ス

共
通

4
 報

酬
栄

養
改

善
加

算
に

つ
い

て
通

所
サ

―
ビ

ス
に

お
い

て
栄

養
改

善
加

算
を

算
定

し
て

い
る

者
に

対
し

て
管

理
栄

養
士

に
よ

る
居

宅
療

養
管

理
指

導
を

行
う

こ
と

は
可

能
か

。
管

理
栄

養
士

に
よ

る
居

宅
療

養
管

理
指

導
は

通
院

又
は

通
所

が
困

難
な

者
が

対
象

と
な

る
た

め
、

栄
養

改
善

加
算

の
算

定
者

等
、

通
所

サ
ー

ビ
ス

利
用

者
に

対
し

て
当

該
指

導
を

行
う

こ
と

は
想

定
さ

れ
な

い
。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

3
4

3
7
7

0
6
 通

所
系

サ
ー

ビ
ス

共
通

4
 報

酬
栄

養
改

善
加

算
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.１

)問
3
4
に

つ
い

て
は

、
通

所
サ

ー
ビ

ス
利

用
者

の
う

ち
、

栄
養

改
善

加
算

を
算

定
し

た
者

に
対

し
て

は
、

管
理

栄
養

士
に

よ
る

居
宅

療
養

管
理

指
導

を
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

も
の

と
理

解
し

て
よ

い
か

。

通
所

サ
ー

ビ
ス

で
設

け
て

い
る

「
栄

養
改

善
加

算
」
に

つ
い

て
は

、
低

栄
養

状
態

の
改

善
等

を
目

的
と

し
て

栄
養

ケ
ア

計
画

に
基

づ
き

、
利

用
者

ご
と

に
栄

養
食

事
相

談
等

の
栄

養
管

理
を

行
う

も
の

で
あ

る
。

一
方

、
「
管

理
栄

養
士

に
よ

る
居

宅
療

養
管

理
指

導
」
に

つ
い

て
は

、
低

栄
養

状
態

に
あ

る
者

や
特

別
食

を
必

要
と

す
る

者
に

対
し

て
栄

養
ケ

ア
計

画
に

基
づ

き
、

利
用

者
ご

と
に

栄
養

食
事

相
談

等
の

栄
養

管
理

を
行

う
も

の
で

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、
栄

養
改

善
加

算
を

算
定

し
た

者
に

対
し

て
、

低
栄

養
状

態
を

改
善

す
る

等
の

観
点

で
管

理
栄

養
士

に
よ

る
居

宅
療

養
管

理
指

導
を

行
っ

た
場

合
、

栄
養

管
理

の
内

容
が

重
複

す
る

も
の

と
考

え
ら

れ
る

た
め

、
栄

養
改

善
加

算
を

算
定

し
た

者
に

対
し

て
は

、
管

理
栄

養
士

に
よ

る
居

宅
療

養
管

理
指

導
を

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

3
0
.7

.4

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.５

)（
平

成
3
0

年
７

月
４

 日
）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
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3
7
8

0
6
 通

所
系

サ
ー

ビ
ス

共
通

4
 報

酬
栄

養
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

加
算

栄
養

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
加

算
は

当
該

事
業

所
以

外
で

既
に

栄
養

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
加

算
を

算
定

し
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
算

定
し

な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

が
、

当
該

事
業

所
以

外
で

算
定

し
て

か
ら

６
か

月
を

空
け

れ
ば

当
該

事
業

所
で

算
定

で
き

る
か

。

６
か

月
を

空
け

れ
ば

算
定

は
可

能
だ

が
、

算
定

事
業

者
の

決
定

に
つ

い
て

は
、

「
平

成
３

０
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
 年

３
月

2
3
 日

）
」
の

通
所

系
・
居

住
系

サ
ー

ビ
ス

に
お

け
る

栄
養

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
加

算
に

係
る

問
3
0
を

参
照

さ
れ

た
い

。

3
0
.8

.6

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.６

)（
平

成
3
0

年
８

月
６

 日
）
」
の

送
付

に
つ

い
て

2

8
4
6

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

1
 人

員
複

数
の

通
所

介
護

事
業

所
の

利
用

介
護

保
険

で
は

、
利

用
者

が
複

数
の

通
所

介
護

事
業

所
を

利
用

す
る

こ
と

は
可

能
で

あ
る

か
。

可
能

で
あ

る
。

（
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
つ

い
て

は
、

原
則

と
し

て
一

つ
の

事
業

所
で

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

提
供

す
る

も
の

で
あ

る
が

、
や

む
を

得
な

い
場

合
に

お
い

て
は

こ
の

限
り

で
な

い
。

）
1
2
.4

.2
8
事

務
連

絡
介

護
保

険
最

新
情

報
vo

l.7
1

介
護

報
酬

等
に

係
る

Q
&
A

 v
o
l.2

Ⅰ
(1

）
⑤

1

8
4
7

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

2
 設

備
食

材
料

費
の

徴
収

通
所

介
護

（
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

）
で

、
食

材
料

費
を

徴
収

し
な

い
こ

と
が

あ
る

が
、

こ
の

よ
う

な
取

扱
い

は
よ

ろ
し

い
か

。
　

指
定

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
者

は
、

運
営

に
関

す
る

基
準

に
お

い
て

1
割

の
利

用
者

負
担

と
は

別
に

食
材

料
費

等
の

費
用

の
支

払
い

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

と
規

定
し

て
い

る
。

従
っ

て
、

食
費

実
費

を
取

ら
な

い
こ

と
を

も
っ

て
運

営
基

準
に

違
反

す
る

こ
と

と
は

な
ら

な
い

が
、

食
材

料
費

の
よ

う
に

実
際

に
相

当
の

費
用

負
担

が
あ

る
も

の
に

つ
い

て
、

利
用

者
か

ら
そ

の
実

費
相

当
の

支
払

を
受

け
ず

、
そ

の
分

を
他

の
費

用
へ

転
嫁

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

サ
ー

ビ
ス

の
質

が
低

下
す

る
よ

う
な

事
態

で
あ

れ
ば

問
題

で
あ

る
。

な
お

、
事

業
者

が
徴

収
す

る
利

用
料

に
つ

い
て

は
、

事
業

者
毎

に
定

め
る

運
営

規
定

に
定

め
、

掲
示

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
の

で
、

個
々

の
利

用
者

に
よ

っ
て

利
用

料
を

徴
収

し
た

り
、

し
な

か
っ

た
り

す
る

こ
と

は
不

適
当

で
あ

る
。

1
2
.4

.2
8
事

務
連

絡
介

護
保

険
最

新
情

報
vo

l.7
1

介
護

報
酬

等
に

係
る

Q
&
A

 v
o
l.2

Ⅰ
(1

）
⑤

7

8
4
8

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
通

所
介

護
に

お
け

る
お

む
つ

の
処

理
代

通
所

介
護

で
、

お
む

つ
を

使
用

す
る

利
用

者
か

ら
、

お
む

つ
の

処
理

に
要

す
る

費
用

（
廃

棄
物

処
理

費
用

）
を

日
常

生
活

に
要

す
る

費
用

と
し

て
徴

収
す

る
こ

と
は

可
能

と
解

す
る

が
如

何
。

介
護

保
険

施
設

に
お

い
て

は
徴

収
で

き
な

い
が

、
通

所
介

護
で

は
徴

収
は

可
能

で
あ

る
。

（
※

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

つ
い

て
も

同
様

）
1
3
.3

.2
8

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.1

0
6

運
営

基
準

等
に

係
る

Ｑ
＆

Ａ
Ⅳ

の
３

8
7
1

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
の

算
定

事
業

所
職

員
が

迎
え

に
い

っ
た

が
、

利
用

者
が

突
然

体
調

不
良

で
通

所
介

護
（
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

）
に

参
加

で
き

な
く
な

っ
た

場
合

、
通

所
介

護
費

（
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
）
を

算
定

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
か

。

貴
見

の
と

お
り

、
算

定
で

き
な

い
。

1
5
.5

.3
0

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.1

5
1

介
護

報
酬

に
係

る
Q

&
A

8
7
2

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
通

所
サ

ー
ビ

ス
の

算
定

施
設

サ
ー

ビ
ス

や
短

期
入

所
サ

ー
ビ

ス
の

入
所

（
入

院
）
日

や
退

所
（
退

院
）
日

に
通

所
サ

ー
ビ

ス
を

算
定

で
き

る
か

。
施

設
サ

ー
ビ

ス
や

短
期

入
所

サ
ー

ビ
ス

に
お

い
て

も
機

能
訓

練
や

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
え

る
こ

と
か

ら
、

入
所

（
入

院
）
日

や
退

所
（
退

院
）
日

に
通

所
サ

ー
ビ

ス
を

機
械

的
に

組
み

込
む

こ
と

は
適

正
で

な
い

。
例

え
ば

、
施

設
サ

ー
ビ

ス
や

短
期

入
所

サ
ー

ビ
ス

の
退

所
（
退

院
）
日

に
お

い
て

、
利

用
者

の
家

族
の

出
迎

え
や

送
迎

等
の

都
合

で
、

当
該

施
設

・
事

業
所

内
の

通
所

サ
ー

ビ
ス

に
供

す
る

食
堂

､機
能

訓
練

室
な

ど
に

い
る

場
合

は
、

通
所

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
さ

れ
て

い
る

と
は

認
め

ら
れ

な
い

た
め

、
通

所
サ

ー
ビ

ス
費

を
算

定
で

き
な

い
。

1
5
.6

.3
0

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.1

5
3

介
護

報
酬

に
係

る
Q

&
A

(v
o
l.2

）
6

8
4
9

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
食

費
関

係
通

所
系

の
サ

ー
ビ

ス
で

、
利

用
者

が
「
ご

飯
」
を

自
宅

か
ら

持
参

し
、

「
お

か
ず

」
の

み
を

事
業

所
が

提
供

す
る

場
合

、
他

の
利

用
者

と
食

費
の

価
格

を
異

な
ら

せ
る

こ
と

は
可

能
か

。
ま

た
、

こ
の

よ
う

な
場

合
、

運
営

規
程

に
お

い
て

は
ど

の
よ

う
に

規
定

す
れ

ば
よ

い
か

。

可
能

で
あ

る
。

そ
の

際
に

は
、

入
所

者
と

の
契

約
事

項
を

、
運

営
規

程
の

中
で

お
示

し
い

た
だ

け
れ

ば
足

り
る

も
の

で
あ

る
。

1
7
.9

.7
全

国
介

護
保

険
指

定
基

準
・

監
査

担
当

者
会

議
資

料
平

成
1
7
年

1
0
月

改
定

関
係

Q
&
A

9
2

8
5
0

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
食

費
関

係
食

費
に

つ
い

て
は

、
保

険
外

負
担

と
な

っ
た

こ
と

か
ら

、
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
や

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
に

弁
当

を
持

っ
て

き
て

も
よ

い
の

か
。

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

や
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

に
利

用
者

が
弁

当
を

持
参

す
る

こ
と

は
、

差
し

支
え

な
い

。
1
7
.9

.7
全

国
介

護
保

険
指

定
基

準
・

監
査

担
当

者
会

議
資

料
平

成
1
7
年

1
0
月

改
定

関
係

Q
&
A

9
3

8
5
1

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
食

費
関

係
弁

当
を

持
っ

て
く
る

利
用

者
は

、
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
や

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
の

利
用

を
断

る
こ

と
は

で
き

る
の

か
。

利
用

者
が

弁
当

を
持

っ
て

く
る

こ
と

に
よ

り
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
困

難
に

な
る

と
は

考
え

に
く
い

こ
と

か
ら

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
拒

否
す

る
正

当
な

理
由

に
は

当
た

ら
な

い
と

考
え

て
い

る
。

1
7
.9

.7
全

国
介

護
保

険
指

定
基

準
・

監
査

担
当

者
会

議
資

料
平

成
1
7
年

1
0
月

改
定

関
係

Q
&
A

9
4

8
5
2

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
食

費
関

係
突

発
的

な
事

情
に

よ
り

食
事

を
と

ら
な

い
日

が
発

生
し

た
場

合
に

、
利

用
者

負
担

を
徴

収
し

て
も

差
し

支
え

な
い

か
。

食
費

は
利

用
者

と
の

契
約

で
定

め
ら

れ
る

も
の

で
あ

る
が

､あ
ら

か
じ

め
利

用
者

か
ら

連
絡

が
あ

れ
ば

食
事

を
作

ら
な

い
こ

と
は

可
能

で
あ

り
、

ま
た

、
利

用
者

の
責

に
帰

さ
な

い
事

情
に

よ
り

や
む

を
得

ず
キ

ャ
ン

セ
ル

し
た

場
合

に
徴

収
す

る
か

ど
う

か
は

、
社

会
通

念
に

照
ら

し
て

判
断

す
べ

き
も

の
と

考
え

て
い

る
。

1
7
.9

.7
全

国
介

護
保

険
指

定
基

準
・

監
査

担
当

者
会

議
資

料
平

成
1
7
年

1
0
月

改
定

関
係

Q
&
A

9
5

8
5
3

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

方
法

）

介
護

予
防

通
所

系
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
当

た
り

、
利

用
者

を
午

前
と

午
後

に
分

け
て

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

う
こ

と
は

可
能

か
。

御
指

摘
の

と
お

り
で

あ
る

。
介

護
予

防
通

所
系

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
介

護
報

酬
は

包
括

化
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
事

業
者

が
、

個
々

の
利

用
者

の
希

望
、

心
身

の
状

態
等

を
踏

ま
え

、
利

用
者

に
対

し
て

わ
か

り
や

す
く
説

明
し

、
そ

の
同

意
が

得
ら

れ
れ

ば
、

提
供

回
数

、
提

供
時

間
に

つ
い

て
自

由
に

設
定

を
行

う
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

1
8
.3

.2
2

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.7

8

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)
9

-76-



8
5
4

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

方
法

）

(介
護

予
防

通
所

)午
前

と
午

後
に

分
け

て
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

行
っ

た
場

合
に

、
例

え
ば

午
前

中
に

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
受

け
た

利
用

者
に

つ
い

て
、

午
後

は
引

き
続

き
同

一
の

事
業

所
に

い
て

も
ら

っ
て

も
構

わ
な

い
か

。
そ

の
場

合
に

は
、

当
該

利
用

者
を

定
員

に
含

め
る

必
要

が
あ

る
の

か
。

ま
た

、
当

該
利

用
者

が
事

業
所

に
引

き
続

き
い

ら
れ

る
こ

と
に

つ
い

て
負

担
を

求
め

る
こ

と
は

可
能

か
。

同
一

の
事

業
所

に
い

て
も

ら
っ

て
も

構
わ

な
い

が
、

単
に

い
る

だ
け

の
利

用
者

に
つ

い
て

は
、

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

を
受

け
て

い
る

わ
け

で
は

な
い

の
で

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

支
障

の
な

い
よ

う
配

慮
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
具

体
的

に
は

、
サ

ー
ビ

ス
を

実
施

す
る

機
能

訓
練

室
以

外
の

場
所

（
休

憩
室

、
ロ

ビ
ー

等
）
に

居
て

い
た

だ
く
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
が

、
機

能
訓

練
室

内
で

あ
っ

て
も

面
積

に
余

裕
の

あ
る

場
合

（
単

に
い

る
だ

け
の

方
を

含
め

て
も

1
人

当
た

り
3
㎡

以
上

が
確

保
さ

れ
て

い
る

場
合

）
で

あ
れ

ば
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
支

障
の

な
い

よ
う

な
形

で
居

て
い

た
だ

く
こ

と
も

考
え

ら
れ

る
。

い
ず

れ
に

し
て

も
、

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

外
と

は
い

え
、

単
に

い
る

だ
け

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

別
途

負
担

を
求

め
る

こ
と

は
不

適
切

で
あ

る
と

考
え

て
い

る
。

1
8
.3

.2
2

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.7

8

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)
1
0

8
5
5

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

方
法

）

介
護

予
防

通
所

系
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

る
に

当
た

っ
て

、
利

用
回

数
、

利
用

時
間

の
限

度
や

標
準

利
用

回
数

は
定

め
ら

れ
る

の
か

。
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
が

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

、
希

望
等

を
勘

案
し

て
行

う
介

護
予

防
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

踏
ま

え
、

事
業

者
と

利
用

者
の

契
約

に
よ

り
、

適
切

な
利

用
回

数
、

利
用

時
間

の
設

定
が

行
わ

れ
る

も
の

と
考

え
て

お
り

、
国

に
お

い
て

一
律

に
上

限
や

標
準

利
用

回
数

を
定

め
る

こ
と

は
考

え
て

い
な

い
。

な
お

、
現

行
の

利
用

実
態

や
介

護
予

防
に

関
す

る
研

究
班

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

を
踏

ま
え

る
と

、
要

支
援

1
に

つ
い

て
は

週
1
回

程
度

、
要

支
援

2
に

つ
い

て
は

週
2
回

程
度

の
利

用
が

想
定

さ
れ

る
こ

と
も

、
一

つ
の

参
考

と
な

る
の

で
は

な
い

か
と

考
え

る
。

1
8
.3

.2
2

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.7

8

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)
1
1

8
5
6

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

方
法

）

介
護

予
防

通
所

介
護

と
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
、

そ
れ

ぞ
れ

週
1
回

ず
つ

利
用

す
る

等
同

時
に

利
用

す
る

こ
と

は
可

能
か

。
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
が

、
利

用
者

の
ニ

ー
ズ

を
踏

ま
え

、
適

切
に

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

を
行

っ
て

、
計

画
に

位
置

づ
け

る
こ

と
か

ら
、

基
本

的
に

は
、

介
護

予
防

通
所

介
護

と
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
い

ず
れ

か
一

方
が

選
択

さ
れ

る
こ

と
と

な
り

、
両

者
が

同
時

に
提

供
さ

れ
る

こ
と

は
想

定
し

て
い

な
い

。
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成
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 通
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リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

方
法

）

あ
る

指
定

介
護

予
防

通
所

介
護

事
業

所
に

お
い

て
指

定
介

護
予

防
通

所
介

護
を

受
け

て
い

る
間

は
、

そ
れ

以
外

の
指

定
介

護
予

防
通

所
介

護
事

業
所

が
指

定
介

護
予

防
通

所
介

護
を

行
っ

た
場

合
に

、
介

護
予

防
通

所
介

護
費

を
算

定
し

な
い

と
あ

る
が

、
そ

の
趣

旨
如

何
。

介
護

予
防

通
所

介
護

に
お

い
て

は
、

介
護

予
防

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

で
設

定
さ

れ
た

利
用

者
の

目
標

の
達

成
を

図
る

観
点

か
ら

、
一

の
事

業
所

に
お

い
て

、
一

月
を

通
じ

、
利

用
回

数
、

提
供

時
間

、
内

容
な

ど
、

個
々

の
利

用
者

の
状

態
や

希
望

に
応

じ
た

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
こ

と
を

想
定

し
て

お
り

、
介

護
報

酬
に

つ
い

て
も

こ
う

し
た

観
点

か
ら

包
括

化
し

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。
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介
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革
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at
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成

1
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年
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月

改
定
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Q
＆
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1
3

8
5
8

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

方
法

）

予
防

給
付

の
通

所
系

サ
ー

ビ
ス

と
介

護
給

付
の

通
所

系
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
物

理
的

(空
間

的
・
時

間
的

）
に

グ
ル

ー
プ

を
分

け
て

行
う

必
要

が
あ

る
の

か
。

通
所

系
サ

ー
ビ

ス
は

、
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

お
い

て
、

利
用

者
一

人
一

人
の

心
身

の
状

況
や

ニ
ー

ズ
等

を
勘

案
し

て
作

成
さ

れ
る

ケ
ア

プ
ラ

ン
に

基
づ

き
、

い
ず

れ
に

し
て

も
個

別
的

な
サ

ー
ビ

ス
提

供
が

念
頭

に
置

か
れ

て
い

る
も

の
で

あ
り

、
し

た
が

っ
て

、
予

防
給

付
の

通
所

系
サ

ー
ビ

ス
と

介
護

給
付

の
通

所
系

サ
ー

ビ
ス

の
指

定
を

併
せ

て
受

け
る

場
合

に
つ

い
て

も
個

別
の

ニ
ー

ズ
等

を
考

慮
す

る
必

要
が

あ
る

。
具

体
的

に
は

、
指

定
基

準
上

、
サ

ー
ビ

ス
が

一
体

的
に

提
供

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
、

指
定

基
準

上
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

単
位

を
分

け
る

必
要

は
な

い
こ

と
と

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

両
者

の
サ

ー
ビ

ス
内

容
を

明
確

化
す

る
観

点
か

ら
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
非

効
率

と
な

ら
な

い
範

囲
で

一
定

の
区

分
を

設
け

る
必

要
が

あ
る

と
考

え
て

お
り

、
具

体
的

に
は

、
以

下
の

と
お

り
の

取
扱

い
と

す
る

。
①

日
常

生
活

上
の

支
援

(世
話

)等
の

共
通

サ
ー

ビ
ス

(入
浴

サ
ー

ビ
ス

を
含

む
｡)

に
つ

い
て

は
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
当

た
り

、
物

理
的

に
分

け
る

必
要

は
な

い
こ

と
と

す
る

。
②

選
択

的
サ

ー
ビ

ス
(介

護
給

付
の

通
所

系
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
は

、
各

加
算

に
係

る
サ

ー
ビ

ス
)に

つ
い

て
は

、
要

支
援

者
と

要
介

護
者

で
サ

ー
ビ

ス
内

容
が

そ
も

そ
も

異
な

り
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
は

、
時

間
や

グ
ル

ー
プ

を
区

分
し

て
行

う
こ

と
が

効
果

的
・
効

率
的

と
考

え
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
原

則
と

し
て

、
物

理
的

に
区

分
し

て
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

こ
と

と
す

る
。

た
だ

し
、

例
え

ば
、

口
腔

機
能

向
上

の
た

め
の

□
・

舌
の

体
操

な
ど

、
内

容
的

に
同

様
の

サ
ー

ビ
ス

で
あ

っ
て

、
か

つ
、

当
該

体
操

の
指

導
を

要
支

援
者

・
要

介
護

者
に

同
時

か
つ

一
体

的
に

行
う

こ
と

と
し

て
も

、
特

段
の

支
障

が
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

、
必

ず
し

も
物

理
的

に
区

分
す

る
必

要
は

な
い

も
の

と
す

る
。

③
（
③

に
つ

い
て

は
、

1
8
.1

0
.1

0
厚

労
省

老
人

保
健

課
Ｔ

Ｅ
Ｌ

確
認

の
上

修
正

）
な

お
、

介
護

予
防

通
所

介
護

に
お

け
る

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
に

つ
い

て
は

、
要

支
援

者
に

対
す

る
場

合
と

要
介

護
者

に
対

す
る

場
合

と
で

内
容

を
区

分
す

る
必

要
は

あ
る

が
、

必
ず

し
も

物
理

的
に

区
分

し
て

提
供

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
も

の
で

は
な

い
。

（
必

ず
し

も
部

屋
を

分
け

る
等

す
る

必
要

は
な

い
が

、
サ

ー
ビ

ス
内

容
は

異
な

る
の

で
そ

の
意

味
で

は
区

分
す

る
。

時
間

帯
、

場
所

ま
で

区
分

す
る

こ
と

は
な

い
。
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3
 運

営
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
キ

ャ
ン

セ
ル

料
等

）

こ
れ

ま
で

急
な

キ
ャ

ン
セ

ル
の

場
合

又
は

連
絡

が
な

い
不

在
の

場
合

は
キ

ャ
ン

セ
ル

料
を

徴
収

す
る

こ
と

が
で

き
た

が
、

月
単

位
の

介
護

報
酬

と
な

っ
た

後
も

キ
ャ

ン
セ

ル
料

を
徴

収
す

る
こ

と
は

可
能

か
。

ま
た

、
キ

ャ
ン

セ
ル

が
あ

っ
た

場
合

に
お

い
て

も
、

報
酬

は
定

額
ど

お
り

の
算

定
が

行
わ

れ
る

の
か

。

キ
ャ

ン
セ

ル
が

あ
っ

た
場

合
に

お
い

て
も

、
介

護
報

酬
上

は
定

額
ど

お
り

の
算

定
が

な
さ

れ
る

こ
と

を
踏

ま
え

る
と

、
キ

ャ
ン

セ
ル

料
を

設
定

す
る

こ
と

は
想

定
し

が
た

い
。

1
8
.3

.2
2

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.7

8

平
成

1
8
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月

改
定
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Q
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1
5

8
6
0

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
定

員
関

係
通

所
サ

ー
ビ

ス
と

介
護

予
防

通
所

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
の

定
員

を
定

め
る

の
か

、
そ

れ
と

も
全

体
の

定
員

の
枠

内
で

、
介

護
と

予
防

が
適

時
振

り
分

け
ら

れ
れ

ば
良

い
も

の
か

。
そ

の
場

合
、

定
員

超
過

の
減

算
は

ど
ち

ら
を

対
象

に
、

ど
の

よ
う

に
見

る
べ

き
か

。

通
所

サ
ー

ビ
ス

と
介

護
予

防
通

所
サ

ー
ビ

ス
を

一
体

的
に

行
う

事
業

所
の

定
員

に
つ

い
て

は
、

介
護

給
付

の
対

象
と

な
る

利
用

者
（
要

介
護

者
）
と

予
防

給
付

の
対

象
と

な
る

利
用

者
（
要

支
援

者
）
と

の
合

算
で

、
利

用
定

員
を

定
め

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
例

え
ば

、
定

員
2
0
人

と
い

う
場

合
、

要
介

護
者

と
要

支
援

者
と

を
合

わ
せ

て
2
0
と

い
う

意
昧

で
あ

り
、

利
用

日
に

よ
っ

て
､要

介
護

者
が

1
0
人

、
要

支
援

者
が

1
0
人

で
あ

っ
て

も
、

要
介

護
者

が
1
5
人

、
要

支
援

者
が

5
人

で
あ

っ
て

も
、

差
し

支
え

な
い

が
、

合
計

が
2
0
人

を
超

え
た

場
合

に
は

、
介

護
給

付
及

び
予

防
給

付
の

両
方

が
減

算
の

対
象

と
な

る
。
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業

3
 運

営
定

員
関

係
小

規
模

、
通

常
規

模
通

所
介

護
費

を
算

定
し

て
い

る
事

業
所

に
つ

い
て

は
、

月
平

均
の

利
用

者
数

で
定

員
超

過
し

た
場

合
と

な
っ

て
い

る
が

、
今

回
の

改
正

で
月

平
均

の
利

用
者

数
と

さ
れ

た
趣

旨
は

。

介
護

予
防

通
所

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

は
、

月
額

の
定

額
報

酬
と

さ
れ

た
こ

と
か

ら
減

算
に

つ
い

て
も

月
単

位
で

行
う

こ
と

が
必

要
と

な
っ

た
た

め
、

定
員

超
過

の
判

断
も

月
単

位
（
月

平
均

）
と

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

ま
た

、
多

く
の

事
業

所
は

、
介

護
と

予
防

の
両

サ
ー

ビ
ス

を
一

体
的

に
提

供
し

、
そ

れ
ぞ

れ
の

定
員

を
定

め
て

い
な

い
と

想
定

さ
れ

る
こ

と
か

ら
、

介
護

給
付

に
つ

い
て

も
予

防
給

付
に

あ
わ

せ
て

、
月

単
位

の
取

扱
い

と
し

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。
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成
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4
0

8
6
2

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
定

員
関

係
通

所
介

護
に

お
け

る
定

員
遵

守
規

定
に

、
「
た

だ
し

、
災

害
そ

の
他

の
や

む
を

得
な

い
事

情
が

あ
る

場
合

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
」
と

の
規

定
が

加
え

ら
れ

た
趣

旨
如

何
。

従
前

よ
り

、
災

害
等

や
む

を
得

な
い

事
情

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

都
度

、
定

員
遵

守
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

定
員

超
過

し
て

も
減

算
の

対
象

に
し

な
い

旨
の

通
知

を
発

出
し

、
弾

力
的

な
運

用
を

認
め

て
き

た
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
こ

れ
を

入
所

系
サ

ー
ビ

ス
と

同
様

、
そ

の
よ

う
な

不
測

の
事

態
に

備
え

、
あ

ら
か

じ
め

、
規

定
す

る
趣

旨
で

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、
そ

の
運

用
に

当
た

っ
て

は
、

真
に

や
む

を
得

な
い

事
情

で
あ

る
か

、
そ

の
都

度
、

各
自

治
体

に
お

い
て

、
適

切
に

判
断

さ
れ

た
い

。
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3
 運

営
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
基

本
単

位
）

送
迎

・
入

浴
が

単
位

数
に

包
括

さ
れ

て
い

る
が

、
送

迎
や

入
浴

を
行

わ
な

い
場

合
に

つ
い

て
も

減
算

は
さ

れ
な

い
の

か
。

送
迎

・
入

浴
に

つ
い

て
は

、
基

本
単

位
の

中
に

算
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

事
業

所
に

お
い

て
は

、
引

き
続

き
希

望
さ

れ
る

利
用

者
に

対
し

て
適

切
に

送
迎

・
入

浴
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

て
い

る
。

た
だ

し
、

利
用

者
の

希
望

が
な

く
送

迎
・
入

浴
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
な

か
っ

た
か

ら
と

い
っ

て
減

算
す

る
こ

と
は

考
え

て
い

な
い

。

1
8
.3

.2
2

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.7

8

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)
1
6

8
7
4

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
ア

ク
テ

ィ
ビ

テ
ィ

実
施

加
算

）

計
画

の
た

め
の

様
式

は
示

さ
れ

る
の

か
。

ま
た

、
ア

ク
テ

ィ
ビ

テ
ィ

実
施

加
算

を
算

定
す

る
た

め
の

最
低

回
数

や
最

低
時

間
な

ど
は

示
さ

れ
る

の
か

。
様

式
や

最
低

回
数

・
時

間
等

を
特

に
示

す
予

定
は

な
い

。
従

来
と

同
様

の
計

画
（
介

護
計

画
等

）
に

基
づ

く
サ

ー
ビ

ス
提

供
が

適
切

に
な

さ
れ

れ
ば

、
加

算
の

対
象

と
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
1
8
.3

.2
2

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.7

8

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)

1
8

8
7
5

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
ア

ク
テ

ィ
ビ

テ
ィ

実
施

加
算

）

(ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
実

施
加

算
関

係
）
加

算
算

定
の

た
め

の
人

員
配

置
は

必
要

な
い

の
か

。
特

に
基

準
を

超
え

る
人

員
を

配
置

し
て

サ
ー

ビ
ス

を
実

施
す

る
必

要
は

な
く
、

従
来

通
り

の
人

員
体

制
で

、
計

画
に

基
づ

く
サ

ー
ビ

ス
提

供
が

適
切

に
な

さ
れ

れ
ば

、
加

算
の

対
象

と
な

る
。

1
8
.3

.2
2

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.7

8

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
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o
l.1

)

1
9

8
7
6

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
ア

ク
テ

ィ
ビ

テ
ィ

実
施

加
算

）

事
業

所
外

で
行

わ
れ

る
も

の
も

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
加

算
の

対
象

と
で

き
る

の
か

。
現

行
の

指
定

基
準

の
解

釈
通

知
に

沿
っ

て
、

適
切

に
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
加

算
の

対
象

と
な

る
。

1
8
.3

.2
2

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.7

8

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)

2
1

8
7
7

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

：
総

論
）

選
択

的
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
は

、
月

1
回

利
用

で
も

加
算

対
象

と
な

る
の

か
。

ま
た

、
月

4
回

の
利

用
の

中
で

1
回

の
み

提
供

し
た

場
合

に
は

加
算

対
象

と
な

る
の

か
。

利
用

者
が

月
何

回
利

用
し

て
い

る
の

か
に

か
か

わ
ら

ず
、

算
定

要
件

を
満

た
し

て
い

る
場

合
に

は
加

算
の

対
象

と
な

る
。

1
8
.3

.2
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介
護

制
度

改
革
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at
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n

v
o
l.7

8

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)

2
2

8
7
8

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

：
総

論
）

選
択

的
サ

ー
ビ

ス
を

算
定

す
る

の
に

必
要

な
職

員
は

兼
務

す
る

こ
と

は
可

能
か

。
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

の
算

定
に

際
し

て
必

要
と

な
る

職
員

は
、

毎
日

配
置

す
る

必
要

は
な

く
、

一
連

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

当
た

り
必

要
な

時
間

配
置

し
て

い
れ

ば
足

り
る

も
の

で
あ

っ
て

、
当

該
時

間
以

外
に

つ
い

て
は

、
他

の
職

務
と

兼
務

す
る

こ
と

も
可

能
で

あ
る

。

1
8
.3

.2
2

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.7

8

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)

2
3

8
7
9

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

：
総

論
）

(選
択

的
サ

ー
ビ

ス
関

係
）
各

加
算

に
関

す
る

計
画

書
は

そ
れ

ぞ
れ

必
要

か
。

既
存

の
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

サ
ー

ビ
ス

計
画

書
の

中
に

入
れ

て
も

よ
い

か
。

ま
た

、
サ

ー
ビ

ス
計

画
書

の
参

考
様

式
等

は
作

成
し

な
い

の
か

。

各
加

算
の

計
画

書
の

様
式

は
特

に
問

わ
ず

、
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

サ
ー

ビ
ス

計
画

書
と

一
体

的
に

作
成

す
る

場
合

で
も

、
当

該
加

算
に

係
る

部
分

が
明

確
に

判
断

で
き

れ
ば

差
し

支
え

な
い

。
な

お
、

計
画

書
の

参
考

様
式

に
つ

い
て

は
特

に
示

す
こ

と
は

考
え

て
い

な
い

の
で

、
厚

生
労

働
省

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

し
て

い
る

「
介

護
予

防
に

関
す

る
事

業
の

実
施

に
向

け
た

具
体

内
容

に
つ

い
て

」
（
介

護
予

防
マ

ニ
ュ

ア
ル

）
や

「
栄

養
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
及

び
経

□
移

行
加

算
に

関
す

る
事

務
処

理
手

順
例

及
び

様
式

例
の

提
示

に
つ

い
て

（
平

成
1
7
年

9
月

7
日

老
老

発
第

0
9
0
7
0
0
2
号

）
も

参
考

に
各

事
業

所
で

工
夫

し
て

、
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

提
供

が
図

ら
れ

る
よ

う
、

必
要

な
計

画
の

作
成

を
行

わ
れ

た
い

。

1
8
.3

.2
2

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.7

8

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)
2
4

8
8
0

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

：
運

動
器

機
能

向
上

加
算

）

介
護

予
防

通
所

介
護

に
お

け
る

運
動

器
機

能
向

上
加

算
の

人
員

配
置

は
、

人
員

基
準

に
定

め
る

看
護

職
員

以
外

に
利

用
時

間
を

通
じ

て
1
名

以
上

の
配

置
が

必
要

か
。

ま
た

、
1
名

の
看

護
職

員
で

、
運

動
器

機
能

向
上

加
算

、
口

腔
機

能
向

上
加

算
の

両
方

の
加

算
を

算
定

し
て

も
か

ま
わ

な
い

か
。

運
動

器
機

能
向

上
加

算
を

算
定

す
る

た
め

の
前

提
と

な
る

人
員

配
置

は
、

Ｐ
Ｔ

、
Ｏ

Ｔ
、

Ｓ
Ｔ

、
看

護
職

員
、

柔
道

整
復

師
又

は
あ

ん
摩

マ
ッ

サ
ー

ジ
指

圧
師

の
い

ず
れ

か
で

あ
る

。
看

護
職

員
に

つ
い

て
は

、
提

供
時

間
帯

を
通

じ
て

専
従

す
る

こ
と

ま
で

は
求

め
て

い
な

い
こ

と
か

ら
、

本
来

の
業

務
で

あ
る

健
康

管
理

や
必

要
に

応
じ

て
行

う
利

用
者

の
観

察
、

静
養

と
い

っ
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
と

っ
て

支
障

が
な

い
範

囲
内

で
、

運
動

器
機

能
向

上
サ

ー
ビ

ス
、

□
腔

機
能

向
上

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
都

道
府

県
等

に
お

い
て

は
、

看
護

職
員

1
名

で
、

基
本

サ
ー

ビ
ス

の
ほ

か
、

そ
れ

ぞ
れ

の
加

算
の

要
件

を
満

た
す

よ
う

な
業

務
を

な
し

得
る

の
か

ど
う

か
に

つ
い

て
、

業
務

の
実

態
を

十
分

に
確

認
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。
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改
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リ
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4
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酬
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

：
運

動
器

機
能

向
上

加
算

）

運
動

器
の

機
能

向
上

に
つ

い
て

、
個

別
の

計
画

を
作

成
し

て
い

る
こ

と
を

前
提

に
、

サ
ー

ビ
ス

は
集

団
的

に
提

供
し

て
も

よ
い

か
。

個
別

に
サ

ー
ビ

ス
提

供
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

り
、

集
団

的
な

提
供

の
み

で
は

算
定

で
き

な
い

。
な

お
、

加
算

の
算

定
に

当
た

っ
て

は
、

個
別

の
提

供
を

必
須

と
す

る
が

、
加

え
て

集
団

的
な

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

う
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。
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介
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成

1
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改
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ン
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4
 報

酬
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

：
運

動
器

機
能

向
上

加
算

）

運
動

器
の

機
能

向
上

加
算

は
1
月

間
に

何
回

か
。

ま
た

、
1
日

当
た

り
の

実
施

時
間

に
目

安
は

あ
る

の
か

。
利

用
者

の
運

動
器

の
機

能
把

握
を

行
う

た
め

、
利

用
者

の
自

己
負

担
に

よ
り

医
師

の
診

断
書

等
の

提
出

を
求

め
る

こ
と

は
認

め
ら

れ
る

か
。

利
用

回
数

、
時

間
の

目
安

を
示

す
こ

と
は

予
定

し
て

い
な

い
が

、
適

宜
、

介
護

予
防

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

参
照

し
て

実
施

さ
れ

た
い

。
ま

た
、

運
動

器
の

機
能

に
つ

い
て

は
、

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

お
い

て
把

握
さ

れ
る

も
の

と
考

え
て

い
る

。
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テ
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シ

ョ
ン

（
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

：
運

動
器

機
能

向
上

加
算

）

介
護

予
防

通
所

介
護

に
お

け
る

運
動

器
機

能
向

上
加

算
の

「
経

験
の

あ
る

介
護

職
員

」
と

は
何

か
。

特
に

定
め

る
予

定
は

な
い

が
、

こ
れ

ま
で

機
能

訓
練

等
に

お
い

て
事

業
実

施
に

携
わ

っ
た

経
験

が
あ

り
、

安
全

か
つ

適
切

に
運

動
器

機
能

向
上

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
で

き
る

と
認

め
ら

れ
る

介
護

職
員

を
想

定
し

て
い

る
。
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成
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年
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月

改
定
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＆
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8
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ビ
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4
 報

酬
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

：
運

動
器

機
能

向
上

加
算

）

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

お
け

る
運

動
器

機
能

向
上

加
算

を
算

定
す

る
た

め
の

人
員

の
配

置
は

、
P

T
,O

T
,S

T
で

は
な

く
、

看
護

職
員

で
は

い
け

な
い

の
か

。
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
お

い
て

は
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
と

し
て

の
運

動
器

機
能

向
上

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

、
よ

り
効

果
的

な
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
提

供
す

る
観

点
か

ら
、

リ
ハ

ビ
リ

の
専

門
職

種
で

あ
る

Ｐ
Ｔ

、
Ｏ

Ｔ
又

は
Ｓ

Ｔ
の

配
置

を
算

定
要

件
上

求
め

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

り
、

看
護

職
員

の
み

の
配

置
で

は
算

定
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
な

お
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
医

師
又

は
医

師
の

指
示

を
受

け
た

こ
れ

ら
の

3
職

種
若

し
く
は

看
護

職
員

が
実

施
す

る
こ

と
は

可
能

で
あ

る
。
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酬
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防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

：
栄

養
改

善
加

算
）

(栄
養

改
善

加
算

関
係

）
管

理
栄

養
士

を
配

置
す

る
こ

と
が

算
定

要
件

に
な

っ
て

い
る

が
、

常
勤

・
非

常
勤

の
別

を
問

わ
な

い
の

か
。

管
理

栄
養

士
の

配
置

に
つ

い
て

は
、

常
勤

に
限

る
も

の
で

は
な

く
、

非
常

勤
で

も
構

わ
な

い
が

、
非

常
勤

の
場

合
に

は
、

利
用

者
の

状
況

の
把

握
・
評

価
、

計
画

の
作

成
、

多
職

種
協

働
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
等

の
業

務
が

遂
行

で
き

る
よ

う
な

勤
務

体
制

が
必

要
で

あ
る

。
（
な

お
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

の
介

護
・
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
お

け
る

栄
養

改
善

加
算

に
つ

い
て

も
同

様
の

取
扱

い
で

あ
る

｡）

1
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4
 報

酬
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

：
栄

養
改

善
加

算
）

(栄
養

改
善

加
算

関
係

）
管

理
栄

養
士

が
、

併
設

さ
れ

て
い

る
介

護
保

険
施

設
の

管
理

栄
養

士
を

兼
ね

る
こ

と
は

可
能

か
。

介
護

保
険

施
設

及
び

介
護

予
防

通
所

介
護

・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
い

ず
れ

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

も
支

障
が

な
い

場
合

に
は

、
介

護
保

険
施

設
の

管
理

栄
養

士
と

介
護

予
防

通
所

介
護

・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
管

理
栄

養
士

と
を

兼
務

す
る

こ
と

は
可

能
で

あ
る

。
（
な

お
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

の
介

護
・

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

お
け

る
栄

養
改

善
加

算
に

つ
い

て
も

同
様

の
取

扱
い

で
あ

る
｡）
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（
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

：
栄

養
改

善
加

算
）

(栄
養

改
善

加
算

関
係

）
管

理
栄

養
士

は
給

食
管

理
業

務
を

委
託

し
て

い
る

業
者

の
管

理
栄

養
士

で
も

認
め

ら
れ

る
の

か
。

労
働

者
派

遣
法

に
よ

り
派

遣
さ

れ
た

管
理

栄
養

士
で

は
ど

う
か

。

当
該

加
算

に
係

る
栄

養
管

理
の

業
務

は
、

介
護

予
防

通
所

介
護

・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

者
に

雇
用

さ
れ

た
管

理
栄

養
士

（
労

働
者

派
違

法
に

基
づ

く
紹

介
予

定
派

遣
に

よ
り

派
遣

さ
れ

た
管

理
栄

養
士

を
含

む
｡）

が
行

う
も

の
で

あ
り

、
御

指
摘

の
給

食
管

理
業

務
を

委
託

し
て

い
る

業
者

の
管

理
栄

養
士

で
は

認
め

ら
れ

な
い

。
な

お
、

食
事

の
提

供
の

観
点

か
ら

給
食

管
理

業
務

を
委

託
し

て
い

る
業

者
の

管
理

栄
養

士
の

協
力

を
得

る
こ

と
は

差
し

支
え

な
い

。
（
居

宅
サ

ー
ビ

ス
の

通
所

介
護

・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
お

け
る

栄
養

改
善

加
算

に
つ

い
て

も
同

様
の

取
扱

い
で

あ
る

｡）

1
8
.3

.2
2

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.7

8

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)

3
2

8
8
8

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

：
栄

養
改

善
加

算
）
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養

改
善

加
算

関
係

）
管

理
栄

養
士

で
は

な
く
、

栄
養

士
で

も
適

切
な

個
別

メ
ニ

ュ
ー

を
作

成
す

る
こ

と
が

で
き

れ
ば

認
め

ら
れ

る
の

か
。

適
切

な
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

観
点

か
ら

、
加

算
の

算
定

に
は

、
管

理
栄

養
士

を
配

置
し

、
当

該
者

を
中

心
に

、
多

職
種

協
働

に
よ

り
行

う
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

（
な

お
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

の
介

護
・
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
お

け
る

栄
養

改
善

加
算

に
つ

い
て

も
同

様
の

取
扱

い
で

あ
る

｡）
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護
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防
通

所
介

護
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通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

：
栄

養
改

善
加

算
）

(栄
養

改
善

加
算

関
係

）
栄

養
改

善
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
、

今
回

の
報

酬
改

定
で

は
3
月

毎
に

継
続

の
確

認
を

行
う

こ
と

と
な

っ
て

い
る

が
、

「
栄

養
改

善
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
に

お
い

て
は

、
6
月

を
1
ク

ー
ル

と
し

て
い

る
。

ど
の

よ
う

に
実

施
し

た
ら

よ
い

の
か

。

低
栄

養
状

態
の

改
善

に
向

け
た

取
組

は
、

食
生

活
を

改
善

し
そ

の
効

果
を

得
る

た
め

に
は

一
定

の
期

間
が

必
要

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

栄
養

改
善

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

お
い

て
は

6
月

を
1
ク

ー
ル

と
し

て
示

さ
れ

て
い

る
。

報
酬

の
算

定
に

当
た

っ
て

は
、

3
月

目
に

そ
の

継
続

の
有

無
を

確
認

す
る

も
の

で
あ

り
、

対
象

者
の

栄
養

状
態

の
改

善
や

食
生

活
上

の
問

題
点

が
無

理
な

く
改

善
で

き
る

計
画

を
策

定
の

う
え

、
3
月

毎
に

低
栄

養
状

態
の

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
を

行
い

、
そ

の
結

果
を

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

に
報

告
し

、
当

該
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
、

低
栄

養
状

態
の

改
善

に
向

け
た

取
組

が
継

続
し

て
必

要
と

判
断

さ
れ

た
場

合
に

は
継

続
し

て
支

援
さ

れ
た

い
。
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（
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

：
口

腔
機

能
向

上
加

算
）

言
語

聴
覚

士
、

歯
科

衛
生

士
又

は
看

護
職

員
が

介
護

予
防

通
所

介
護

(通
所

介
護

）
の

口
腔

機
能

向
上

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

医
師

又
は

歯
科

医
師

の
指

示
は

不
要

な
の

か
。

(各
資

格
者

は
、

診
療

の
補

助
行

為
を

行
う

場
合

に
は

医
師

又
は

歯
科

医
師

の
指

示
の

下
に

業
務

を
行

う
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

）

介
護

予
防

通
所

介
護

（
通

所
介

護
）
で

提
供

す
る

□
腔

機
能

向
上

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

は
、

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
お

け
る

主
治

の
医

師
又

は
主

治
の

歯
科

医
師

か
ら

の
意

見
も

踏
ま

え
つ

つ
、

□
腔

清
掃

の
指

導
や

実
施

、
摂

食
・
嚥

下
機

能
の

訓
練

の
指

導
や

実
施

を
適

切
に

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
。

1
8
.3

.2
2

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.7

8

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)

3
5

-79-



8
9
1

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
選
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的
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口

腔
機

能
向

上
加

算
）

(口
腔

機
能

向
上

加
算

関
係

）
言

語
聴

覚
士

、
歯

科
衛

生
士

又
は

看
護

職
員

の
行

う
業

務
に

つ
い

て
、

委
託

し
た

場
合

に
つ

い
て

も
加

算
を

算
定

す
る

こ
と

は
可

能
か

。
ま

た
、

労
働

者
派

遣
法

に
基

づ
く
派

遣
さ

れ
た

職
員

で
は

ど
う

か
。

口
腔

機
能

向
上

サ
ー

ビ
ス

を
適

切
に

実
施

す
る

観
点

か
ら

、
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

者
に

雇
用

さ
れ

た
言

語
聴

覚
士

、
歯

科
衛

生
士

又
は

看
護

職
員

（
労

働
者

派
遣

法
に

基
づ

く
紹

介
予

定
派

遣
に

よ
り

派
遣

さ
れ

た
こ

れ
ら

の
職

種
の

者
を

含
む

｡）
が

行
う

も
の

で
あ

り
、

御
指

摘
の

こ
れ

ら
の

職
種

の
者

の
業

務
を

委
託

す
る

こ
と

は
認

め
ら

れ
な

い
。

（
な

お
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

の
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
お

け
る

□
腔

機
能

向
上

加
算

に
つ

い
て

も
同

様
の

取
扱

い
で

あ
る

｡）
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予
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通
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リ
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ビ
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テ
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ョ
ン

（
事

業
所

評
価

加
算

）

(事
業

所
評

価
加

算
関

係
）
事

業
所

の
利

用
者

の
要

支
援

状
態

の
維

持
・
改

善
が

図
ら

れ
た

こ
と

に
対

す
る

評
価

で
あ

る
と

認
識

す
る

が
、

利
用

者
の

側
に

立
て

ば
、

自
己

負
担

額
が

増
加

す
る

こ
と

に
な

り
、

利
用

者
に

対
す

る
説

明
に

苦
慮

す
る

こ
と

と
な

る
と

考
え

る
が

見
解

如
何

。

事
業

所
評

価
加

算
を

算
定

で
き

る
事

業
所

は
、

介
護

予
防

の
観

点
か

ら
の

目
標

達
成

度
の

高
い

事
業

所
で

あ
る

こ
と

か
ら

利
用

者
負

担
も

高
く
な

る
こ

と
に

つ
い

て
、

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

計
画

作
成

時
か

ら
利

用
者

に
十

分
に

説
明

し
、

理
解

を
求

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

と
考

え
て

い
る

。

1
8
.3

.2
2

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.7

8

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)

3
7

8
9
3

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
介

護
予

防
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
事

業
所

評
価

加
算

）

(事
業

所
評

価
加

算
関

係
）
要

支
援

状
態

が
「
維

持
」
の

者
に

つ
い

て
も

「
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

照
ら

し
、

当
該

予
防

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
が

終
了

し
た

と
認

め
る

者
に

限
る

」
と

し
て

評
価

対
象

者
に

加
わ

っ
て

い
る

が
、

要
支

援
状

態
区

分
に

変
更

が
な

か
っ

た
者

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
は

終
了

し
な

い
の

で
は

な
い

か
。

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
は

生
活

機
能

の
向

上
の

観
点

か
ら

の
目

標
が

定
め

ら
れ

、
当

該
目

標
を

達
成

す
る

た
め

に
各

種
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

か
ら

、
当

該
目

標
が

達
成

さ
れ

れ
ば

、
そ

れ
は

「
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

が
終

了
し

た
」
と

認
め

ら
れ

る
。

し
た

が
っ

て
、

そ
の

者
が

サ
ー

ビ
ス

か
ら

離
脱

し
た

場
合

で
あ

っ
て

も
、

新
た

な
目

標
を

設
定

し
て

引
き

続
き

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
受

け
る

場
合

で
あ

っ
て

も
、

評
価

対
象

者
に

は
加

え
ら

れ
る

も
の

で
あ

る
。

1
8
.3

.2
2

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.7

8

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)

3
8

8
9
4

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
規

模
別

報
酬

関
係

事
業

所
規

模
別

の
報

酬
に

関
す

る
利

用
者

数
の

計
算

に
当

た
り

、
新

規
に

要
介

護
認

定
を

申
請

中
の

者
が

暫
定

ケ
ア

プ
ラ

ン
に

よ
り

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
受

け
て

い
る

場
合

は
含

ま
れ

る
の

か
。

い
わ

ゆ
る

暫
定

ケ
ア

プ
ラ

ン
に

よ
り

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
受

け
て

い
る

者
は

、
平

均
利

用
延

人
員

数
の

計
算

に
当

た
っ

て
含

め
な

い
取

扱
い

と
す

る
。

1
8
.3

.2
2

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.7

8

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)

4
6

8
9
5

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
若

年
性

認
知

症
ケ

ア
加

算
通

所
系

サ
ー

ビ
ス

に
お

け
る

「
若

年
性

認
知

症
ケ

ア
加

算
」
に

つ
い

て
、

若
年

性
と

は
具

体
的

に
何

歳
を

想
定

し
て

い
る

の
か

。
対

象
者

は
「
4
0
歳

以
上

6
5
歳

未
満

」
の

み
が

基
本

と
考

え
る

が
よ

ろ
し

い
か

。
6
4
歳

で
受

け
た

要
介

護
認

定
の

有
効

期
間

中
は

6
5
歳

で
あ

っ
て

も
、

加
算

の
対

象
と

な
る

の
か

。

若
年

性
認

知
症

と
は

、
介

護
保

険
法

施
行

令
第

2
条

5
項

に
定

め
る

初
老

期
に

お
け

る
認

知
症

を
示

す
た

め
、

そ
の

対
象

は
「
4
0
歳

以
上

6
5
歳

未
満

」
の

者
と

な
る

。
若

年
性

認
知

症
ケ

ア
加

算
の

対
象

と
な

る
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
受

け
て

い
た

者
で

あ
っ

て
も

、
6
5
歳

に
な

る
と

加
算

の
対

象
と

は
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

そ
の

場
合

で
あ

っ
て

も
、

そ
の

者
が

引
き

続
き

若
年

性
認

知
症

ケ
ア

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
希

望
す

る
の

で
あ

れ
ば

、
そ

の
提

供
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
こ

と
に

留
意

さ
れ

た
い

。

1
8
.3

.2
2

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.7

8

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)

5
1

8
9
6

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
を

算
定

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
理

学
療

法
士

等
の

配
置

は
基

準
を

満
た

し
て

い
れ

ば
問

題
な

い
か

。
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
つ

い
て

は
、

体
制

よ
り

も
プ

ロ
セ

ス
を

重
視

す
る

観
点

か
ら

加
算

を
行

う
も

の
で

あ
り

、
要

件
に

あ
る

プ
ロ

セ
ス

を
適

切
に

踏
ん

で
い

れ
ば

、
算

定
可

能
で

あ
る

。
1
8
.3

.2
2

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.7

8

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)

5
4

8
9
9

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
基

本
単

位
関

係
訪

問
介

護
員

等
に

よ
る

送
迎

で
通

所
系

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
す

る
場

合
、

介
護

報
酬

上
ど

の
よ

う
に

取
り

扱
う

の
か

。
送

迎
に

つ
い

て
は

、
通

所
介

護
費

に
お

い
て

評
価

し
て

お
り

、
訪

問
介

議
員

等
に

よ
る

送
迎

を
、

別
途

、
訪

問
介

護
費

と
し

て
算

定
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
1
8
.3

.2
2

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.7

8

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)

5
7

7
3
8

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
短

期
集

中
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
の

「
退

院
(所

）
日

」
に

つ
い

て
、

短
期

入
所

生
活

介
護

(療
養

介
護

）
か

ら
の

退
院

(所
）
も

含
む

の
か

。
短

期
入

所
か

ら
の

退
院

（
所

）
は

含
ま

な
い

。
1
8
.5

.2

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.1

0
2

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(V

O
L
4
)

3

9
0
6

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
栄

養
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
・
口

腔
機

能
向

上
加

算
そ

れ
ぞ

れ
別

の
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
に

し
て

い
る

場
合

、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

所
で

同
時

に
栄

養
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
又

は
口

腔
機

能
向

上
加

算
を

算
定

す
る

こ
と

は
で

き
る

の
か

。

御
指

摘
の

件
に

つ
い

て
は

、
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

過
程

で
適

切
に

判
断

さ
れ

る
も

の
と

認
識

し
て

い
る

が
、

①
算

定
要

件
と

し
て

、
そ

れ
ぞ

れ
の

加
算

に
係

る
実

施
内

容
等

を
勘

案
の

上
、

1
事

業
所

に
お

け
る

請
求

回
数

に
限

度
を

設
け

て
い

る
こ

と
、

②
2
事

業
所

に
お

い
て

算
定

し
た

場
合

の
利

用
者

負
担

等
も

勘
案

す
べ

き
こ

と
か

ら
、

そ
れ

ぞ
れ

の
事

業
所

で
栄

養
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
又

は
□

腔
機

能
向

上
加

算
を

算
定

す
る

こ
と

は
基

本
的

に
は

想
定

さ
れ

な
い

。

1
8
.5

.2

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.1

0
2

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(V

O
L
4
)

1

9
0
9

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
事

業
所

評
価

加
算

い
つ

の
時

期
ま

で
に

提
供

さ
れ

た
サ

ー
ビ

ス
が

、
翌

年
度

の
事

業
所

評
価

加
算

の
評

価
対

象
と

な
る

の
か

。
1
 事

業
所

評
価

加
算

の
評

価
対

象
と

な
る

利
用

者
は

、
①

評
価

の
対

象
と

な
る

事
業

所
に

て
、

選
択

的
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

加
算

を
連

続
し

て
3
月

以
上

算
定

し
て

お
り

②
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
加

算
よ

り
後

の
月

に
要

支
援

認
定

の
更

新
又

は
変

更
認

定
を

受
け

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

選
択

的
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
受

け
た

者
の

全
て

が
評

価
対

象
受

給
者

と
な

る
も

の
で

は
な

い
。

2
 評

価
の

対
象

と
な

る
期

間
は

、
各

年
1
月

1
日

か
ら

1
2
月

3
1
日

ま
で

で
あ

る
が

、
各

年
1
2
月

3
1
日

ま
で

に
、

国
保

連
合

会
に

お
い

て
評

価
対

象
受

給
者

を
確

定
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
①

 9
月

ま
で

に
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

受
け

、
1
0
月

末
日

ま
で

に
更

新
変

更
認

定
が

行
わ

れ
た

者
ま

で
が

、
翌

年
度

の
事

業
所

評
価

加
算

の
評

価
対

象
受

給
者

で
あ

り
、

②
1
1
月

以
降

に
更

新
・
変

更
認

定
が

行
わ

れ
た

者
は

翌
々

年
度

の
事

業
所

評
価

加
算

の
評

価
対

象
受

給
者

と
な

る
。

3
 な

お
、

選
択

的
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

加
算

や
受

給
者

台
帳

情
報

は
、

国
保

連
合

会
が

一
定

期
間

の
う

ち
に

把
握

で
き

た
も

の
に

限
ら

れ
る

た
め

、
例

え
ば

、
評

価
対

象
期

間
を

過
ぎ

て
請

求
さ

れ
て

き
た

場
合

等
は

評
価

対
象

と
な

ら
な

い
。

1
8
.9

.1
1

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
&
A

vo
l.7

(事
業

所
評

価
加

算
関

係
)

1

-80-



9
1
0

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
事

業
所

評
価

加
算

事
業

所
評

価
加

算
の

評
価

対
象

受
給

者
に

つ
い

て
は

、
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

を
3
月

以
上

利
用

す
る

こ
と

が
要

件
と

さ
れ

て
い

る
が

、
連

続
す

る
3
月

が
必

要
か

。
ま

た
、

3
月

の
間

に
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
に

変
更

が
あ

っ
た

場
合

は
ど

う
か

。

選
択

的
サ

ー
ビ

ス
の

標
準

的
な

サ
ー

ビ
ス

提
供

期
間

は
概

ね
3
月

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

評
価

対
象

受
給

者
に

つ
い

て
は

選
択

的
サ

ー
ビ

ス
を

3
月

以
上

連
続

し
て

受
給

す
る

者
を

対
象

と
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
ま

た
、

選
択

的
サ

ー
ビ

ス
の

標
準

的
な

サ
ー

ビ
ス

提
供

期
間

は
概

ね
3
月

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

通
常

3
月

は
同

一
の

選
択

的
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

る
も

の
と

考
え

て
い

る
が

、
連

続
す

る
3
月

の
中

で
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

が
同

一
で

な
い

場
合

に
つ

い
て

も
、

国
保

連
合

会
に

お
い

て
は

、
評

価
対

象
受

給
者

と
し

て
計

算
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。

1
8
.9

.1
1

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
&
A

vo
l.7

(事
業

所
評

価
加

算
関

係
)

2

9
1
1

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
事

業
所

評
価

加
算

評
価

対
象

事
業

所
の

要
件

と
し

て
「
評

価
対

象
期

間
に

お
け

る
当

該
指

定
介

護
予

防
通

所
介

護
事

業
所

の
利

用
実

人
員

数
が

1
0
名

以
上

で
あ

る
こ

と
。

」
と

さ
れ

て
い

る
が

、
1
0
名

以
上

の
者

が
連

続
す

る
3
月

以
上

の
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
す

る
必

要
が

あ
る

の
か

。

単
に

利
用

実
人

数
が

1
0
名

以
上

で
あ

れ
ば

よ
く
、

必
ず

し
も

こ
れ

ら
の

者
全

員
が

連
続

す
る

3
月

以
上

の
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

て
い

る
必

要
は

な
い

。
1
8
.9

.1
1

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
&
A

vo
l.7

(事
業

所
評

価
加

算
関

係
)

3

9
1
2

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
事

業
所

評
価

加
算

4
月

に
A

事
業

所
、

5
月

に
B

事
業

所
、

6
月

に
C

事
業

所
か

ら
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
が

あ
っ

た
場

合
は

評
価

対
象

と
な

る
の

か
。

事
業

所
評

価
加

算
は

事
業

所
の

提
供

す
る

効
果

的
な

サ
ー

ビ
ス

を
評

価
す

る
観

点
か

ら
行

う
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
同

一
事

業
所

が
提

供
す

る
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

評
価

す
る

も
の

で
あ

り
、

御
質

問
の

ケ
ー

ス
に

つ
い

て
は

、
評

価
対

象
と

な
ら

な
い

。

1
8
.9

.1
1

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
&
A

vo
l.7

(事
業

所
評

価
加

算
関

係
)

4

9
1
3

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
事

業
所

評
価

加
算

都
道

府
県

が
、

事
業

所
評

価
加

算
の

算
定

の
可

否
を

事
業

所
に

通
知

す
る

際
、

ど
の

よ
う

な
方

法
で

通
知

す
れ

ば
よ

い
か

。
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
へ

の
掲

載
や

事
業

所
ヘ

の
文

書
の

郵
送

等
に

よ
る

方
法

等
が

考
え

ら
れ

る
が

、
ど

の
よ

う
な

方
法

で
行

う
か

は
都

道
府

県
の

判
断

に
よ

る
。

な
お

、
利

用
者

が
事

業
所

を
選

択
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

が
当

該
事

業
所

が
事

業
所

評
価

加
算

の
算

定
事

業
所

で
あ

る
旨

を
説

明
す

る
こ

と
と

な
る

が
、

そ
の

事
業

所
の

選
択

や
ケ

ア
プ

ラ
ン

作
成

等
に

支
障

が
生

じ
る

こ
と

の
な

い
よ

う
、

事
業

所
評

価
加

算
の

対
象

事
業

所
情

報
に

つ
い

て
は

、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
(介

設
予

防
支

援
事

業
所

)、
住

民
等

に
も

十
分

に
周

知
い

た
だ

き
た

い
。

1
8
.9

.1
1

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
&
A

vo
l.7

(事
業

所
評

価
加

算
関

係
)

6

9
1
5

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
医

療
保

険
と

介
護

保
険

の
関

係
（
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

）
介

護
保

険
に

お
け

る
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
介

護
予

防
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

又
は

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
以

外
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
受

け
て

い
る

者
で

あ
れ

ば
、

疾
患

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

料
又

は
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
医

学
管

理
料

を
算

定
で

き
る

と
考

え
て

よ
い

か
。

(例
）
通

所
介

護
の

「
個

別
機

能
訓

練
加

算
」
、

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

に
お

い
て

看
護

職
員

に
代

わ
り

理
学

療
法

士
又

は
作

業
療

法
士

が
行

う
訪

問
看

護
等

そ
の

と
お

り
。

1
9
.6

.1

事
務

連
絡

(保
険

局
医

療
課

）
疑

義
解

釈
資

料
の

送
付

に
つ

い
て

（
そ

の
８

)

2

8
4
4

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
理

学
療

法
士

等
の

配
置

基
準

病
院

又
は

老
人

保
健

施
設

に
お

け
る

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

従
業

者
の

員
数

に
つ

い
て

、
理

学
療

法
士

等
の

配
置

に
関

す
る

規
定

が
、

「
専

ら
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
提

供
に

当
た

る
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
が

、
利

用
者

が
百

人
又

は
そ

の
端

数
を

増
す

ご
と

に
一

以
上

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
」
と

さ
れ

た
が

、
こ

れ
は

、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
中

で
も

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
提

供
す

る
時

間
帯

に
お

い
て

、
理

学
療

法
士

等
が

利
用

者
に

対
し

て
１

０
０

：
１

い
れ

ば
良

い
と

い
う

こ
と

か
。

ま
た

、
利

用
者

の
数

が
１

０
０

を
下

回
る

場
合

は
、

１
未

満
で

良
い

の
か

。

そ
の

と
お

り
で

あ
る

。
た

だ
し

、
利

用
者

の
数

が
、

提
供

時
間

帯
に

お
い

て
１

０
０

を
下

回
る

場
合

で
あ

っ
て

も
１

以
上

を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
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5
4

9
1
6

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
口

腔
機

能
向

上
加

算
（
通

所
サ

ー
ビ

ス
）

口
腔

機
能

向
上

加
算

を
算

定
で

き
る

利
用

者
と

し
て

、
「
ハ

 そ
の

他
口

腔
機

能
の

低
下

し
て

い
る

者
又

は
そ

の
お

そ
れ

の
あ

る
者

」
が

挙
げ

ら
れ

て
い

る
が

、
具

体
例

と
し

て
は

ど
の

よ
う

な
者

が
対

象
と

な
る

か
。

例
え

ば
、

認
定

調
査

票
の

い
ず

れ
の

口
腔

関
連

項
目

も
「
１

」
に

該
当

す
る

者
、

基
本

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
の

口
腔

関
連

項
目

の
１

項
目

の
み

が
「
１

」
に

該
当

す
る

又
は

い
ず

れ
の

口
腔

関
連

項
目

も
「
０

」
に

該
当

す
る

者
で

あ
っ

て
も

、
介

護
予

防
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
又

は
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

お
け

る
課

題
分

析
に

当
た

っ
て

、
認

定
調

査
票

の
特

記
事

項
に

お
け

る
記

載
内

容
（
不

足
の

判
断

根
拠

、
介

助
方

法
の

選
択

理
由

等
）
か

ら
、

口
腔

機
能

の
低

下
し

て
い

る
又

は
そ

の
お

そ
れ

が
あ

る
と

判
断

さ
れ

る
者

に
つ

い
て

は
算

定
で

き
る

利
用

者
と

し
て

差
し

支
え

な
い

。
同

様
に

、
主

治
医

意
見

書
の

摂
食

・
嚥

下
機

能
に

関
す

る
記

載
内

容
や

特
記

す
べ

き
事

項
に

お
け

る
記

載
内

容
（
不

足
の

判
断

根
拠

、
介

助
方

法
の

選
択

理
由

等
）

か
ら

、
口

腔
機

能
の

低
下

し
て

い
る

又
は

そ
の

お
そ

れ
が

あ
る

と
判

断
さ

れ
る

者
に

つ
い

て
は

算
定

で
き

る
利

用
者

と
し

て
差

し
支

え
な

い
。

同
様

に
、

主
治

医
意

見
書

の
摂

食
・
嚥

下
機

能
に

関
す

る
記

載
内

容
や

特
記

す
べ

き
事

項
の

記
載

内
容

等
か

ら
口

腔
機

能
の

低
下

し
て

い
る

又
は

そ
の

お
そ

れ
が

あ
る

と
判

断
さ

れ
る

者
、

視
認

に
よ

り
口

腔
内

の
衛

生
状

態
に

問
題

が
あ

る
と

判
断

さ
れ

る
者

、
医

師
、

歯
科

医
師

、
介

護
支

援
専

門
員

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
事

業
所

等
か

ら
の

情
報

提
供

に
よ

り
口

腔
機

能
の

低
下

し
て

い
る

又
は

そ
の

お
そ

れ
が

あ
る

と
判

断
さ

れ
る

者
等

に
つ

い
て

も
算

定
し

て
差

し
支

え
な

い
。

な
お

、
口

腔
機

能
の

課
題

分
析

に
有

用
な

参
考

資
料

（
口

腔
機

能
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

等
）
は

、
「
口

腔
機

能
向

上
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
確

定
版

（
平

成
２

１
年

３
月

）
に

収
載

さ
れ

て
い

る
の

で
対

象
者

を
把

握
す

る
際

の
判

断
の

参
考

に
さ

れ
た

い
。
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9
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1
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所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
口

腔
機

能
向

上
加

算
（
通

所
サ

ー
ビ

ス
）

口
腔

機
能

向
上

サ
ー

ビ
ス

の
開

始
又

は
継

続
に

あ
た

っ
て

必
要

な
同

意
に

は
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

自
署

又
は

押
印

は
必

ず
し

も
必

要
で

は
な

い
と

考
え

る
が

如
何

。
口

腔
機

能
向

上
サ

ー
ビ

ス
の

開
始

又
は

継
続

の
際

に
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
同

意
を

口
頭

で
確

認
し

、
口

腔
機

能
改

善
管

理
指

導
計

画
又

は
再

把
握

に
係

る
記

録
等

に
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

が
同

意
し

た
旨

を
記

載
す

れ
ば

よ
く
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

自
署

又
は

押
印

は
必

須
で

は
な

い
。

2
1
.3

.2
3

介
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vo
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平

成
2
1
年
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月

改
定
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＆

A
(v

o
l.1

)

1
5

-81-



9
1
8

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
栄

養
改

善
加

算
（
通

所
サ

ー
ビ

ス
）

(栄
養

改
善

加
算

）
当

該
加

算
が

算
定

で
き

る
者

の
要

件
に

つ
い

て
、

そ
の

他
低

栄
養

状
態

に
あ

る
又

は
そ

の
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
者

と
は

具
体

的
内

容
如

何
。

ま
た

、
食

事
摂

取
量

が
不

良
の

者
（
７

５
％

以
下

）
と

は
ど

う
い

っ
た

者
を

指
す

の
か

。

そ
の

他
低

栄
養

状
態

に
あ

る
又

は
そ

の
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
者

と
は

、
以

下
の

よ
う

な
場

合
が

考
え

ら
れ

る
。

・
 医

師
が

医
学

的
な

判
断

に
よ

り
低

栄
養

状
態

に
あ

る
又

は
そ

の
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
。

・
 イ

～
ニ

の
項

目
に

掲
げ

ら
れ

て
い

る
基

準
を

満
た

さ
な

い
場

合
で

あ
っ

て
も

、
認

定
調

査
票

の
「
え

ん
下

」
、

「
食

事
摂

取
」
、

「
口

腔
清

潔
」
、

「
特

別
な

医
療

に
つ

い
て

」
な

ど
の

項
目

や
、

特
記

事
項

、
主

治
医

意
見

書
な

ど
か

ら
、

低
栄

養
状

態
に

あ
る

又
は

そ
の

お
そ

れ
が

あ
る

と
、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
に

お
い

て
認

め
ら

れ
る

場
合

。
な

お
、

低
栄

養
状

態
の

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

者
と

は
、

現
状

の
食

生
活

を
続

け
た

場
合

に
、

低
栄

養
状

態
に

な
る

可
能

性
が

高
い

と
判

断
さ

れ
る

場
合

を
想

定
し

て
い

る
。

ま
た

、
食

事
摂

取
が

不
良

の
者

と
は

、
以

下
の

よ
う

な
場

合
が

考
え

ら
れ

る
・
 普

段
に

比
較

し
、

食
事

摂
取

量
が

７
５

％
以

下
で

あ
る

場
合

。
・
 １

日
の

食
事

回
数

が
２

回
以

下
で

あ
っ

て
、

１
回

あ
た

り
の

食
事

摂
取

量
が

普
段

よ
り

少
な

い
場

合
。
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9
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ョ
ン

事
業

4
 報

酬
理

学
療

法
士

等
体

制
強

化
加

算
理

学
療

法
士

等
体

制
強

化
加

算
に

つ
い

て
、

常
勤

か
つ

専
従

２
名

以
上

の
配

置
は

通
常

の
通

所
リ

ハ
の

基
準

に
加

え
て

配
置

が
必

要
か

。
ま

た
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

単
位

毎
の

配
置

が
必

要
と

な
る

の
か

。

居
宅

基
準

上
求

め
ら

れ
る

配
置

数
を

含
め

て
常

勤
か

つ
専

従
２

名
以

上
の

配
置

を
必

要
と

す
る

も
の

。
2
1
.3

.2
3

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.6

9
平

成
2
1
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)

5
7

9
2
0

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
若

年
性

認
知

症
利

用
者

受
入

加
算

一
度

本
加

算
制

度
の

対
象

者
と

な
っ

た
場

合
、

６
５

歳
以

上
に

な
っ

て
も

対
象

の
ま

ま
か

。
６

５
歳

の
誕

生
日

の
前

々
日

ま
で

は
対

象
で

あ
る

。
2
1
.3

.2
3

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.6

9
平

成
2
1
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)

1
0
1

9
2
1

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
若

年
性

認
知

症
利

用
者

受
入

加
算

担
当

者
と

は
何

か
。

定
め

る
に

あ
た

っ
て

担
当

者
の

資
格

要
件

は
あ

る
か

。
若

年
性

認
知

症
利

用
者

を
担

当
す

る
者

の
こ

と
で

、
施

設
や

事
業

所
の

介
護

職
員

の
中

か
ら

定
め

て
い

た
だ

き
た

い
。

人
数

や
資

格
等

の
要

件
は

問
わ

な
い

。
2
1
.3

.2
3

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.6

9
平

成
2
1
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)

1
0
2

9
2
2

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
に

つ
い

て
は

、
「
過

去
三

月
の

間
に

、
当

該
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

加
算

を
算

定
し

て
い

な
い

場
合

に
限

り
算

定
で

き
る

」
と

さ
れ

て
い

る
が

、
次

の
例

の
場

合
は

算
定

可
能

か
。

・
例

１
：
Ａ

老
健

に
て

３
ヶ

月
入

所
し

、
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

施
行

し
た

後
、

Ｂ
老

健
に

入
所

し
た

場
合

の
Ｂ

老
健

に
お

け
る

算
定

の
可

否
。

・
例

２
：
Ａ

老
健

に
て

３
ヶ

月
入

所
し

、
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

施
行

し
た

後
、

退
所

し
、

Ｂ
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
の

利
用

を
開

始
し

た
場

合
の

Ｂ
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
に

お
け

る
算

定
の

可
否

。

例
１

の
場

合
は

算
定

で
き

な
い

。
例

２
の

場
合

は
算

定
可

能
で

あ
る

が
、

Ａ
老

健
と

Ｂ
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
が

同
一

法
人

で
あ

る
場

合
の

扱
い

に
つ

い
て

は
問

１
０

４
を

参
照

さ
れ

た
い

。

2
1
.3

.2
3

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.6

9
平

成
2
1
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)

1
0
3

9
2
3

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
３

月
間

の
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
っ

た
後

に
、

引
き

続
き

同
一

法
人

の
他

の
サ

ー
ビ

ス
に

お
い

て
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

実
施

し
た

場
合

、
算

定
は

可
能

か
。

同
一

法
人

の
他

の
サ

ー
ビ

ス
に

お
い

て
実

施
し

た
場

合
は

算
定

で
き

な
い

。
2
1
.3

.2
3

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.6

9
平

成
2
1
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)

1
0
4

9
2
4

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
３

月
間

の
実

施
期

間
中

に
入

院
等

の
た

め
に

中
断

が
あ

り
、

再
び

同
一

事
業

所
の

利
用

を
開

始
し

た
場

合
、

実
施

は
可

能
か

。
同

一
事

業
所

の
利

用
を

再
開

し
た

場
合

に
お

い
て

、
介

護
老

人
保

健
施

設
、

介
護

療
養

型
医

療
施

設
に

お
い

て
は

前
回

入
所

（
院

）
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

３
月

、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
お

い
て

は
前

回
退

院
（
所

）
日

又
は

前
回

利
用

開
始

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
以

内
に

限
り

算
定

で
き

る
。

但
し

、
中

断
前

と
は

異
な

る
事

業
所

で
中

断
前

と
同

じ
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

を
開

始
し

た
場

合
に

お
い

て
は

、
当

該
利

用
者

が
過

去
３

月
の

間
に

、
当

該
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

加
算

を
算

定
し

て
い

な
い

場
合

に
限

り
算

定
で

き
る

。

2
1
.3

.2
3

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.6

9
平

成
2
1
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)
1
0
5

9
2
6

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
通

所
開

始
日

が
平

成
２

１
年

４
月

１
日

以
前

の
場

合
の

算
定

対
象

日
如

何
。

平
成

２
１

年
４

月
１

日
以

前
の

通
所

を
開

始
し

た
日

を
起

算
日

と
し

た
３

ヶ
月

間
の

う
ち

、
当

該
４

月
１

日
以

降
に

実
施

し
た

認
知

症
短

期
集

中
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

が
加

算
対

象
と

な
る

。
例

：
３

月
１

５
日

か
ら

通
所

を
開

始
し

た
場

合
、

４
月

１
日

か
ら

６
月

１
４

日
ま

で
の

間
に

、
本

加
算

制
度

の
要

件
を

満
た

す
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
行

っ
た

場
合

に
加

算
対

象
と

な
る

。

2
1
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3

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.6

9
平

成
2
1
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)
1
0
7

9
2
9

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
口

腔
機

能
向

上
加

算
口

腔
機

能
向

上
加

算
に

つ
い

て
、

歯
科

医
療

と
の

重
複

の
有

無
に

つ
い

て
は

、
歯

科
医

療
機

関
又

は
事

業
所

の
い

ず
れ

に
お

い
て

判
断

す
る

の
か

。
歯

科
医

療
を

受
診

し
て

い
る

場
合

の
口

腔
機

能
向

上
加

算
の

取
扱

い
に

つ
い

て
、

患
者

又
は

そ
の

家
族

に
説

明
し

た
上

、
歯

科
医

療
機

関
が

患
者

又
は

家
族

等
に

提
供

す
る

管
理

計
画

書
(歯

科
疾

患
管

理
料

を
算

定
し

た
場

合
）
等

に
基

づ
き

、
歯

科
医

療
を

受
診

し
た

月
に

係
る

介
護

報
酬

の
請

求
時

に
、

事
業

所
に

お
い

て
判

断
す

る
。

2
1
.4

.1
7

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.7

9
平

成
2
1
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.2

)
1

9
3
0

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
栄

養
改

善
加

算
栄

養
改

善
サ

ー
ビ

ス
に

必
要

な
同

意
に

は
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

自
署

又
は

押
印

は
必

ず
し

も
必

要
で

は
な

い
と

考
え

る
が

如
何

。
栄

養
改

善
サ

ー
ビ

ス
の

開
始

な
ど

の
際

に
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

同
意

を
口

頭
で

確
認

し
た

場
合

に
は

、
栄

養
ケ

ア
計

画
な

ど
に

係
る

記
録

に
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

が
同

意
し

た
旨

を
記

載
す

れ
ば

よ
く
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

自
署

又
は

押
印

は
必

須
で

は
な

い
。

2
1
.4

.1
7

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.7

9
平

成
2
1
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.2

)

4

9
3
4

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
若

年
性

認
知

症
利

用
者

受
入

加
算

若
年

性
認

知
症

利
用

者
受

入
加

算
に

つ
い

て
、

個
別

の
担

当
者

は
、

担
当

利
用

者
が

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
受

け
る

日
に

必
ず

出
勤

し
て

い
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
の

か
。

個
別

の
担

当
者

は
、

当
該

利
用

者
の

特
性

や
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

う
上

で
中

心
的

な
役

割
を

果
た

す
も

の
で

あ
る

が
、

当
該

利
用

者
へ

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

に
必

ず
し

も
出

勤
し

て
い

る
必

要
は

な
い

。

2
1
.4

.1
7

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.7

9
平

成
2
1
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.2

)

2
4

-82-



9
3
7

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
中

又
は

終
了

後
3
ヶ

月
に

満
た

な
い

期
間

に
、

脳
血

管
疾

患
等

の
認

知
機

能
に

直
接

影
響

を
与

え
る

疾
患

を
来

た
し

、
そ

の
急

性
期

の
治

療
の

た
め

に
入

院
と

な
っ

た
場

合
の

退
院

後
の

取
扱

い
如

何
。

認
知

症
短

期
集

中
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

中
又

は
終

了
後

3
ヶ

月
に

満
た

な
い

期
間

に
、

脳
血

管
疾

患
等

の
認

知
機

能
低

下
を

来
す

中
枢

神
経

疾
患

を
発

症
、

そ
の

急
性

期
に

治
療

の
た

め
に

入
院

し
、

治
療

終
了

後
も

入
院

の
原

因
と

な
っ

た
疾

患
の

発
症

前
と

比
し

認
知

機
能

が
悪

化
し

て
お

り
、

認
知

症
短

期
集

中
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
必

要
性

が
認

め
ら

れ
る

場
合

に
限

り
、

入
院

前
に

利
用

し
て

い
た

サ
ー

ビ
ス

、
事

業
所

に
関

わ
ら

ず
、

介
護

老
人

保
健

施
設

、
介

護
療

養
型

医
療

施
設

に
お

い
て

は
入

所
（
院

）
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

新
た

に
3
 月

、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
お

い
て

は
利

用
開

始
日

か
ら

起
算

し
て

新
た

に
3
 月

以
内

に
限

り
算

定
で

き
る

。

2
1
.4

.1
7

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.7

9
平

成
2
1
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.2

)
4
2

9
3
8

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
若

年
性

認
知

症
利

用
者

受
入

加
算

若
年

性
認

知
症

利
用

者
受

入
加

算
に

つ
い

て
、

介
護

予
防

通
所

介
護

や
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
よ

う
に

月
単

位
の

報
酬

が
設

定
さ

れ
て

い
る

場
合

、
６

５
歳

の
誕

生
日

の
前

々
日

が
含

ま
れ

る
月

は
ど

の
よ

う
に

取
り

扱
う

の
か

。

本
加

算
は

６
５

歳
の

誕
生

日
の

前
々

日
ま

で
は

対
象

で
あ

り
、

月
単

位
の

報
酬

が
設

定
さ

れ
て

い
る

介
護

予
防

通
所

介
護

と
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
つ

い
て

は
６

５
歳

の
誕

生
日

の
前

々
日

が
含

ま
れ

る
月

は
月

単
位

の
加

算
が

算
定

可
能

で
あ

る
。

た
だ

し
、

当
該

月
に

お
い

て
６

５
歳

の
誕

生
日

の
前

々
日

ま
で

に
サ

ー
ビ

ス
利

用
の

実
績

が
な

い
場

合
は

算
定

で
き

な
い

。

2
1
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.1
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保
険

最
新

情
報

vo
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平

成
2
1
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
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)
4
3

8
6
3

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

入
院

等
の

理
由

に
よ

り
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

利
用

が
中

断
さ

れ
た

後
、

再
度

、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
利

用
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
再

度
、

利
用

者
の

居
宅

へ
の

訪
問

は
必

要
か

。

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

利
用

再
開

後
に

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
を

算
定

す
る

場
合

に
必

ず
し

も
利

用
者

の
居

宅
を

訪
問

す
る

必
要

は
な

い
が

、
利

用
者

の
状

態
や

居
宅

の
状

況
に

変
化

が
あ

る
場

合
は

、
必

要
に

応
じ

て
利

用
者

の
居

宅
へ

の
訪

問
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。
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Ｑ
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)（
平

成
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4
 年
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 月

1
6
 日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

7
6

8
3
5

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

複
数

実
施

加
算

利
用

者
に

対
し

、
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

を
週

１
回

以
上

、
か

つ
、

い
ず

れ
か

の
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

は
１

月
に

２
回

以
上

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

が
、

同
一

日
内

に
複

数
の

選
択

的
サ

ー
ビ

ス
を

行
っ

て
も

算
定

で
き

る
の

か
。

算
定

で
き

る
。
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酬
改
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に
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す

る
Ｑ

＆
Ａ
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1
2
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 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

複
数

実
施

加
算

利
用

者
に

対
し

、
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

を
週

１
回

以
上

、
か

つ
、

い
ず

れ
か

の
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

は
１

月
に

２
回

以
上

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

が
、

次
の

場
合

は
、

ど
の

よ
う

に
取

り
扱

う
の

か
。

(1
) 
利

用
者

が
通

所
を

休
む

等
に

よ
り

、
週

１
回

以
上

実
施

で
き

な
か

っ
た

場
合

。
(2

) 
利

用
者

が
通

所
を

休
む

等
に

よ
り

、
い

ず
れ

の
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

も
月

に
１

回
し

か
実

施
で

き
な

か
っ

た
場

合
。

(3
) 
利

用
日

が
隔

週
で

、
利

用
回

数
が

月
２

回
の

利
用

者
に

対
し

、
利

用
日

ご
と

に
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

を
実

施
し

、
か

つ
、

同
一

日
内

に
複

数
の

選
択

的
サ

ー
ビ

ス
を

実
施

し
た

場
合

。
(4

) 
月

の
第

３
週

目
か

ら
通

所
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

す
る

こ
と

と
な

っ
た

新
規

の
利

用
者

に
対

し
、

第
３

週
目

と
第

４
週

目
に

選
択

的
サ

ー
ビ

ス
を

実
施

し
、

そ
の

う
ち

１
回

は
、

同
一

日
内

に
複

数
の

選
択

的
サ

ー
ビ

ス
を

実
施

し
た

場
合

。

・
　

(1
)、

(3
)、

(4
)は

、
週

１
回

以
上

実
施

で
き

て
い

な
い

こ
と

・
　

(2
)は

、
い

ず
れ

か
の

選
択

的
サ

ー
ビ

ス
を

月
２

回
以

上
実

施
で

き
て

い
な

い
こ

と
か

ら
、

い
ず

れ
の

場
合

も
当

該
加

算
は

算
定

で
き

な
い

。
こ

の
場

合
に

あ
っ

て
は

、
提

供
し

た
選

択
的

サ
ー

ビ
ス

の
加

算
を

そ
れ

ぞ
れ

算
定

で
き

る
。
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4
 報

酬
栄

養
改

善
加

算
・
口

腔
機

能
向

上
加

算
栄

養
改

善
加

算
及

び
口

腔
機

能
向

上
加

算
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

開
始

か
ら

３
月

後
に

改
善

評
価

を
行

っ
た

後
は

算
定

で
き

な
い

の
か

。
サ

ー
ビ

ス
開

始
か

ら
概

ね
３

月
後

の
評

価
に

お
い

て
、

解
決

す
べ

き
課

題
が

解
決

さ
れ

て
い

な
い

場
合

で
あ

っ
て

、
当

該
サ

ー
ビ

ス
を

継
続

す
る

必
要

性
が

認
め

ら
れ

る
場

合
は

、
３

月
以

降
も

算
定

で
き

る
。

　
　

な
お

、
サ

ー
ビ

ス
を

継
続

す
る

場
合

で
あ

っ
て

も
、

ア
セ

ス
メ

ン
ト

、
計

画
作

成
、

評
価

の
手

順
に

従
っ

て
実

施
す

る
必

要
が

あ
る

が
、

課
題

解
決

に
向

け
て

効
果

が
得

ら
れ

る
よ

う
、

実
施

方
法

及
び

実
施

内
容

を
見

直
す

必
要

が
あ

る
。
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 報

酬
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
所

要
時

間
６

時
間

以
上

８
時

間
未

満
の

単
位

の
み

を
設

定
し

て
い

る
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
に

お
い

て
、

利
用

者
の

希
望

に
よ

り
、

４
時

間
以

上
６

時
間

未
満

の
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
、

４
時

間
以

上
６

時
間

未
満

の
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

の
か

。

適
切

な
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

基
づ

き
利

用
者

に
と

っ
て

４
時

間
以

上
６

時
間

未
満

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
が

必
要

な
場

合
で

あ
れ

ば
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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平
成
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5
年

Q
＆
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o
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平

成
1
5
年

5
月

3
0
日

）
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
Ｑ

１
は

削
除

す
る

。

（
削

除
）

　
次

の
Ｑ

＆
Ａ

を
削

除
す

る
。
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Ｑ
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3
 月

1
6
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）
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送
付

に
つ

い
て

8
7

-83-



8
3
9

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
事

業
所

規
模

区
分

事
業

所
規

模
に

よ
る

区
分

に
つ

い
て

、
前

年
度

の
１

月
あ

た
り

の
平

均
利

用
延

人
員

数
に

よ
り

算
定

す
べ

き
通

所
サ

ー
ビ

ス
費

を
区

分
し

て
い

る
が

、
具

体
的

な
計

算
方

法
如

何
。

以
下

の
手

順
・
方

法
に

従
っ

て
算

出
す

る
こ

と
。

　
①

　
各

月
（
暦

月
）
ご

と
に

利
用

延
人

員
数

を
算

出
す

る
。

②
　

毎
日

事
業

を
実

施
し

た
月

に
お

い
て

は
、

当
該

月
の

利
用

延
人

員
数

に
の

み
七

分
の

六
を

乗
じ

る
（
小

数
点

第
三

位
を

四
捨

五
入

）
。

　
③

　
②

で
算

出
し

た
各

月
（
暦

月
）
ご

と
の

利
用

延
人

員
数

を
合

算
す

る
。

④
　

③
で

合
算

し
た

利
用

延
人

員
数

を
、

通
所

サ
ー

ビ
ス

費
を

算
定

し
て

い
る

月
数

で
割

る
。

※
　

②
を

除
き

、
計

算
の

過
程

で
発

生
し

た
小

数
点

の
端

数
処

理
は

行
わ

な
い

こ
と

。

［
具

体
例

］
6
月

か
ら

1
0
月

ま
で

毎
日

営
業

し
た

事
業

所
の

利
用

延
人

員
数

の
合

計
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ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
利

用
し

て
い

た
利

用
者

が
、

新
た

に
要

介
護

認
定

を
受

け
、

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

実
施

し
て

い
た

事
業

所
と

同
一

の
事

業
所

に
お

い
て

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

利
用

開
始

し
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
を

算
定

す
る

場
合

に
、

利
用

者
の

居
宅

へ
の

訪
問

を
行

う
必

要
が

あ
る

の
か

。

そ
の

と
お

り
。

た
だ

し
、

平
成

2
4
年

3
月

3
1
日

以
前

に
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
利

用
し

て
い

た
利

用
者

に
つ

い
て

は
必

ず
し

も
行

わ
な

く
て

も
よ

い
。
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い
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事
業

4
 報

酬
短

期
集

中
リ

ハ
ビ

リ
実

施
加

算
・
個

別
リ

ハ
ビ

リ
実

施
加

算
起

算
日

か
ら

1
月

以
内

に
短

期
集

中
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

と
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

を
同

時
に

算
定

す
る

場
合

、
短

期
集

中
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

の
算

定
要

件
で

あ
る

１
週

に
つ

き
概

ね
２

回
以

上
、

１
回

当
た

り
4
0
分

以
上

の
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
実

施
し

た
上

で
、

さ
ら

に
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

の
算

定
要

件
で

あ
る

2
0
分

以
上

の
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
実

施
し

な
け

れ
ば

個
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
は

算
定

で
き

な
い

の
か

。

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
の

算
定

要
件

で
あ

る
4
0
分

以
上

の
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
同

時
に

２
回

分
の

個
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
を

算
定

す
る

要
件

を
満

た
す

こ
と

と
な

る
。

2
4
.3

.3
0

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.2

7
3

「
平

成
２

４
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

（
V

o
l.2

）
（
平

成
2
4

年
3
 月

3
0
 日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
5

8
4
2

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
短

期
集

中
リ

ハ
ビ

リ
実

施
加

算
・
個

別
リ

ハ
ビ

リ
実

施
加

算
　

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
を

算
定

し
て

い
る

場
合

で
あ

っ
て

、
短

期
集

中
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

の
起

算
日

か
ら

３
月

を
超

え
る

日
が

属
す

る
月

に
お

け
る

個
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
の

取
扱

い
は

ど
の

よ
う

に
な

る
の

か
。

「
当

該
月

の
開

始
日

か
ら

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
の

起
算

日
か

ら
３

月
を

超
え

る
日

ま
で

の
間

」
は

実
施

し
た

回
数

の
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

を
算

定
す

る
こ

と
と

し
、

「
短

期
集

中
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

の
起

算
日

か
ら

３
月

を
超

え
る

日
か

ら
月

の
末

日
ま

で
の

間
」
は

、
そ

の
間

に
お

い
て

１
３

回
を

限
度

と
し

て
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

を
算

定
す

る
。

2
4
.3

.3
0

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.2

7
3

「
平

成
２

４
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

（
V

o
l.2

）
（
平

成
2
4

年
3
 月

3
0
 日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
6

9
4
9

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
延

長
加

算
の

見
直

し
　

９
時

間
の

通
所

介
護

等
の

前
後

に
送

迎
を

行
い

、
居

宅
内

介
助

等
を

実
施

す
る

場
合

も
延

長
加

算
は

算
定

可
能

か
。

（
通

所
介

護
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

共
通

）
　

延
長

加
算

に
つ

い
て

は
、

算
定

し
て

差
し

支
え

な
い

。
2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
6

9
5
0

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
延

長
加

算
の

見
直

し
　

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
す

る
場

合
等

に
つ

い
て

は
延

長
加

算
の

算
定

が
不

可
と

さ
れ

た
が

、
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

の
基

準
省

令
9
6
条

第
３

項
第

２
号

に
規

定
す

る
利

用
料

は
、

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

と
の

区
分

が
さ

れ
て

い
れ

ば
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
か

。

（
通

所
介

護
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

共
通

）
　

通
所

介
護

等
の

営
業

時
間

後
に

利
用

者
を

宿
泊

さ
せ

る
場

合
に

は
、

別
途

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
利

用
料

を
徴

収
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

延
長

に
係

る
利

用
料

を
徴

収
す

る
こ

と
は

適
当

で
は

な
い

。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
7

9
5
1

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
延

長
加

算
の

見
直

し
　

通
所

介
護

等
の

利
用

者
が

自
宅

に
は

帰
ら

ず
、

別
の

宿
泊

場
所

に
行

く
ま

で
の

間
、

延
長

し
て

介
護

を
実

施
し

た
場

合
、

延
長

加
算

は
算

定
で

き
る

か
。

（
通

所
介

護
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

共
通

）
　

算
定

で
き

る
。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
8

9
5
2

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
延

長
加

算
の

見
直

し
　

「
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
」
を

利
用

し
た

場
合

に
は

、
延

長
加

算
の

算
定

は
で

き
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
が

、
以

下
の

場
合

に
は

算
定

可
能

か
。

①
　

通
所

介
護

事
業

所
の

営
業

時
間

の
開

始
前

に
延

長
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
た

後
、

通
所

介
護

等
を

利
用

し
そ

の
当

日
よ

り
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
た

場
合

②
　

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

た
後

、
通

所
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
通

所
介

護
事

業
所

の
営

業
時

間
の

終
了

後
に

延
長

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

た
後

、
自

宅
に

帰
る

場
合

（
通

所
介

護
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

共
通

）
同

一
日

に
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
受

け
る

場
合

は
、

延
長

加
算

を
算

定
す

る
こ

と
は

適
当

で
は

な
い

。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
9

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

計

延
べ
人
数

3
0
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.0
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3
1
0
.5
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3
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3
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.5
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3
3
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.0
0

3
1
0
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9
5
3

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
送

迎
が

実
施

さ
れ

な
い

場
合

の
評

価
の

見
直

し
　

指
定

通
所

介
護

事
業

所
等

の
設

備
を

利
用

し
た

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
す

る
場

合
の

送
迎

減
算

の
考

え
方

如
何

。
（
通

所
介

護
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

共
通

）
　

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
す

る
し

な
い

に
か

か
わ

ら
ず

、
送

迎
を

し
て

い
な

け
れ

ば
減

算
と

な
る

。
2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

6
0

9
5
4

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
送

迎
が

実
施

さ
れ

な
い

場
合

の
評

価
の

見
直

し
　

送
迎

減
算

は
、

個
別

サ
ー

ビ
ス

計
画

上
、

送
迎

が
往

復
か

片
道

か
を

位
置

付
け

さ
せ

た
上

で
行

う
こ

と
に

な
る

た
め

、
利

用
者

宅
に

迎
え

に
行

っ
た

が
、

利
用

者
や

家
族

等
の

都
合

で
結

果
的

に
利

用
者

の
家

族
等

が
、

事
業

所
ま

で
利

用
者

を
送

っ
た

場
合

に
は

、
減

算
の

対
象

と
な

ら
な

い
の

か
。

（
通

所
介

護
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

共
通

）
　

送
迎

減
算

の
有

無
に

関
し

て
は

、
個

別
サ

ー
ビ

ス
計

画
上

、
送

迎
が

往
復

か
片

道
か

を
位

置
付

け
さ

せ
た

上
で

、
実

際
の

送
迎

の
有

無
を

確
認

の
上

、
送

迎
を

行
っ

て
い

な
け

れ
ば

減
算

と
な

る
。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

6
1

9
5
5

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
送

迎
が

実
施

さ
れ

な
い

場
合

の
評

価
の

見
直

し
　

通
所

介
護

等
に

つ
い

て
、

事
業

所
の

職
員

が
徒

歩
で

利
用

者
の

送
迎

を
実

施
し

た
場

合
に

は
、

車
両

に
よ

る
送

迎
で

は
な

い
が

、
送

迎
を

行
わ

な
い

場
合

の
減

算
対

象
に

は
な

ら
な

い
と

考
え

て
良

い
か

。

（
通

所
介

護
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

共
通

）
　

徒
歩

で
の

送
迎

は
、

減
算

の
対

象
に

は
な

ら
な

い
。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

6
2

9
5
6

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

へ
の

参
加

は
、

誰
で

も
良

い
の

か
。

　
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

を
基

本
と

し
つ

つ
、

医
師

、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
言

語
聴

覚
士

、
介

護
支

援
専

門
員

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

位
置

付
け

た
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

の
担

当
者

そ
の

他
の

関
係

者
が

構
成

員
と

な
っ

て
実

施
さ

れ
る

必
要

が
あ

る
。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8
1

9
5
7

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

　
介

護
支

援
専

門
員

が
開

催
す

る
「
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

」
に

参
加

し
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
同

等
の

構
成

員
の

参
加

と
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

に
関

す
る

検
討

が
行

わ
れ

た
場

合
は

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

を
開

催
し

た
も

の
と

考
え

て
よ

い
の

か
。

　
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

か
ら

の
一

連
の

流
れ

で
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
と

同
様

の
構

成
員

に
よ

っ
て

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
関

す
る

専
門

的
な

見
地

か
ら

利
用

者
の

状
況

等
に

関
す

る
情

報
を

共
有

し
た

場
合

は
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
を

行
っ

た
と

し
て

差
し

支
え

な
い

。

2
7
.4
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1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8
2

9
5
8

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

に
欠

席
し

た
構

成
員

が
い

る
場

合
、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
と

同
様

に
照

会
と

い
う

形
を

と
る

の
か

。
　

照
会

は
不

要
だ

が
、

会
議

を
欠

席
し

た
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

の
担

当
者

等
に

は
、

速
や

か
に

情
報

の
共

有
を

図
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8
3

9
5
9

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅱ

）
の

算
定

要
件

に
つ

い
て

、
「
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

に
つ

い
て

、
医

師
が

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

て
説

明
し

、
利

用
者

の
同

意
を

得
る

こ
と

」
と

あ
る

が
、

当
該

説
明

等
は

利
用

者
又

は
家

族
に

対
し

て
、

電
話

等
に

よ
る

説
明

で
も

よ
い

の
か

。

　
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

は
、

原
則

面
接

に
よ

り
直

接
説

明
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

が
、

遠
方

に
住

む
等

の
や

む
を

得
な

い
理

由
で

直
接

説
明

で
き

な
い

場
合

は
、

電
話

等
に

よ
る

説
明

で
も

よ
い

。
　

た
だ

し
、

利
用

者
に

対
す

る
同

意
に

つ
い

て
は

、
書

面
等

で
直

接
行

う
こ

と
。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8
4

9
6
0

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅱ

）
の

算
定

要
件

に
つ

い
て

、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
が

、
利

用
者

の
居

宅
を

訪
問

し
、

そ
の

他
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
従

業
者

あ
る

い
は

利
用

者
の

家
族

に
対

し
指

導
や

助
言

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

が
、

そ
の

訪
問

頻
度

は
ど

の
程

度
か

。

　
訪

問
頻

度
に

つ
い

て
は

、
利

用
者

の
状

態
等

に
応

じ
て

、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

に
基

づ
き

適
時

適
切

に
実

施
す

る
こ

と
。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8
5

9
6
1

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
今

般
、

訪
問

指
導

等
加

算
が

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
（
Ⅱ

）
に

統
合

さ
れ

た
と

こ
ろ

、
従

前
、

訪
問

指
導

等
加

算
に

お
い

て
、

「
当

該
訪

問
の

時
間

は
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

病
院

、
診

療
所

及
び

介
護

老
人

保
健

施
設

の
人

員
基

準
の

算
定

に
含

め
な

い
」
こ

と
と

さ
れ

て
い

た
が

、
訪

問
時

間
は

人
員

基
準

の
算

定
外

と
な

る
の

か
。

　
訪

問
指

導
等

加
算

と
同

様
に

、
訪

問
時

間
は

、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
病

院
、

診
療

所
及

び
介

護
老

人
保

健
施

設
の

人
員

基
準

の
算

定
に

含
め

な
い

。
2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8
6

9
6
2

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
一

事
業

所
が

、
利

用
者

に
よ

っ
て

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
（
Ⅰ

）
又

は
（
Ⅱ

）
を

取
得

す
る

と
い

う
こ

と
は

可
能

か
。

　
利

用
者

の
状

態
に

応
じ

て
、

一
事

業
所

の
利

用
者

ご
と

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅰ

）
又

は
（
Ⅱ

）
を

取
得

す
る

こ
と

は
可

能
で

あ
る

。
2
7
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1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8
7

-85-



9
6
3

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

で
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅱ

）
を

算
定

す
る

場
合

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

の
実

施
場

所
は

ど
こ

に
な

る
の

か
。

　
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
場

合
は

、
指

示
を

出
し

た
医

師
と

居
宅

を
訪

問
し

、
居

宅
で

実
施

す
る

又
は

利
用

者
が

医
療

機
関

を
受

診
し

た
際

の
診

察
の

場
面

で
実

施
す

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8
8

9
6
4

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
社

会
参

加
支

援
加

算
　

社
会

参
加

支
援

加
算

に
つ

い
て

、
既

に
訪

問
（
通

所
）
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

と
通

所
介

護
を

併
用

し
て

い
る

利
用

者
が

、
訪

問
（
通

所
）
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
終

了
し

、
通

所
介

護
は

そ
の

ま
ま

継
続

と
な

っ
た

場
合

、
「
終

了
し

た
後

通
所

事
業

を
実

施
し

た
者

」
と

し
て

取
り

扱
う

こ
と

が
で

き
る

か
。

　
貴

見
の

と
お

り
で

あ
る

。
2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8
9

9
6
5

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
社

会
参

加
支

援
加

算
　

社
会

参
加

支
援

加
算

は
事

業
所

の
取

り
組

ん
だ

内
容

を
評

価
す

る
加

算
で

あ
る

が
、

同
一

事
業

所
に

お
い

て
、

当
該

加
算

を
取

得
す

る
利

用
者

と
取

得
し

な
い

利
用

者
が

い
る

こ
と

は
可

能
か

。

　
同

一
事

業
所

に
お

い
て

、
加

算
を

取
得

す
る

利
用

者
と

取
得

し
な

い
利

用
者

が
い

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

9
0

9
6
6

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
社

会
参

加
支

援
加

算
　

社
会

参
加

支
援

加
算

は
、

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

基
準

（
平

成
2
7
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

9
5
号

）
イ

(2
)に

規
定

さ
れ

る
要

件
は

遡
っ

て
行

う
こ

と
が

で
き

な
い

こ
と

か
ら

、
平

成
2
7

年
１

月
か

ら
３

月
ま

で
に

つ
い

て
の

経
過

措
置

が
な

け
れ

ば
、

平
成

2
8
年

度
か

ら
の

取
得

で
き

な
い

の
で

は
な

い
か

。
ま

た
、

平
成

2
7
年

度
か

ら
算

定
可

能
で

あ
る

か
。

そ
れ

と
も

、
イ

(2
)の

実
施

は
平

成
2
7
年

４
月

か
ら

と
し

、
平

成
2
6
年

１
月

か
ら

1
2
月

に
お

い
て

、
イ

(1
)及

び
ロ

の
割

合
を

満
た

し
て

い
れ

ば
、

平
成

2
7
年

度
か

ら
算

定
可

能
で

あ
る

か
。

　
平

成
2
7
年

度
か

ら
の

取
得

は
で

き
な

い
。

　
ま

た
、

平
成

2
8
年

度
か

ら
の

取
得

に
当

た
っ

て
、

そ
の

評
価

対
象

期
間

に
は

、
平

成
2
7
年

１
月

か
ら

3
月

に
つ

い
て

は
、

算
定

対
象

者
が

い
な

い
も

の
と

し
、

同
年

4
月

か
ら

1
2
月

の
状

況
を

も
っ

て
、

翌
年

の
３

月
1
5
日

ま
で

に
届

出
を

行
い

、
平

成
2
8
年

度
か

ら
取

得
す

る
。
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．
1

事
務
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絡
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険

最
新
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報

vo
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5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

9
1

9
6
7

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
社

会
参

加
支

援
加

算
　

利
用

者
が

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
か

ら
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

へ
移

行
し

て
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
利

用
開

始
後

2
月

で
通

所
介

護
に

移
行

し
た

場
合

、
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
社

会
参

加
支

援
加

算
の

算
定

要
件

を
満

た
し

た
こ

と
と

な
る

か
。

　
貴

見
の

と
お

り
で

あ
る

。
2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

9
2

9
6
8

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
社

会
参

加
支

援
加

算
　

入
浴

等
の

A
D

L
の

自
立

を
目

的
に

、
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

と
訪

問
介

護
（
看

護
）
を

併
用

し
て

い
た

が
、

あ
る

程
度

入
浴

が
１

人
で

で
き

る
よ

う
に

な
っ

た
た

め
、

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

終
了

し
、

訪
問

介
護

の
入

浴
の

準
備

と
見

守
り

の
支

援
だ

け
で

よ
い

と
な

っ
た

場
合

、
社

会
参

加
支

援
加

算
が

算
定

で
き

る
の

か
。

　
訪

問
介

護
、

訪
問

看
護

の
利

用
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、
社

会
参

加
等

に
資

す
る

取
組

を
実

施
し

て
い

れ
ば

、
社

会
参

加
支

援
加

算
の

対
象

と
な

る
。

2
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1

事
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連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

9
3

9
6
9

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
人

員
の

配
置

　
　

医
師

の
勤

務
時

間
の

取
扱

い
に

つ
い

て
、

併
設

の
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
等

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

に
参

加
し

て
い

る
時

間
や

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅱ

）
を

取
得

し
て

い
る

場
合

で
あ

っ
て

、
医

師
が

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
計

画
等

に
つ

い
て

本
人

又
は

家
族

に
対

す
る

説
明

等
に

要
す

る
時

間
に

つ
い

て
は

、
病

院
、

診
療

所
及

び
介

護
老

人
保

健
施

設
の

医
師

の
人

員
基

準
の

算
定

外
と

な
る

の
か

。

　
人

員
基

準
の

算
定

に
含

め
る

こ
と

と
す

る
。

2
7
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．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

9
4

9
7
0

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
人

員
の

配
置

　
生

活
機

能
向

上
連

携
加

算
で

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

専
門

職
が

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
す

る
際

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

が
同

行
し

た
場

合
と

あ
る

が
、

こ
の

際
の

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

専
門

職
は

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
で

の
勤

務
時

間
、

専
従

要
件

外
と

な
る

の
か

。

　
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
言

語
聴

覚
士

が
訪

問
し

た
時

間
は

、
勤

務
時

間
に

含
ま

れ
る

が
、

従
業

者
の

員
数

に
は

含
め

な
い

。
2
7
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．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

9
5

9
7
1

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

　
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

に
、

目
的

、
内

容
、

頻
度

等
を

記
載

す
る

こ
と

が
要

件
で

あ
る

が
、

利
用

者
の

サ
ー

ビ
ス

内
容

に
よ

っ
て

は
、

恒
常

的
に

屋
外

で
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

が
屋

内
で

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
を

上
回

る
こ

と
が

あ
っ

て
も

よ
い

か
。

　
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

に
基

づ
き

、
利

用
者

の
サ

ー
ビ

ス
内

容
に

よ
っ

て
は

、
必

要
に

応
じ

て
屋

外
で

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
が

屋
内

で
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

を
上

回
る

こ
と

が
あ

る
と

考
え

て
い

る
。
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保
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最
新
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vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

9
6

-86-



9
7
2

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

　
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
提

供
時

間
中

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

を
開

催
す

る
場

合
、

当
該

会
議

に
要

す
る

時
間

は
人

員
基

準
の

算
定

に
含

め
て

よ
い

か
。

ま
た

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

を
事

業
所

以
外

の
場

所
で

開
催

す
る

場
合

も
人

員
基

準
の

算
定

に
含

め
て

よ
い

か
。

　
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
提

供
時

間
中

に
事

業
所

内
で

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
を

開
催

す
る

場
合

は
、

人
員

基
準

の
算

定
に

含
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
の

実
施

場
所

が
事

業
所

外
の

場
合

は
、

提
供

時
間

帯
を

通
じ

て
専

ら
当

該
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
提

供
に

当
た

る
従

業
者

が
確

保
さ

れ
て

い
る

、
又

は
、

専
ら

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

提
供

に
当

た
る

理
学

療
法

士
、

作
業

療
法

士
、

言
語

聴
覚

士
が

１
以

上
確

保
さ

れ
、

従
業

者
以

外
の

人
員

が
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

に
参

加
す

る
場

合
は

含
め

な
く
て

よ
い

。
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関
す

る
Q

&
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（
平

成
2
7
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日
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送
付

に
つ

い
て

9
7

9
7
3

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
短

期
集

中
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

　
１

月
に

算
定

で
き

る
上

限
回

数
は

あ
る

か
。

　
短

期
集

中
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

の
上

限
回

数
は

設
定

し
て

い
な

い
。
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保
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最
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vo
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5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

9
8

9
7
4

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
　

　
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
(Ⅱ

)に
つ

い
て

、
１

月
に

４
回

以
上

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
実

施
が

求
め

ら
れ

て
い

る
が

、
退

院
（
所

）
日

又
は

通
所

開
始

日
が

月
途

中
の

場
合

に
、

当
該

月
に

４
回

以
上

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
実

施
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

、
当

該
月

は
算

定
で

き
な

い
と

い
う

理
解

で
よ

い
か

。

　
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
(Ⅱ

)は
、

認
知

症
の

利
用

者
で

あ
っ

て
生

活
機

能
の

改
善

が
見

込
ま

れ
る

と
判

断
さ

れ
た

者
に

対
し

て
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
計

画
に

基
づ

き
、

利
用

者
の

状
態

に
応

じ
て

、
個

別
又

は
集

団
に

よ
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

１
月

に
４

回
以

上
実

施
し

た
場

合
に

取
得

で
き

る
こ

と
か

ら
、

当
該

要
件

を
満

た
さ

な
か

っ
た

月
は

取
得

で
き

な
い

。
な

お
、

本
加

算
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

は
、

１
月

に
８

回
以

上
実

施
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
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平
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日
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の

送
付

に
つ

い
て

9
9

9
7
5

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
　

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

認
知

症
短

期
集

中
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

の
起

算
日

に
つ

い
て

、
「
通

所
開

始
日

」
と

は
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
提

供
を

開
始

し
た

日
と

考
え

て
よ

い
か

。

　
貴

見
の

と
お

り
で

あ
る

。
2
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平
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介
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日
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送
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に
つ

い
て

1
0
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9
7
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7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
　

認
知

症
短

期
集

中
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

（
Ⅰ

）
を

算
定

し
て

い
た

が
、

利
用

者
宅

に
訪

問
し

て
指

導
す

る
又

は
集

団
で

の
訓

練
の

方
が

利
用

者
の

状
態

に
合

っ
て

い
る

と
判

断
し

た
場

合
、

認
知

症
短

期
集

中
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

（
Ⅱ

）
に

移
行

す
る

こ
と

が
で

き
る

か
。

　
退

院
（
所

）
日

又
は

通
所

開
始

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
以

内
で

あ
れ

ば
、

移
行

で
き

る
。

た
だ

し
、

認
知

症
短

期
集

中
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
Ⅱ

）
は

月
包

括
払

い
の

報
酬

で
あ

る
た

め
、

月
単

位
で

の
変

更
と

な
る

こ
と

に
留

意
さ

れ
た

い
。
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送
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1
0
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9
7
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1
7
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所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
生

活
行

為
向

上
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

　
生

活
行

為
向

上
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

の
取

得
が

可
能

と
な

る
期

間
中

に
、

入
院

等
の

た
め

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
提

供
の

中
断

が
あ

っ
た

後
、

再
び

同
一

事
業

所
の

利
用

を
開

始
し

た
場

合
、

再
利

用
日

を
起

算
点

と
し

て
、

改
め

て
６

月
間

の
算

定
実

施
は

可
能

か
。

　
　

生
活

行
為

向
上

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
は

、
生

活
行

為
の

内
容

の
充

実
を

図
る

た
め

の
目

標
を

設
定

し
、

当
該

目
標

を
踏

ま
え

た
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
実

施
内

容
等

を
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

計
画

に
あ

ら
か

じ
め

定
め

て
、

利
用

者
に

対
し

て
、

利
用

者
の

有
す

る
能

力
の

向
上

を
計

画
的

に
支

援
す

る
こ

と
を

評
価

す
る

も
の

で
あ

る
。

　
　

入
院

等
に

よ
り

、
活

動
す

る
た

め
の

機
能

が
低

下
し

、
医

師
が

、
生

活
行

為
の

内
容

の
充

実
を

図
る

た
め

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
必

要
性

を
認

め
た

場
合

に
限

り
、

入
院

前
に

利
用

し
て

い
た

サ
ー

ビ
ス

種
別

、
事

業
所

・
施

設
に

か
か

わ
ら

ず
、

再
度

利
用

を
開

始
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

新
た

に
６

月
以

内
に

限
り

算
定

で
き

る
。
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4
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行
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向

上
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

　
生

活
行

為
向

上
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

に
係

る
減

算
に

つ
い

て
対

象
事

業
所

と
な

る
の

は
、

当
該

加
算

を
取

得
し

た
事

業
所

に
限

る
と

考
え

て
よ

い
か

。
　

貴
見

の
と

お
り

で
あ

る
。
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成
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年
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日

）
」
の

送
付
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い
て

1
0
3

9
7
9

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
生

活
行

為
向

上
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

　
生

活
行

為
向

上
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

の
算

定
要

件
に

つ
い

て
「
利

用
者

数
が

理
学

療
法

士
、

作
業

療
法

士
又

は
言

語
聴

覚
士

の
数

に
対

し
て

適
切

な
も

の
で

あ
る

こ
と

」
と

あ
る

が
、

具
体

的
に

は
、

人
員

基
準

を
満

た
す

か
否

か
が

判
断

基
準

と
な

る
の

か
。

　
人

員
基

準
を

満
た

す
か

否
か

に
関

わ
ら

ず
、

生
活

行
為

向
上

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

実
施

す
る

上
で

、
適

切
な

人
員

配
置

を
お

願
い

す
る

も
の

で
あ

る
。
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連
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介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
0
4

-87-



9
8
0

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
生

活
行

為
向

上
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

　
生

活
行

為
向

上
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
算

定
要

件
に

つ
い

て
、

「
生

活
行

為
の

内
容

の
充

実
を

図
る

た
め

の
専

門
的

な
知

識
若

し
く
は

経
験

」
、

「
生

活
行

為
の

内
容

の
充

実
を

図
る

た
め

の
研

修
」
と

あ
る

が
、

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
知

識
、

経
験

、
研

修
を

指
す

の
か

。

　
生

活
行

為
の

内
容

の
充

実
を

図
る

た
め

の
専

門
的

な
知

識
や

経
験

と
は

、
例

え
ば

、
日

本
作

業
療

法
士

協
会

が
実

施
す

る
生

活
行

為
向

上
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
研

修
を

受
講

し
た

際
に

得
ら

れ
る

知
識

や
経

験
が

該
当

す
る

と
考

え
て

い
る

。
生

活
行

為
の

内
容

の
充

実
を

図
る

た
め

の
研

修
と

は
、

①
　

生
活

行
為

の
考

え
方

と
見

る
べ

き
ポ

イ
ン

ト
、

②
　

生
活

行
為

に
関

す
る

ニ
ー

ズ
の

把
握

方
法

③
　

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
計

画
の

立
案

方
法

④
　

計
画

立
案

の
演

習
等

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

か
ら

構
成

さ
れ

、
生

活
行

為
向

上
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
実

施
す

る
上

で
必

要
な

講
義

や
演

習
で

構
成

さ
れ

て
い

る
も

の
で

あ
る

。
例

え
ば

、
全

国
デ

イ
ケ

ア
協

会
、

全
国

老
人

保
健

施
設

協
会

、
日

本
慢

性
期

医
療

協
会

、
日

本
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

病
院

・
施

設
協

会
が

実
施

す
る

「
生

活
行

為
向

上
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
関

す
る

研
修

会
」
が

該
当

す
る

と
考

え
て

い
る

。

2
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．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
0
5

9
8
1

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
中

重
度

ケ
ア

体
制

加
算

　
中

重
度

者
ケ

ア
体

制
加

算
に

お
い

て
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
う

時
間

帯
を

通
じ

て
、

看
護

職
員

を
１

以
上

確
保

し
て

い
る

こ
と

と
あ

る
が

、
２

名
の

専
従

看
護

職
員

が
両

名
と

も
体

調
不

良
等

で
欠

勤
し

一
日

で
も

不
在

に
な

っ
た

場
合

、
利

用
者

全
員

に
つ

い
て

算
定

で
き

る
か

。

　
時

間
帯

を
通

じ
て

看
護

職
員

を
１

以
上

確
保

し
て

い
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
0
6

9
8
2

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
送

迎
時

に
お

け
る

居
宅

内
介

助
等

の
評

価
　

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

等
へ

の
送

り
出

し
な

ど
の

送
迎

時
に

お
け

る
居

宅
内

介
助

等
に

つ
い

て
、

通
所

介
護

事
業

所
等

が
対

応
で

き
な

い
場

合
は

、
訪

問
介

護
の

利
用

は
可

能
な

の
か

。
居

宅
内

介
助

等
が

可
能

な
通

所
介

護
事

業
所

等
を

探
す

必
要

が
あ

る
の

か
。

（
通

所
介

護
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

共
通

）
１

　
通

所
介

護
等

の
居

宅
内

介
助

に
つ

い
て

は
、

独
居

な
ど

一
人

で
身

の
回

り
の

支
度

が
で

き
ず

、
介

助
が

必
要

と
な

る
場

合
な

ど
個

別
に

必
要

性
を

判
断

の
上

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
及

び
個

別
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

位
置

付
け

て
実

施
す

る
も

の
で

あ
る

。
２

　
現

在
、

訪
問

介
護

が
行

っ
て

い
る

通
所

サ
ー

ビ
ス

の
送

迎
前

後
に

行
わ

れ
て

い
る

介
助

等
に

つ
い

て
、

一
律

に
通

所
介

護
等

で
対

応
す

る
こ

と
を

求
め

て
い

る
も

の
で

は
な

い
。

例
え

ば
、

食
事

介
助

に
引

き
続

き
送

迎
へ

の
送

り
出

し
を

行
う

な
ど

訪
問

介
護

に
よ

る
対

応
が

必
要

な
利

用
者

ま
で

も
、

通
所

介
護

等
で

の
対

応
を

求
め

る
も

の
で

は
な

い
。

2
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事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
2

9
8
3

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
送

迎
時

に
お

け
る

居
宅

内
介

助
等

の
評

価
　

送
迎

時
に

居
宅

内
で

介
助

し
た

場
合

は
3
0
分

以
内

で
あ

れ
ば

所
要

時
間

に
参

入
し

て
も

よ
い

と
あ

る
が

、
同

一
建

物
又

は
同

一
敷

地
内

の
有

料
老

人
ホ

ー
ム

等
に

居
住

し
て

い
る

利
用

者
へ

介
護

職
員

が
迎

え
に

行
き

居
宅

内
介

助
し

た
場

合
も

対
象

と
す

る
こ

と
で

よ
い

か
。

（
通

所
介

護
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

共
通

）
　

対
象

と
な

る
。
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事
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保
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最
新

情
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vo
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5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
3

9
8
4

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
送

迎
時

に
お

け
る

居
宅

内
介

助
等

の
評

価
　

送
迎

時
に

お
け

る
居

宅
内

介
助

等
に

つ
い

て
は

、
複

数
送

迎
す

る
場

合
は

、
車

内
に

利
用

者
を

待
た

せ
る

こ
と

に
な

る
の

で
、

個
別

に
送

迎
す

る
場

合
の

み
が

認
め

ら
れ

る
の

か
。

（
通

所
介

護
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

共
通

）
　

個
別

に
送

迎
す

る
場

合
の

み
に

限
定

す
る

も
の

で
は

な
い

が
、

居
宅

内
介

助
に

要
す

る
時

間
を

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
時

間
に

含
め

る
こ

と
を

認
め

る
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
他

の
利

用
者

を
送

迎
時

に
車

内
に

待
た

せ
て

行
う

こ
と

は
認

め
ら

れ
な

い
。
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平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
4

9
8
5

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
送

迎
時

に
お

け
る

居
宅

内
介

助
等

の
評

価
　

居
宅

内
介

助
等

を
実

施
し

た
時

間
を

所
要

時
間

と
し

て
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

及
び

個
別

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
位

置
づ

け
た

場
合

、
算

定
す

る
報

酬
区

分
の

所
要

時
間

が
利

用
者

ご
と

に
異

な
る

場
合

が
生

じ
て

も
よ

い
か

。

（
通

所
介

護
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

共
通

）
　

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
開

始
・
終

了
タ

イ
ミ

ン
グ

が
利

用
者

ご
と

に
前

後
す

る
こ

と
は

あ
り

得
る

も
の

で
あ

り
、

単
位

内
で

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
時

間
の

異
な

る
場

合
が

生
じ

て
も

差
し

支
え

な
い

。
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1

事
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保
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最
新
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報
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l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
5

9
8
6

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

　
地

域
ケ

ア
会

議
と

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
が

同
時

期
に

開
催

さ
れ

る
場

合
で

あ
っ

て
、

地
域

ケ
ア

会
議

の
検

討
内

容
の

１
つ

が
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

利
用

者
に

関
す

る
今

後
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

提
供

内
容

に
つ

い
て

の
事

項
で

、
当

該
会

議
の

出
席

者
が

当
該

利
用

者
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
の

構
成

員
と

同
様

で
あ

り
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

関
す

る
専

門
的

な
見

地
か

ら
利

用
者

の
状

況
等

に
関

す
る

情
報

を
構

成
員

と
共

有
し

た
場

合
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
を

開
催

し
た

も
の

と
考

え
て

よ
い

の
か

。

貴
見

の
と

お
り

で
あ

る
。

2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

6

9
8
7

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

実
施

す
る

事
業

者
が

異
な

る
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

と
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
利

用
者

が
お

り
、

そ
れ

ぞ
れ

の
事

業
所

が
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅱ

）
を

取
得

し
て

い
る

場
合

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

を
通

じ
て

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
計

画
を

作
成

す
る

必
要

が
あ

る
が

、
当

該
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

を
合

同
で

開
催

す
る

こ
と

は
可

能
か

。

　
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

事
業

者
の

異
な

る
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

と
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
利

用
が

位
置

づ
け

ら
れ

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
事

業
者

が
主

体
と

な
っ

て
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

関
す

る
専

門
的

な
見

地
か

ら
利

用
者

の
状

況
等

に
関

す
る

情
報

を
構

成
員

と
共

有
し

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

を
作

成
等

す
る

の
で

あ
れ

ば
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
を

合
同

で
会

議
を

実
施

し
て

も
差

し
支

え
な

い

2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

7

9
8
8

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
「
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

等
に

関
す

る
基

本
的

な
考

え
方

並
び

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

書
等

の
事

務
処

理
手

順
及

び
様

式
例

の
提

示
に

つ
い

て
」
に

示
さ

れ
た

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
計

画
書

の
様

式
に

つ
い

て
、

所
定

の
様

式
を

活
用

し
な

い
と

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
や

社
会

参
加

支
援

加
算

等
を

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
の

か

　
様

式
は

標
準

例
を

お
示

し
し

た
も

の
で

あ
り

、
同

様
の

項
目

が
記

載
さ

れ
た

も
の

で
あ

れ
ば

、
各

事
業

所
で

活
用

さ
れ

て
い

る
も

の
で

差
し

支
え

な
い

。
2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8

-88-



9
8
9

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅰ

）
の

算
定

要
件

に
、

「
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
が

、
介

護
支

援
専

門
員

を
通

じ
て

、
指

定
訪

問
介

護
の

事
業

そ
の

他
の

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

に
該

当
す

る
事

業
に

係
る

従
業

者
に

対
し

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
観

点
か

ら
、

日
常

生
活

上
の

留
意

点
、

介
護

の
工

夫
等

の
情

報
を

伝
達

し
て

い
る

こ
と

」
が

あ
る

が
、

そ
の

他
の

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

て
い

な
い

場
合

や
福

祉
用

具
貸

与
の

み
を

利
用

し
て

い
る

場
合

は
ど

の
よ

う
な

取
扱

い
と

な
る

の
か

。

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

以
外

に
そ

の
他

の
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
て

い
な

い
場

合
は

、
該

当
す

る
他

の
サ

ー
ビ

ス
が

存
在

し
な

い
た

め
情

報
伝

達
の

必
要

性
は

生
じ

な
い

。
ま

た
、

福
祉

用
具

貸
与

の
み

を
利

用
し

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、
本

算
定

要
件

を
満

た
す

必
要

が
あ

る
。

2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

9

9
9
0

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅱ

）
の

算
定

要
件

に
あ

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

の
開

催
頻

度
を

満
た

す
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

、
当

該
加

算
は

取
得

で
き

な
い

の
か

。

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅱ

）
の

取
得

に
当

た
っ

て
は

、
算

定
要

件
と

な
っ

て
い

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

の
開

催
回

数
を

満
た

す
必

要
が

あ
る

。
な

お
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
は

開
催

し
た

も
の

の
、

構
成

員
の

う
ち

欠
席

者
が

い
た

場
合

に
は

、
当

該
会

議
終

了
後

、
速

や
か

に
欠

席
者

と
情

報
共

有
す

る
こ

と
。

2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
0

9
9
1

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅱ

）
の

算
定

要
件

に
あ

る
「
医

師
が

利
用

者
ま

た
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

説
明

し
、

利
用

者
の

同
意

を
得

る
こ

と
」
に

つ
い

て
、

当
該

医
師

は
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

を
作

成
し

た
医

師
か

、
計

画
的

な
医

学
的

管
理

を
行

っ
て

い
る

医
師

の
ど

ち
ら

な
の

か
。

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

を
作

成
し

た
医

師
で

あ
る

。
2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
1

9
9
2

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅰ

）
と

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
（
Ⅱ

）
に

つ
い

て
は

、
同

時
に

取
得

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
が

、
月

に
よ

っ
て

加
算

の
算

定
要

件
の

可
否

で
加

算
を

選
択

す
る

こ
と

は
可

能
か

。

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅰ

）
と

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
（
Ⅱ

）
に

つ
い

て
は

、
同

時
に

取
得

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
も

の
の

、
い

ず
れ

か
の

加
算

を
選

択
し

算
定

す
る

こ
と

は
可

能
で

あ
る

。
た

だ
し

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

に
つ

い
て

は
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

質
の

向
上

を
図

る
た

め
、

S
P

D
C

A
サ

イ
ク

ル
の

構
築

を
通

じ
て

、
継

続
的

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
質

の
管

理
を

行
う

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
（
Ⅱ

）
が

算
定

で
き

る
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

を
作

成
し

た
場

合
は

、
継

続
的

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅱ

）
を

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅰ

）
が

算
定

で
き

る
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

を
作

成
し

た
場

合
は

、
継

続
的

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅰ

）
を

、
そ

れ
ぞ

れ
取

得
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
2

9
9
3

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
社

会
参

加
支

援
加

算
　

社
会

参
加

支
援

加
算

で
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

か
ら

通
所

介
護

、
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

か
ら

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
等

に
移

行
後

、
一

定
期

間
後

元
の

サ
ー

ビ
ス

に
戻

っ
た

場
合

、
再

び
算

定
対

象
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

の
か

。

　
社

会
参

加
支

援
加

算
に

つ
い

て
は

、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
提

供
を

終
了

し
た

日
か

ら
起

算
し

て
1
4
日

以
降

4
4
日

以
内

に
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

従
業

者
が

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
終

了
者

に
対

し
て

、
居

宅
訪

問
等

に
よ

り
、

社
会

参
加

に
資

す
る

取
組

が
居

宅
訪

問
等

を
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

、
３

月
以

上
継

続
す

る
見

込
み

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

な
お

、
３

月
以

上
経

過
し

た
場

合
で

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

が
必

要
で

あ
る

と
医

師
が

判
断

し
た

時
は

、
新

規
利

用
者

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
3

9
9
4

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
生

活
行

為
向

上
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

　
短

期
集

中
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

と
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
（
Ⅰ

）
・
（
Ⅱ

）
を

３
ケ

月
実

施
し

た
後

に
、

利
用

者
の

同
意

を
得

て
、

生
活

行
為

の
内

容
の

向
上

を
目

標
と

し
た

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
が

必
要

で
あ

る
と

判
断

さ
れ

た
場

合
、

生
活

行
為

向
上

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
加

算
の

ロ
に

移
行

す
る

こ
と

が
で

き
る

の
か

。

　
可

能
で

あ
る

。
た

だ
し

、
生

活
行

為
向

上
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
提

供
を

終
了

後
、

同
一

の
利

用
者

に
対

し
て

、
引

き
続

き
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
提

供
す

る
こ

と
は

差
し

支
え

な
い

が
、

６
月

以
内

の
期

間
に

限
り

、
減

算
さ

れ
る

こ
と

を
説

明
し

た
上

で
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
計

画
の

同
意

を
得

る
よ

う
配

慮
す

る
こ

と
。

2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
4

9
9
5

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
医

療
保

険
と

介
護

保
険

の
関

係
　

平
成

1
9
年

4
月

か
ら

、
医

療
保

険
か

ら
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
移

行
し

た
日

以
降

は
、

同
一

の
疾

患
等

に
係

る
医

療
保

険
に

お
け

る
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

は
算

定
で

き
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
お

り
、

ま
た

、
同

一
の

疾
患

等
に

つ
い

て
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
行

っ
た

月
は

、
医

療
保

険
に

お
け

る
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
医

学
管

理
料

は
算

定
で

き
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

は
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
及

び
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

が
含

ま
れ

て
い

る
が

、
①

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

お
い

て
、

「
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅰ

）
」
、

「
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅱ

）
」
や

「
短

期
集

中
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

」
、

②
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
お

い
て

、
利

用
者

の
運

動
器

機
能

向
上

に
係

る
個

別
の

計
画

の
作

成
、

サ
ー

ビ
ス

実
施

、
評

価
等

を
評

価
す

る
「
運

動
器

機
能

向
上

加
算

」
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
で

あ
っ

て
も

、
同

様
に

取
り

扱
う

の
か

。

　
貴

見
の

と
お

り
。

　
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
お

い
て

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅰ

）
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
（
Ⅱ

）
や

短
期

集
中

個
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
及

び
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
お

い
て

、
運

動
機

能
向

上
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
で

あ
っ

て
も

、
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
受

け
て

い
る

も
の

で
あ

り
、

同
様

に
取

り
扱

う
も

の
で

あ
る

。

※
（
保

険
局

医
療

課
）
疑

義
解

釈
資

料
の

送
付

に
つ

い
て

（
平

成
1
9
年

６
月

１
日

）
問

１
を

一
部

修
正

し
た

。

※
平

成
1
8
年

度
改

定
関

係
Q

＆
A

 (
vo

l.3
)（

平
成

1
8
年

4
月

2
1
日

）
問

３
は

削
除

す
る

。

2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
5
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9
9
6

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅰ

）
又

は
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅱ

）
は

、
多

職
種

協
働

に
て

行
う

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

プ
ロ

セ
ス

を
評

価
す

る
加

算
と

さ
れ

て
い

る
が

、
P

T
、

O
T
等

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

関
係

職
種

以
外

の
者

(介
護

職
員

等
）

が
直

接
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
行

っ
て

も
良

い
か

。

　
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

の
作

成
や

利
用

者
の

心
身

の
伏

況
の

把
握

等
に

つ
い

て
は

、
多

職
種

協
働

で
行

わ
れ

る
必

要
が

あ
る

も
の

の
、

診
療

の
補

助
行

為
と

し
て

の
（
医

行
為

に
該

当
す

る
）
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
実

施
は

、
Ｐ

Ｔ
、

Ｏ
Ｔ

等
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
関

係
職

種
が

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

※
平

成
1
8
年

度
改

定
関

係
Q

＆
A

 (
V

o
l.3

)（
平

成
1
8
 年

4
月

2
1
 日

）
問

６
を

一
部

修
正

し
た

※
平

成
1
8
年

度
改

定
関

係
Q

＆
A

 (
vo

l.1
)（

平
成

1
8
年

3
月

2
2
日

）
問

5
5
、

問
5
6
は

削
除

す
る

。

※
平

成
1
8
年

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
(v

o
l.3

)（
平

成
1
8
年

4
月

2
1
日

）
問

７
は

削
除

す
る

。

※
平

成
2
1
年

度
改

定
関

係
Q

＆
A

（
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
及

び
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

関
係

）
問

３
は

削
除

す
る

。

※
平

成
2
1
年

度
改

定
関

係
Q

＆
A

(v
o
l.2

)（
平

成
2
1
年

4
月

1
7
日

）
問

2
5
は

削
除

す
る

。

2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
6

9
9
7

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
短

期
集

中
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

　
短

期
集

中
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

の
算

定
に

当
た

っ
て

、
①

本
人

の
自

己
都

合
、

②
体

調
不

良
等

の
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

、
定

め
ら

れ
た

実
施

回
数

、
時

間
等

の
算

定
要

件
に

適
合

し
な

か
っ

た
場

合
は

ど
の

よ
う

に
取

り
扱

う
か

。

　
短

期
集

中
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

の
算

定
に

当
た

っ
て

は
、

正
当

な
理

由
な

く
、

算
定

要
件

に
適

合
し

な
い

場
合

に
は

、
算

定
は

認
め

ら
れ

な
い

。
算

定
要

件
に

適
合

し
な

い
場

合
で

あ
っ

て
も

、
①

や
む

を
得

な
い

理
由

に
よ

る
も

の
（
利

用
者

の
体

調
悪

化
等

）
、

②
総

合
的

な
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

結
果

、
必

ず
し

も
当

該
目

安
を

超
え

て
い

な
い

場
合

で
あ

っ
て

も
、

そ
れ

が
適

切
な

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
基

づ
く

も
の

で
、

利
用

者
の

同
意

を
得

て
い

る
も

の
（
一

時
的

な
意

欲
減

退
に

伴
う

回
数

調
整

等
）
で

あ
れ

ば
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
っ

た
実

施
日

の
算

定
は

認
め

ら
れ

る
。

な
お

、
そ

の
場

合
は

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
計

画
の

備
考

欄
等

に
、

当
該

理
由

等
を

記
載

す
る

必
要

が
あ

る
。

※
平

成
1
8
年

度
改

定
関

係
Q

＆
A

(V
o
l.3

)（
平

成
1
8
 年

4
月

2
1
 日

）
問

９
を

一
部

修
正

し
た

※
平

成
1
8
年

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
(v

o
l.3

)（
平

成
1
8
年

4
月

2
1
日

）
問

1
0
、

問
1
1
は

削
除

す
る

。

※
平

成
1
8
年

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.4

)（
平

成
1
8
年

５
月

２
日

）
問

３
は

削
除

す
る

。

※
平

成
2
1
年

度
改

定
関

係
Q

＆
A

(v
o
l.2

)（
平

成
2
1
年

4
月

1
7
日

）
問

2
3
、

問
2
7
は

削
除

す
る

。

2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
7

9
9
9

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
　

認
知

症
短

期
集

中
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

（
Ⅰ

）
に

つ
い

て
は

、
「
1
週

に
2
日

を
標

準
」
と

あ
る

が
、

1
週

2
日

の
計

画
が

作
成

さ
れ

て
い

る
場

合
で

、
や

む
を

得
な

い
理

由
が

あ
る

時
は

、
週

１
日

で
も

算
定

可
能

か
。

　
集

中
的

な
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
提

供
を

目
的

と
し

た
加

算
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
１

週
に

２
日

実
施

す
る

計
画

を
作

成
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

た
だ

し
、

当
初

、
週

に
２

日
の

計
画

は
作

成
し

た
に

も
関

わ
ら

ず
、

①
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
る

も
の

（
利

用
者

の
体

調
変

化
で

週
１

日
し

か
実

施
で

き
な

い
場

合
等

）
や

、
②

自
然

災
害

・
感

染
症

の
発

生
等

に
よ

り
、

事
業

所
が

一
時

的
に

休
養

す
る

た
め

、
当

初
予

定
し

て
い

た
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

が
で

き
な

く
な

っ
た

場
合

で
あ

れ
ば

、
算

定
で

き
る

。

※
平

成
2
1
年

度
改

定
関

係
Q

＆
A

(v
o
l.2

) 
（
平

成
2
1
年

4
月

1
7
日

）
問

2
0
を

一
部

修
正

し
た

。

2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
9

1
0
0
0

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
　

認
知

症
短

期
集

中
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

（
Ⅰ

）
又

は
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
（
Ⅱ

）
に

つ
い

て
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
所

に
算

定
要

件
を

満
た

す
医

師
が

お
ら

ず
、

算
定

要
件

を
満

た
す

外
部

の
医

師
が

情
報

提
供

を
行

っ
た

場
合

、
算

定
は

可
能

か
。

　
算

定
で

き
な

い
。

た
だ

し
、

算
定

要
件

を
満

た
す

医
師

に
つ

い
て

は
必

ず
し

も
常

勤
で

あ
る

必
要

は
な

い
。

※
平

成
2
1
年

度
改

定
関

係
Q

＆
A

(v
o
l.2

)（
平

成
2
1
年

4
月

1
7
日

）
問

2
1
を

一
部

修
正

し
た

。

※
平

成
2
1
年

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
(v

o
l.1

)（
平

成
2
1
年

3
月

2
3
日

）
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
問

1
0
6
は

削
除

す
る

。

2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

2
0

1
0
0
2

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
全

て
の

新
規

利
用

者
に

つ
い

て
利

用
者

の
居

宅
を

訪
問

し
て

い
な

い
と

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
(Ⅰ

)は
算

定
で

き
な

い
の

か
。

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅰ

）
は

利
用

者
ご

と
に

算
定

す
る

加
算

で
あ

る
た

め
、

通
所

開
始

日
か

ら
起

算
し

て
1
月

以
内

に
居

宅
を

訪
問

し
た

利
用

者
に

つ
い

て
算

定
可

能
で

あ
る

。

※
平

成
2
4
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
2
4
 年

3
 月

1
6
 日

）
問

7
8
を

一
部

修
正

し
た

。

2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

2
2

1
0
0
3

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
利

用
開

始
後

、
1
月

以
内

に
居

宅
を

訪
問

し
な

か
っ

た
利

用
者

に
つ

い
て

は
、

以
後

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

(Ⅰ
)は

算
定

で
き

な
い

の
か

。

　
算

定
で

き
な

い
。

た
だ

し
、

通
所

開
始

日
か

ら
起

算
し

て
1
月

以
内

に
利

用
者

の
居

宅
へ

の
訪

問
を

予
定

し
て

い
た

が
、

利
用

者
の

体
調

不
良

な
ど

の
や

む
を

得
な

い
事

情
に

よ
り

居
宅

を
訪

問
で

き
な

か
っ

た
場

合
に

つ
い

て
は

、
通

所
開

始
日

か
ら

起
算

し
て

1
月

以
降

で
あ

っ
て

も
、

体
調

不
良

等
の

改
善

後
に

速
や

か
に

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
す

れ
ば

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

(Ⅰ
)を

算
定

で
き

る
。

※
平

成
2
4
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
2
4
 年

3
 月

1
6
 日

）
問

7
9
を

一
部

修
正

し
た

。

2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

2
3
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9
9
8

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
の

要
件

で
あ

る
「
認

知
症

に
対

す
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

関
わ

る
専

門
的

な
研

修
を

修
了

し
た

医
師

」
の

研
修

と
は

具
体

的
に

何
か

。

認
知

症
に

対
す

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
関

す
る

知
識

・
技

術
を

習
得

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
、

認
知

症
の

診
断

、
治

療
及

び
認

知
症

に
対

す
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

効
果

的
な

実
践

方
法

に
関

す
る

一
貫

し
た

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

含
む

研
修

で
あ

る
必

要
が

あ
る

。
例

え
ば

、
全

国
老

人
保

健
施

設
協

会
が

主
催

す
る

「
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
研

修
」
、

日
本

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
病

院
・
施

設
協

会
が

主
催

す
る

「
認

知
症

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
研

修
会

」
、

全
国

デ
イ

・
ケ

ア
協

会
が

主
催

す
る

「
通

所
リ

ハ
認

知
症

研
修

会
」
が

該
当

す
る

と
考

え
て

い
る

。
ま

た
、

認
知

症
診

療
に

習
熟

し
、

か
か

り
つ

け
医

へ
の

助
言

、
連

携
の

推
進

等
、

地
域

の
認

知
症

医
療

体
制

構
築

を
担

う
医

師
の

養
成

を
目

的
と

し
て

、
都

道
府

県
等

が
実

施
す

る
「
認

知
症

サ
ポ

ー
ト

医
養

成
研

修
」
修

了
者

も
本

加
算

の
要

件
を

満
た

す
も

の
と

考
え

て
い

る
。

※
平

成
2
7
年

度
改

定
関

係
Q

＆
A

(v
o
l.2

)（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
問

1
8
を

一
部

修
正

し
た

。

3
0
.3

.2
3

「
平

成
3
0
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)」
の

送
付

に
つ

い
て

6
7

8
6
5

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
保

険
医

療
機

関
に

お
い

て
1
時

間
以

上
2
時

間
未

満
の

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
う

場
合

の
取

扱
い

保
険

医
療

機
関

に
お

い
て

、
脳

血
管

疾
患

等
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
運

動
器

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
又

は
呼

吸
器

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
（
以

下
、

疾
患

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

）
と

1
時

間
以

上
2
時

間
未

満
の

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
又

は
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
同

時
に

行
う

場
合

、
理

学
療

法
士

等
は

同
日

に
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

提
供

す
る

こ
と

が
で

き
る

の
か

。

次
の

４
つ

の
条

件
を

す
べ

て
満

た
す

場
合

は
可

能
で

あ
る

。
１

．
.訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
お

け
る

2
0
分

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
従

事
し

た
時

間
を

、
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

１
単

位
と

み
な

し
、

理
学

療
法

士
等

１
人

あ
た

り
１

日
1
8
単

位
を

標
準

、
１

日
2
4
単

位
を

上
限

と
し

、
週

1
0
8
単

位
以

内
で

あ
る

こ
と

。
２

．
１

時
間

以
上

２
時

間
未

満
の

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

お
け

る
2
0
分

の
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
従

事
し

た
時

間
を

、
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

１
単

位
と

み
な

し
、

理
学

療
法

士
等

1
人

当
た

り
1
日

1
8
単

位
を

標
準

、
1
日

2
4
単

位
を

上
限

と
し

、
週

1
0
8
単

位
以

内
で

あ
る

こ
と

。
３

．
.疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
1
単

位
を

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
2
0
分

と
し

て
み

な
し

、
理

学
療

法
士

等
1
人

当
た

り
1
日

合
計

８
時

間
以

内
、

週
3
6
時

間
以

内
で

あ
る

こ
と

。
４

．
.理

学
療

法
士

等
の

疾
患

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

及
び

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
従

事
す

る
状

況
が

、
勤

務
簿

等
に

記
載

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

3
0
.3

.2
3

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

(v
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
8

8
4
5

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
設

備
に

関
す

る
基

準
　

「
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

及
び

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

等
に

関
す

る
基

準
に

つ
い

て
」

（
平

成
1
1
年

９
月

1
7
日

老
企

第
2
5
号

）
に

お
い

て
、

脳
血

管
疾

患
等

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

、
廃

用
症

候
群

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

、
運

動
器

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

又
は

呼
吸

器
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

料
を

算
定

す
べ

き
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
受

け
て

い
る

患
者

と
介

護
保

険
の

指
定

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
又

は
指

定
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
支

障
が

生
じ

な
い

場
合

に
限

り
、

同
一

の
ス

ペ
ー

ス
に

お
い

て
行

う
こ

と
も

差
し

支
え

な
い

と
さ

れ
、

そ
の

場
合

に
は

、
医

療
保

険
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

患
者

数
に

関
わ

ら
ず

、
常

時
、

３
平

方
メ

ー
ト

ル
に

指
定

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

利
用

者
数

を
乗

じ
た

面
積

以
上

を
満

た
せ

ば
よ

い
と

さ
れ

て
い

る
。

　
　

　
例

え
ば

保
険

医
療

機
関

の
4
5
平

方
メ

ー
ト

ル
の

訓
練

室
を

指
定

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
と

共
用

す
る

場
合

、
4
5
平

方
メ

ー
ト

ル
を

３
平

方
メ

ー
ト

ル
で

除
し

た
数

、
す

な
わ

ち
1
5

人
以

下
の

利
用

者
数

に
指

定
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
提

供
で

き
る

と
考

え
て

い
い

か
。

よ
い

。
3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

6
6

8
6
7

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

書
報

酬
告

示
又

は
予

防
報

酬
告

示
の

留
意

事
項

通
知

に
お

い
て

、
医

療
保

険
か

ら
介

護
保

険
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

移
行

す
る

者
の

情
報

提
供

に
当

た
っ

て
は

「
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

等
に

関
す

る
基

本
的

な
考

え
方

並
び

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

書
等

の
事

務
処

理
手

順
及

び
様

式
例

の
提

示
に

つ
い

て
」
（
平

成
3
0
 年

３
月

2
2
 日

老
老

発
0
3
2
2

第
２

号
）
の

別
紙

様
式

２
－

１
を

用
い

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

別
紙

様
式

２
－

１
は

B
ar

th
e
l

In
d
e
x 

が
用

い
ら

れ
て

い
る

が
、

情
報

提
供

を
す

る
医

師
と

情
報

提
供

を
受

け
る

医
師

と
の

間
で

合
意

し
て

い
る

場
合

に
は

、
F
IM

（
F
u
n
c
ti
o
n
al

 I
n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
 M

e
as

u
re

）
を

用
い

て
評

価
し

て
も

よ
い

か
。

・
医

療
保

険
か

ら
介

護
保

険
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

移
行

す
る

者
の

情
報

提
供

に
当

た
っ

て
は

別
紙

様
式

２
－

１
を

用
い

る
必

要
が

あ
る

が
、

B
ar

th
e
l 
In

d
e
x 

の
代

替
と

し
て

F
IM

 を
用

い
る

場
合

に
限

り
変

更
を

認
め

る
。

・
な

お
、

様
式

の
変

更
に

当
た

っ
て

は
、

本
件

の
よ

う
に

情
報

提
供

を
す

る
医

師
と

情
報

提
供

を
受

け
る

医
師

と
の

間
で

事
前

の
合

意
が

あ
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
0

-91-



8
6
8

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

書
医

療
保

険
か

ら
介

護
保

険
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

移
行

す
る

者
の

情
報

提
供

に
つ

い
て

、
「
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

等
に

関
す

る
基

本
的

な
考

え
方

並
び

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

書
等

の
事

務
処

理
手

順
及

び
様

式
例

の
提

示
に

つ
い

て
」
（
平

成
3
0

年
３

月
2
2
日

老
老

発
0
3
2
2
 第

２
号

）
の

別
紙

様
式

２
－

１
を

も
っ

て
、

保
険

医
療

機
関

か
ら

介
護

保
険

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
が

情
報

提
供

を
受

け
、

当
該

事
業

所
の

医
師

が
利

用
者

を
診

療
す

る
と

と
も

に
、

別
紙

様
式

２
－

１
に

記
載

さ
れ

た
内

容
に

つ
い

て
確

認
し

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
提

供
を

開
始

し
て

も
差

し
支

え
な

い
と

判
断

し
た

場
合

に
は

、
例

外
と

し
て

、
別

紙
様

式
２

－
１

を
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

書
と

見
な

し
て

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

算
定

を
開

始
し

て
も

よ
い

と
さ

れ
て

い
る

。
（
１

）
 医

療
保

険
か

ら
介

護
保

険
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
へ

移
行

す
る

者
が

、
当

該
保

険
医

療
機

関
を

介
護

保
険

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
と

し
て

利
用

し
続

け
る

場
合

で
あ

っ
て

も
同

様
の

取
扱

い
を

し
て

よ
い

か
。

ま
た

、
そ

の
場

合
、

保
険

医
療

機
関

側
で

当
該

の
者

を
診

療
し

、
様

式
２

－
１

を
記

載
し

て
情

報
提

供
を

行
っ

た
医

師
と

、
介

護
保

険
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
所

側
で

情
報

提
供

を
受

け
る

医
師

が
同

一
で

あ
れ

ば
、

情
報

提
供

を
受

け
た

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
所

の
医

師
の

診
療

を
省

略
し

て
差

し
支

え
な

い
か

。
（
２

）
 医

療
保

険
か

ら
介

護
保

険
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
へ

移
行

す
る

者
が

、
保

険
医

療
機

関
か

ら
情

報
提

供
を

受
け

る
介

護
保

険
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
所

に
お

い
て

、
指

定
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

と
指

定
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
両

方
を

受
け

る
場

合
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
の

開
催

等
を

通
じ

て
、

利
用

者
の

病
状

、
心

身
の

状
況

、
希

望
及

び
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
に

関
す

る
情

報
を

構
成

員
と

共
有

し
、

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
及

び
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
目

標
及

び
当

該
目

標
を

踏
ま

え
た

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
提

供
内

容
に

つ
い

て
整

合
が

取
れ

た
も

の
と

な
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

れ
ば

、
別

紙
様

式
２

－
１

に
よ

る
情

報
提

供
の

内
容

を
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

及
び

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

共
通

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

と
み

な
し

て
、

双
方

で
使

用
し

て
差

し
支

え
な

い
か

。

(１
) 
よ

い
。

ま
た

、
医

師
が

同
一

の
場

合
で

あ
っ

て
は

、
医

師
の

診
療

に
つ

い
て

省
略

し
て

差
し

支
え

な
い

。
た

だ
し

、
そ

の
場

合
に

は
省

略
し

た
旨

を
理

由
と

と
も

に
記

録
す

る
こ

と
。

(２
) 
差

し
支

え
な

い
。

≪
参

考
≫

・
居

宅
基

準
第

8
1
 条

第
５

項
、

基
準

解
釈

通
知

第
３

の
四

の
３

の
（
３

）
⑤

か
ら

⑦
を

参
照

の
こ

と
。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
1

1
0
0
5

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

実
施

に
当

た
り

、
医

師
の

指
示

が
求

め
ら

れ
て

い
る

が
、

医
師

が
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

の
当

日
に

指
示

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
か

。
・
毎

回
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
は

、
医

師
の

指
示

の
下

、
行

わ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
当

該
の

指
示

は
利

用
者

の
状

態
等

を
踏

ま
え

て
適

時
適

切
に

行
わ

れ
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

が
、

必
ず

し
も

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
提

供
の

日
の

度
に

、
逐

一
、

医
師

が
理

学
療

法
士

等
に

指
示

す
る

形
の

み
を

求
め

る
も

の
で

は
な

い
。

・
例

え
ば

、
医

師
が

状
態

の
変

動
の

範
囲

が
予

想
で

き
る

と
判

断
し

た
利

用
者

に
つ

い
て

、
適

当
な

期
間

に
わ

た
り

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
指

示
を

事
前

に
出

し
て

お
き

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
提

供
し

た
理

学
療

法
士

等
の

記
録

等
に

基
づ

い
て

、
必

要
に

応
じ

て
適

宜
指

示
を

修
正

す
る

等
の

運
用

で
も

差
し

支
え

な
い

。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
2

1
0
0
6

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
（
Ⅲ

）
及

び
（
Ⅳ

）
の

算
定

要
件

で
は

、
医

師
が

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
計

画
の

内
容

に
つ

い
て

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
へ

説
明

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

お
い

て
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
の

構
成

員
で

あ
る

医
師

の
参

加
に

つ
い

て
は

、
テ

レ
ビ

電
話

等
情

報
通

信
機

器
を

使
用

し
て

も
差

し
支

え
な

い
と

さ
れ

て
い

る
が

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

へ
テ

レ
ビ

電
話

等
情

報
通

信
機

器
を

介
し

て
説

明
し

た
場

合
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
（
Ⅲ

）
及

び
（
Ⅳ

）
の

算
定

要
件

を
満

た
す

か
。

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
の

中
で

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
計

画
の

内
容

に
つ

い
て

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
へ

説
明

す
る

場
合

に
限

り
満

た
す

。
3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
3

1
0
0
7

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

の
構

成
員

で
あ

る
医

師
の

参
加

に
つ

い
て

は
、

テ
レ

ビ
電

話
等

情
報

通
信

機
器

を
使

用
し

て
も

差
し

支
え

な
い

と
さ

れ
て

い
る

が
、

テ
レ

ビ
電

話
等

情
報

通
信

機
器

の
使

用
に

つ
い

て
、

基
本

的
に

は
音

声
通

話
の

み
で

あ
る

が
、

議
事

の
な

か
で

必
要

に
な

っ
た

時
に

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

を
実

施
し

て
い

る
場

の
動

画
や

画
像

を
送

る
方

法
は

含
ま

れ
る

か
。

・
含

ま
れ

な
い

。
・
テ

レ
ビ

電
話

等
情

報
通

信
機

器
の

使
用

に
つ

い
て

は
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
の

議
事

を
円

滑
に

す
る

観
点

か
ら

、
常

時
、

医
師

と
そ

の
他

の
構

成
員

が
動

画
を

共
有

し
て

い
る

必
要

が
あ

る
。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
4

1
0
0
8

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
（
Ⅳ

）
に

つ
い

て
、

通
所

・
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
質

の
評

価
デ

ー
タ

収
集

等
事

業
に

参
加

す
る

に
は

ど
う

し
た

ら
よ

い
か

。
「
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

等
に

関
す

る
基

本
的

な
考

え
方

並
び

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

書
等

の
事

務
処

理
手

順
及

び
様

式
例

の
提

示
に

つ
い

て
」
（
平

成
3
0
年

３
月

2
2
日

老
老

発
0
3
2
2

第
２

号
）
の

「
第

２
⑸

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

(Ⅳ
)の

算
定

に
関

し
て

」
を

参
照

さ
れ

た
い

。

※
平

成
3
0
年

3
月

2
2
日

老
老

発
0
3
2
2
第

２
号

通
知

は
、

令
和

元
年

1
0
月

2
8
日

老
老

発
1
0
2
8
第

１
号

（
介

護
保

険
最

新
情

報
V

o
l7

4
7
）
）
通

知
が

発
出

さ
れ

た
こ

と
で

廃
止

さ
れ

て
い

ま
す

。
令

和
元

年
1
0
月

2
8
日

に
発

出
さ

れ
た

通
知

を
参

照
し

て
く
だ

さ
い

。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

※
令

和
1
.1

0
.2

8
老

老
発

1
0
2
8
第

１
号

（
介

護
保

険
最

新
情

報
V

o
l7

4
7
）

5
5

1
0
0
9

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

自
治

体
が

制
定

す
る

条
例

に
お

い
て

、
法

令
の

定
め

が
あ

る
と

き
を

除
い

て
、

個
人

情
報

を
処

理
す

る
電

子
計

算
機

に
つ

い
て

、
自

治
体

が
保

有
す

る
以

外
の

電
子

計
算

機
と

の
回

線
の

結
合

が
禁

じ
ら

れ
て

い
る

事
業

者
で

あ
る

が
、

通
所

・
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
質

の
評

価
デ

ー
タ

収
集

等
事

業
に

参
加

で
き

る
か

。

・
　

自
治

体
が

制
定

す
る

条
例

の
解

釈
に

つ
い

て
は

、
当

該
条

例
を

制
定

し
た

主
体

が
判

断
す

る
も

の
で

あ
る

。
・
　

な
お

、
通

所
・
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
質

の
評

価
デ

ー
タ

収
集

等
事

業
の

シ
ス

テ
ム

を
活

用
し

た
デ

ー
タ

提
出

を
要

件
と

し
た

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
（
Ⅳ

）
は

「
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る

基
準

」
（
平

成
1
2
年

厚
生

省
告

示
第

1
9
号

）
と

い
う

法
令

に
基

づ
い

た
も

の
で

あ
る

。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
6

1
0
1
0

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
社

会
参

加
支

援
加

算
社

会
参

加
支

援
加

算
に

お
け

る
就

労
に

つ
い

て
、

利
用

者
が

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

に
お

け
る

就
労

移
行

支
援

や
就

労
継

続
支

援
（
Ａ

型
、

Ｂ
型

）
の

利
用

に
至

っ
た

場
合

を
含

め
て

よ
い

か
。

・
よ

い
。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
7

-92-



1
0
1
1

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
事

業
所

評
価

加
算

平
成

3
0
年

介
護

報
酬

改
定

に
よ

り
、

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

お
け

る
施

設
等

の
区

分
に

新
た

に
介

護
医

療
院

が
設

け
ら

れ
る

が
、

従
前

よ
り

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

提
供

し
て

い
る

事
業

所
に

お
い

て
、

施
設

等
の

区
分

を
介

護
医

療
院

へ
変

更
し

た
場

合
の

事
業

所
評

価
加

算
に

係
る

実
績

の
取

扱
い

、
如

何
。

・
原

則
と

し
て

、
従

前
よ

り
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
提

供
し

て
い

る
事

業
所

が
、

介
護

医
療

院
へ

施
設

等
の

区
分

を
変

更
す

る
場

合
に

は
、

変
更

前
の

実
績

を
引

き
継

い
で

評
価

す
る

。
・
た

だ
し

、
施

設
等

の
区

分
の

変
更

に
伴

い
事

業
者

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

体
制

等
が

大
き

く
変

わ
る

と
保

険
者

が
判

断
す

る
場

合
に

お
い

て
は

そ
の

限
り

で
は

な
い

。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

6
5

1
0
1
2

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
（
Ⅱ

）
、

（
Ⅲ

）
及

び
（
Ⅳ

）
で

は
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
の

開
催

頻
度

に
つ

い
て

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

の
同

意
を

得
た

日
の

属
す

る
月

か
ら

起
算

し
て

６
月

以
内

の
場

合
に

あ
っ

て
は

１
月

に
１

回
以

上
の

開
催

が
求

め
ら

れ
て

い
る

が
、

平
成

3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

お
い

て
、

「
算

定
開

始
の

月
の

前
月

か
ら

起
算

し
て

前
2
4
月

以
内

に
介

護
保

険
ま

た
は

医
療

保
険

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
係

る
報

酬
の

請
求

が
併

せ
て

６
月

以
上

あ
る

利
用

者
に

つ
い

て
は

、
算

定
当

初
か

ら
３

月
に

１
回

の
頻

度
で

よ
い

こ
と

と
す

る
」
と

さ
れ

て
い

る
。

平
成

2
9
年

度
に

既
に

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
（
Ⅱ

）
を

算
定

し
て

お
り

、
か

つ
、

上
記

の
要

件
に

該
当

し
て

い
る

利
用

者
に

お
け

る
平

成
3
0
年

４
月

以
降

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

の
開

催
頻

度
に

つ
い

て
も

、
３

月
に

１
回

と
し

て
差

し
支

え
な

い
か

。

差
し

支
え

な
い

。
≪

参
考

≫
・
　

介
護

報
酬

通
知

（
平

1
2
老

企
3
6
号

）
第

２
の

８
・
⑽

・
⑧

⑧
　

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
の

開
催

頻
度

に
つ

い
て

、
指

定
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
実

施
す

る
指

定
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
若

し
く
は

指
定

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

実
施

す
る

指
定

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
所

並
び

に
当

該
事

業
所

の
指

定
を

受
け

て
い

る
保

険
医

療
機

関
に

お
い

て
、

算
定

開
始

の
月

の
前

月
か

ら
起

算
し

て
前

2
4
月

以
内

に
介

護
保

険
ま

た
は

医
療

保
険

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
係

る
報

酬
の

請
求

が
併

せ
て

６
月

以
上

あ
る

利
用

者
に

つ
い

て
は

、
算

定
当

初
か

ら
３

月
に

１
回

の
頻

度
で

よ
い

こ
と

と
す

る
。

3
0
.3

.2
8

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.2

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
8
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1

1
0
1
3

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

提
供

体
制

加
算

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
提

供
体

制
加

算
の

算
定

要
件

は
、

「
指

定
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
に

お
い

て
、

常
時

、
当

該
事

業
所

に
配

置
さ

れ
て

い
る

理
学

療
法

士
、

作
業

療
法

士
又

は
言

語
聴

覚
士

の
合

計
数

が
、

当
該

事
業

所
の

利
用

者
の

数
が

2
5
又

は
そ

の
端

数
を

増
す

ご
と

に
１

以
上

で
あ

る
こ

と
。

」
と

さ
れ

て
い

る
が

、
ケ

ア
プ

ラ
ン

に
お

い
て

位
置

付
け

ら
れ

た
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
帯

を
通

じ
て

、
理

学
療

法
士

等
の

合
計

数
が

利
用

者
の

数
に

対
し

て
2
5
：
１

い
れ

ば
良

い
と

い
う

こ
と

か
。

貴
見

の
と

お
り

。
3
0
.4

.1
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.3

)（
平

成
3
0
年

4
月

1
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

2

1
0
1
4

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

5
 そ

の
他

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

の
算

定
要

件
に

、
「
新

規
に

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
計

画
を

作
成

し
た

利
用

者
に

対
し

て
、

指
定

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
所

の
医

師
又

は
医

師
の

指
示

を
受

け
た

理
学

療
法

士
、

作
業

療
法

士
又

は
言

語
聴

覚
士

が
、

当
該

計
画

に
従

い
、

指
定

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

実
施

を
開

始
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

一
月

以
内

に
、

当
該

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

、
診

療
、

運
動

機
能

検
査

、
作

業
能

力
検

査
等

を
行

っ
て

い
る

こ
と

」
と

あ
る

が
、

平
成

3
0
年

３
月

3
1
日

以
前

か
ら

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

利
用

し
て

い
る

利
用

者
に

つ
い

て
、

平
成

3
0
年

４
月

以
降

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

を
算

定
す

る
場

合
に

、
利

用
者

の
居

宅
を

訪
問

す
る

必
要

が
あ

る
の

か
。

平
成

3
0
年

３
月

3
1
日

以
前

に
利

用
者

の
居

宅
を

訪
問

し
て

評
価

を
行

っ
た

記
録

が
あ

れ
ば

、
平

成
3
0

年
４

月
以

降
に

改
め

て
居

宅
を

訪
問

す
る

必
要

は
な

い
が

、
利

用
者

の
状

態
や

居
宅

の
状

況
に

変
化

が
あ

る
場

合
は

、
必

要
に

応
じ

て
利

用
者

の
居

宅
を

訪
問

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

平
成

3
0
年

３
月

3
1
日

以
前

に
利

用
者

の
居

宅
を

訪
問

し
て

評
価

を
行

っ
た

記
録

が
な

け
れ

ば
、

平
成

3
0

年
４

月
以

降
に

次
回

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

を
見

直
す

機
会

を
利

用
す

る
な

ど
し

て
居

宅
を

訪
問

さ
れ

た
い

。

3
0
.4

.1
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.3

)（
平

成
3
0
年

4
月

1
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

3

8
6
9

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

5
 そ

の
他

送
迎

の
実

施
に

つ
い

て
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
お

い
て

、
利

用
者

の
居

宅
か

ら
指

定
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
と

の
間

の
送

迎
を

実
施

し
な

い
場

合
、

基
本

報
酬

を
算

定
し

て
よ

い
か

。

利
用

者
の

居
宅

か
ら

指
定

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
所

と
の

間
の

送
迎

を
実

施
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

が
、

利
用

者
の

状
態

を
把

握
し

、
利

用
者

の
同

意
が

得
ら

れ
れ

ば
、

送
迎

を
実

施
し

な
い

場
合

で
あ

っ
て

も
基

本
報

酬
を

算
定

し
て

差
し

支
え

な
い

。

3
0
.5

.2
9

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.4

)（
平

成
3
0
年

5
月

2
9
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

9

1
0
0
1

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

5
 そ

の
他

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
新

規
利

用
者

に
つ

い
て

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

利
用

開
始

日
前

に
利

用
者

の
居

宅
を

訪
問

し
た

場
合

は
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
(Ⅰ

)の
算

定
要

件
を

満
た

す
の

か
。

ま
た

、
新

規
利

用
者

に
つ

い
て

、
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
利

用
開

始
日

前
に

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

た
場

合
は

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

の
算

定
要

件
を

満
た

す
の

か
。

い
ず

れ
の

場
合

に
お

い
て

も
、

利
用

初
日

の
1
月

前
か

ら
利

用
前

日
に

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

た
場

合
で

あ
っ

て
、

訪
問

日
か

ら
利

用
開

始
日

ま
で

の
間

に
利

用
者

の
状

態
と

居
宅

の
状

況
に

変
化

が
な

け
れ

ば
、

算
定

要
件

で
あ

る
利

用
者

の
居

宅
へ

の
訪

問
を

行
っ

た
こ

と
と

し
て

よ
い

。

※
平

成
2
4
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
2
4
 年

3
 月

1
6
 日

）
問

7
5
、

7
7
、

8
0
～

8
4
は

削
除

す
る

。

※
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.2

)（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
問

2
1
を

一
部

修
正

し
た

。

3
0
.5

.2
9

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.4
）
（
平

成
3
0
年

5
月

2
9
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8

-93-



1
0
1
5

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

5
 そ

の
他

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
の

構
成

員
で

あ
る

医
師

の
参

加
に

つ
い

て
は

、
テ

レ
ビ

電
話

等
情

報
通

信
機

器
を

使
用

し
て

も
差

し
支

え
な

い
と

さ
れ

て
い

る
が

、
テ

レ
ビ

電
話

等
情

報
通

信
機

器
を

使
用

す
る

際
の

留
意

点
は

何
か

。

利
用

者
に

関
す

る
情

報
の

共
有

や
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

等
に

説
明

を
行

う
た

め
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
へ

の
医

師
の

参
加

に
テ

レ
ビ

電
話

等
情

報
通

信
機

器
を

用
い

る
場

合
、

事
業

者
は

そ
の

旨
を

利
用

者
に

あ
ら

か
じ

め
説

明
し

て
お

く
こ

と
。

ま
た

、
保

険
医

療
機

関
の

電
子

カ
ル

テ
な

ど
を

含
む

医
療

情
報

シ
ス

テ
ム

と
共

通
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

上
の

端
末

に
お

い
て

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
を

実
施

す
る

場
合

に
は

、
厚

生
労

働
省

「
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム
の

安
全

管
理

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
第

５
版

）
」
（
平

成
2
9
年

５
月

）
に

対
応

し
て

い
る

こ
と

。

≪
参

考
≫

「
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム
の

安
全

管
理

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
第

５
版

）
」
（
平

成
2
9
年

５
月

）
よ

り
（
抄

）
１

　
は

じ
め

に
（
前

略
）

ま
た

、
平

成
2
9
年

5
月

に
、

改
正

個
人

情
報

保
護

法
が

全
面

施
行

さ
れ

る
こ

と
と

な
り

、
こ

れ
に

伴
っ

て
個

人
情

報
保

護
委

員
会

が
「
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

に
つ

い
て

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（
通

則
編

）
」
（
平

成
2
8
年

個
人

情
報

保
護

委
員

会
告

示
第

6
号

。
以

下
「
通

則
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
と

い
う

。
）
を

公
表

し
た

。
こ

の
通

則
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

踏
ま

え
、

医
療

・
介

護
分

野
に

お
け

る
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

係
る

具
体

的
な

留
意

点
や

事
例

等
が

「
医

療
・
介

護
関

係
事

業
者

に
お

け
る

個
人

情
報

の
適

切
な

取
扱

い
の

た
め

の
ガ

イ
ダ

ン
ス

」
（
個

人
情

報
保

護
委

員
会

、
厚

生
労

働
省

；
平

成
2
9
年

4
月

1
4
日

）
に

お
い

て
示

さ
れ

た
。

同
ガ

イ
ダ

ン
ス

で
は

、
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム
の

導
入

及
び

そ
れ

に
伴

う
外

部
保

存
を

行
う

場
合

の
取

扱
い

に
お

い
て

は
本

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
よ

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

（
本

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
6
章

、
8
章

、
付

則
1
、

及
び

付
則

2
が

該
当

）
本

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

は
、

病
院

、
一

般
診

療
所

、
歯

科
診

療
所

、
助

産
所

、
薬

局
、

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

、
介

護
事

業
者

、
医

療
情

報
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
運

営
事

業
者

等
（
以

下
「
医

療
機

関
等

」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
電

子
的

な
医

療
情

報
の

取
扱

い
に

係
る

責
任

者
を

対
象

と
し

、
理

解
の

し
や

す
さ

を
考

慮
し

て
、

現
状

で
選

択
可

能
な

技
術

に
も

具
体

的
に

言
及

し
た

。
従

っ
て

、
本

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

は
技

術
的

な
記

載
の

陳
腐

化
を

避
け

る
た

め
に

定
期

的
に

内
容

を
見

直
す

予
定

で
あ

る
。

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

利
用

す
る

場
合

は
最

新
の

版
で

あ
る

こ
と

に
十

分
留

意
さ

れ
た

い
。

 

3
0
.8

.6

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.6

)（
平

成
3
0
年

8
月

6
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1

1
7
 通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

5
 そ

の
他

新
た

に
事

業
所

の
指

定
を

受
け

る
場

合
の

指
定

の
遡

及
の

取
扱

い
に

つ
い

て

維
持

期
・
生

活
期

の
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

を
 2

0
1
9
 年

３
月

ま
で

の
間

に
お

い
て

算
定

し
て

い
た

保
険

医
療

機
関

が
、

平
成

 3
1
 年

４
月

１
日

以
降

に
新

た
に

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

介
護

予
防

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
及

び
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
以

下
「
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

」
と

い
う

。
）
事

業
所

の
指

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
に

 2
0
1
9
 年

４
月

１
日

に
遡

及
し

、
指

定
が

あ
っ

た
も

の
と

み
な

す
こ

と
は

可
能

か
。

ま
た

介
護

給
付

費
の

算
定

に
係

る
体

制
等

に
関

す
る

届
出

に
つ

い
て

も
同

様
に

、
2
0
1
9
 年

４
月

１
日

に
遡

及
し

、
届

出
が

あ
っ

た
も

の
と

み
な

す
こ

と
は

可
能

か
。

医
療

保
険

か
ら

介
護

保
険

へ
の

円
滑

な
移

行
を

促
進

す
る

観
点

か
ら

質
問

の
よ

う
な

保
険

医
療

機
関

が 介
護

保
険

の
指

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
、

介
護

保
険

担
当

部
局

に
お

い
て

は
2
0
1
9
年

９
月

3
0
日

ま
で

の
間

、
2
0
1
9
 年

４
月

１
日

ま
で

に
指

定
が

あ
っ

た
も

の
と

み
な

し
て

差
し

支
え

な
い

。
介

護
給

付
費

の
算

定
に

係
る

体
制

等
に

関
す

る
届

出
等

に
つ

い
て

も
 2

0
1
9
 年

 4
 月

時
点

で
算

定
要

件
を

満
た

し
て

い
れ

ば
、

同
様

の
取

扱
い

を
し

て
差

し
支

え
な

い
。

な
お

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
の

保
険

給
付

を
受

け
る

時
効

に
つ

い
て

は
２

年
間

と
な

っ
て

い
る

と
こ

ろ
、

上
記

取
扱

い
に

よ
り

指
定

を
遡

及
し

た
場

合
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

提
供

に
係

る
報

酬
に

つ
い

て
も

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
か

ら
２

年
間

は
請

求
可

能
で

あ
る

。

3
1
.3

.1
5

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
 Q

＆
A

（
V

o
l.９

）
（
平

成
3
1

年
３

月
１

５
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1

-94-



介
護

サ
ー

ビ
ス

関
係

 Q
&
A

集
（
（
介

護
予

防
）
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

）

連
番

サ
ー

ビ
ス

種
別

基
準

種
別

項
目

質
問

回
答

Ｑ
Ａ

発
出

時
期

、
文

書
番

号
等

番
号

3
5
7

0
5
 訪

問
系

サ
ー

ビ
ス

共
通

4
 報

酬
集

合
住

宅
減

算
に

つ
い

て
　

月
の

途
中

に
、

集
合

住
宅

減
算

の
適

用
を

受
け

る
建

物
に

入
居

し
た

又
は

当
該

建
物

か
ら

退
居

し
た

場
合

、
月

の
全

て
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

部
分

が
減

算
の

対
象

と
な

る
の

か
。

　
集

合
住

宅
減

算
に

つ
い

て
は

、
利

用
者

が
減

算
対

象
と

な
る

建
物

に
入

居
し

た
日

か
ら

退
居

し
た

日
ま

で
の

間
に

受
け

た
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
の

み
減

算
の

対
象

と
な

る
。

　
月

の
定

額
報

酬
で

あ
る

サ
ー

ビ
ス

の
う

ち
、

介
護

予
防

訪
問

介
護

費
、

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護
費

（
Ⅱ

）
及

び
定

期
巡

回
・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

費
に

つ
い

て
は

、
利

用
者

が
減

算
対

象
と

な
る

建
物

に
居

住
す

る
月

が
あ

る
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

報
酬

（
日

割
り

計
算

が
行

わ
れ

る
場

合
は

日
割

り
後

の
額

）
に

つ
い

て
減

算
の

対
象

と
な

る
。

　
な

お
、

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護
費

（
Ⅰ

）
の

基
本

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護
費

に
つ

い
て

は
減

算
の

対
象

と
な

ら
な

い
。

ま
た

、
（
介

護
予

防
）
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

費
に

つ
い

て
は

利
用

者
の

居
所

に
応

じ
た

基
本

報
酬

を
算

定
す

る
。

※
　

平
成

2
4
年

度
報

酬
改

定
Q

＆
A

（
vo

l.１
）
（
平

成
2
4
年

3
月

1
6
日

）
訪

問
系

サ
ー

ビ
ス

関
係

共
通

事
項

の
問

１
は

削
除

す
る

。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5

3
5
8

0
5
 訪

問
系

サ
ー

ビ
ス

共
通

4
 報

酬
集

合
住

宅
減

算
に

つ
い

て
　

集
合

住
宅

減
算

に
つ

い
て

、
「
同

一
の

敷
地

内
若

し
く
は

隣
接

す
る

敷
地

内
の

建
物

」
で

あ
っ

て
も

「
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

効
率

化
に

つ
な

が
ら

な
い

場
合

に
は

、
減

算
を

適
用

す
べ

き
で

は
な

い
こ

と
」
と

さ
れ

て
い

る
が

、
具

体
的

に
は

ど
の

よ
う

な
範

囲
を

想
定

し
て

い
る

の
か

。

　
集

合
住

宅
減

算
は

、
訪

問
系

サ
ー

ビ
ス

（
居

宅
療

養
管

理
指

導
を

除
く
）
に

つ
い

て
、

例
え

ば
、

集
合

住
宅

の
１

階
部

分
に

事
業

所
が

あ
る

場
合

な
ど

、
事

業
所

と
同

一
建

物
に

居
住

す
る

利
用

者
を

訪
問

す
る

場
合

に
は

、
地

域
に

点
在

す
る

利
用

者
を

訪
問

す
る

場
合

と
比

べ
て

、
移

動
等

の
労

力
（
移

動
時

間
）

が
軽

減
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
こ

の
こ

と
を

適
正

に
評

価
す

る
た

め
に

行
う

も
の

で
あ

る
。

　
従

来
の

仕
組

み
で

は
、

事
業

所
と

集
合

住
宅

（
養

護
老

人
ホ

ー
ム

、
軽

費
老

人
ホ

ー
ム

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

、
サ

ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

向
け

住
宅

に
限

る
。

以
下

同
じ

。
）
が

一
体

的
な

建
築

物
に

限
り

減
算

対
象

と
し

て
い

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

　
今

般
の

見
直

し
で

は
、

事
業

所
と

同
一

建
物

の
利

用
者

を
訪

問
す

る
場

合
と

同
様

の
移

動
時

間
に

よ
り

訪
問

で
き

る
も

の
に

つ
い

て
は

同
様

に
評

価
す

る
こ

と
と

し
、

「
同

一
敷

地
内

に
あ

る
別

棟
の

集
合

住
宅

」
、

「
隣

接
す

る
敷

地
に

あ
る

集
合

住
宅

」
、

「
道

路
等

を
挟

ん
で

隣
接

す
る

敷
地

に
あ

る
集

合
住

宅
」

の
う

ち
、

事
業

所
と

同
一

建
物

の
利

用
者

を
訪

問
す

る
場

合
と

同
様

に
移

動
時

間
が

軽
減

さ
れ

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
新

た
に

、
減

算
対

象
と

す
る

こ
と

と
し

た
も

の
で

あ
る

。
　

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

例
え

ば
、

以
下

の
ケ

ー
ス

の
よ

う
に

、
事

業
所

と
同

一
建

物
の

利
用

者
を

訪
問

す
る

場
合

と
は

移
動

時
間

が
明

ら
か

に
異

な
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

減
算

対
象

と
は

な
ら

な
い

も
の

と
考

え
て

い
る

。
　

・
広

大
な

敷
地

に
複

数
の

建
物

が
点

在
す

る
も

の
（
例

え
ば

、
Ｕ

Ｒ
（
独

立
行

政
法

人
都

市
再

生
機

構
）

な
ど

の
大

規
模

団
地

や
、

敷
地

に
沿

っ
て

複
数

の
バ

ス
停

留
所

が
あ

る
よ

う
な

規
模

の
敷

地
）

　
・
幹

線
道

路
や

河
川

な
ど

に
よ

り
敷

地
が

隔
て

ら
れ

て
お

り
、

訪
問

す
る

た
め

に
迂

回
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

も
の

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

6

3
5
9

0
5
 訪

問
系

サ
ー

ビ
ス

共
通

4
 報

酬
集

合
住

宅
減

算
に

つ
い

て
　

「
同

一
の

敷
地

内
若

し
く
は

隣
接

す
る

敷
地

内
の

建
物

」
に

該
当

す
る

も
の

以
外

の
集

合
住

宅
に

居
住

す
る

利
用

者
に

対
し

訪
問

す
る

場
合

、
利

用
者

が
１

月
あ

た
り

２
０

人
以

上
の

場
合

減
算

の
対

象
と

な
る

が
、

算
定

月
の

前
月

の
実

績
で

減
算

の
有

無
を

判
断

す
る

こ
と

と
な

る
の

か
。

　
算

定
月

の
実

績
で

判
断

す
る

こ
と

と
な

る
。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

7

3
6
0

0
5
 訪

問
系

サ
ー

ビ
ス

共
通

4
 報

酬
集

合
住

宅
減

算
に

つ
い

て
　

「
同

一
建

物
に

居
住

す
る

利
用

者
が

1
月

あ
た

り
2
0
人

以
上

で
あ

る
場

合
の

利
用

者
数

」
と

は
、

ど
の

よ
う

な
者

の
数

を
指

す
の

か
。

　
こ

の
場

合
の

利
用

者
数

と
は

、
当

該
指

定
訪

問
介

護
事

業
所

と
サ

ー
ビ

ス
提

供
契

約
の

あ
る

利
用

者
の

う
ち

、
該

当
す

る
建

物
に

居
住

す
る

者
の

数
を

い
う

。
（
サ

ー
ビ

ス
提

供
契

約
は

あ
る

が
、

当
該

月
に

お
い

て
、

訪
問

介
護

費
の

算
定

が
な

か
っ

た
者

を
除

く
。

）

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8

3
6
3

0
5
 訪

問
系

サ
ー

ビ
ス

共
通

4
 報

酬
集

合
住

宅
減

算
に

つ
い

て
　

集
合

住
宅

減
算

に
つ

い
て

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
事

業
所

と
建

物
を

運
営

す
る

法
人

が
そ

れ
ぞ

れ
異

な
る

法
人

で
あ

る
場

合
に

は
ど

の
よ

う
な

取
扱

い
と

な
る

の
か

。
　

サ
ー

ビ
ス

提
供

事
業

所
と

建
物

を
運

営
す

る
法

人
が

異
な

る
場

合
も

減
算

対
象

と
な

る
。

2
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事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
1

3
6
4

0
5
 訪

問
系

サ
ー

ビ
ス

共
通

4
 報

酬
事

業
所

と
同

一
建

物
の

利
用

者
又

は
こ

れ
以

外
の

同
一

建
物

の
利

用
者

2
0
人

以
上

に
サ

ー
ビ

ス
を

行
う

場
合

の
減

算
（
集

合
住

宅
減

算
）

集
合

住
宅

減
算

に
つ

い
て

は
ど

の
よ

う
に

算
定

す
る

の
か

。
　

集
合

住
宅

減
算

の
対

象
と

な
る

サ
ー

ビ
ス

コ
ー

ド
の

所
定

単
位

数
の

合
計

に
対

し
て

減
算

率
を

掛
け

て
算

定
を

す
る

こ
と

。
　

な
お

、
区

分
支

給
限

度
基

準
額

を
超

え
る

場
合

、
区

分
支

給
限

度
基

準
額

の
管

理
に

際
し

て
、

区
分

支
給

限
度

基
準

額
の

超
過

分
に

同
一

建
物

減
算

を
充

て
る

こ
と

は
出

来
な

い
も

の
と

す
る

。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

　
V

o
l.6

2
9

平
成

3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

(V
o
l.1

)

2

5
8
0

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

1
 人

員
人

員
基

準
指

定
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
人

員
基

準
に

お
い

て
常

勤
医

師
の

配
置

が
必

要
で

あ
る

が
、

常
勤

医
師

が
１

名
の

診
療

所
や

介
護

老
人

保
健

施
設

に
お

い
て

指
定

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

実
施

す
る

場
合

、
当

該
医

師
の

他
に

も
う

一
人

の
常

勤
医

師
を

雇
用

す
る

必
要

が
あ

る
か

。

必
要

な
い

。
3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

6
1

-95-



5
8
1

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

1
 人

員
人

員
基

準
指

定
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
の

常
勤

医
師

が
、

理
学

療
法

士
等

が
利

用
者

宅
を

訪
問

し
て

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

提
供

し
て

い
る

時
間

や
、

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
等

の
時

間
に

、
医

療
保

険
に

お
け

る
診

療
を

行
っ

て
も

居
宅

等
サ

ー
ビ

ス
の

運
営

基
準

の
人

員
に

関
す

る
基

準
を

満
た

し
て

い
る

と
考

え
て

よ
い

か
。

よ
い

。
3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

6
2

5
8
4

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

書
報

酬
告

示
又

は
予

防
報

酬
告

示
の

留
意

事
項

通
知

に
お

い
て

、
医

療
保

険
か

ら
介

護
保

険
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

移
行

す
る

者
の

情
報

提
供

に
当

た
っ

て
は

「
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

等
に

関
す

る
基

本
的

な
考

え
方

並
び

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

書
等

の
事

務
処

理
手

順
及

び
様

式
例

の
提

示
に

つ
い

て
」
（
平

成
3
0
 年

３
月

2
2
 日

老
老

発
0
3
2
2

第
２

号
）
の

別
紙

様
式

２
－

１
を

用
い

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

別
紙

様
式

２
－

１
は

B
ar

th
e
l

In
d
e
x 

が
用

い
ら

れ
て

い
る

が
、

情
報

提
供

を
す

る
医

師
と

情
報

提
供

を
受

け
る

医
師

と
の

間
で

合
意

し
て

い
る

場
合

に
は

、
F
IM

（
F
u
n
c
ti
o
n
al

 I
n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
 M

e
as

u
re

）
を

用
い

て
評

価
し

て
も

よ
い

か
。

・
医

療
保

険
か

ら
介

護
保

険
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

移
行

す
る

者
の

情
報

提
供

に
当

た
っ

て
は

別
紙

様
式

２
－

１
を

用
い

る
必

要
が

あ
る

が
、

B
ar

th
e
l 
In

d
e
x 

の
代

替
と

し
て

F
IM

 を
用

い
る

場
合

に
限

り
変

更
を

認
め

る
。

・
な

お
、

様
式

の
変

更
に

当
た

っ
て

は
、

本
件

の
よ

う
に

情
報

提
供

を
す

る
医

師
と

情
報

提
供

を
受

け
る

医
師

と
の

間
で

事
前

の
合

意
が

あ
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
0

5
8
5

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

書
医

療
保

険
か

ら
介

護
保

険
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

移
行

す
る

者
の

情
報

提
供

に
つ

い
て

、
「
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

等
に

関
す

る
基

本
的

な
考

え
方

並
び

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

書
等

の
事

務
処

理
手

順
及

び
様

式
例

の
提

示
に

つ
い

て
」
（
平

成
3
0

年
３

月
2
2
日

老
老

発
0
3
2
2
 第

２
号

）
の

別
紙

様
式

２
－

１
を

も
っ

て
、

保
険

医
療

機
関

か
ら

介
護

保
険

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
が

情
報

提
供

を
受

け
、

当
該

事
業

所
の

医
師

が
利

用
者

を
診

療
す

る
と

と
も

に
、

別
紙

様
式

２
－

１
に

記
載

さ
れ

た
内

容
に

つ
い

て
確

認
し

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
提

供
を

開
始

し
て

も
差

し
支

え
な

い
と

判
断

し
た

場
合

に
は

、
例

外
と

し
て

、
別

紙
様

式
２

－
１

を
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

書
と

見
な

し
て

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

算
定

を
開

始
し

て
も

よ
い

と
さ

れ
て

い
る

。
（
１

）
 医

療
保

険
か

ら
介

護
保

険
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
へ

移
行

す
る

者
が

、
当

該
保

険
医

療
機

関
を

介
護

保
険

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
と

し
て

利
用

し
続

け
る

場
合

で
あ

っ
て

も
同

様
の

取
扱

い
を

し
て

よ
い

か
。

ま
た

、
そ

の
場

合
、

保
険

医
療

機
関

側
で

当
該

の
者

を
診

療
し

、
様

式
２

－
１

を
記

載
し

て
情

報
提

供
を

行
っ

た
医

師
と

、
介

護
保

険
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
所

側
で

情
報

提
供

を
受

け
る

医
師

が
同

一
で

あ
れ

ば
、

情
報

提
供

を
受

け
た

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
所

の
医

師
の

診
療

を
省

略
し

て
差

し
支

え
な

い
か

。
（
２

）
 医

療
保

険
か

ら
介

護
保

険
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
へ

移
行

す
る

者
が

、
保

険
医

療
機

関
か

ら
情

報
提

供
を

受
け

る
介

護
保

険
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
所

に
お

い
て

、
指

定
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

と
指

定
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
両

方
を

受
け

る
場

合
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
の

開
催

等
を

通
じ

て
、

利
用

者
の

病
状

、
心

身
の

状
況

、
希

望
及

び
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
に

関
す

る
情

報
を

構
成

員
と

共
有

し
、

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
及

び
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
目

標
及

び
当

該
目

標
を

踏
ま

え
た

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
提

供
内

容
に

つ
い

て
整

合
が

取
れ

た
も

の
と

な
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

れ
ば

、
別

紙
様

式
２

－
１

に
よ

る
情

報
提

供
の

内
容

を
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

及
び

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

共
通

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

と
み

な
し

て
、

双
方

で
使

用
し

て
差

し
支

え
な

い
か

。

(１
) 
よ

い
。

ま
た

、
医

師
が

同
一

の
場

合
で

あ
っ

て
は

、
医

師
の

診
療

に
つ

い
て

省
略

し
て

差
し

支
え

な
い

。
た

だ
し

、
そ

の
場

合
に

は
省

略
し

た
旨

を
理

由
と

と
も

に
記

録
す

る
こ

と
。

(２
) 
差

し
支

え
な

い
。

≪
参

考
≫

・
居

宅
基

準
第

8
1
 条

第
５

項
、

基
準

解
釈

通
知

第
３

の
四

の
３

の
（
３

）
⑤

か
ら

⑦
を

参
照

の
こ

と
。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
1

5
8
6

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

3
 運

営
保

険
医

療
機

関
に

お
い

て
指

定
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
行

う
場

合
の

取
扱

い

保
険

医
療

機
関

に
お

い
て

、
脳

血
管

疾
患

等
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
運

動
器

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
又

は
呼

吸
器

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
（
以

下
、

疾
患

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

）
と

１
時

間
以

上
２

時
間

未
満

の
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

又
は

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

同
時

に
行

う
場

合
、

理
学

療
法

士
等

は
同

日
に

疾
患

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
提

供
す

る
こ

と
が

で
き

る
の

か
。

・
次

の
４

つ
の

条
件

を
満

た
す

必
要

が
あ

る
。

１
．

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

お
け

る
2
0
分

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
従

事
し

た
時

間
を

、
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

１
単

位
と

み
な

し
、

理
学

療
法

士
等

１
人

あ
た

り
１

日
1
8
単

位
を

標
準

、
１

日
2
4
単

位
を

上
限

と
し

、
週

1
0
8
単

位
以

内
で

あ
る

こ
と

。
２

．
１

時
間

以
上

２
時

間
未

満
の

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

お
け

る
2
0
分

の
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
従

事
し

た
時

間
を

、
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

１
単

位
と

み
な

し
、

理
学

療
法

士
等

１
人

あ
た

り
１

日
1
8
単

位
を

標
準

、
１

日
2
4
単

位
を

上
限

と
し

、
週

1
0
8
単

位
以

内
で

あ
る

こ
と

。
３

．
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
１

単
位

を
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

又
は

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

2
0
分

と
し

て
み

な
し

、
理

学
療

法
士

等
１

人
当

た
り

１
日

合
計

８
時

間
以

内
、

週
3
6
時

間
以

内
で

あ
る

こ
と

。
４

．
理

学
療

法
士

等
の

疾
患

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

及
び

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
従

事
す

る
状

況
が

、
勤

務
簿

等
に

記
載

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

≪
参

考
≫

・
　

「
介

護
サ

ー
ビ

ス
関

係
Ｑ

＆
Ａ

」
　

1
2
1
1
（
平

成
2
4
年

３
月

1
6
日

発
出

【
6
4
】
8
5
）

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
8

5
8
8

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
医

療
保

険
の

訪
問

看
護

と
の

関
係

医
療

保
険

に
よ

る
訪

問
診

療
を

算
定

し
た

日
に

お
い

て
、

介
護

保
険

に
よ

る
訪

問
看

護
、

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
っ

た
場

合
、

医
療

保
険

と
介

護
保

険
に

つ
い

て
そ

れ
ぞ

れ
算

定
で

き
る

か
。

医
療

保
険

に
よ

る
訪

問
診

療
を

算
定

し
た

日
に

お
い

て
、

介
護

保
険

に
よ

る
訪

問
看

護
、

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
が

別
の

時
間

帯
に

別
の

サ
ー

ビ
ス

と
し

て
行

わ
れ

る
場

合
に

限
り

そ
れ

ぞ
れ

算
定

で
き

る
。

1
5
.5

.3
0

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.1

5
1

介
護

報
酬

に
係

る
Q

&
A

1
4

5
8
9

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
入

院
患

者
の

外
泊

中
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

医
療

保
険

適
用

病
床

の
入

院
患

者
が

外
泊

中
に

介
護

保
険

に
よ

る
訪

問
看

護
、

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

算
定

で
き

る
か

。
医

療
保

険
適

用
病

床
の

入
院

患
者

が
外

泊
中

に
受

け
た

訪
問

サ
ー

ビ
ス

は
介

護
保

険
に

よ
る

算
定

は
で

き
な

い
た

め
、

ご
指

摘
の

場
合

は
算

定
で

き
な

い
。

1
5
.5

.3
0

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.1

5
1

介
護

報
酬

に
係

る
Q

&
A

1
5

5
9
0

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
短

期
集

中
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

短
期

集
中

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
に

つ
い

て
、

退
院

(所
）
後

に
認

定
が

な
さ

れ
た

場
合

の
起

算
点

は
ど

ち
ら

か
。

逆
の

場
合

は
ど

う
か

。
退

院
後

に
認

定
が

行
わ

れ
た

場
合

、
認

定
が

起
算

点
と

な
り

、
逆

の
場

合
は

、
退

院
（
所

）
日

が
起

算
点

て
あ

る
。

1
8
.3

.2
2

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.7

8

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v

o
l.1

)

6

-96-



5
9
4

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
医

療
保

険
と

介
護

保
険

の
関

係
（
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

）
介

護
保

険
に

お
け

る
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
介

護
予

防
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

又
は

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
以

外
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
受

け
て

い
る

者
で

あ
れ

ば
、

疾
患

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

料
又

は
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
医

学
管

理
料

を
算

定
で

き
る

と
考

え
て

よ
い

か
。

(例
）
通

所
介

護
の

「
個

別
機

能
訓

練
加

算
」
、

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

に
お

い
て

看
護

職
員

に
代

わ
り

理
学

療
法

士
又

は
作

業
療

法
士

が
行

う
訪

問
看

護
等

そ
の

と
お

り
。

1
9
.6

.1

事
務

連
絡

(保
険

局
医

療
課

）
疑

義
解

釈
資

料
の

送
付

に
つ

い
て

（
そ

の
８

)
2

5
9
8

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

へ
の

参
加

は
、

誰
で

も
良

い
の

か
。

　
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

を
基

本
と

し
つ

つ
、

医
師

、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
言

語
聴

覚
士

、
介

護
支

援
専

門
員

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

位
置

付
け

た
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

の
担

当
者

そ
の

他
の

関
係

者
が

構
成

員
と

な
っ

て
実

施
さ

れ
る

必
要

が
あ

る
。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8
1

5
9
9

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

　
介

護
支

援
専

門
員

が
開

催
す

る
「
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

」
に

参
加

し
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
同

等
の

構
成

員
の

参
加

と
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

に
関

す
る

検
討

が
行

わ
れ

た
場

合
は

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

を
開

催
し

た
も

の
と

考
え

て
よ

い
の

か
。

　
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

か
ら

の
一

連
の

流
れ

で
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
と

同
様

の
構

成
員

に
よ

っ
て

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
関

す
る

専
門

的
な

見
地

か
ら

利
用

者
の

状
況

等
に

関
す

る
情

報
を

共
有

し
た

場
合

は
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
を

行
っ

た
と

し
て

差
し

支
え

な
い

。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8
2

6
0
0

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

に
欠

席
し

た
構

成
員

が
い

る
場

合
、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
と

同
様

に
照

会
と

い
う

形
を

と
る

の
か

。
　

照
会

は
不

要
だ

が
、

会
議

を
欠

席
し

た
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

の
担

当
者

等
に

は
、

速
や

か
に

情
報

の
共

有
を

図
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8
3

6
0
1

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅱ

）
の

算
定

要
件

に
つ

い
て

、
「
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

に
つ

い
て

、
医

師
が

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

て
説

明
し

、
利

用
者

の
同

意
を

得
る

こ
と

」
と

あ
る

が
、

当
該

説
明

等
は

利
用

者
又

は
家

族
に

対
し

て
、

電
話

等
に

よ
る

説
明

で
も

よ
い

の
か

。

　
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

は
、

原
則

面
接

に
よ

り
直

接
説

明
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

が
、

遠
方

に
住

む
等

の
や

む
を

得
な

い
理

由
で

直
接

説
明

で
き

な
い

場
合

は
、

電
話

等
に

よ
る

説
明

で
も

よ
い

。
　

た
だ

し
、

利
用

者
に

対
す

る
同

意
に

つ
い

て
は

、
書

面
等

で
直

接
行

う
こ

と
。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8
4

6
0
2

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅱ

）
の

算
定

要
件

に
つ

い
て

、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
が

、
利

用
者

の
居

宅
を

訪
問

し
、

そ
の

他
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
従

業
者

あ
る

い
は

利
用

者
の

家
族

に
対

し
指

導
や

助
言

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

が
、

そ
の

訪
問

頻
度

は
ど

の
程

度
か

。

　
訪

問
頻

度
に

つ
い

て
は

、
利

用
者

の
状

態
等

に
応

じ
て

、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

に
基

づ
き

適
時

適
切

に
実

施
す

る
こ

と
。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8
5

6
0
3

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
今

般
、

訪
問

指
導

等
加

算
が

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
（
Ⅱ

）
に

統
合

さ
れ

た
と

こ
ろ

、
従

前
、

訪
問

指
導

等
加

算
に

お
い

て
、

「
当

該
訪

問
の

時
間

は
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

病
院

、
診

療
所

及
び

介
護

老
人

保
健

施
設

の
人

員
基

準
の

算
定

に
含

め
な

い
」
こ

と
と

さ
れ

て
い

た
が

、
訪

問
時

間
は

人
員

基
準

の
算

定
外

と
な

る
の

か
。

　
訪

問
指

導
等

加
算

と
同

様
に

、
訪

問
時

間
は

、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
病

院
、

診
療

所
及

び
介

護
老

人
保

健
施

設
の

人
員

基
準

の
算

定
に

含
め

な
い

。
2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8
6

6
0
4

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
一

事
業

所
が

、
利

用
者

に
よ

っ
て

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
（
Ⅰ

）
又

は
（
Ⅱ

）
を

取
得

す
る

と
い

う
こ

と
は

可
能

か
。

　
利

用
者

の
状

態
に

応
じ

て
、

一
事

業
所

の
利

用
者

ご
と

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅰ

）
又

は
（
Ⅱ

）
を

取
得

す
る

こ
と

は
可

能
で

あ
る

。
2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8
7

6
0
5

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

で
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅱ

）
を

算
定

す
る

場
合

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

の
実

施
場

所
は

ど
こ

に
な

る
の

か
。

　
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
場

合
は

、
指

示
を

出
し

た
医

師
と

居
宅

を
訪

問
し

、
居

宅
で

実
施

す
る

又
は

利
用

者
が

医
療

機
関

を
受

診
し

た
際

の
診

察
の

場
面

で
実

施
す

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8
8

6
0
6

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
社

会
参

加
支

援
加

算
　

社
会

参
加

支
援

加
算

に
つ

い
て

、
既

に
訪

問
（
通

所
）
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

と
通

所
介

護
を

併
用

し
て

い
る

利
用

者
が

、
訪

問
（
通

所
）
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
終

了
し

、
通

所
介

護
は

そ
の

ま
ま

継
続

と
な

っ
た

場
合

、
「
終

了
し

た
後

通
所

事
業

を
実

施
し

た
者

」
と

し
て

取
り

扱
う

こ
と

が
で

き
る

か
。

　
貴

見
の

と
お

り
で

あ
る

。
2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8
9

-97-



6
0
7

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
社

会
参

加
支

援
加

算
　

社
会

参
加

支
援

加
算

は
事

業
所

の
取

り
組

ん
だ

内
容

を
評

価
す

る
加

算
で

あ
る

が
、

同
一

事
業

所
に

お
い

て
、

当
該

加
算

を
取

得
す

る
利

用
者

と
取

得
し

な
い

利
用

者
が

い
る

こ
と

は
可

能
か

。

　
同

一
事

業
所

に
お

い
て

、
加

算
を

取
得

す
る

利
用

者
と

取
得

し
な

い
利

用
者

が
い

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

9
0

6
0
8

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
社

会
参

加
支

援
加

算
　

社
会

参
加

支
援

加
算

は
、

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

基
準

（
平

成
2
7
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

9
5
号

）
イ

(2
)に

規
定

さ
れ

る
要

件
は

遡
っ

て
行

う
こ

と
が

で
き

な
い

こ
と

か
ら

、
平

成
2
7

年
１

月
か

ら
３

月
ま

で
に

つ
い

て
の

経
過

措
置

が
な

け
れ

ば
、

平
成

2
8
年

度
か

ら
の

取
得

は
で

き
な

い
の

で
は

な
い

か
。

ま
た

、
平

成
2
7
年

度
か

ら
算

定
可

能
で

あ
る

か
。

そ
れ

と
も

、
イ

(2
)の

実
施

は
平

成
2
7
年

４
月

か
ら

と
し

、
平

成
2
6
年

１
月

か
ら

1
2
月

に
お

い
て

、
イ

(1
)及

び
ロ

の
割

合
を

満
た

し
て

い
れ

ば
、

平
成

2
7
年

度
か

ら
算

定
可

能
で

あ
る

か
。

　
平

成
2
7
年

度
か

ら
の

取
得

は
で

き
な

い
。

　
ま

た
、

平
成

2
8
年

度
か

ら
の

取
得

に
当

た
っ

て
、

そ
の

評
価

対
象

期
間

に
は

、
平

成
2
7
年

１
月

か
ら

3
月

に
つ

い
て

は
、

算
定

対
象

者
が

い
な

い
も

の
と

し
、

同
年

4
月

か
ら

1
2
月

の
状

況
を

も
っ

て
、

翌
年

の
３

月
1
5
日

ま
で

に
届

出
を

行
い

、
平

成
2
8
年

度
か

ら
取

得
す

る
。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

9
1

6
0
9

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
社

会
参

加
支

援
加

算
　

利
用

者
が

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
か

ら
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

へ
移

行
し

て
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
利

用
開

始
後

2
月

で
通

所
介

護
に

移
行

し
た

場
合

、
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
社

会
参

加
支

援
加

算
の

算
定

要
件

を
満

た
し

た
こ

と
と

な
る

か
。

　
貴

見
の

と
お

り
で

あ
る

。
2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

9
2

6
1
0

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
社

会
参

加
支

援
加

算
　

入
浴

等
の

A
D

L
の

自
立

を
目

的
に

、
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

と
訪

問
介

護
（
看

護
）
を

併
用

し
て

い
た

が
、

あ
る

程
度

入
浴

が
１

人
で

で
き

る
よ

う
に

な
っ

た
た

め
、

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

終
了

し
、

訪
問

介
護

の
入

浴
の

準
備

と
見

守
り

の
支

援
だ

け
で

よ
い

と
な

っ
た

場
合

、
社

会
参

加
支

援
加

算
が

算
定

で
き

る
の

か
。

　
訪

問
介

護
、

訪
問

看
護

の
利

用
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、
社

会
参

加
等

に
資

す
る

取
組

を
実

施
し

て
い

れ
ば

、
社

会
参

加
支

援
加

算
の

対
象

と
な

る
。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

9
3

6
1
1

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

　
地

域
ケ

ア
会

議
と

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
が

同
時

期
に

開
催

さ
れ

る
場

合
で

あ
っ

て
、

地
域

ケ
ア

会
議

の
検

討
内

容
の

１
つ

が
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

利
用

者
に

関
す

る
今

後
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

提
供

内
容

に
つ

い
て

の
事

項
で

、
当

該
会

議
の

出
席

者
が

当
該

利
用

者
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
の

構
成

員
と

同
様

で
あ

り
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

関
す

る
専

門
的

な
見

地
か

ら
利

用
者

の
状

況
等

に
関

す
る

情
報

を
構

成
員

と
共

有
し

た
場

合
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
を

開
催

し
た

も
の

と
考

え
て

よ
い

の
か

。

貴
見

の
と

お
り

で
あ

る
。

2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

6

6
1
2

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

実
施

す
る

事
業

者
が

異
な

る
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

と
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
利

用
者

が
お

り
、

そ
れ

ぞ
れ

の
事

業
所

が
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅱ

）
を

取
得

し
て

い
る

場
合

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

を
通

じ
て

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
計

画
を

作
成

す
る

必
要

が
あ

る
が

、
当

該
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

を
合

同
で

開
催

す
る

こ
と

は
可

能
か

。

　
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

事
業

者
の

異
な

る
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

と
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
利

用
が

位
置

づ
け

ら
れ

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
事

業
者

が
主

体
と

な
っ

て
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

関
す

る
専

門
的

な
見

地
か

ら
利

用
者

の
状

況
等

に
関

す
る

情
報

を
構

成
員

と
共

有
し

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

を
作

成
等

す
る

の
で

あ
れ

ば
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
を

合
同

で
会

議
を

実
施

し
て

も
差

し
支

え
な

い

2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

7

6
1
3

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
「
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

等
に

関
す

る
基

本
的

な
考

え
方

並
び

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

書
等

の
事

務
処

理
手

順
及

び
様

式
例

の
提

示
に

つ
い

て
」
に

示
さ

れ
た

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
計

画
書

の
様

式
に

つ
い

て
、

所
定

の
様

式
を

活
用

し
な

い
と

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
や

社
会

参
加

支
援

加
算

等
を

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
の

か

　
様

式
は

標
準

例
を

お
示

し
し

た
も

の
で

あ
り

、
同

様
の

項
目

が
記

載
さ

れ
た

も
の

で
あ

れ
ば

、
各

事
業

所
で

活
用

さ
れ

て
い

る
も

の
で

差
し

支
え

な
い

。
2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

8

6
1
4

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅰ

）
の

算
定

要
件

に
、

「
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
が

、
介

護
支

援
専

門
員

を
通

じ
て

、
指

定
訪

問
介

護
の

事
業

そ
の

他
の

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

に
該

当
す

る
事

業
に

係
る

従
業

者
に

対
し

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
観

点
か

ら
、

日
常

生
活

上
の

留
意

点
、

介
護

の
工

夫
等

の
情

報
を

伝
達

し
て

い
る

こ
と

」
が

あ
る

が
、

そ
の

他
の

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

て
い

な
い

場
合

や
福

祉
用

具
貸

与
の

み
を

利
用

し
て

い
る

場
合

は
ど

の
よ

う
な

取
扱

い
と

な
る

の
か

。

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

以
外

に
そ

の
他

の
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
て

い
な

い
場

合
は

、
該

当
す

る
他

の
サ

ー
ビ

ス
が

存
在

し
な

い
た

め
情

報
伝

達
の

必
要

性
は

生
じ

な
い

。
ま

た
、

福
祉

用
具

貸
与

の
み

を
利

用
し

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、
本

算
定

要
件

を
満

た
す

必
要

が
あ

る
。

2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

9

6
1
5

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅱ

）
の

算
定

要
件

に
あ

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

の
開

催
頻

度
を

満
た

す
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

、
当

該
加

算
は

取
得

で
き

な
い

の
か

。

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅱ

）
の

取
得

に
当

た
っ

て
は

、
算

定
要

件
と

な
っ

て
い

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

の
開

催
回

数
を

満
た

す
必

要
が

あ
る

。
な

お
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
は

開
催

し
た

も
の

の
、

構
成

員
の

う
ち

欠
席

者
が

い
た

場
合

に
は

、
当

該
会

議
終

了
後

、
速

や
か

に
欠

席
者

と
情

報
共

有
す

る
こ

と
。

2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
0

6
1
6

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅱ

）
の

算
定

要
件

に
あ

る
「
医

師
が

利
用

者
ま

た
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

説
明

し
、

利
用

者
の

同
意

を
得

る
こ

と
」
に

つ
い

て
、

当
該

医
師

は
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

を
作

成
し

た
医

師
か

、
計

画
的

な
医

学
的

管
理

を
行

っ
て

い
る

医
師

の
ど

ち
ら

な
の

か
。

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

を
作

成
し

た
医

師
で

あ
る

。
2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
1

-98-



6
1
7

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅰ

）
と

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
（
Ⅱ

）
に

つ
い

て
は

、
同

時
に

取
得

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
が

、
月

に
よ

っ
て

加
算

の
算

定
要

件
の

可
否

で
加

算
を

選
択

す
る

こ
と

は
可

能
か

。

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅰ

）
と

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
（
Ⅱ

）
に

つ
い

て
は

、
同

時
に

取
得

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
も

の
の

、
い

ず
れ

か
の

加
算

を
選

択
し

算
定

す
る

こ
と

は
可

能
で

あ
る

。
た

だ
し

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

に
つ

い
て

は
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

質
の

向
上

を
図

る
た

め
、

S
P

D
C

A
サ

イ
ク

ル
の

構
築

を
通

じ
て

、
継

続
的

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
質

の
管

理
を

行
う

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
（
Ⅱ

）
が

算
定

で
き

る
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

を
作

成
し

た
場

合
は

、
継

続
的

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅱ

）
を

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅰ

）
が

算
定

で
き

る
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

を
作

成
し

た
場

合
は

、
継

続
的

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

（
Ⅰ

）
を

、
そ

れ
ぞ

れ
取

得
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
2

6
1
8

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
社

会
参

加
支

援
加

算
　

社
会

参
加

支
援

加
算

で
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

か
ら

通
所

介
護

、
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

か
ら

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
等

に
移

行
後

、
一

定
期

間
後

元
の

サ
ー

ビ
ス

に
戻

っ
た

場
合

、
再

び
算

定
対

象
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

の
か

。

　
社

会
参

加
支

援
加

算
に

つ
い

て
は

、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
提

供
を

終
了

し
た

日
か

ら
起

算
し

て
1
4
日

以
降

4
4
日

以
内

に
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

従
業

者
が

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
終

了
者

に
対

し
て

、
居

宅
訪

問
等

に
よ

り
、

社
会

参
加

に
資

す
る

取
組

が
居

宅
訪

問
等

を
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

、
３

月
以

上
継

続
す

る
見

込
み

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

な
お

、
３

月
以

上
経

過
し

た
場

合
で

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

が
必

要
で

あ
る

と
医

師
が

判
断

し
た

時
は

、
新

規
利

用
者

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

2
7
．

4
.3

0
事

務
連

絡
「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
vo

l.2
）
（
平

成
2
7
年

4
月

3
0
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
3

6
2
0

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

実
施

に
当

た
り

、
医

師
の

指
示

が
求

め
ら

れ
て

い
る

が
、

医
師

が
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

の
当

日
に

指
示

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
か

。
・
毎

回
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
は

、
医

師
の

指
示

の
下

、
行

わ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
当

該
の

指
示

は
利

用
者

の
状

態
等

を
踏

ま
え

て
適

時
適

切
に

行
わ

れ
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

が
、

必
ず

し
も

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
提

供
の

日
の

度
に

、
逐

一
、

医
師

が
理

学
療

法
士

等
に

指
示

す
る

形
の

み
を

求
め

る
も

の
で

は
な

い
。

・
例

え
ば

、
医

師
が

状
態

の
変

動
の

範
囲

が
予

想
で

き
る

と
判

断
し

た
利

用
者

に
つ

い
て

、
適

当
な

期
間

に
わ

た
り

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
指

示
を

事
前

に
出

し
て

お
き

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
提

供
し

た
理

学
療

法
士

等
の

記
録

等
に

基
づ

い
て

、
必

要
に

応
じ

て
適

宜
指

示
を

修
正

す
る

等
の

運
用

で
も

差
し

支
え

な
い

。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
2

6
2
1

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
（
Ⅲ

）
及

び
（
Ⅳ

）
の

算
定

要
件

で
は

、
医

師
が

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
計

画
の

内
容

に
つ

い
て

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
へ

説
明

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

お
い

て
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
の

構
成

員
で

あ
る

医
師

の
参

加
に

つ
い

て
は

、
テ

レ
ビ

電
話

等
情

報
通

信
機

器
を

使
用

し
て

も
差

し
支

え
な

い
と

さ
れ

て
い

る
が

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

へ
テ

レ
ビ

電
話

等
情

報
通

信
機

器
を

介
し

て
説

明
し

た
場

合
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
（
Ⅲ

）
及

び
（
Ⅳ

）
の

算
定

要
件

を
満

た
す

か
。

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
の

中
で

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
計

画
の

内
容

に
つ

い
て

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
へ

説
明

す
る

場
合

に
限

り
満

た
す

。
3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
3

6
2
2

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

の
構

成
員

で
あ

る
医

師
の

参
加

に
つ

い
て

は
、

テ
レ

ビ
電

話
等

情
報

通
信

機
器

を
使

用
し

て
も

差
し

支
え

な
い

と
さ

れ
て

い
る

が
、

テ
レ

ビ
電

話
等

情
報

通
信

機
器

の
使

用
に

つ
い

て
、

基
本

的
に

は
音

声
通

話
の

み
で

あ
る

が
、

議
事

の
な

か
で

必
要

に
な

っ
た

時
に

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

を
実

施
し

て
い

る
場

の
動

画
や

画
像

を
送

る
方

法
は

含
ま

れ
る

か
。

・
含

ま
れ

な
い

。
・
テ

レ
ビ

電
話

等
情

報
通

信
機

器
の

使
用

に
つ

い
て

は
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
の

議
事

を
円

滑
に

す
る

観
点

か
ら

、
常

時
、

医
師

と
そ

の
他

の
構

成
員

が
動

画
を

共
有

し
て

い
る

必
要

が
あ

る
。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
4

6
2
3

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
（
Ⅳ

）
に

つ
い

て
、

通
所

・
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
質

の
評

価
デ

ー
タ

収
集

等
事

業
に

参
加

す
る

に
は

ど
う

し
た

ら
よ

い
か

。
「
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

等
に

関
す

る
基

本
的

な
考

え
方

並
び

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

書
等

の
事

務
処

理
手

順
及

び
様

式
例

の
提

示
に

つ
い

て
」
（
平

成
3
0
年

３
月

2
2
日

老
老

発
0
3
2
2

第
２

号
）
の

「
第

２
⑸

　
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

(Ⅳ
)の

算
定

に
関

し
て

」
を

参
照

さ
れ

た
い

。

※
平

成
3
0
年

3
月

2
2
日

老
老

発
0
3
2
2
第

２
号

通
知

は
、

令
和

元
年

1
0
月

2
8
日

老
老

発
1
0
2
8
第

１
号

（
介

護
保

険
最

新
情

報
V

o
l7

4
7
）
）
通

知
が

発
出

さ
れ

た
こ

と
で

廃
止

さ
れ

て
い

ま
す

。
令

和
元

年
1
0
月

2
8
日

に
発

出
さ

れ
た

通
知

を
参

照
し

て
く
だ

さ
い

。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

※
令

和
1
.1

0
.2

8
老

老
発

1
0
2
8
第

１
号

（
介

護
保

険
最

新
情

報
V

o
l7

4
7
）

5
5

6
2
4

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

自
治

体
が

制
定

す
る

条
例

に
お

い
て

、
法

令
の

定
め

が
あ

る
と

き
を

除
い

て
、

個
人

情
報

を
処

理
す

る
電

子
計

算
機

に
つ

い
て

、
自

治
体

が
保

有
す

る
以

外
の

電
子

計
算

機
と

の
回

線
の

結
合

が
禁

じ
ら

れ
て

い
る

事
業

者
で

あ
る

が
、

通
所

・
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
質

の
評

価
デ

ー
タ

収
集

等
事

業
に

参
加

で
き

る
か

。

・
　

自
治

体
が

制
定

す
る

条
例

の
解

釈
に

つ
い

て
は

、
当

該
条

例
を

制
定

し
た

主
体

が
判

断
す

る
も

の
で

あ
る

。
・
　

な
お

、
通

所
・
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
質

の
評

価
デ

ー
タ

収
集

等
事

業
の

シ
ス

テ
ム

を
活

用
し

た
デ

ー
タ

提
出

を
要

件
と

し
た

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
（
Ⅳ

）
は

「
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る

基
準

」
（
平

成
1
2
年

厚
生

省
告

示
第

1
9
号

）
と

い
う

法
令

に
基

づ
い

た
も

の
で

あ
る

。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
6

6
2
5

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
社

会
参

加
支

援
加

算
社

会
参

加
支

援
加

算
に

お
け

る
就

労
に

つ
い

て
、

利
用

者
が

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

に
お

け
る

就
労

移
行

支
援

や
就

労
継

続
支

援
（
Ａ

型
、

Ｂ
型

）
の

利
用

に
至

っ
た

場
合

を
含

め
て

よ
い

か
。

・
よ

い
。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
7

6
2
6

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
事

業
所

の
医

師
が

診
療

せ
ず

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
提

供
し

た
場

合
の

減
算

別
の

医
療

機
関

の
医

師
か

ら
計

画
的

な
医

学
的

管
理

を
受

け
て

い
る

者
に

対
し

、
指

定
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
等

の
医

師
が

、
自

ら
は

診
療

を
行

わ
ず

、
当

該
別

の
医

療
機

関
の

医
師

か
ら

情
報

提
供

を
受

け
て

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

計
画

、
指

示
し

て
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
実

施
す

る
場

合
に

お
い

て
、

当
該

別
の

医
療

機
関

の
医

師
か

ら
提

供
さ

れ
た

情
報

か
ら

は
、

環
境

因
子

や
社

会
参

加
の

状
況

等
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

計
画

、
指

示
に

必
要

な
情

報
が

得
ら

れ
な

い
場

合
ど

の
よ

う
に

対
応

す
れ

ば
よ

い
か

。

指
定

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
等

を
開

始
す

る
前

に
、

例
え

ば
当

該
指

定
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
等

の
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
に

利
用

者
を

訪
問

さ
せ

、
そ

の
状

態
に

つ
い

て
の

評
価

を
報

告
さ

せ
る

等
の

手
段

に
よ

っ
て

、
必

要
な

情
報

を
適

宜
入

手
し

た
上

で
医

師
及

び
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
が

共
同

し
て

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

計
画

し
、

事
業

所
の

医
師

の
指

示
に

基
づ

い
て

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

5
9

-99-



6
2
9

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
基

本
報

酬
１

日
の

う
ち

に
連

続
し

て
4
0
分

以
上

の
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

場
合

、
２

回
分

と
し

て
算

定
し

て
も

よ
い

か
。

・
ケ

ア
プ

ラ
ン

上
、

複
数

回
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
連

続
し

て
行

う
こ

と
に

な
っ

て
い

れ
ば

、
各

サ
ー

ビ
ス

が
2
0
分

以
上

で
あ

る
限

り
、

連
続

し
て

い
て

も
ケ

ア
プ

ラ
ン

上
の

位
置

づ
け

通
り

複
数

回
算

定
し

て
差

し
支

え
な

い
。

・
た

だ
し

、
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

は
、

１
週

に
６

回
を

限
度

と
し

て
算

定
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
こ

と
に

注
意

さ
れ

た
い

。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

6
3

6
3
0

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
介

護
予

防
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
事

業
所

評
価

加
算

大
臣

基
準

告
示

1
0
6
の

４
の

ホ
⑵

㈠
に

お
い

て
、

介
護

予
防

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

事
業

所
評

価
加

算
に

係
る

平
成

3
0
年

度
の

経
過

措
置

に
つ

い
て

、
指

定
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
介

護
給

付
費

単
位

数
表

の
介

護
予

防
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
の

注
７

に
掲

げ
る

別
に

厚
生

労
働

省
が

定
め

る
基

準
に

適
合

し
て

い
る

も
の

と
し

て
都

道
府

県
知

事
に

届
け

出
る

こ
と

が
、

平
成

2
9
年

１
月

１
日

か
ら

平
成

2
9
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

の
期

間
に

求
め

ら
れ

て
い

る
が

、
取

扱
い

、
如

何
。

平
成

3
0
年

４
月

１
日

以
降

速
や

か
に

、
指

定
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
介

護
給

付
費

単
位

数
表

の
介

護
予

防
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
の

注
７

に
掲

げ
る

別
に

厚
生

労
働

省
が

定
め

る
基

準
に

適
合

し
て

い
る

も
の

と
し

て
都

道
府

県
知

事
に

届
け

出
て

い
る

こ
と

で
足

り
る

。

3
0
.3

.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

6
4

6
3
1

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

会
議

の
構

成
員

で
あ

る
医

師
の

参
加

に
つ

い
て

は
、

テ
レ

ビ
電

話
等

情
報

通
信

機
器

を
使

用
し

て
も

差
し

支
え

な
い

と
さ

れ
て

い
る

が
、

テ
レ

ビ
電

話
等

情
報

通
信

機
器

を
使

用
す

る
際

の
留

意
点

は
何

か
。

利
用

者
に

関
す

る
情

報
の

共
有

や
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

等
に

説
明

を
行

う
た

め
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
会

議
へ

の
医

師
の

参
加

に
テ

レ
ビ

電
話

等
情

報
通

信
機

器
を

用
い

る
場

合
、

事
業

者
は

そ
の

旨
を

利
用

者
に

あ
ら

か
じ

め
説

明
し

て
お

く
こ

と
。

ま
た

、
保

険
医

療
機

関
の

電
子

カ
ル

テ
な

ど
を

含
む

医
療

情
報

シ
ス

テ
ム

と
共

通
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

上
の

端
末

に
お

い
て

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
を

実
施

す
る

場
合

に
は

、
厚

生
労

働
省

「
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム
の

安
全

管
理

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
第

５
版

）
」
（
平

成
2
9
年

５
月

）
に

対
応

し
て

い
る

こ
と

。

≪
参

考
≫

「
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム
の

安
全

管
理

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
第

５
版

）
」
（
平

成
2
9
年

５
月

）
よ

り
（
抄

）
１

　
は

じ
め

に
（
前

略
）

ま
た

、
平

成
2
9
年

5
月

に
、

改
正

個
人

情
報

保
護

法
が

全
面

施
行

さ
れ

る
こ

と
と

な
り

、
こ

れ
に

伴
っ

て
個

人
情

報
保

護
委

員
会

が
「
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

に
つ

い
て

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（
通

則
編

）
」
（
平

成
2
8
年

個
人

情
報

保
護

委
員

会
告

示
第

6
号

。
以

下
「
通

則
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
と

い
う

。
）
を

公
表

し
た

。
こ

の
通

則
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

踏
ま

え
、

医
療

・
介

護
分

野
に

お
け

る
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

係
る

具
体

的
な

留
意

点
や

事
例

等
が

「
医

療
・
介

護
関

係
事

業
者

に
お

け
る

個
人

情
報

の
適

切
な

取
扱

い
の

た
め

の
ガ

イ
ダ

ン
ス

」
（
個

人
情

報
保

護
委

員
会

、
厚

生
労

働
省

；
平

成
2
9
年

4
月

1
4
日

）
に

お
い

て
示

さ
れ

た
。

同
ガ

イ
ダ

ン
ス

で
は

、
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム
の

導
入

及
び

そ
れ

に
伴

う
外

部
保

存
を

行
う

場
合

の
取

扱
い

に
お

い
て

は
本

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
よ

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

（
本

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
6
章

、
8
章

、
付

則
1
、

及
び

付
則

2
が

該
当

）
本

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

は
、

病
院

、
一

般
診

療
所

、
歯

科
診

療
所

、
助

産
所

、
薬

局
、

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

、
介

護
事

業
者

、
医

療
情

報
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
運

営
事

業
者

等
（
以

下
「
医

療
機

関
等

」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
電

子
的

な
医

療
情

報
の

取
扱

い
に

係
る

責
任

者
を

対
象

と
し

、
理

解
の

し
や

す
さ

を
考

慮
し

て
、

現
状

で
選

択
可

能
な

技
術

に
も

具
体

的
に

言
及

し
た

。
従

っ
て

、
本

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

は
技

術
的

な
記

載
の

陳
腐

化
を

避
け

る
た

め
に

定
期

的
に

内
容

を
見

直
す

予
定

で
あ

る
。

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

利
用

す
る

場
合

は
最

新
の

版
で

あ
る

こ
と

に
十

分
留

意
さ

れ
た

い
。

 

3
0
.8

.6

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.6

)（
平

成
3
0
年

8
月

6
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1

6
2
8

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

4
 報

酬
事

業
所

の
医

師
が

診
療

せ
ず

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
提

供
し

た
場

合
の

減
算

別
の

医
療

機
関

の
医

師
か

ら
計

画
的

な
医

学
的

管
理

を
受

け
て

い
る

利
用

者
に

対
し

、
指

定
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
等

の
医

師
が

、
自

ら
は

診
療

を
行

わ
ず

、
当

該
別

の
医

療
機

関
の

医
師

か
ら

情
報

提
供

を
受

け
て

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

計
画

、
指

示
し

て
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
実

施
し

た
場

合
、

当
該

別
の

医
療

機
関

の
医

師
が

適
切

な
研

修
の

修
了

等
を

し
て

い
れ

ば
、

基
本

報
酬

か
ら

2
0
 単

位
を

減
じ

た
上

で
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

料
等

を
算

定
で

き
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
こ

の
「
適

切
な

研
修

の
修

了
等

」
に

、
日

本
医

師
会

の
「
日

医
か

か
り

つ
け

医
機

能
研

修
制

度
」
の

応
用

研
修

の
単

位
を

取
得

し
た

場
合

は
含

ま
れ

る
か

。

含
ま

れ
る

。
な

お
、

応
用

研
修

の
す

べ
て

の
単

位
を

取
得

し
て

い
る

必
要

は
な

く
、

事
業

所
の

医
師

に
情

報
提

供
を

行
う

日
が

属
す

る
月

か
ら

前
3
6
 月

の
間

に
合

計
６

単
位

以
上

（
応

用
研

修
の

う
ち

、
「
応

用
研

修
第

１
期

」
の

項
目

で
あ

る
「
フ

レ
イ

ル
予

防
・
高

齢
者

総
合

的
機

能
評

価
（
C

G
A

）
・
老

年
症

候
群

」
「
栄

養
管

理
」
「
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

」
「
摂

食
嚥

下
障

害
」
及

び
「
応

用
研

修
第

２
期

」
の

項
目

で
あ

る
「
か

か
り

つ
け

医
に

必
要

な
生

活
期

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

実
際

」
「
在

宅
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

症
例

」
「
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

と
栄

養
管

理
・
摂

食
嚥

下
障

害
」
の

う
ち

、
い

ず
れ

か
１

単
位

以
上

を
含

む
こ

と
。

）
を

取
得

又
は

取
得

を
予

定
し

て
い

れ
ば

よ
い

。
ま

た
、

別
の

医
療

機
関

の
医

師
が

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
所

等
の

医
師

に
情

報
提

供
を

す
る

際
に

下
記

を
参

考
と

し
た

記
載

を
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

「
平

成
3
3
 年

３
月

3
1
 日

ま
で

に
適

切
な

研
修

の
修

了
等

ま
た

は
受

講
を

予
定

し
て

い
る

。
」

3
1
.2

.5

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.8

)（
平

成
3
1
年

2
月

5
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1

1
4
 訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

5
 そ

の
他

新
た

に
事

業
所

の
指

定
を

受
け

る
場

合
の

指
定

の
遡

及
の

取
扱

い
に

つ
い

て

維
持

期
・
生

活
期

の
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

を
 2

0
1
9
 年

３
月

ま
で

の
間

に
お

い
て

算
定

し
て

い
た

保
険

医
療

機
関

が
、

平
成

 3
1
 年

４
月

１
日

以
降

に
新

た
に

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

介
護

予
防

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
及

び
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
以

下
「
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

」
と

い
う

。
）
事

業
所

の
指

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
に

 2
0
1
9
 年

４
月

１
日

に
遡

及
し

、
指

定
が

あ
っ

た
も

の
と

み
な

す
こ

と
は

可
能

か
。

ま
た

介
護

給
付

費
の

算
定

に
係

る
体

制
等

に
関

す
る

届
出

に
つ

い
て

も
同

様
に

、
2
0
1
9
 年

４
月

１
日

に
遡

及
し

、
届

出
が

あ
っ

た
も

の
と

み
な

す
こ

と
は

可
能

か
。

医
療

保
険

か
ら

介
護

保
険

へ
の

円
滑

な
移

行
を

促
進

す
る

観
点

か
ら

質
問

の
よ

う
な

保
険

医
療

機
関

が 介
護

保
険

の
指

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
、

介
護

保
険

担
当

部
局

に
お

い
て

は
2
0
1
9
年

９
月

3
0
日

ま
で

の
間

、
2
0
1
9
 年

４
月

１
日

ま
で

に
指

定
が

あ
っ

た
も

の
と

み
な

し
て

差
し

支
え

な
い

。
介

護
給

付
費

の
算

定
に

係
る

体
制

等
に

関
す

る
届

出
等

に
つ

い
て

も
 2

0
1
9
 年

 4
 月

時
点

で
算

定
要

件
を

満
た

し
て

い
れ

ば
、

同
様

の
取

扱
い

を
し

て
差

し
支

え
な

い
。

な
お

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
の

保
険

給
付

を
受

け
る

時
効

に
つ

い
て

は
２

年
間

と
な

っ
て

い
る

と
こ

ろ
、

上
記

取
扱

い
に

よ
り

指
定

を
遡

及
し

た
場

合
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

提
供

に
係

る
報

酬
に

つ
い

て

3
1
.3

.1
5

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
 Q

＆
A

（
V

o
l.９

）
（
平

成
3
1

年
３

月
１

５
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
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加算の概要

1 15 ％

2 10 ％

3 5 ％

※「２の中山間地域等」と「３の中山間地域等」の地域は、異なります。

①
（居宅介護支援と定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、保険者） 　　届出期限…算定開始月の前月15日まで。

② 小規模事業所の定義（「介護給付」と「介護予防給付」は、別々に小規模事業所の該当・非該当を判定）
　　　前年度の４～２月（１１か月）の実績で、次の基準により、小規模事業所の該当の有無を判定します。
　　　（前年度の実績が６か月に満たない場合は、直近の３か月の実績）
　　　・訪問介護…延訪問回数が２００回以下／月 　・訪問看護…延訪問回数が１００回以下／月
　　　・介護予防訪問介護…実利用者が５人以下／月 　・介護予防訪問看護…延訪問回数が５回以下／月
　　　・訪問入浴介護…延訪問回数が２０回以下／月 　・福祉用具貸与…実利用者が１５人以下／月
　　　・介護予防訪問入浴介護…延訪問回数が５回以下／月 　・介護予防福祉用具貸与…実利用者が５人以下／月　　
　　　・居宅療養管理指導…延訪問回数が５０回／月 　・居宅介護支援…実利用者が２０人以下／月
　　　・介護予防居宅療養管理指導…延訪問回数が５回／月 　・訪問リハビリテーション…延訪問回数５０回／月

　・介護予防訪問リハビリテーション…延訪問回数が１０回以下／月

B町（２　中山間地域等）

①
②
③
④
⑤
⑥

※　Ｂ町の地域区分は、「その他」

矢印の元が事業所、矢印の先が「利用者の居住地」

B町（２　中山間地域等）

①
②
③
④
⑤
⑥

矢印の元が事業所、矢印の先が「利用者の居住地」

F村（１　特別地域） C村（１　特別地域）

５％

無し
５％

D市
（２　中山間地域等）

１０％
無し
無し

【例２】

E町

F村（１　特別地域） C村（１　特別地域）

E町 A市

無し
無し

「特別地域」加算及び「中山間地域等」加算について

「小規模事
業所…②」
であるこ
と。

二重線部分が
「通常の事業の実施地域（運営規程）」

小規模事業所

加算割合

５％

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、
福祉用具貸与、居宅療養管理指導、訪
問リハビリテーション（以上「介護予防」
を含む。）、居宅介護支援

１０％＋５％

　・定期巡回・随時対応型訪問介護看護…実利用者が５人以下／月

居宅介護支援

訪問入浴介護

訪問入浴介護

福祉用具貸与

訪問介護

通所介護

居宅介護支援

無し

加算割合

無し

無し 無し
５％
無し

１０％
１０％＋５％

無し

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、福祉用具貸与、訪問リハビリテー
ション、通所介護、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導（以上「介
護予防」を含む。）、居宅介護支援

５％

１０％無し
１０％

【例１】

A市

同上

訪問看護

小規模事業所以外

５％

D市
（２　中山間地域等）

☆福祉用具貸与については、１５％、１０％、５％加算ではなく、開始日の属する月に、交通費に相当する額の100/100、2/3、1/3の加算となる（上限あり）。

二重線部分が
「通常の事業の実施地域（運営規程）」

無無 サービスを行う利用者が、
「通常の事業の実施地域（運営規程）の外」
かつ「中山間地域等」に居住していること。

※　利用者が現に「中山間地域等」に居住してい
ることが必要。
※　通所系サービスは「中山間地域等」に居住し
ている利用者宅への送迎が必要。
※　利用者から別途交通費の支払を受けることが
できない。

Ｒ元年度（４～２月の１１か月）の平均で小規模事業所で無くなった場合は、Ｒ２年度（４～３月サービス）の１０％加算を算定することはできません。

訪問リハビリテーション

○地域区分が「その他（全サービス　１単位＝10円）」でない15市町所在の事業所については、「２の10％加算」の算定はありません。

通所リハビリテーション

(以上「介護予防」を含む。）

「通常の事業の
実施地域」を越
えて「中山間地
域等」に居住す
る利用者にサー
ビスを提供した
事業所の加算

「特別地
域」に所在
しているこ
と。

居宅療養管理指導

届出先…北九州市、福岡市、久留米市又は県（保健福祉（環境）事務所(医療みなしの訪問看護、訪問リハビリテーション及び居宅療養管理指導は、介護保険課））。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

不要

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

福祉用具貸与

要訪問介護

「中山間地域
等」に所在する
「小規模事業
所」の加算

(以上「介護予防」を含む。）

加算種別

「特別地域」に
所在する事業所
の加算

県等へ
の事前
届出①

サービス種別加算
割合

訪問看護

居宅療養管理指導
訪問リハビリテーション

要 「中山間地
域等」に所
在している
こと。

事業所の規
模の要件

無

無無

通所介護、通所リハビリテー
ション（「介護予防」を含む。）

利用者の居住地の要件

福岡県保健医療介護部介護保険課

事業所の所
在地の要件

（令和2年4月1日現在）

事業所

①
②

④
⑤ ⑥

①

②

③

④

⑤ ⑥

事業所

③
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令和2年4月1日現在

１　「特別地域」に所在する事業所の加算該当地域
（１５％加算）

２　「中山間地域等」に所在する
「小規模事業所」の加算該当地域

（１０％加算）

1 北九州市 馬島、藍島

2 福岡市
旧脇山村☆（早良区脇山１・２丁目、大字脇山、大字小笠
木、大字椎原及び大字板屋）、玄界島、小呂島

3 大牟田市 － 全域

4 久留米市 － 旧水縄村☆

6 飯塚市 ①

7 田川市 － 全域

9 八女市

旧上陽町◎（旧横山村☆に限る。）、
旧黒木町◎（旧大淵村☆、旧笠原村☆及び②に限る。）、
旧矢部村◎、
旧星野村◎

全域（左記を除く。）

10 筑後市 － 旧羽犬塚町☆

13 豊前市 旧岩屋村☆、③ 旧合河村☆(③を除く。）

16 筑紫野市 －

19 宗像市 地島、大島 旧玄海町◎（地島を除く。）

23 うきは市 旧姫治村☆（妹川、新川、田篭、小塩） －

24 宮若市 旧吉川村☆ 旧笠松村☆

25 嘉麻市 ④ 全域（④を除く。）

26 朝倉市 旧上秋月村☆、旧高木村☆、旧松末村☆
旧秋月町☆、旧杷木町◎（旧松末村☆を除く。）、
旧朝倉町◎

27 みやま市 － 全域

28 糸島市 姫島

29 那珂川市 旧南畑村☆

31 篠栗町 － 萩尾

34 新宮町 相島 －

37 芦屋町 － 全域

41 小竹町 － 全域

42 鞍手町 － 全域

44 筑前町 －
三箇山(櫛木地区、黒岩地区を含む。）、
勝山、坂根

45 東峰村 旧小石原村◎ 旧宝珠山村◎

48 広川町 － 旧上広川村☆

49 香春町 － 全域

50 添田町 旧津野村☆(大字津野）、⑤ 全域（左記を除く。）

52 川崎町 － 全域

53 大任町 － 全域

54 赤　村 － 全域

55 福智町 － 全域

57 みやこ町 旧伊良原村☆ 全域（旧伊良原村☆を除く。）

59 上毛町
旧友枝村☆
（大字西友枝、大字土佐井、大字東下、大字東上）

全域（旧友枝村☆を除く。）

60 築上町 旧上城井村☆（寒田、櫟原、本庄、伝法寺、松丸）、⑥ 全域（左記を除く。）

※ 上記以外の市町村には該当地域がありません。

※ ①～⑥は、ｐ２を御覧ください。

☆の旧市町村は、昭和25年2月1日現在の市町村の区域です。

◎の旧市町村は、平成15～22年に行われた合併前の市町村の区域です。

表１　福岡県内の「中山間地域等」加算の該当地域（事業所所在地による区分）

事業所所在地

前年度（4月～2月）の実績で、小規模事業所でなくなったときは、中山間地域等に所在する小規模事業所加算（１０％）の算定はできなくなります。
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市町村名 地域名

① 飯塚市 内住(字大野、字白坂、字原、字払ノ谷、字十郎、字用意の元、字久保山、字浦ノ
谷、字福ヶ谷、字久保山前、字古屋敷、字兎山、字赤松尾及び字鍛冶木屋の地域に
限る。)、山口(字米の山、字茜屋、字アラ谷、字飯田、字啌ヶ谷、字ヲジト、字河
原、字勘四郎、字コノヲ、字城山、字城ノ山、字新開、字地蔵ヶ原、字下木屋、字
尻ノ谷、字高塚、字竹ノ尾、字堂田、字峠、字松葉、字宮ノ脇、字六反田、字道
官、字梨木原、字墓ノ尾、字橋ヶ下、字平原、字仏田、字堀田及び字前田の地域に
限る。)、弥山(字水上、字坂ノ下、字大山口、字大塚、字大石道、字コボシキ、字
小山口、字鳥越、字七曲、字仁田尾、字萩の迫、字畑川及び字広畑の地域に限
る。)及び桑曲(字前田、字牧ノ内、字ホリ田、字八郎四、字神ノ後、字上ノ浦、字
ヲナシ、字薄ヶ薮及び字上ノ山の地域に限る。)

② 八女市 黒木町田代(字下筒井、字上筒井、字海太郎、字鋤先、字鳥山、字曽底、字捨井
手、字下堂目木、字上堂目木、字柿ノ木迫、字下姥ヶ塚、字北明所、字湯ノ下、字
坂ノ根、字角佛、字小別当、字辻ノ木、字年ノ神、字三反田、字樫ノ実谷、字松
本、字津留、字阿蘇谷、字池ノ谷、字井手ノ本、字岩ノ鼻、字下真梨穂、字新城、
字尾草、字下尾道、字南真門、字堂ノ迫、字杉山、字田ノ原、字大坪、字鶴牧、字
高柿、字森ノ下、字鳥越、字菅之谷、字谷山口、字願正、字山口、字勿躰、字睦
園、字堂目木及び字陣床の地域に限る。)、黒木町鹿子生(字作り道、字窪、字〔お
う〕ノ谷、字仲田、字細工谷、字長畑、字村下、字屋敷、字南前田、字鬼突、字大
股及び字糯田の地域に限る。)、黒木町土窪(字一ノ渡瀬、字柳ノ原、字梅ヶ谷、字
辻、字段、字上川原、字迫田、字平瀬、字福寿庵、字井手、字長老岩、字文田、字
細工谷、字中通、字西方、字辻山、字池ノ上、字原畑、字石原、字溝添、字僧見、
字不動前、字不動山、字込野、字毛條野及び字柿ノ木迫の地域に限る。)、黒木町
木屋(字森、字本村、字釘ノ鼻、字本坪、字山桃塚、字屋舗ノ下、字平平、字苧扱
場、字松出、字京ノ松、字前田、字大窪、字中村、字建石、字佛岩、字堂ノ先、字
差原、字垣添、字葛原、字鹿ノ子谷、字洲頭、字小川原、字井川元、字塚原、字小
平、字大迫、字楮四郎、字長田、字長田下、字大下、字村下、字野ノ中、字餅田、
字薬師ノ元、字辻、字山ノ神、字小西ノ上、字弓掛塔、字橋本、字高平、字辻ノ
上、字木山、字家鋪、字小谷ノ迫、字浦小路、字二本木、字浦ノ上、字一ノ坂、字
辨財天、字茅切場、字木山向、字後ヶ迫、字境ノ谷(八千七百九十八番地の一から
八千八百三十六番地まで及び一万九百九十番地の二から一万千百二十四番地までの
地域に限る。)、字美野尾(五千九百七番地から五千九百五十二番地まで及び七千二
百二番地の一から七千三百二十四番地までの地域に限る。)、字竹ノ迫、字〔お〕
扱谷及び字楮原の地域に限る。)及び黒木町北木屋(字前田、字御明園、字椛谷、字
下荒谷、字白金、字久保、字外園、字水口、字滝ノ上、字滝ノ下、字山ノ原及び字
漆原の地域に限る。)

③ 豊前市 大字中川底(八百三十四番地の一から千八百五十一番地までの地域に限る。)

④ 嘉麻市 千手(字ナカノの地域に限る。)、泉河内(字ヲムカイ、字ウト、字山ノ下、字油、
字高畑及び字栗野の地域に限る。)、嘉穂才田(字川渕、字ムカエハル、字上ノ原、
字下ノトリ及び字柴原の地域に限る。)及び桑野(字倉谷、字イチノ及び字山セ川の
地域に限る。)

⑤ 添田町 大字桝田(字糀ノ宮、字中ノ原、字仙道及び字広瀬の地域に限る。)、大字落合(字
別所河内、字鍛冶屋、字長谷、字緑川、字深倉、字中河原、字駒鳴及び字芝峠の地
域に限る。)、大字英彦山(字町、字北坂本及び字唐ヶ谷の地域に限る。)及び大字
中元寺(字木浦、字大藪及び字戸谷の地域に限る。)

⑥ 築上町 大字小山田(字小川谷及び字永尾の地域に限る。)
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下記地域に居住する利用者にサービスを提供しても、事業所の「通常の事業の実施地域」内であれば、加算を算定できません。

中山間地域等加算（５％）を算定する場合には、利用者から別途交通費を受領できません。

令和2年4月1日現在

３　「通常の事業の実施地域」を越えて「中山間地域等」に居住する者へのサービス提供を行った場合の加算該当地域（５％加算）

1 北九州市 馬島、藍島

2 福岡市 旧脇山村☆（早良区脇山１・２丁目、大字脇山、大字小笠木、大字椎原及び大字板屋）、玄界島、小呂島

3 大牟田市 全域

4 久留米市 旧水縄村☆

6 飯塚市 旧筑穂町◎

7 田川市 全域

9 八女市 全域

10 筑後市 旧羽犬塚町☆

13 豊前市 旧岩屋村☆、旧合河村☆

16 筑紫野市 平等寺、柚須原、本道寺、上西山

19 宗像市 旧玄海町◎、旧大島村◎

23 うきは市 旧姫治村☆（妹川、新川、田篭、小塩）

24 宮若市 旧吉川村☆、旧笠松村

25 嘉麻市 全域

26 朝倉市 旧上秋月村☆、旧高木村☆、旧秋月町☆、旧杷木町◎、旧朝倉町◎

27 みやま市 全域

28 糸島市 白糸、旧福吉村☆、旧志摩町◎

29 那珂川市 旧南畑村☆

31 篠栗町 萩尾

34 新宮町 相島

37 芦屋町 全域

41 小竹町 全域

42 鞍手町 全域

44 筑前町 三箇山(櫛木地区、黒岩地区を含む。）、勝山、坂根

45 東峰村 全域

48 広川町 旧上広川村☆

49 香春町 全域

50 添田町 全域

52 川崎町 全域

53 大任町 全域

54 赤　村 全域

55 福智町 全域

57 みやこ町 全域

59 上毛町 全域

60 築上町 全域

※ 上記以外の市町村には該当地域がありません。

☆の旧市町村は、昭和25年2月1日現在の市町村の区域です。

◎の旧市町村は、平成15～22年に行われた合併前の市町村の区域です。

表２　福岡県内の「中山間地域等」加算の該当地域（利用者の居住地による区分）

利用者居住地
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保医発0327第３号 

令和２年３月27日 

 

地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）長    殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部）長 

 

 

 

 

厚生労働省保険局医療課長 

                         （公 印 省 略） 

 

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に 

関連する事項等について」の一部改正について 

 

 

標記については、「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定

できる場合の一部を改正する件」（令和２年厚生労働省告示第108号）等が公布され、令

和２年４月１日から適用されること等に伴い、「医療保険と介護保険の給付調整に関する

留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」（平成18年４月28日

老老発第0428001号・保医発第0428001号）の一部を下記のように改め、令和２年４月１日

から適用することとしたので、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機関、審査

支払機関等に対して周知徹底を図られたい。 

なお、要介護被保険者等であって、特別養護老人ホーム等の入所者であるものに対する

診療報酬の取扱いについては、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いにつ

いて」（平成18年３月31日保医発第0331002号）も併せて参照すること。 

 

記 

 

第１ 厚生労働大臣が定める療養告示について 

１ 第１号関係について 

(１) 介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪等に

より密度の高い医療行為が必要となった場合については、当該患者を医療保険適

用病床に転床させて療養を行うことが原則であるが、患者の状態、当該病院又は

診療所の病床の空き状況等により、患者を転床させず、当該介護保険適用病床に

おいて緊急に医療行為を行う必要のあることが想定され、このような場合につい

ては、当該病床において療養の給付又は医療が行われることは可能であり、この

-105-



場合の当該緊急に行われた医療に係る給付については、医療保険から行うもので

あること。 

(２) 介護保険から給付される部分に相当する療養については、医療保険からの給付

は行わないものであること。 

 

２ 第２号関係について 

(１) 療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第

130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の

規定による改正前の介護保険法第８条第26項に規定する療養病床等に係る病棟

をいう。以下同じ。）に該当する病棟が一つである病院又は診療所において、介

護保険適用の指定を受けることにより要介護被保険者以外の患者等に対する対

応が困難になることを避けるため、当該病院又は診療所において、あらかじめ病

室（当該病院にあっては、患者の性別ごとに各１つの合計２つの病室（各病室の

病床数が４を超える場合については４病床を上限とする。））を定め、当該病室

について地方厚生（支）局長に届け出た場合は、当該病室において行った療養に

係る給付は、医療保険から行うものとすること。 

(２) 当該届出については、別紙様式１から８までに従い、医療保険からの給付を行

う場合の入院基本料の区分のほか、夜間勤務等の体制、療養環境等について記載

するものであること。入院基本料の区分については、原則として、介護保険適用

病床における療養型介護療養施設サービス費又は診療所型介護療養施設サービ

ス費の算定に係る看護師等の配置基準と同一のものに相当する入院基本料を届

け出るものであること。 

 

３ 第３号関係について 

介護保険適用病床に入院している患者に対し歯科療養を行った場合についての当

該療養に係る給付については医療保険から行うものであること。 

 

第２ 医療保険適用及び介護保険適用の病床を有する保険医療機関に係る留意事項につ

いて 

１ 同一の病棟で医療保険適用と介護保険適用の病床を病室単位で混在できる場合 

(１) 療養病棟を２病棟以下しか持たない病院及び診療所であること。 

(２) 病院であって、当該病院の療養病棟（医療保険適用であるものに限る。）の病

室のうち、当該病棟の病室数の２分の１を超えない数の病室を定め、当該病室に

ついて指定介護療養型医療施設の指定を受けることについて地方厚生（支）局長

に届け出た場合には、令和６年３月31日までの間に限り、当該病室において行っ

た療養に係る給付は、介護保険から行うものとすること。 

(３) 病院（指定介護療養型医療施設であるものに限る。）であって、当該病院の療

養病棟の病室のうち、当該病棟の病室数の２分の１を超えない数の病室を定め、

当該病室について指定介護療養型医療施設の指定を除外し、当該病室に入院する

者について療養の給付（健康保険法（大正11年法律第70号）第63条第１項の療養
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の給付をいう。）を行おうとすることについて地方厚生（支）局長に届け出た場

合には、令和６年３月31日までの間に限り、当該病室において行った療養に係る

給付は、医療保険から行うものとすること。 

 

２ 施設基準関係 

(１) １保険医療機関における介護保険適用の療養病床（以下「介護療養病床」とい

う。）と医療保険適用の療養病床（以下「医療療養病床」という。）で別の看護

師等の配置基準を採用できること。 

(２) １病棟を医療療養病床と介護療養病床に分ける場合については、各保険適用の

病床ごとに、１病棟すべてを当該保険の適用病床とみなした場合に満たすことの

できる看護師等の配置基準に係る入院基本料等（医療療養病床の場合は療養病棟

入院料１又は２、介護療養病床の場合は療養型介護療養施設サービス費）を採用

するものとすること。このため、１病棟内における医療療養病床と介護療養病床

とで、届け出る看護師等の配置基準が異なることがあり得るものであること。た

だし、医療療養病床及び介護療養病床各々において満たすことのできる看護師等

の配置基準に係る入院基本料等を採用することもできるものであること。なお、

医療療養病床に係る届出については、基本診療料の施設基準等（平成20年厚生労

働省告示第62号）及び「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの

取扱いについて」（令和２年３月５日保医発0305第２号）に基づき、療養病棟入

院料１若しくは２又は有床診療所療養病床入院基本料を届け出るものであるこ

と。 

(３) 夜間勤務等の体制については、病棟ごとに届出を行うことが可能であるが、１

病棟を医療療養病床と介護療養病床とに分ける場合には、各保険適用の病床ごと

に、１病棟すべてを当該保険の適用病床とみなした場合に満たすことのできる夜

間勤務等の体制を採用するものとすること。 

 

３ 入院期間、平均在院日数の考え方について 

(１) 介護保険適用病床に入院している患者が、急性増悪等により一般病棟での医療

が必要となり、同病棟に転棟した場合は、転棟後30日までの間は、新規入院患者

と同様に取り扱うこと。 

(２) (１)以外の場合についての入院期間の考え方については、介護保険適用の病床

に入院している期間についても、医療保険適用病床に入院している場合と同様に

取り扱うものであること。 

(３) 平均在院日数の考え方については、(１)及び(２)と同様であること。 

 

４ 介護保険適用病床に入院中に医療保険からの給付を受けた場合の取扱いについて 

(１) 介護保険適用病床において、緊急その他の場合において療養の給付を受けた場

合において、当該医療保険における請求については、「入院外」のレセプトを使

用すること。 

(２) この場合において、医療保険における患者の一部負担の取扱いについても通常
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の外来に要する費用負担によるものであること。 

 

５ 医療保険の診療項目と介護保険の特定診療費、特別療養費及び特別診療費の算定に

おける留意事項 

(１) 同一施設内の医療保険適用病床から介護保険適用病床へ転床した場合、当該転

床した月においては、特定診療費として定められた初期入院診療管理は算定でき

ないものであること。ただし、当該医療保険適用病床と介護保険適用病床におけ

る入院期間が通算して６月以内の場合であって、当該介護保険適用病床に転床し

た患者の病状の変化等により、診療方針に重要な変更があり、入院診療計画を見

直す必要が生じた場合においては、この限りでない。 

(２) 同一施設内の医療保険適用病床から、介護医療院若しくは介護療養型老人保健

施設に入所した者又は当該医療機関と一体的に運営されるサテライト型小規模

介護療養型老人保健施設に入所した者にあっては、特別療養費又は特別診療費に

定める初期入所診療加算は算定できないものであること。ただし、当該施設の入

所期間及び当該施設入所前の医療保険適用病床における入所期間が通算して６

月以内の場合であって、当該入所した者の病状の変化等により、診療方針に重要

な変更があり、診療計画を見直す必要が生じた場合においては、この限りでない。 

(３) 医療保険適用病床から介護保険適用病床に転床又は介護医療院若しくは介護

療養型老人保健施設に入所した場合、当該転床又は入所した週において、医療保

険の薬剤管理指導料を算定している場合には、特定診療費、特別療養費又は特別

診療費として定められた薬剤管理指導は算定できないものであること。また、介

護保険適用病床から医療保険適用病床に転床又は介護医療院若しくは介護療養

型老人保健施設から医療保険適用病床に入院した場合についても同様であるこ

と。 

(４) 特定診療費又は特別診療費として定められた理学療法、作業療法、言語聴覚療

法、集団コミュニケーション療法及び精神科作業療法並びに特別療養費として定

められた言語聴覚療法及び精神科作業療法を行う施設については、医療保険の疾

患別リハビリテーション及び精神科作業療法を行う施設と同一の場合及びこれ

らと共用する場合も認められるものとすること。ただし、共用する場合にあって

は、施設基準及び人員配置基準等について、特定診療費、特別療養費又は特別診

療費及び医療保険のそれぞれにおいて定められた施設基準の両方を同時に満た

す必要があること。 

 

６ 介護療養型医療施設に入院中の患者の医療保険における他保険医療機関への受診

について 

(１) 介護療養型医療施設に入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の傷

病に罹患し、当該介護療養型医療施設以外での診療の必要が生じた場合は、他保

険医療機関へ転医又は対診を求めることを原則とする。 

(２) 介護療養施設サービス費を算定している患者について、当該介護療養施設サー

ビス費に含まれる診療を他保険医療機関で行った場合には、当該他保険医療機関
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は当該費用を算定できない。 

(３) (２)にかかわらず、介護療養施設サービス費を算定する患者に対し眼科等の専

門的な診療が必要となった場合（当該介護療養型医療施設に当該診療に係る診療

科がない場合に限る。）であって、当該患者に対し当該診療が行われた場合（当

該診療に係る専門的な診療科を標榜する他保険医療機関（特別の関係にあるもの

を除く。）において、次に掲げる診療行為を含む診療行為が行われた場合に限る。）

は、当該患者について算定する介護療養施設サービス費に含まれる診療が当該他

保険医療機関において行われた診療に含まれる場合に限り、当該他保険医療機関

において、当該診療に係る費用を算定できる。ただし、短期滞在手術等基本料２

及び３、医学管理等、在宅医療、投薬、注射並びにリハビリテーションに係る費

用（当該専門的な診療科に特有な薬剤を用いた投薬又は注射に係る費用を除く。）

は算定できない。 

ア 初・再診料 

イ 短期滞在手術等基本料１ 

ウ 検査 

エ 画像診断 

オ 精神科専門療法 

カ 処置 

キ 手術 

ク 麻酔 

ケ 放射線治療 

コ 病理診断 

(４) 他保険医療機関は、(３)のアからコまでに規定する診療を行った場合には、当

該患者の入院している介護療養型医療施設から提供される当該患者に係る診療

情報に係る文書を診療録に添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に、「入

院介護療養型医療施設名」、「受診した理由」、「診療科」及び「○他○介(受診

日数：○日)」と記載する。 

 

第３ 介護調整告示について 

要介護被保険者等である患者（介護医療院に入所中の患者を除く。）に対し算定でき

る診療報酬点数表に掲げる療養については、介護調整告示によるものとし、別紙１を参

照のこと。 

なお、要介護被保険者等であって、特別養護老人ホーム等の入所者であるものに対す

る診療報酬の取扱いについては、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱い

について」（平成18年３月31日保医発第0331002号）も併せて参照すること。 

 

第４ 介護医療院に入所中の患者の医療保険における保険医療機関への受診等について 

１ 介護医療院に入所中の患者に対する診療の基本的な考え方は、第２の６の(１)、

(２)及び(４)の例によること。 
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２ 介護医療院サービス費を算定する患者に対し専門的な診療が必要となった場合に

は、保険医療機関において当該診療に係る費用を算定できる。算定できる費用につい

ては介護調整告示によるものとし、別紙２を参照のこと。 

３ 医療療養病床及び介護療養病床が混在する病棟の一部を介護医療院に転換した場

合、夜間勤務等の体制については、第２の２の（３）の例によること。 

 

第５ 医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービス等に関する留意

事項 

１ 同一日算定について 

診療報酬点数表の別表第一第２章第２部（在宅医療）に掲げる療養に係る同一日算

定に関する考え方については、介護保険の指定居宅サービスは対象とするものではな

いこと。 

 

２ 月の途中で要介護被保険者等となる場合等の留意事項について 

要介護被保険者等となった日から、同一の傷害又は疾病等についての給付が医療保

険から介護保険へ変更されることとなるが、この場合において、１月あたりの算定回

数に制限がある場合（医療保険における訪問歯科衛生指導と介護保険における歯科衛

生士が行う居宅療養管理指導の場合の月４回など）については、同一保険医療機関に

おいて、両方の保険からの給付を合算した回数で制限回数を考慮するものであること。 

 

３ 訪問診療に関する留意事項について 

(１) 指定特定施設（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成11年厚生省令第37号）第174条第１項）、指定地域密着型特定施設（指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働

省令第34号）第109条第１項）又は指定介護予防特定施設（指定介護予防サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号）第230

条第１項）のいずれかに入居する患者（指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準第192条の２に規定する外部サービス利用型指定特定施設

入居者生活介護及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準第253条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介

護を受けている患者を除く。）については在宅がん医療総合診療料は算定できな

い。 

(２) 要介護被保険者等については、在宅患者連携指導料は算定できない。 

(３) 特別養護老人ホーム入居者に対しては、「特別養護老人ホーム等における療養

の給付の取扱いについて」（平成18年保医発第0331002号）に定める場合を除き、

在宅患者訪問診療料を算定できない。 

 

４ 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に関する留意事項
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について 

介護保険におけるターミナルケア加算を算定した場合は、在宅患者訪問看護・指導

料の在宅ターミナルケア加算及び同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者

ターミナルケア加算、介護保険における看護・介護職員連携強化加算を算定している

月にあっては、在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の看

護・介護職員連携強化加算を算定できない。 

 

５ 在宅患者緊急時等共同指導料に関する留意事項について 

介護保険における居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定し

た日は調剤に係る在宅患者緊急時等共同指導料を算定できない。 

 

６ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料に関する留意事項について 

小規模多機能型居宅介護事業所、複合型サービス事業所において通所サービス中に

実施される点滴注射には算定できない。 

 

７ 精神科訪問看護・指導料に関する留意事項について 

精神疾患を有する患者であり、精神科訪問看護指示書が交付された場合は、要介護

被保険者等の患者であっても算定できる。ただし、認知症が主傷病である患者（精神

科在宅患者支援管理料を算定する者を除く。）については算定できない。 

 

８ 訪問看護等に関する留意事項について 

(１) 訪問看護療養費は、要介護被保険者等である患者については、原則としては算

定できないが、特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を行う場合、訪問看護療

養費に係る訪問看護ステーションの基準等（平成18年厚生労働省告示第103号。

以下「基準告示」という。）第２の１の（１）に規定する疾病等の利用者に対す

る指定訪問看護を行う場合（退院支援指導加算については、退院後行う初回の訪

問看護が特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護である場合又は基準告示第２

の１の（１）に規定する疾病等の利用者に対する指定訪問看護である場合、訪問

看護情報提供療養費１については、同一月に介護保険による訪問看護を受けてい

ない場合に限る。）、精神科訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看護を行

う場合（認知症でない患者に指定訪問看護を行う場合に限る。）及び入院中（外

泊日を含む。）に退院に向けた指定訪問看護を行う場合には、算定できる。 

ただし、その場合であっても、介護保険の訪問看護等において緊急時訪問看護

加算又は緊急時介護予防訪問看護加算を算定している月にあっては24時間対応

体制加算、介護保険における特別管理加算を算定している月にあっては医療保険

の特別管理加算、介護保険における看護・介護職員連携強化加算を算定している

月にあっては医療保険の看護・介護職員連携強化加算は算定できない。また、介

護保険の訪問看護等においてターミナルケア加算を算定した場合は、訪問看護タ

ーミナルケア療養費は算定できない。 

(２) 要介護被保険者等については、在宅患者連携指導加算は算定できない。 
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９ 訪問リハビリテーションに関する留意事項について 

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、要介護被保険者等である患者につ

いては、原則としては算定できないが、急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビ

リテーションの指導管理を行う必要がある場合には、６月に１回、14日間に限り算定

できる。 

 

10 リハビリテーションに関する留意事項について 

要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等に

ついて、医療保険における心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビ

リテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又

は呼吸器リハビリテーション料（以下「医療保険における疾患別リハビリテーション

料」という。）を算定するリハビリテーション（以下「医療保険における疾患別リハ

ビリテーション」という。）を行った後、介護保険における訪問リハビリテーション

若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介

護予防通所リハビリテーション（以下「介護保険におけるリハビリテーション」とい

う。）の利用開始日を含む月の翌月以降は、当該リハビリテーションに係る疾患等に

ついて、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算

定する患者に該当することとなった場合を除き、医療保険における疾患別リハビリテ

ーション料は算定できない。 

ただし、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設

で介護保険におけるリハビリテーションを提供することになった場合には、一定期間、

医療保険における疾患別リハビリテーションと介護保険のリハビリテーションを併

用して行うことで円滑な移行が期待できることから、介護保険におけるリハビリテー

ションの利用開始日を含む月の翌々月まで、併用が可能であること。併用する場合に

は、診療録及び診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始

日」を記載することにより、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーシ

ョンを行った日以外の日に医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定す

ることが可能である。ただし、当該利用開始日の翌月及び翌々月に算定できる疾患別

リハビリテーション料は１月７単位までとする。 

なお、目標設定等支援・管理料を算定してから３月以内に、当該支援によって紹介

された事業所において介護保険におけるリハビリテーションを体験する目的で、同一

の疾患について医療保険におけるリハビリテーションを行った日以外に１月に５日

を超えない範囲で介護保険におけるリハビリテーションを行った場合は、診療録及び

診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記載する

必要はなく、医療保険における疾患別リハビリテーションから介護保険におけるリハ

ビリテーションへ移行したものとはみなさない。 

 

11 重度認知症患者デイ・ケア料等に関する留意事項について 

(１) 医療保険における重度認知症患者デイ・ケア料、精神科ショート・ケア、精神
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科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケア（以下「重度

認知症患者デイ・ケア料等」という。）を算定している患者に対しては、当該重

度認知症患者デイ・ケア料等を、同一の環境において反復継続して行うことが望

ましいため、患者が要介護被保険者等である場合であっても、重度認知症患者デ

イ・ケア料等を行っている期間内においては、介護保険における認知症対応型通

所介護費及び通所リハビリテーション費を算定できないものであること。 

ただし、要介護被保険者等である患者であって、特定施設（指定特定施設、指

定域密着型特定施設又は指定介護予防特定施設に限る。）の入居者及びグループ

ホーム（認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の受

給者の入居施設）の入居者以外のものに対して行う重度認知症患者デイ・ケア等

については、介護保険における指定認知症対応型通所介護又は通所リハビリテー

ションを行った日以外の日に限り、医療保険における重度認知症患者デイ・ケア

料等を算定できるものであること。 

(２) グループホーム（認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生

活介護の受給者の入居施設）の入居者については、医療保険の重度認知症患者デ

イ・ケア料は算定できないものであること。ただし、認知症である老人であって

日常生活自立度判定基準がランクＭに該当するものについては、この限りではな

いこと。 

 

12 人工腎臓等に関する留意事項について 

介護老人保健施設は入所者について、人工腎臓の「１」から「３」を算定する場合

（「注13」の加算を算定する場合を含む。）の取扱いは、介護老人保健施設の入所者

以外の場合と同様であり、透析液（灌流液）、血液凝固阻止剤、生理食塩水、エリス

ロポエチン、ダルベポエチン及びエポエチンベータペゴルの費用は人工腎臓の所定点

数に含まれており、別に算定できない。なお、生理食塩水には、回路の洗浄・充填、

血圧低下時の補液、回収に使用されるもの等が含まれ、同様の目的で使用される電解

質補液、ブドウ糖液等についても別に算定できない。 
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定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

―
×

○
×

○
×

○
（

入
院

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

○
（

配
置

医
師

が
行

う
場

合
を

除
く

。
）

○
×

○
（

Ａ
４

０
０

の
１

短
期

滞
在

手
術

等
基

本
料

１
に

限
る

。
）

○
（

Ａ
２

２
７

精
神

科
措

置
入

院
診

療
加

算
及

び
Ａ

２
２

７
－

２
精

神
科

措
置

入
院

退
院

支
援

加
算

に
限

る
。

）

○
（

Ａ
４

０
０

の
１

短
期

滞
在

手
術

等
基

本
料

１
に

限
る

。
）

×
―

―

○
―

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

―
―

×
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

○
―

○
―

○
―

○
―

―
○

―
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

○
（

療
養

病
棟

に
入

院
中

の
者

に
限

る
。

）

×
○

○

○
（

療
養

病
棟

に
入

院
中

の
者

に
限

る
。

）

○

○
○

○
―

―
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

○
―

―
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

注
１

○
○

注
２

○

○
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

場
合

に
限

る
。

）

×
―

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

基 本

初
・

再
診

料
○

入
院

料
等

×

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

×

Ｂ
０

０
１

の
2
4
　

外
来

緩
和

ケ
ア

管
理

料
○

×
×

Ｂ
０

０
１

の
2
5
　

移
植

後
患

者
指

導
管

理
料

○
×

×

Ｂ
０

０
１

の
1
0
　

入
院

栄
養

食
事

指
導

料
―

×
×

○
×

×

Ｂ
０

０
１

－
２

－
７

　
外

来
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

診
療

料
○

×
××

Ｂ
０

０
１

の
2
7
　

糖
尿

病
透

析
予

防
指

導
管

理
料

○
×

×

Ｂ
０

０
１

－
２

－
５

　
院

内
ト

リ
ア

ー
ジ

実
施

料
○

×
×

Ｂ
０

０
１

の
2
6
　

植
込

型
輸

液
ポ

ン
プ

持
続

注
入

療
法

指
導

管
理

料
○

×

Ｂ
０

０
１

－
２

－
６

　
夜

間
休

日
救

急
搬

送
医

学
管

理
料

Ｂ
０

０
５

　
退

院
時

共
同

指
導

料
２

―
×

×
×

Ｂ
０

０
１

－
２

－
８

　
外

来
放

射
線

照
射

診
療

料
○

×
×

Ｂ
０

０
４

　
退

院
時

共
同

指
導

料
１

―
×

×
×

Ｂ
０

０
５

－
１

－
２

　
介

護
支

援
等

連
携

指
導

料
―

×
×

×

Ｂ
０

０
５

－
６

　
が

ん
治

療
連

携
計

画
策

定
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
５

－
７

　
認

知
症

専
門

診
断

管
理

料
○

×
×

Ｂ
０

０
５

－
６

－
２

　
が

ん
治

療
連

携
指

導
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
５

－
６

－
４

　
外

来
が

ん
患

者
在

宅
連

携
指

導
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
７

　
退

院
前

訪
問

指
導

料
―

×
×

×

Ｂ
０

０
５

－
７

－
２

　
認

知
症

療
養

指
導

料
○

×
×

×

Ｂ
０

０
５

－
８

　
肝

炎
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ロ

ン
治

療
計

画
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
７

－
２

　
退

院
後

訪
問

指
導

料
○

×
×

×

Ｂ
０

０
８

　
薬

剤
管

理
指

導
料

―
×

×
×

○
×

×
×

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
×

×

Ｂ
０

０
８

－
２

　
薬

剤
総

合
評

価
調

整
管

理
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
９

　
診

療
情

報
提

供
料

(
Ⅰ

)

特 掲

医 学 管 理 等
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

注
３

―
○

注
４

○
×

○
―

注
５

及
び

注
６

○
○

×
○

注
８

加
算

及
び

注
９

加
算

○
○

注
1
0
加

算
（

認
知

症
専

門
医

療
機

関
紹

介
加

算
）

○
○

×
○

注
1
1
加

算
（

認
知

症
専

門
医

療
機

関
連

携
加

算
）

注
1
2
加

算
（

精
神

科
医

連
携

加
算

）
注

1
3
加

算
（

肝
炎

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ロ
ン

治
療

連
携

加
算

）
―

○

注
1
4
加

算
（

歯
科

医
療

機
関

連
携

加
算

１
）

注
1
5
加

算
（

歯
科

医
療

機
関

連
携

加
算

２
）

○
○

注
1
6
加

算
（

地
域

連
携

診
療

計
画

加
算

）
―

―

注
1
7
加

算
（

療
養

情
報

提
供

加
算

）
―

○

注
1
8
加

算
（

検
査

･
画

像
情

報
提

供
加

算
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
―

○
―

○
○

×
○

※
１

―
×

○
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

○
○

※
1
0

―

ア
：

○
　

※
８

（
死

亡
日

か
ら

さ
か

の
ぼ

っ
て

3
0
日

以
内

の
患

者
及

び
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
た

だ
し

、
看

取
り

介
護

加
算

(
Ⅱ

)
を

算
定

し
て

い
る

場
合

に
は

看
取

り
加

算
は

算
定

で
き

な
い

。
）

イ
：

○
　

※
1
0

○
○

※
1
0

―

ア
：

○
　

※
８

（
死

亡
日

か
ら

さ
か

の
ぼ

っ
て

3
0
日

以
内

の
患

者
及

び
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
た

だ
し

、
看

取
り

介
護

加
算

(
Ⅱ

)
を

算
定

し
て

い
る

場
合

に
は

看
取

り
加

算
は

算
定

で
き

な
い

。
）

イ
：

○
　

※
1
0

○
（

養
護

老
人

ホ
ー

ム
、

軽
費

老
人

ホ
ー

ム
A
型

、
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

及
び

サ
ー

ビ
ス

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
の

入
所

者
を

除
く

。
）

○
※

1
0

―
―

○
×

×

○
×

×
×

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

（
医

師
が

行
う

場
合

に
限

る
。

）
が

算
定

さ
れ

て
い

る
場

合
を

除
く

。
）

×
×

×

○
×

×

○
×

×

○
×

×
×

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

（
医

師
が

行
う

場
合

に
限

る
。

）
が

算
定

さ
れ

て
い

る
場

合
を

除
く

。
）

×

○
×

×
×

○
×

×
×

×
×

○
×

×
×

Ｂ
０

０
９

－
２

　
電

子
的

診
療

情
報

評
価

料
○

×
×

×

Ｂ
０

１
０

　
診

療
情

報
提

供
料

(
Ⅱ

)
○

×
×

×

Ｂ
０

１
０

－
２

　
診

療
情

報
連

携
共

有
料

○
○

○
×

Ｂ
０

１
４

　
退

院
時

薬
剤

情
報

管
理

指
導

料
―

×
×

×

Ｂ
０

１
1
　

診
療

情
報

提
供

料
（

Ⅲ
）

○
×

×
×

上
記

以
外

○
×

×

Ｃ
０

０
０

　
往

診
料

○
×

×

Ｃ
０

０
１

　
在

宅
患

者
訪

問
診

療
料

(
Ⅰ

)
（

同
一

建
物

に
お

い
て

同
一

日
に

２
件

以
上

医
療

保
険

か
ら

給
付

さ
れ

る
訪

問
診

療
を

行
う

か
否

か
に

よ
り

該
当

す
る

区
分

を
算

定
）

○
×

×
×

Ｃ
０

０
１

－
２

　
在

宅
患

者
訪

問
診

療
料

(
Ⅱ

)
○

×
×

×

Ｃ
０

０
２

　
在

宅
時

医
学

総
合

管
理

料
―

×
×

×

Ｂ
０

１
５

　
精

神
科

退
院

時
共

同
指

導
料

―
×

×
×

-115-



「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

○
（

定
員

1
1
0
名

以
下

の
養

護
老

人
ホ

ー
ム

、
軽

費
老

人
ホ

ー
ム

A
型

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

及
び

サ
ー

ビ
ス

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
の

入
所

者
並

び
に

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
の

入
所

者
（

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

も
の

に
限

る
。

）
に

限
る

。
）

―
―

ア
：

○
　

※
８

（
死

亡
日

か
ら

さ
か

の
ぼ

っ
て

3
0
日

以
内

の
患

者
及

び
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

イ
：

○
　

※
1
0

○
○

※
1
0

○
×

○
―

―

―
○

○
※

２
○

※
２

及
び

※
1
1

―
ア

：
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

イ
：

○
　

※
1
2

在
宅

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
及

び
同

一
建

物
居

住
者

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算

○
※

２
（

同
一

月
に

お
い

て
、

介
護

保
険

の
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

を
算

定
し

て
い

な
い

場
合

に
限

る
。

）

○
※

２
及

び
※

1
1

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
の

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―

ア
：

○
（

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

に
限

る
。

た
だ

し
、

看
取

り
介

護
加

算
を

算
定

し
て

い
る

場
合

に
は

、
在

宅
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

の
ロ

又
は

同
一

建
物

居
住

者
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

の
ロ

を
算

定
す

る
。

）
イ

：
○

　
※

1
2

在
宅

移
行

管
理

加
算

○
※

２
（

同
一

月
に

お
い

て
、

介
護

保
険

の
特

別
管

理
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

○
※

２
及

び
※

1
1

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
の

特
別

管
理

加
算

を
算

定
し

て
い

な
い

場
合

に
限

る
。

）

―
ア

：
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

イ
：

○
　

※
1
2

看
護

・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
○

―
―

そ
の

他
の

加
算

○
※

２
○

※
２

及
び

※
1
1

―
ア

：
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

イ
：

○
　

※
1
2

○
○

※
２

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

―
―

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

―
―

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

特 掲

在 宅 医 療

Ｃ
０

０
２

－
２

　
施

設
入

居
時

等
医

学
総

合
管

理
料

○
×

×
×

Ｃ
０

０
３

　
在

宅
が

ん
医

療
総

合
診

療
料

×
×

×

Ｃ
０

０
４

　
救

急
搬

送
診

療
料

○
×

×
×

○
※

２
（

同
一

月
に

お
い

て
、

介
護

保
険

の
特

別
管

理
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

×
×

×

×
×

×
×

Ｃ
０

０
５

　
在

宅
患

者
訪

問
看

護
・

指
導

料
Ｃ

０
０

５
－

１
－

２
　

同
一

建
物

居
住

者
訪

問
看

護
・

指
導

料 （
同

一
建

物
に

お
い

て
同

一
日

に
２

件
以

上
医

療
保

険
か

ら
給

付
さ

れ
る

訪
問

指
導

を
行

う
か

否
か

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

○
※

２
×

×
×

○
※

２
（

た
だ

し
、

看
取

り
介

護
加

算
を

算
定

し
て

い
る

場
合

に
は

、
在

宅
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

の
ロ

又
は

同
一

建
物

居
住

者
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

の
ロ

を
算

定
す

る
。

）

×
×

×

Ｃ
０

０
６

　
在

宅
患

者
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

指
導

管
理

料
（

同
一

建
物

に
お

い
て

同
一

日
に

２
件

以
上

医
療

保
険

か
ら

給
付

さ
れ

る
訪

問
指

導
を

行
う

か
否

か
に

よ
り

該
当

す
る

区
分

を
算

定
）

○
（

急
性

増
悪

等
に

よ
り

一
時

的
に

頻
回

の
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

が
必

要
な

患
者

に
限

る
。

）
×

×
×

○
※

２
×

×
×

Ｃ
０

０
５

－
２

　
在

宅
患

者
訪

問
点

滴
注

射
管

理
指

導
料

○
※

２
×

×
×

Ｃ
０

０
７

　
訪

問
看

護
指

示
料

○
×

×
×

Ｃ
０

０
７

－
２

　
介

護
職

員
喀

痰
吸

引
等

指
示

料
○

×
×

×

Ｃ
０

０
８

　
在

宅
患

者
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
料

（
当

該
患

者
が

居
住

す
る

建
築

物
に

居
住

す
る

者
の

う
ち

当
該

保
険

医
療

機
関

が
当

該
指

導
料

を
算

定
す

る
者

の
人

数
等

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

×
×

×
×
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

―
―

―
―

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

―
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

○
×

―
―

―
―

―
○

※
１

―
○

○
×

○
×

○
○

○

○
（

単
純

撮
影

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

○
×

○
○

○
○

※
３

○
（

専
門

的
な

診
療

に
特

有
な

薬
剤

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

○
（

第
３

節
に

限
る

。
）

※
３

○
（

専
門

的
な

診
療

に
特

有
な

薬
剤

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

○

○

○
（

第
２

節
に

限
る

。
）

※
４

○
（

専
門

的
な

診
療

に
特

有
な

薬
剤

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

○
（

第
２

節
に

限
る

。
）

※
４

○
（

専
門

的
な

診
療

に
特

有
な

薬
剤

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

○

○

○
（

Ｈ
０

０
５

視
能

訓
練

及
び

Ｈ
０

０
６

難
病

患
者

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

に
限

る
。

）

×

○
（

同
一

の
疾

患
等

に
つ

い
て

、
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
利

用
開

始
月

の
翌

月
以

降
は

算
定

不
可

（
た

だ
し

、
別

の
施

設
で

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
う

場
合

に
は

、
利

用
開

始
月

の
３

月
目

以
降

は
算

定
不

可
）

）

―
×

○
○

※
１

―
×

―

○
（

た
だ

し
、

往
診

時
に

行
う

場
合

に
は

精
神

療
法

が
必

要
な

理
由

を
診

療
録

に
記

載
す

る
こ

と
。

）

―
×

○

○
（

た
だ

し
、

往
診

時
に

行
う

場
合

に
は

精
神

療
法

が
必

要
な

理
由

を
診

療
録

に
記

載
す

る
こ

と
。

）

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）

―

○
×

○
×

○
○

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）

―

Ｃ
０

０
９

　
在

宅
患

者
訪

問
栄

養
食

事
指

導
料

（
当

該
患

者
が

居
住

す
る

建
築

物
に

居
住

す
る

者
の

う
ち

当
該

保
険

医
療

機
関

が
当

該
指

導
料

を
算

定
す

る
者

の
人

数
等

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

×
×

×
×

Ｃ
０

１
０

　
在

宅
患

者
連

携
指

導
料

×
×

×
×

Ｃ
０

１
１

　
在

宅
患

者
緊

急
時

等
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

料
○

×
×

×

Ｃ
０

１
２

　
在

宅
患

者
共

同
診

療
料

の
１

○
×

×
×

Ｃ
０

１
２

　
在

宅
患

者
共

同
診

療
料

の
２

Ｃ
０

１
２

　
在

宅
患

者
共

同
診

療
料

の
３

（
同

一
建

物
に

お
い

て
同

一
日

に
２

件
以

上
医

療
保

険
か

ら
給

付
さ

れ
る

訪
問

診
療

を
行

う
か

否
か

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

○
×

×
×

検
査

○
○

※
７

画
像

診
断Ｃ

０
１

３
　

在
宅

患
者

訪
問

褥
瘡

管
理

指
導

料
○

×
×

×

第
２

節
第

１
款

に
掲

げ
る

在
宅

療
養

指
導

管
理

料
○

×
×

×

○
○

投
薬

○
○

※
３

注
射

○
○

※
５

第
２

節
第

２
款

に
掲

げ
る

在
宅

療
養

指
導

管
理

材
料

加
算

○
×

×
○

○
×

×

Ｉ
０

０
３

－
２

　
認

知
療

法
・

認
知

行
動

療
法

○
×

×

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン

○
（

同
一

の
疾

患
等

に
つ

い
て

、
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
利

用
開

始
月

の
翌

月
以

降
は

算
定

不
可

（
た

だ
し

、
別

の
施

設
で

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
う

場
合

に
は

、
利

用
開

始
月

の
３

月
目

以
降

は
算

定
不

可
）

）

×
○

※
７

Ｉ
０

０
２

　
通

院
・

在
宅

精
神

療
法

（
１

通
院

精
神

療
法

に
限

る
。

）
○

×
×

Ｉ
０

０
２

　
通

院
・

在
宅

精
神

療
法

（
２

在
宅

精
神

療
法

に
限

る
。

）

Ｉ
０

０
８

　
入

院
生

活
技

能
訓

練
療

法
―

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）
×

Ｉ
０

０
５

　
入

院
集

団
精

神
療

法
―

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）
×

Ｉ
０

０
７

　
精

神
科

作
業

療
法

○
×
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

○
（

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

日
以

外
の

日
は

算
定

可
）

○

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

又
は

地
域

移
行

機
能

強
化

病
棟

入
院

料
を

算
定

し
た

も
の

に
限

る
。

）

×

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

を
算

定
し

た
も

の
に

限
る

。
）

×

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

を
算

定
し

た
も

の
に

限
る

。
）

○

注
５

○
○

―
○

―
―

○
（

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

日
以

外
の

日
は

算
定

可
）

○

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

又
は

地
域

移
行

機
能

強
化

病
棟

入
院

料
を

算
定

し
た

も
の

に
限

る
。

）

×

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

を
算

定
し

た
も

の
に

限
る

。
）

×

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

を
算

定
し

た
も

の
に

限
る

。
）

○

注
６

○
○

―
○

―
―

○
（

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

日
以

外
の

日
は

算
定

可
）

○
―

○

○
○

×
○

×
―

○
※

９
○

※
９

及
び

※
1
3

―
×

×
×

×

ア
：

○
（

認
知

症
患

者
を

除
く

。
）

イ
：

○
　

※
1
3

（
認

知
症

患
者

を
除

く
。

）

看
護

・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
○

―
×

×
×

×
―

―
―

―
―

―
○

（
認

知
症

患
者

を
除

く
。

）

○
（

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

日
以

外
の

日
は

算
定

可
）

○

○
（

認
知

症
で

あ
る

老
人

で
あ

っ
て

日
常

生
活

自
立

度
判

定
基

準
が

ラ
ン

ク
Ｍ

の
も

の
に

限
る

。
）

―
○

―
○

（
精

神
科

在
宅

患
者

支
援

管
理

料
１

の
ハ

を
算

定
す

る
場

合
を

除
く

。
）

○
○

※
１

○
○

※
６

○
×

○
○

○
×

○
○

○
×

○
○

○
×

○
○

○
×

○
×

○
○

○
○

○
―

○
―

○
○

特 掲

精 神 科 専 門 療 法

Ｉ
０

０
８

－
２

　
精

神
科

シ
ョ

ー
ト

・
ケ

ア

○
（

当
該

療
法

を
行

っ
て

い
る

期
間

内
に

お
い

て
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

場
合

は
算

定
不

可
）

×

Ｉ
０

１
０

　
精

神
科

ナ
イ

ト
・

ケ
ア

Ｉ
０

１
０

－
２

　
精

神
科

デ
イ

・
ナ

イ
ト

・
ケ

ア

○
（

当
該

療
法

を
行

っ
て

い
る

期
間

内
に

お
い

て
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

場
合

は
算

定
不

可
）

―
―

×

Ｉ
０

１
１

　
精

神
科

退
院

指
導

料
Ｉ

０
１

１
－

２
　

精
神

科
退

院
前

訪
問

指
導

料
―

×

―
×

Ｉ
０

０
９

　
精

神
科

デ
イ

・
ケ

ア

○
（

当
該

療
法

を
行

っ
て

い
る

期
間

内
に

お
い

て
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

場
合

は
算

定
不

可
）

×

―
×

Ｉ
０

１
２

－
２

　
精

神
科

訪
問

看
護

指
示

料
○

×

Ｉ
０

１
５

　
重

度
認

知
症

患
者

デ
イ

・
ケ

ア
料

○
（

重
度

認
知

症
患

者
デ

イ
・

ケ
ア

を
行

っ
て

い
る

期
間

内
に

お
い

て
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

場
合

は
算

定
不

可
）

―
―

×

Ｉ
０

１
２

　
精

神
科

訪
問

看
護

・
指

導
料

(
Ⅰ

)
及

び
(
Ⅲ

)
（

同
一

建
物

に
お

い
て

同
一

日
に

２
件

以
上

医
療

保
険

か
ら

給
付

さ
れ

る
訪

問
看

護
を

行
う

か
否

か
に

よ
り

該
当

す
る

区
分

を
算

定
）

（
看

護
・

介
護

職
員

連
携

強
化

加
算

以
外

の
加

算
を

含
む

。
）

○
※

９
×

×
×

処
置

○
○

※
７

手
術

○
○

○
※

７

Ｉ
０

１
６

　
精

神
科

在
宅

患
者

支
援

管
理

料
○

×
×

×

上
記

以
外

○
○

○
×

Ｂ
０

０
０

－
４

　
歯

科
疾

患
管

理
料

Ｂ
０

０
２

　
歯

科
特

定
疾

患
療

養
管

理
料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
○

○
○

Ｂ
０

０
４

－
１

－
４

　
入

院
栄

養
食

事
指

導
料

―

特 掲

麻
酔

○
○

○
※

７

放
射

線
治

療
○

○
○

病
理

診
断

×
×

―

Ｂ
０

０
４

－
９

　
介

護
支

援
等

連
携

指
導

料
―

×
×

―

○
○

Ｂ
０

０
６

－
３

　
が

ん
治

療
連

携
計

画
策

定
料

○
×

×
○
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

―
○

○
―

○
―

―
○

○
○

※
１

○
―

○
―

○
―

○
○

○
○

○
○

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

―
―

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

○
○

×
○

×
×

×
×

×
○

×
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

×
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

×
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

○
―

×
○

×
○

歯 科

Ｂ
０

０
６

－
３

－
２

　
が

ん
治

療
連

携
指

導
料

○
×

×
○

Ｂ
０

０
７

　
退

院
前

訪
問

指
導

料
―

×
×

―

Ｂ
０

０
８

　
薬

剤
管

理
指

導
料

―
×

×
―

Ｂ
０

０
８

－
２

　
薬

剤
総

合
評

価
調

整
管

理
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
９

　
診

療
情

報
提

供
料

(
Ⅰ

)
（

注
２

及
び

注
６

）
○

（
同

一
月

に
お

い
て

、
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

又
は

介
護

予
防

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
が

算
定

さ
れ

て
い

る
場

合
を

除
く

。
）

○
○

○

Ｂ
０

１
１

－
４

　
退

院
時

薬
剤

情
報

管
理

指
導

料
―

×
×

―

Ｂ
０

１
４

　
退

院
時

共
同

指
導

料
１

―
×

×
×

Ｂ
０

１
５

　
退

院
時

共
同

指
導

料
２

―
×

×
―

Ｃ
０

０
１

　
訪

問
歯

科
衛

生
指

導
料

×
○

○
○

Ｃ
０

０
１

－
３

　
歯

科
疾

患
在

宅
療

養
管

理
料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
○

○
○

Ｃ
０

０
１

－
５

　
在

宅
患

者
訪

問
口

腔
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

指
導

管
理

料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
○

○
○

Ｃ
０

０
３

　
在

宅
患

者
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
料

×
×

×
×

Ｃ
０

０
７

　
在

宅
患

者
連

携
指

導
料

×
×

×
×

Ｃ
０

０
８

　
在

宅
患

者
緊

急
時

等
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

料
○

×
×

×

上
記

以
外

○
○

○
○ ×

１
３

の
３

　
か

か
り

つ
け

薬
剤

師
包

括
管

理
料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

た
だ

し
、

当
該

患
者

の
薬

学
的

管
理

指
導

計
画

に
係

る
疾

病
と

別
の

疾
病

又
は

負
傷

に
係

る
臨

時
の

投
薬

が
行

わ
れ

た
場

合
に

は
算

定
可

）

×
×

×

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

た
だ

し
、

当
該

患
者

の
薬

学
的

管
理

指
導

計
画

に
係

る
疾

病
と

別
の

疾
病

又
は

負
傷

に
係

る
臨

時
の

投
薬

が
行

わ
れ

た
場

合
に

は
算

定
可

）

×
×

×

１
３

の
２

　
か

か
り

つ
け

薬
剤

師
指

導
料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

た
だ

し
、

当
該

患
者

の
薬

学
的

管
理

指
導

計
画

に
係

る
疾

病
と

別
の

疾
病

又
は

負
傷

に
係

る
臨

時
の

投
薬

が
行

わ
れ

た
場

合
に

は
算

定
可

）

×
×

×

１
４

の
２

　
外

来
服

薬
支

援
料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
×

×
×

１
５

　
在

宅
患

者
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
料

×
×

×

×
×

調 剤

１
５

の
５

　
服

薬
情

報
等

提
供

料
○

（
同

一
月

に
お

い
て

、
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

又
は

介
護

予
防

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
が

算
定

さ
れ

て
い

る
場

合
を

除
く

。
）

×
×

１
５

の
２

　
在

宅
患

者
緊

急
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
料

○
×

×

調 剤

１
０

　
薬

剤
服

用
歴

管
理

指
導

料

１
５

の
３

　
在

宅
患

者
緊

急
時

等
共

同
指

導
料

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
×

×

×

上
記

以
外

○
×

×
×

１
５

の
４

　
退

院
時

共
同

指
導

料
―

×
×

×
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

○
※

２

○
※

２
（

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

し
た

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
看

護
師

等
が

指
定

訪
問

看
護

を
実

施
し

た
場

合
に

限
り

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
以

外
の

患
者

に
お

い
て

は
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

）
、

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
）

―

ア
：

○
（

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

に
限

る
。

）
イ

：
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
で

あ
っ

て
、

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

し
た

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
看

護
師

等
が

指
定

訪
問

看
護

を
実

施
し

た
場

合
に

限
り

、
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

）

○
※

９
○

※
９

及
び

※
1
4

―

ア
：

○
（

認
知

症
患

者
を

除
く

。
）

イ
：

○
　

※
1
4

（
認

知
症

患
者

を
除

く
。

）

○
―

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

○
※

1
5
及

び
※

1
7

―
ア

：
○

　
※

1
6

イ
：

○
　

※
1
6
及

び
※

1
7

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

に
お

い
て

、
緊

急
時

訪
問

看
護

加
算

又
は

緊
急

時
介

護
予

防
訪

問
看

護
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

○
※

1
5
及

び
※

1
7

（
同

一
月

に
お

い
て

、
緊

急
時

訪
問

看
護

加
算

又
は

緊
急

時
介

護
予

防
訪

問
看

護
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―
ア

：
○

　
※

1
6

イ
：

○
　

※
1
6
及

び
※

1
7

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

お
い

て
、

介
護

保
険

の
特

別
管

理
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

○
※

1
5
及

び
※

1
7

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
の

特
別

管
理

加
算

を
算

定
し

て
い

な
い

場
合

に
限

る
。

）

―
ア

：
○

　
※

1
6

イ
：

○
　

※
1
6
及

び
※

1
7

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

×

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

等
の

患
者

で
あ

る
場

合
又

は
退

院
後

行
う

初
回

の
訪

問
看

護
が

特
別

訪
問

看
護

指
示

書
に

係
る

指
定

訪
問

看
護

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
）

○
※

1
7

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

等
の

患
者

で
あ

る
場

合
又

は
退

院
後

行
う

初
回

の
訪

問
看

護
が

特
別

訪
問

看
護

指
示

書
に

係
る

指
定

訪
問

看
護

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
）

―
―

―

０
１

　
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

(
Ⅰ

)
及

び
(
Ⅱ

)
（

注
加

算
を

含
む

。
）

（
同

一
建

物
に

お
い

て
同

一
日

に
２

件
以

上
医

療
保

険
か

ら
給

付
さ

れ
る

訪
問

看
護

を
行

う
か

否
か

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

○
※

２
―

―
―

０
１

－
２

　
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
(
Ⅰ

)
及

び
(
Ⅲ

)
（

注
加

算
を

含
む

。
）

（
同

一
建

物
に

お
い

て
同

一
日

に
２

件
以

上
医

療
保

険
か

ら
給

付
さ

れ
る

訪
問

看
護

を
行

う
か

否
か

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

○
※

９
―

―

０
１

－
３

　
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

(
Ⅲ

)
及

び
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
(
Ⅳ

)
―

ア
：

○
イ

：
×

ア
：

○
イ

：
×

―

０
２

　
訪

問
看

護
管

理
療

養
費

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

―
―

―

2
4
時

間
対

応
体

制
加

算

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

に
お

い
て

、
緊

急
時

訪
問

看
護

加
算

又
は

緊
急

時
介

護
予

防
訪

問
看

護
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―
―

―

特
別

管
理

加
算

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

お
い

て
、

介
護

保
険

の
特

別
管

理
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―
―

―

退
院

時
共

同
指

導
加

算
―

×
×

ア
：

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

イ
：

×

退
院

支
援

指
導

加
算

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

等
の

患
者

で
あ

る
場

合
又

は
退

院
後

行
う

初
回

の
訪

問
看

護
が

特
別

訪
問

看
護

指
示

書
に

係
る

指
定

訪
問

看
護

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
）

―
―

―
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

―
×

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

○
※

1
5
及

び
※

1
7

―
ア

：
○

　
※

1
6

イ
：

○
　

※
1
6
及

び
※

1
7

○
―

×

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
に

よ
る

訪
問

看
護

を
受

け
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

○
※

1
5
及

び
※

1
7

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
に

よ
る

訪
問

看
護

を
受

け
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―
×

―
―

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

○
※

1
5
及

び
※

1
7

―
×

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
に

よ
る

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

○
※

1
5
及

び
※

1
7

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
に

よ
る

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―

ア
：

○
　

※
1
6

（
た

だ
し

、
看

取
り

介
護

加
算

を
算

定
し

て
い

る
場

合
に

は
、

訪
問

看
護

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
療

養
費

２
を

算
定

す
る

）
イ

：
○

　
※

1
6
及

び
※

1
7

注
）

※
１

※
２

※
３

※
４

在
宅

患
者

連
携

指
導

加
算

×
―

―
―

在
宅

患
者

緊
急

時
等

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
加

算
○

※
２

又
は

精
神

科
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

を
算

定
で

き
る

者
―

―
―

看
護

・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
×

―
―

―

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

―
―

―

社
会

福
祉

施
設

、
身

体
障

害
者

施
設

等
、

養
護

老
人

ホ
ー

ム
及

び
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

に
係

る
診

療
報

酬
の

算
定

に
つ

い
て

は
、

「
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

等
に

お
け

る
療

養
の

給
付

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（

平
成

1
8
年

３
月

3
1
日

保
医

発
第

0
3
3
1
0
0
2
号

）
に

特
段

の
規

定
が

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
規

定
が

適
用

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

末
期

の
悪

性
腫

瘍
等

の
患

者
及

び
急

性
増

悪
等

に
よ

り
一

時
的

に
頻

回
の

訪
問

看
護

が
必

要
で

あ
る

患
者

に
限

る
。

次
に

掲
げ

る
薬

剤
の

薬
剤

料
に

限
る

。
　

・
抗

悪
性

腫
瘍

剤
（

悪
性

新
生

物
に

罹
患

し
て

い
る

患
者

に
対

し
て

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

　
・

疼
痛

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

の
た

め
の

医
療

用
麻

薬
　

・
抗

ウ
イ

ル
ス

剤
（

Ｂ
型

肝
炎

又
は

Ｃ
型

肝
炎

の
効

能
若

し
く

は
効

果
を

有
す

る
も

の
及

び
後

天
性

免
疫

不
全

症
候

群
又

は
Ｈ

Ｉ
Ｖ

感
染

症
の

効
能

若
し

く
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）

次
に

掲
げ

る
薬

剤
の

薬
剤

料
に

限
る

。
　

・
エ

リ
ス

ロ
ポ

エ
チ

ン
（

人
工

腎
臓

又
は

腹
膜

灌
流

を
受

け
て

い
る

患
者

の
う

ち
腎

性
貧

血
状

態
に

あ
る

も
の

に
投

与
さ

れ
た

場
合

に
限

る
。

）
　

・
ダ

ル
ベ

ポ
エ

チ
ン

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

　
・

エ
ポ

エ
チ

ン
ベ

ー
タ

ペ
ゴ

ル
（

人
工

腎
臓

又
は

腹
膜

灌
流

を
受

け
て

い
る

患
者

の
う

ち
腎

性
貧

血
状

態
に

あ
る

も
の

に
投

与
さ

れ
た

場
合

に
限

る
。

）
　

・
疼

痛
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
の

た
め

の
医

療
用

麻
薬

　
・

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ロ
ン

製
剤

（
Ｂ

型
肝

炎
又

は
Ｃ

型
肝

炎
の

効
能

又
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
抗

ウ
イ

ル
ス

剤
（

Ｂ
型

肝
炎

又
は

Ｃ
型

肝
炎

の
効

能
又

は
効

果
を

有
す

る
も

の
及

び
後

天
性

免
疫

不
全

症
候

群
又

は
Ｈ

Ｉ
Ｖ

感
染

症
の

効
能

又
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
血

友
病

の
治

療
に

係
る

血
液

凝
固

因
子

製
剤

及
び

血
液

凝
固

因
子

抗
体

迂
回

活
性

複
合

体

０
３

　
訪

問
看

護
情

報
提

供
療

養
費

１

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
に

よ
る

訪
問

看
護

を
受

け
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―
―

―

０
３

－
２

　
訪

問
看

護
情

報
提

供
療

養
費

２
―

―
―

―

０
５

　
訪

問
看

護
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

療
養

費

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
た

だ
し

、
看

取
り

介
護

加
算

を
算

定
し

て
い

る
場

合
に

は
、

訪
問

看
護

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
療

養
費

２
を

算
定

す
る

）

―
―

―

〇
：

要
介

護
被

保
険

者
等

で
あ

る
患

者
に

つ
い

て
療

養
に

要
す

る
費

用
の

額
を

算
定

で
き

る
場

合
（

平
成

2
0
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

1
2
8
号

）
の

規
定

に
よ

り
算

定
さ

れ
る

べ
き

療
養

と
し

て
い

る
も

の
　

×
：

診
療

報
酬

の
算

定
方

法
（

平
成

2
0
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

5
9
号

）
第

６
号

の
規

定
に

よ
り

算
定

で
き

な
い

も
の

　
－

：
診

療
報

酬
の

算
定

方
法

の
算

定
要

件
を

満
た

し
得

な
い

も
の

０
３

－
３

　
訪

問
看

護
情

報
提

供
療

養
費

３

-121-



「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

※
５

※
６

※
７

※
８

死
亡

日
か

ら
さ

か
の

ぼ
っ

て
3
0
日

以
内

の
患

者
に

つ
い

て
は

、
当

該
患

者
を

当
該

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
（

看
取

り
介

護
加

算
の

施
設

基
準

に
適

合
し

て
い

る
も

の
に

限
る

。
）

に
お

い
て

看
取

っ
た

場
合

（
在

宅
療

養
支

援
診

療
所

又
は

在
宅

療
養

支
援

病
院

若
し

く
は

当
該

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
の

協
力

医
療

機
関

の
医

師
に

よ
り

行
わ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

限
る

。

※
９

※
1
0

※
1
1

※
1
2

※
1
3

※
1
4

※
1
5

※
1
6

※
1
7

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

、
急

性
増

悪
等

に
よ

り
一

時
的

に
頻

回
の

訪
問

看
護

が
必

要
で

あ
る

患
者

又
は

精
神

科
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

を
算

定
出

来
る

者
（

認
知

症
で

な
い

者
に

限
る

。
）

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

又
は

精
神

科
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

を
算

定
出

来
る

者
（

認
知

症
で

な
い

者
に

限
る

。
）

に
限

る
。

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

訪
問

看
護

療
養

費
を

算
定

し
た

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
看

護
師

等
が

指
定

訪
問

看
護

を
実

施
し

た
場

合
に

限
り

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
以

外
の

患
者

に
お

い
て

は
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

）
、

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

検
査

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
処

置
、

手
術

又
は

麻
酔

に
つ

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
、

特
掲

診
療

料
の

施
設

基
準

（
平

成
2
0
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

6
3
号

）
別

表
第

1
2
の

第
１

号
、

第
２

号
、

第
３

号
、

第
４

号
又

は
第

５
号

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

認
知

症
患

者
を

除
く

。
（

た
だ

し
、

精
神

科
在

宅
患

者
支

援
管

理
料

を
算

定
す

る
患

者
に

あ
っ

て
は

こ
の

限
り

で
は

な
い

。
）

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

在
宅

患
者

訪
問

診
療

料
、

在
宅

時
医

学
総

合
管

理
料

、
施

設
入

居
時

等
医

学
総

合
管

理
料

又
は

在
宅

が
ん

医
療

総
合

診
療

料
（

以
下

「
在

宅
患

者
訪

問
診

療
料

等
」

と
い

う
。

）
を

算
定

し
た

保
険

医
療

機
関

の
医

師
（

配
置

医
師

を
除

く
。

）
が

診
察

し
た

場
合

に
限

り
、

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
以

外
の

患
者

に
お

い
て

は
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

に
限

る
。

）
。

ま
た

、
保

険
医

療
機

関
の

退
院

日
か

ら
当

該
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

を
開

始
し

た
患

者
に

つ
い

て
は

、
当

該
サ

ー
ビ

ス
利

用
開

始
前

の
在

宅
患

者
訪

問
診

療
料

等
の

算
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
退

院
日

を
除

き
算

定
で

き
る

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
以

外
の

患
者

に
お

い
て

は
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

に
限

る
。

）
。

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

在
宅

患
者

訪
問

看
護

・
指

導
料

を
算

定
し

た
保

険
医

療
機

関
の

看
護

師
等

が
訪

問
看

護
・

指
導

を
実

施
し

た
場

合
に

限
り

、
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

以
外

の
患

者
に

お
い

て
は

、
利

用
開

始
後

3
0
日

ま
で

の
間

に
限

る
。

）
。

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

で
あ

っ
て

、
当

該
患

者
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

利
用

前
3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

在
宅

患
者

訪
問

看
護

・
指

導
料

を
算

定
し

た
保

険
医

療
機

関
の

看
護

師
等

が
訪

問
看

護
・

指
導

を
実

施
し

た
場

合
に

限
り

、
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

精
神

科
訪

問
看

護
・

指
導

料
を

算
定

し
た

保
険

医
療

機
関

の
看

護
師

等
が

訪
問

看
護

・
指

導
を

実
施

し
た

場
合

に
限

り
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

、
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

次
に

掲
げ

る
費

用
に

限
る

。
　

・
外

来
化

学
療

法
加

算
　

・
静

脈
内

注
射

（
保

険
医

が
療

養
病

床
か

ら
転

換
し

た
介

護
老

人
保

健
施

設
に

赴
い

て
行

う
も

の
及

び
外

来
化

学
療

法
加

算
を

算
定

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
動

脈
注

射
（

外
来

化
学

療
法

加
算

を
算

定
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
・

抗
悪

性
腫

瘍
剤

局
所

持
続

注
入

（
外

来
化

学
療

法
加

算
を

算
定

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
肝

動
脈

塞
栓

を
伴

う
抗

悪
性

腫
瘍

剤
肝

動
脈

内
注

入
（

外
来

化
学

療
法

加
算

を
算

定
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
・

点
滴

注
射

（
保

険
医

が
療

養
病

床
か

ら
転

換
し

た
介

護
老

人
保

健
施

設
に

赴
い

て
行

う
も

の
及

び
外

来
化

学
療

法
加

算
を

算
定

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
中

心
静

脈
注

射
（

外
来

化
学

療
法

加
算

を
算

定
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
・

植
込

型
カ

テ
ー

テ
ル

に
よ

る
中

心
静

脈
注

射
（

外
来

化
学

療
法

加
算

を
算

定
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
・

エ
リ

ス
ロ

ポ
エ

チ
ン

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

の
費

用
　

・
ダ

ル
ベ

ポ
エ

チ
ン

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

の
費

用
　

・
エ

ポ
エ

チ
ン

ベ
ー

タ
ペ

ゴ
ル

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

　
・

抗
悪

性
腫

瘍
剤

（
悪

性
新

生
物

に
罹

患
し

て
い

る
患

者
に

対
し

て
投

与
さ

れ
た

場
合

に
限

る
。

）
の

費
用

　
・

疼
痛

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

の
た

め
の

医
療

用
麻

薬
の

費
用

　
・

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ロ
ン

製
剤

（
Ｂ

型
肝

炎
又

は
Ｃ

型
肝

炎
の

効
能

又
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）
の

費
用

　
・

抗
ウ

イ
ル

ス
剤

（
Ｂ

型
肝

炎
又

は
Ｃ

型
肝

炎
の

効
能

又
は

効
果

を
有

す
る

も
の

及
び

後
天

性
免

疫
不

全
症

候
群

又
は

Ｈ
Ｉ

Ｖ
感

染
症

の
効

能
又

は
効

果
を

有
す

る
も

の
に

限
る

。
）

の
費

用
　

・
血

友
病

の
治

療
に

係
る

血
液

凝
固

因
子

製
剤

及
び

血
液

凝
固

因
子

抗
体

迂
回

活
性

複
合

体
の

費
用

創
傷

処
置

（
手

術
日

か
ら

起
算

し
て

十
四

日
以

内
の

患
者

に
対

す
る

も
の

を
除

く
。

）
、

喀
痰

吸
引

、
摘

便
、

酸
素

吸
入

、
酸

素
テ

ン
ト

、
皮

膚
科

軟
膏

処
置

、
膀

胱
洗

浄
、

留
置

カ
テ

ー
テ

ル
設

置
、

導
尿

、
膣

洗
浄

、
眼

処
置

、
耳

処
置

、
耳

管
処

置
、

鼻
処

置
、

口
腔

、
咽

頭
処

置
、

間
接

喉
頭

鏡
下

喉
頭

処
置

、
ネ

ブ
ラ

イ
ザ

ー
、

超
音

波
ネ

ブ
ラ

イ
ザ

ー
、

介
達

牽
引

、
消

炎
鎮

痛
等

処
置

、
鼻

腔
栄

養
及

び
長

期
療

養
患

者
褥

瘡
等

処
置

を
除

く
。

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

精
神

科
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

を
算

定
し

た
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
の

看
護

師
等

が
指

定
訪

問
看

護
を

実
施

し
た

場
合

に
限

り
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

、
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

（
別
紙
２
）

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
以

外
の

保
険

医
療

機
関

基 本
×

○

Ｂ
０

０
１

の
１

　
ウ

イ
ル

ス
疾

患
指

導
料

○

Ｂ
０

０
１

の
２

　
特

定
薬

剤
治

療
管

理
料

○

Ｂ
０

０
１

の
３

　
悪

性
腫

瘍
特

異
物

質
治

療
管

理
料

Ｂ
０

０
１

の
９

　
外

来
栄

養
食

事
指

導
料

○
（

栄
養

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

を
算

定
し

て
い

な
い

場
合

に
限

る
。

）

Ｂ
０

０
１

の
1
1
　

集
団

栄
養

食
事

指
導

料
○

（
栄

養
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

Ｂ
０

０
１

の
1
2
　

心
臓

ペ
ー

ス
メ

ー
カ

ー
指

導
管

理
料

○○

Ｂ
０

０
１

の
2
4
　

外
来

緩
和

ケ
ア

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
2
5
　

移
植

後
患

者
指

導
管

理
料

○

Ｂ
０

０
１

の
1
4
　

高
度

難
聴

指
導

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
1
5
　

慢
性

維
持

透
析

患
者

外
来

医
学

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
1
6
　

喘
息

治
療

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
2
2
　

が
ん

性
疼

痛
緩

和
指

導
管

理
料

区
　

分

ア
.
介

護
医

療
院

に
入

所
中

の
患

者
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

医
療

院
の

療
養

床
に

限
る

。
）

を
受

け
て

い
る

患
者

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

初
・

再
診

料
○

入
院

料
等

×
○

（
Ａ

４
０

０
の

１
短

期
滞

在
手

術
等

基
本

料
１

に
限

る
。

）

Ｂ
０

０
１

の
６

　
て

ん
か

ん
指

導
料

○

Ｂ
０

０
１

の
７

　
難

病
外

来
指

導
管

理
料

○

Ｂ
０

０
１

の
８

　
皮

膚
科

特
定

疾
患

指
導

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
2
0
　

糖
尿

病
合

併
症

管
理

料
×

○

○

Ｂ
０

０
１

の
2
3
　

が
ん

患
者

指
導

管
理

料
○
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
以

外
の

保
険

医
療

機
関

区
　

分

ア
.
介

護
医

療
院

に
入

所
中

の
患

者
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

医
療

院
の

療
養

床
に

限
る

。
）

を
受

け
て

い
る

患
者

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

注
１

注
６

注
８

加
算

注
1
0
加

算
 
（

認
知

症
専

門
医

療
機

関
紹

介
加

算
）

注
1
1
加

算
（

認
知

症
専

門
医

療
機

関
連

携
加

算
）

注
1
2
加

算
（

精
神

科
医

連
携

加
算

）
注

1
3
加

算
（

肝
炎

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ロ
ン

治
療

連
携

加
算

）
注

1
4
加

算
（

歯
科

医
療

機
関

連
携

加
算

１
）

注
1
5
加

算
（

歯
科

医
療

機
関

連
携

加
算

２
）

注
1
8
加

算
（

検
査

･
画

像
情

報
提

供
加

算
）

特 掲

医 学 管 理 等

Ｂ
０

０
９

　
診

療
情

報
提

供
料

（
Ⅰ

）

○

Ｂ
０

０
５

－
６

－
３

　
が

ん
治

療
連

携
管

理
料

○

Ｂ
０

０
５

－
７

　
認

知
症

専
門

診
断

管
理

料
○

Ｂ
０

０
５

－
８

　
肝

炎
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ロ

ン
治

療
計

画
料

○

Ｂ
０

０
１

－
７

　
リ

ン
パ

浮
腫

指
導

管
理

料
（

注
２

の
場

合
に

限
る

。
）

○

Ｂ
０

０
５

－
６

　
が

ん
治

療
連

携
計

画
策

定
料

○

Ｂ
０

０
５

－
６

－
２

　
が

ん
治

療
連

携
指

導
料

○

Ｂ
０

０
１

－
２

－
８

　
外

来
放

射
線

照
射

診
療

料
○

Ｂ
０

０
１

－
３

　
生

活
習

慣
病

管
理

料
○

（
注

３
に

規
定

す
る

加
算

に
限

る
。

）

Ｂ
０

０
１

－
３

－
２

　
ニ

コ
チ

ン
依

存
症

管
理

料
×

○

Ｂ
０

０
１

－
２

－
４

　
地

域
連

携
夜

間
・

休
日

診
療

料

Ｂ
０

０
１

－
２

－
５

　
院

内
ト

リ
ア

ー
ジ

実
施

料

Ｂ
０

０
１

－
２

－
６

　
夜

間
休

日
救

急
搬

送
医

学
管

理
料

Ｂ
０

０
１

の
2
6
　

植
込

型
輸

液
ポ

ン
プ

持
続

注
入

療
法

指
導

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
2
7
　

糖
尿

病
透

析
予

防
指

導
管

理
料

×
○
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
以

外
の

保
険

医
療

機
関

区
　

分

ア
.
介

護
医

療
院

に
入

所
中

の
患

者
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

医
療

院
の

療
養

床
に

限
る

。
）

を
受

け
て

い
る

患
者

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

（
同

一
日

に
お

い
て

、
特

別
診

療
費

を
算

定
す

る
場

合
を

除
く

。
）

×
○

Ｉ
０

０
６

　
通

院
集

団
精

神
療

法
×

○
（

専
門

的
な

診
療

に
特

有
な

薬
剤

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

注
射

○
※

２
○

（
専

門
的

な
診

療
に

特
有

な
薬

剤
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
○

（
Ｈ

０
０

５
視

能
訓

練
及

び
Ｈ

０
０

６
難

病
患

者
リ

ハ
ビ

リ
テ

－
シ

ョ
ン

料
に

限
る

。
）

×

特 掲

検
査

×
○

画
像

診
断

○
（

単
純

撮
影

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

○

投
薬

○
※

１

精 神 科 専 門

Ｉ
０

０
０

　
精

神
科

電
気

痙
攣

療
法

×
○

Ｉ
０

０
２

　
通

院
・

在
宅

精
神

療
法

×
○

Ｉ
０

０
３

－
２

　
認

知
療

法
・

認
知

行
動

療
法

Ｂ
０

１
２

　
傷

病
手

当
金

意
見

書
交

付
料

○

上
記

以
外

×

特 掲

在 宅 医 療

Ｃ
０

０
０

　
往

診
料

第
２

節
第

２
款

に
掲

げ
る

在
宅

療
養

指
導

管
理

材
料

加
算

○

上
記

以
外

Ｂ
０

０
９

－
２

　
電

子
的

診
療

情
報

評
価

料

Ｂ
０

１
０

－
２

　
診

療
情

報
連

携
共

有
料

Ｂ
０

１
１

－
３

　
薬

剤
情

報
提

供
料

×

Ｂ
０

１
１

　
診

療
情

報
提

供
料

（
Ⅲ

）
○

Ｉ
０

０
０

－
２

　
経

頭
蓋

磁
気

刺
激

療
法

×
○
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
以

外
の

保
険

医
療

機
関

区
　

分

ア
.
介

護
医

療
院

に
入

所
中

の
患

者
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

医
療

院
の

療
養

床
に

限
る

。
）

を
受

け
て

い
る

患
者

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

×
○

×
○

×
○

×
○

調 剤

退
院

時
共

同
指

導
加

算

訪
問

看
護

療
養

費
× ○

※
４

又
は

精
神

科
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

を
算

定
で

き
る

者

×

Ｃ
０

０
８

　
在

宅
患

者
緊

急
時

等
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

料
×

上
記

以
外

○

別
表

第
三

×

歯 科

Ｂ
０

０
８

－
２

　
薬

剤
総

合
評

価
調

整
管

理
料

×

Ｂ
０

１
４

　
退

院
時

共
同

指
導

料
１

×

Ｃ
０

０
３

　
在

宅
患

者
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
料

×

Ｃ
０

０
７

　
在

宅
患

者
連

携
指

導
料

処
置

○
※

３
○

手
術

○

特 掲

麻
酔

○

放
射

線
治

療
○

病
理

診
断

○

Ｉ
０

０
９

　
精

神
科

デ
イ

・
ケ

ア
（

注
６

の
場

合
を

除
く

。
）

×

Ｉ
０

１
５

　
重

度
認

知
症

患
者

デ
イ

・
ケ

ア
料

×

上
記

以
外

×

Ｉ
０

０
７

　
精

神
科

作
業

療
法

×

Ｉ
０

０
８

－
２

　
精

神
科

シ
ョ

ー
ト

・
ケ

ア
（

注
５

の
場

合
を

除
く

。
）

×

門 療 法

-126-



「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

併
設
保
険
医
療
機
関

併
設
保
険
医
療
機
関
以
外
の
保
険

医
療
機
関

併
設
保
険
医
療
機
関

併
設
保
険
医
療
機
関
以
外
の
保
険

医
療
機
関

区
　
分

ア
.
介
護
医
療
院
に
入
所
中
の
患
者

イ
.
短
期
入
所
療
養
介
護
又
は
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
（
介
護
医
療
院
の
療
養
床
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
患
者

介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
の
う
ち
、
他
科
受
診
時
費
用
（
3
6
2
単
位
）

を
算
定
し
な
い
日
の
場
合

介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
の
う
ち
、
他
科
受
診
時
費
用
（
3
6
2
単
位
）

を
算
定
し
た
日
の
場
合

※
１

※
２

※
３

※
４

末
期
の
悪
性
腫
瘍
等
の
患
者
及
び
急
性
増
悪
等
に
よ
り
一
時
的
に
頻
回
の
訪
問
看
護
が
必
要
で
あ
る
患
者
に
限
る
。

次
に
掲
げ
る
薬
剤
の
薬
剤
料
に
限
る
。

　
・
抗
悪
性
腫
瘍
剤
（
悪
性
新
生
物
に
罹
患
し
て
い
る
患
者
に
対
し
て
投
与
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

　
・
疼
痛
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
た
め
の
医
療
用
麻
薬

　
・
抗
ウ
イ
ル
ス
剤
（
Ｂ
型
肝
炎
又
は
Ｃ
型
肝
炎
の
効
能
若
し
く
は
効
果
を
有
す
る
も
の
及
び
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
又
は
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症
の
効
能
若
し
く
は
効
果
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
薬
剤
の
薬
剤
料
に
限
る
。

　
・
エ
リ
ス
ロ
ポ
エ
チ
ン
（
人
工
腎
臓
又
は
腹
膜
灌
流
を
受
け
て
い
る
患
者
の
う
ち
腎
性
貧
血
状
態
に
あ
る
も
の
に
投
与
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

　
・
ダ
ル
ベ
ポ
エ
チ
ン
（
人
工
腎
臓
又
は
腹
膜
灌
流
を
受
け
て
い
る
患
者
の
う
ち
腎
性
貧
血
状
態
に
あ
る
も
の
に
投
与
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

　
・
エ
ポ
エ
チ
ン
ベ
ー
タ
ペ
ゴ
ル
（
人
工
腎
臓
又
は
腹
膜
灌
流
を
受
け
て
い
る
患
者
の
う
ち
腎
性
貧
血
状
態
に
あ
る
も
の
に
投
与
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

　
・
疼
痛
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
た
め
の
医
療
用
麻
薬

　
・
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
製
剤
（
Ｂ
型
肝
炎
又
は
Ｃ
型
肝
炎
の
効
能
又
は
効
果
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　
・
抗
ウ
イ
ル
ス
剤
（
Ｂ
型
肝
炎
又
は
Ｃ
型
肝
炎
の
効
能
又
は
効
果
を
有
す
る
も
の
及
び
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
又
は
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症
の
効
能
又
は
効
果
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　
・
血
友
病
の
治
療
に
係
る
血
液
凝
固
因
子
製
剤
及
び
血
液
凝
固
因
子
抗
体
迂
回
活
性
複
合
体

創
傷
処
置
（
手
術
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
以
内
の
患
者
に
対
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
喀
痰
吸
引
、
摘
便
、
酸
素
吸
入
、
酸
素
テ
ン
ト
、
皮
膚
科
軟
膏
処
置
、
膀
胱
洗
浄
、
留
置
カ
テ
ー
テ
ル
設
置
、
導
尿
、
膣

洗
浄
、
眼
処
置
、
耳
処
置
、
耳
管
処
置
、
鼻
処
置
、
口
腔
、
咽
頭
処
置
、
間
接
喉
頭
鏡
下
喉
頭
処
置
、
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
、
超
音
波
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
、
介
達
牽
引
、
消
炎
鎮
痛
等
処
置
、
鼻
腔
栄
養
及
び
長
期
療
養
患

者
褥
瘡
等
処
置
を
除
く
。
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介護保険関連情報のホームページアドレスについて 

  介護保険関連情報のホームページアドレスをまとめたものです。常に介護保険の最新情
報を御確認していただくとともに、日頃の業務で疑問が生じた場合等に御活用ください。 

 

（１）厚生労働省 平成 30年度介護報酬改定について    平成 30年度介護報酬改定に伴うＱ＆Ａを含む。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei

sha/housyu/kaitei30.html 

 

（２）厚生労働省 令和元年度介護報酬改定について    令和元年度介護報酬改定に伴うＱ＆Ａを含む。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei

sha/housyu/kaitei31_00005.html 

 

（３）介護保険最新情報（福岡県庁ホームページ）    厚生労働省から発出される介護保険の最新情報を掲載 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/saishinjouhou-all.html 

 

（４）介護サービス関係Ｑ&Ａ    介護サービス関係のＱ&ＡをＰＤＦ又はエクセルファイルで閲覧可能 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei

sha/qa/ 

 

（５）ＷＡＭ ＮＥＴ 介護サービス関係Ｑ&Ａ一覧    介護サービス関係Ｑ&Ａの内容を検索できるページ 

https://www.wam.go.jp/wamappl/kaigoServiceQA.nsf/aList?Open&sc=00&kc=0

&pc=1 

 

（６）「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に

関連する事項等について」の一部改正について 

https://www.shizukokuhoren.or.jp/wp-content/uploads/K_kyufuchosei_05.pdf     ※ 検索サイトで「保医発 0327第３号」で検索すると閲覧できます。 
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